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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

   鶴岡工業高等専門学校 

（２）所在地 

   山形県鶴岡市 

（３）学科等の構成 

   学 科：機械工学科，電気電子工学科， 

       制御情報工学科，物質工学科 

   専攻科：機械電気システム工学専攻， 

       物質工学専攻 

（４）学生数及び教員数 

   （平成19年５月１日現在） 

   学生数：準学士課程 814名 

機械工学科 40 40 40 ( 2 ) 44 ( 2 ) 38 202 ( 4 )

電気電子工学科 40 ( 4 ) 40 ( 1 ) 39 － － 119 ( 5 )

電気工学科 － － － 48 ( 1 ) 36 ( 1 ) 84 ( 2 )

制御情報工学科 40 ( 9 ) 39 ( 3 ) 40 ( 9 ) 46 ( 7 ) 41 ( 5 ) 206 ( 33 )

物質工学科 40 ( 7 ) 41 ( 8 ) 39 ( 14 ) 43 ( 13 ) 40 ( 7 ) 203 ( 49 )

計 160 ( 20 ) 160 ( 12 ) 158 ( 25 ) 181 ( 23 ) 155 ( 13 ) 814 ( 93 )

単位：人　　　（　　）：女子学生数で内数

５年 計４年１年 ２年 ３年

 

   学生数：専攻科課程 41名 

12 17 29
6 6 ( 2 ) 12 ( 2 )

18 23 ( 2 ) 41 ( 2 )
単位：人　　　（　　）：女子学生数で内数

物質工学専攻
計

計
機械電気システム工学専攻

２年１年

 

   教員数：64名 

校長 教授 特任教授 准教授 講師 助教 助手 計

校長 1 － － － － － － 1

総合科学科 － 8（1） 1 12（1） 1 0 0 22（2）

機械工学科 － 5 0 3 0 2 0 10

電気電子工学科 － 3 0 3 0 2 0 8

制御情報工学科 － 4 1 5 0 1 0 11

物質工学科 － 6 0 4 0 2 0 12

計 1 26（1） 2 27（1） 1 7 0 64（2）

単位：人　　　（　　）：女性教員数で内数

 

２ 特徴 

 本校は，急速な経済成長を背景に産業界などからの社

会的要請を受けて，昭和37年度から発足した国立工業高

等専門学校の第二期校として，昭和38年４月に機械工学

科２学級，電気工学科１学級で開校した。その後，昭和

42年度に工業化学科１学級が増設され，平成２年度には

機械工学科２学級が機械工学科１学級，制御情報工学科

１学級に改組された。さらに，平成５年度には工業化学

科が物質工学科（物質コース・生物コース）に改組され，

平成17年度には電気工学科が電気電子工学科に改称され

た。平成15年からは，一般科目担当の教員組織を総合科

学科とした。 

 平成15年度には，準学士課程の上に専攻科が設置され，

平成16年度に独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工

業高等専門学校へと移行し，現在に至っている。 

 本校は，地域密着型高専として発展することを基本方

針に掲げ，教育・研究・校務・地域協力の４本柱を学校

運営の基本に据えている。 

 教育面では，15歳から20歳の準学士課程にあっては，

一般教育と専門教育のカリキュラムをくさび形に配置し

た実践的な技術者教育を行い，かつ創造的技術者教育の

専攻科課程との有機的・効果的な高等教育を実施してい

る。平成17年には日本技術者教育認定機構（JABEE）の審

査に「教育プログラム：生産システム工学」で合格し，

JABEEの認定校になっている。また，準学士課程１，２年

生を原則全寮制にし，寮生活を通じて豊かな人間性形成

の教育も行っている。現在３～５年生の寮生を含め，本

校の半数以上の439名が寮生である。 

 研究面では，教員の自主的研究を教育へ還元すること，

及び地域産業界からの技術相談・共同研究に貢献するこ

とを重点にしている。平成６年には地域協力教育研究セ

ンターが設置され，平成12年度に同センターを地域共同

テクノセンターに改組し，地域の産学官の技術交流の拠

点としている。 

 地域に対しては，小・中学校への「出前授業」や，小

・中学生や保護者を対象にした「親子で楽しむ科学の祭

典」を長年続けるなど，地域の理科教育に貢献している。

平成18年度には，物質工学科の「地域の理科教育拠点構

築プログラム」が，文部科学省の「現代的教育ニーズ取

組支援プログラム」に選定された。 

また，山形大学等と「大学コンソーシアムやまがた」

を結成し，他大学との単位互換制度がある。国際的には，

中国の中原工学院（河南省鄭州市）と姉妹校協定を結び，

教員の相互交流や学術出版物の交換を行っている。 
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Ⅱ 目的 

１ 鶴岡工業高等専門学校の使命，教育の目的及び養成する人材像 

 (1) 使命 

 本校の創立以来の校訓，「自学自習」,「理魂工才」（自ら学び自ら思考しながら，目先のことだけにとらわ

れず，その基本となる原理を深く考え，実践を通して工学のセンスを身につける）のもとに，地域に密着した

工学系高等教育機関として, 人材育成と研究開発の両面に積極的に取り組み, 山形県のみならず，日本さらに

は世界の発展に寄与し貢献することを使命とする。 

 (2) 教育の目的 

  前掲の使命を達成するための教育理念として，以下のような「基本教育目標」を定めている： 

  1) 豊かな人間性と広い視野を持ち，社会人としての倫理を身につける 

  2) あらゆる学習を通じて思考力を鍛え，創造力に富んだ技術者になる 

  3) 専門分野の基礎を良く理解し，実際の問題に応用できる能力を培う 

  4) 意思伝達及び相互理解のため，十分なコミュニケーション力を養う 

 (3) 養成する人材像 

 多様な価値観と広い視野を持ち，人間性と創造性に富み，基礎工学及び専門知識・技術を有機的に統合した

ものづくりやシステムづくりに強い実践的技術者の養成を目指している。 

 

２ 教育活動の基本的な方針，学習・教育目標等 

 (1) 基本的な方針 

 本校は本科（準学士課程：５年間）と専攻科（学士課程：２年間）の２つの教育課程によって構成されてお

り，本科には４つの専門学科，専攻科には２つの専攻がある。本科，専攻科とも，教養教育と専門教育がくさ

び形に配置されており，両者を有機的に連携させながら，一般教養，基礎工学及び専門知識・技術，実験・実

習を重視した教育を実践している。この教育方針に基づいて，前掲の「養成する人材像」のような，幅広い知

識や教養をしっかり身につけた創造性豊かな実践的技術者を養成して，産業界や地域の要請に応えていく。 

 この方針のもとに, 準学士課程及び専攻科課程に共通な７つの「学習・教育目標」を設定し，準学士課程及

び専攻科課程のそれぞれについて，卒業時及び修了時の７つの学習・教育目標ごとの具体的な達成目標を明示

した。 

 (2) 準学士課程の学習・教育目標と具体的な達成目標 

 本科５年間一貫教育の準学士課程は，15 歳から 20 歳という人間形成に非常に重要な時期の教育である。その

ため，学業の修得だけでなく健全で豊かな人間形成も必要である。７つの「学習・教育目標」と準学士課程卒

業時の具体的な達成目標は次のとおりである： 

 (A) 知識を統合し多面的に問題を解決する構想力を身につける。 

  A-1 工学の基礎となる理論を理解し，実践を通して工学のセンスを身につける。（校訓「理魂工才」） 

  A-2 自ら学び自ら思考しながら，幅広い分野の知識を身につける。（校訓「自学自習」） 

 (B) 地球的視野と技術者倫理を身につける。 

  B-1 日本と世界との関わりあいについて関心をもち，広い視野でものごとを考えることができる。 

  B-2 技術と人間社会や地球環境の関係について理解し，技術者が持つべき倫理観の必要性を認識する。 

 (C) 数学，自然科学の基礎学力と実験・実習による実践力を身につける。 

  C-1 工学の基礎となる，数学や自然科学の基礎知識を身につける。 

  C-2 基礎的な実験や実習を通してその技術を実際的に身につける。 

 (D) 工学の基礎学力と情報技術を身につける。 



鶴岡工業高等専門学校 

- 3 - 

  D-1 どの分野にも必要な共通の基盤技術である基礎工学を身につける。 

  D-2 コンピュータをはじめとするさまざまな情報機器を利用する技術を身につける。 

 (E) 一つの得意専門分野をもち，生産技術に関する幅広い対応能力を身につける。 

  E-1 得意とする専門分野の知識，技術を身につける。 

  E-2 得意とする専門分野と人間社会との関連について理解できる。 

 (F) 論理的表現力と英語力を身につける。 

  F-1 日本語の文章の内容を正確に理解し，自分の考えを的確に伝えることができる。 

  F-2 日常的に使用される英語文の内容を理解し，自分の考えを英語で伝えることができる。 

 (G) 計画的，継続的，客観的な問題解決能力を身につける。 

  G-1 解決すべき問題を，客観的にとらえて，計画的，継続的に学習することができる。 

 (3) 専攻科課程の学習・教育目標と具体的な達成目標 

 ２年間の専攻科課程では，本科の５年間の一貫教育の基礎の上に立って，豊かな教養や人間性，倫理・安全

・環境保全に関する知識，幅広い研究活動を通しての国際的に活躍できる実践的な技術開発力などを養う。特

に，本校では，本科４年生から専攻科２年生までの教育プログラムを，ＪＡＢＥＥに対応した「生産システム

工学」の教育プログラムとして設計しており，要求される教育レベルを配慮した教育システムが構築されてい

る。専攻科課程２年修了時の，７つの「学習・教育目標」についての具体的な達成目標は次のとおりである： 

 (A）知識を統合し多面的に問題を解決する構想力を身につける。 

  A-1 理論的な基礎の上に実践力を磨き，創造力や応用力を発揮できる。（校訓「理魂工才」） 

  A-2 継続的に広く学び，自主的に問題解決を図ることができる。（校訓「自学自習」） 

 (B) 地球的視野と技術者倫理を身につける。 

  B-1 広い教養と視野をもち，地球環境や国際間の異なる文化や歴史的背景を理解できる。 

  B-2 技術が人間社会や環境に及ぼす影響や効果を理解し，技術者が社会や企業において果たすべき責任を

自覚できる。 

 (C) 数学，自然科学の基礎学力と実験・実習による実践力を身につける。 

  C-1 数学や自然科学の知識を基に実践的な問題を解析し，その結果を説明できる。 

  C-2 実験・実習を通じて現象を経験的に学び，実験結果に対する理論との比較や考察ができる。 

 (D) 工学の基礎学力と情報技術を身につける。 

  D-1 共通基盤技術である基礎工学および情報技術を応用して生産に関わる幅広い問題に対応できる。 

  D-2 どの分野にも必要な専門基礎工学を身につけ，さらに深い専門技術や将来の技術の進展に対応できる。 

 (E) 一つの得意専門分野をもち，生産技術に関する幅広い対応能力を身につける。 

  E-1 機械系，電気・電子系，応用化学系の専門科目群から１つの得意分野の達成基準を満足できる。 

  E-2 得意専門分野と専門共通技術を融合して，地域産業や国際社会の多様な要求に対応できる。 

 (F) 論理的表現力と英語力を身につける。 

  F-1 論理的に記述，発表，討論する国語力を磨き，大学生レベルのレポートや論文が書ける。 

  F-2 学内外の研究発表会において，論理的で説得力のある発表や質疑応答ができる。 

  F-3 基本的なビジネス英語力を修得し，専攻科研究論文の要旨を英語で書くことができる。 

 (G) 計画的，継続的，客観的な問題解決能力を身につける。 

  G-1 長期的な課題に対して，実施計画を立て実行結果を逐次記録・評価して進歩の自己管理ができる。 

  G-2 課題に対する複数の情報データを分析，考察，評価し，結論を客観的に説明できる。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，

及び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等

が，明確に定められているか。 

（観点に係る状況） 

 本校の目的は「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授し，

職業に必要な能力を育成すること」である（資料１－１－①－１）。 

 この目的の達成のために，本校では，創立以来，「自学自習」，「理魂工才」すなわち「自らよく

学び自らよく思考しながら，目先のことだけにとらわれずにその基本となる原理を考えると同時に，

実践を通して実際的な工学のセンスも身につけよ」ということを校訓としてきた（資料１－１－①－

２）。 

 また，これを踏まえて，より具体的な基本教育目標が，以下のように掲げられている： 

   １）豊かな人間性と広い視野を持ち，社会人としての倫理を身につける 

   ２）あらゆる学習を通じて思考力を鍛え，創造力に富んだ技術者になる 

   ３）専門分野の基礎を良く理解し，実際の問題に応用できる能力を培う 

   ４）意思伝達及び相互理解のため，十分なコミュニケーション力を養う 

 この基本教育目標は，学生便覧，学校総覧及びウェブページ等に明示されており，この目標に向け

た教育が実践されている（資料１－１－①－３～５）。また，基本教育目標に基づいて養成する技術

者像，すなわち「多様な価値観と広い視野を持ち，人間性と創造性に富み，基礎工学及び専門知識・

技術を有機的に統合したものづくりやシステムづくりに強い実践的技術者」を養成するために，準学

士課程及び専攻科課程に共通な７つの「学習・教育目標」を設定し，具体的な達成目標をシラバスに

明示している（資料１－１－①－６～９）。 

 

観点１－１－① 資料一覧 

資料１－１－①－１ 本校の目的   （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.７） 

資料１－１－①－２ 校訓    （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１） 

資料１－１－①－３ 基本教育目標  （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１） 

資料１－１－①－４ 基本教育目標  （出典：平成 19 年度 学校総覧，p.２） 

資料１－１－①－５ 基本教育目標  （出典：ウェブページ） 

資料１－１－①－６ 養成する人材像  （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１） 

資料１－１－①－７ 学習・教育目標  （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１） 

資料１－１－①－８ 学習・教育目標と具体的な到達目標･準学士課程 

        （出典：平成 19 年度 シラバス，p.３） 

資料１－１－①－９ 学習・教育目標と具体的な到達目標・専攻科課程 

        （出典：平成 19 年度 シラバス，p.４） 
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資料１－１－①－１

 

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，p.７）

 

資料１－１－①－２

 

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１）

 

資料１－１－①－３

 

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１）
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資料１－１－①－４

 

（出典：平成 19 年度 学校総覧，p.２）

 

資料１－１－①－５

 

 

（出典：ウェブページ）

 

資料１－１－①－６

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１）
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資料１－１－①－７

学習・教育目標 

 

(A)  知識を統合し多面的に問題を解決する構想力を身につける。 

(B)  地球的視野と技術者倫理を身につける。 

(C)  数学，自然科学の基礎学力と実験・実習による実践力を身につける。 

(D)  工学の基礎学力と情報技術を身につける。 

(E)  一つの得意専門分野をもち,生産技術に関する幅広い対応能力を身につける。 

(F)  論理的表現力と英語力を身につける。 

(G)  計画的，継続的，客観的な問題解決能力を身につける。 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，p.１）

 

資料１－１－①－８

◎学習・教育目標と具体的な到達目標  準学士課程（５年制の本科課程） 

 

  (A)知識を統合し多面的に問題を解決する構想力を身につける。 

   A-1 工学の基礎となる理論を理解し，実践を通して工学のセンスを身につける。（校訓「理魂工才」） 

   A-2 自ら学び自ら思考しながら，幅広い分野の知識を身につける。（校訓「自学自習」） 

  (B)地球的視野と技術者倫理を身につける。 

   B-1 日本と世界との関わりあいについて関心をもち，広い視野でものごとを考えることができる。 

   B-2 技術と人間社会や地球環境の関係について理解し，技術者が持つべき倫理観の必要性を認識する。 

  (C)数学，自然科学の基礎学力と実験・実習による実践力を身につける。 

   C-1 工学の基礎となる，数学や自然科学の基礎知識を身につける。 

   C-2 基礎的な実験や実習を通してその技術を実際的に身につける。 

  (D)工学の基礎学力と情報技術を身につける。 

   D-1 どの分野にも必要な共通の基盤技術である基礎工学を身につける。 

   D-2 コンピュータをはじめとするさまざまな情報機器を利用する技術を身につける。 

  (E)一つの得意専門分野をもち，生産技術に関する幅広い対応能力を身につける。 

   E-1 得意とする専門分野の知識，技術を身につける。 

   E-2 得意とする専門分野と人間社会との関連について理解できる。 

  (F)論理的表現力と英語力を身につける。 

   F-1 日本語の文章の内容を正確に理解し，自分の考えを的確に伝えることができる。 

   F-2 日常的に使用される英語文の内容を理解し，自分の考えを英語で伝えることができる。 

  (G)計画的，継続的，客観的な問題解決能力を身につける。 

   G-1 解決すべき問題を，客観的にとらえて，計画的，継続的に学習することができる。 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.３）
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資料１－１－①－９

◎学習・教育目標と具体的な到達目標  専攻科課程 

 

  (A)知識を統合し多面的に問題を解決する構想力を身につける。 

   A-1 理論的な基礎の上に実践力を磨き，創造力や応用力を発揮できる。（校訓「理魂工才」） 

   A-2 継続的に広く学び，自主的に問題解決を図ることができる。（校訓「自学自習」） 

  (B)地球的視野と技術者倫理を身につける。 

   B-1 広い教養と視野をもち，地球環境や国際間の異なる文化や歴史的背景を理解できる。 

   B-2 技術が人間社会や環境に及ぼす影響や効果を理解し，技術者が社会や企業において果たすべき責任を自覚で

きる。 

  (C)数学，自然科学の基礎学力と実験・実習による実践力を身につける。 

   C-1 数学や自然科学の知識を基に実践的な問題を解析し，その結果を説明できる。 

   C-2 実験・実習を通じて現象を経験的に学び，実験結果に対する理論との比較や考察ができる。 

  (D)工学の基礎学力と情報技術を身につける。 

   D-1 共通基盤技術である基礎工学および情報技術を応用して生産に関わる幅広い問題に対応できる。 

   D-2 どの分野にも必要な専門基礎工学を身につけ，さらに深い専門技術や将来の技術の進展に対応できる。 

  (E)一つの得意専門分野をもち，生産技術に関する幅広い対応能力を身につける。 

   E-1 機械系，電気・電子系，応用化学系の専門科目群から１つの得意分野の達成基準を満足できる。 

   E-2 得意専門分野と専門共通技術を融合して，地域産業や国際社会の多様な要求に対応できる。 

  (F) 論理的表現力と英語力を身につける。 

   F-1 論理的に記述，発表，討論する国語力を磨き，大学生レベルのレポートや論文が書ける。 

   F-2 学内外の研究発表会において，論理的で説得力のある発表や質疑応答ができる。 

   F-3 基本的なビジネス英語力を修得し，専攻科研究論文の要旨を英語で書くことができる。 

  (G)計画的，継続的，客観的な問題解決能力を身につける。 

   G-1 長期的な課題に対して，実施計画を立て実行結果を逐次記録・評価して進歩の自己管理ができる。 

   G-2 課題に対する複数の情報データを分析，考察，評価し，結論を客観的に説明できる。 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.４）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校では，学校教育法第 70 条の２に規定された目的に従って本校の目的を定め，教育目的，教育

目標，養成しようとする人材像，学習・教育目標を明確に定めている。また，これに対応した形で教

育目的，学習・教育目標を掲げ，卒業時の達成目標を具体的に定めている。 

 以上のことから，本校は目的を明確に定めている。 

 

 

観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求められ

る目的から，はずれるものでないか。 

（観点に係る状況）  

 本校学則第１章本校の目的第１条において,「本校の目的は,教育基本法の精神にのっとり，及び学

校教育法に基づき,深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする」と，

その目的を明確に定めている（資料１－１－①－１参照）。 

 また，この目的の達成のために，創立以来「自学自習」,「理魂工才」を校訓に掲げ（資料１－１
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－①－２参照），これを踏まえた具体的な基本教育目標を以下のように明確に定めている： 

   １）豊かな人間性と広い視野を持ち，社会人としての倫理を身につける 

   ２）あらゆる学習を通じて思考力を鍛え，創造力に富んだ技術者になる 

   ３）専門分野の基礎を良く理解し，実際の問題に応用できる能力を培う 

   ４）意思伝達及び相互理解のため，十分なコミュニケーション力を養う 

 この基本教育目標は，本校の養成すべき人材像を示しており，学生便覧等に明示されている（資料

１－１－①－３参照）。このように，本校の目的及びそれを実現するために設定した学習・教育目標

は，職業に必要な能力であり，学校教育法第70条の２に定められた目的，すなわち「高等専門学校は，

深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする」からはずれるものではな

い。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の目的及びそれを実現するために設定した学習・教育目標は，学校教育法第70条の２に規定さ

れている高等専門学校一般に求められる目的から，はずれるものではない。 

 

 

観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，校訓，それに基づく目的を，学生便覧，学校総覧等に明記して，すべての教職員及び学

生にこれを配布しており，ウェブページにも掲載している（資料１－２－①―１～２，資料１－１－

①－２参照）。基本教育目標は，シラバスやウェブページに掲載し，各クラスルームにも掲示してい

る（資料１－２－①－３～４，資料１－１－①－５参照）。また，校訓は，体育館内にも大きく掲示

して周知を図っている（資料1－２－①－５）。このように，教職員には，様々なかたちで目的の周

知を図っており，教職員の80%以上がよく知っているというアンケート結果が得られている（資料1－

２－①－６）。 

 

観点１－２－① 資料一覧 

資料１－２－①－１ 校訓   （出典：平成 19 年度 学校総覧，p.１） 

資料１－２－①－２ 校訓   （出典：ウェブページ） 

資料１－２－①－３ 基本教育目標 （出典：平成 19 年度 シラバス，p.３） 

資料１－２－①－４ 基本教育目標の教室への掲示 

       （出典：クラスルーム掲示） 

資料１－２－①－５ 校訓の体育館への掲示 

       （出典：体育館掲示） 

資料１－２－①－６ 学校の目的等についての意識調査  

       （出典：平成 18 年度 第 13 回教員会議議事録） 
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資料１－２－①－１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p.１）

 

資料１－２－①－２

 

 

（出典：ウェブページ）
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資料１－２－①－３

 

 

（出典：平成19年度 シラバス，p.３）

 

資料１－２－①－４

 

 

 

（出典：クラスルーム掲示）
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資料１－２－①－５

 

 

（出典：体育館掲示）
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資料１－２－①－６

平成１８年度第１３回教員会議議事録（抜粋） 

 

日 時 平成１９年３月１３日（火）１５：３０～１６：１０ 

場 所 会議室 

出席者 吉木、畑江、大和田、江口、保科、丹、大久保、柳本、安齋、小谷、竹田、瀬川、 

    阿部（達）以外出席 

 

議題 

３．その他 

 ５） 窪田認証評価対応小委員会委員から、学校の目的等についての意識調査実施について依頼

があった。 

 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

 

鶴岡高専教職員対象 学校の目的等についての意識調査 

有効回答数96

 1.あなたは本校の校訓を知っていますか？ 

   a) 知っている 94（97.9％）  b) 知らない 2（2.1％） 

 

 2. あなたは本校準学士課程（本科），あるいはまた専攻科課程の基本教育目標を知っていますか？ 

   a) 知っている 82（85.4％）  b) 知らない 14（14.6％） 

 

 3. あなたは本校の準学士課程及び専攻科課程に共通な7つの「学習・教育目標」を知っていますか？ 

   a) 知っている 80（83.3％）  b) 知らない 16（16.7％） 

 

 4. 本校準学士課程入学者（含編入学者），あるいはまた専攻科課程入学者に対する，受入方針を知っ

ていますか？ 

   a) 知っている 79（82.3％）  b) 知らない 17（17.7％） 

（出典：平成 18 年度 第 13 回教員会議議事録）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 校訓，目的を，教職員及び学生に配布している学生便覧，学校総覧，シラバス，ウェブページ等に

明記して周知を図っている。また，校訓は体育館内にも大きく掲示して，教職員及び学生に周知を図

っている。 

 以上のことから，本校では，目的が教職員及び学生に周知されている 

 

 

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，校訓，それに基づく教育目的を，学生便覧，学校総覧及びウェブページに掲載している

（資料1－１－①－２～５参照, 資料1－２－①－１～２参照）。また，入試説明会，学校説明会，中

学校訪問，中学生一日体験入学，企業訪問等で上記学校総覧を配布し，校訓や教育目的について説明

している。企業向けには，別のパンフレットにそのような情報を記載して配布している（資料１－２
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－②－１～５）。 

 

観点１－２－② 資料一覧 

資料１－２－②－１ 入試説明会実施一覧 

      （出典：入試説明会資料） 

資料１－２－②－２ 学校説明会実施一覧 

      （出典：学校説明会資料） 

資料１－２－②－３ 中学校訪問実施一覧 

      （出典：中学校訪問資料） 

資料１－２－②－４ 中学生一日体験入学資料 

      （出典：中学生一日体験入学リーフレット） 

資料１－２－②－５ 企業訪問パンフレット 

      （出典：21世紀の実践的工業技術者の育成，H19.1） 

 

資料１－２－②－１

平成1９年度 入試説明会実施一覧 
  （対象：中学校教員）

期    日 開催地区 会        場 

１０月 ３日(火) 新庄市 
新庄市生涯学習センター「わくわく新庄」  会議室 

（新庄市下金沢町15-11  ℡(0233)23-0197） 

１０月１０日(火) 山形市 
山形ビッグウイング  ４０１会議室 

（山形市平久保100      ℡(023)635-3100） 

１０月１３日(金) 米沢市 
置賜総合文化センター  ２０１研修室 

（米沢市金池3-1-14     ℡(0238)21-6111） 

１０月１６日(月) 鶴岡市 
鶴岡工業高等専門学校  ３階会議室 

（鶴岡市井岡字沢田104  ℡(0235)25-9024） 

 

（出典：入試説明会資料）
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資料１－２－②－２

平成1８年度 学校説明会実施一覧 

  （対象：中学生及び保護者）

期    日 開催地区 会        場 

１０月１４日(土) 寒河江市 
寒河江市技術交流プラザ  第１研修室Ａ，Ｂ 

（寒河江市中央工業団地 ℡(0237)86-1991） 

１０月１４日(土) 山形市 
山形ビッグウイング  ４０３会議室 

（山形市平久保100      ℡(023)635-3100） 

１０月１４日(土) 上町 
上町中央公民館  小会議室 

（ 上町大字向町674    ℡(0233)43-2350） 

１０月１５日(日) 新庄市 
新庄市生涯学習センター「わくわく新庄」  会議室 

（新庄市下金沢町15-11  ℡(0233)23-0197） 

１０月１５日(日) 村山市 
村山市楯岡地区市民センター  研修室 

（村山市楯岡二日町6-24 ℡(0237)55-7477） 

１０月２１日(土) 米沢市 
置賜総合文化センター  ２０１研修室 

（米沢市金池3-1-14     ℡(0238)21-6111） 

１０月２２日(日) 南陽市 
南陽市中央公民館「えくぼプラザ」  中会議室 

（南陽市赤湯791-1      ℡(0238)50-1140） 

１０月２２日(日) 長井市 
長井市置賜生涯学習プラザ  会議室 

（長井市九野本1235-1   ℡(0238)84-6900） 

１０月２８日(土) 酒田市 
酒田市総合文化センター  ３０９号室 

（酒田市中央西町2-59   ℡(0234)24-2991） 

１０月２９日(日) 酒田市 
酒田市総合文化センター  ３０９号室 

（酒田市中央西町2-59   ℡(0234)24-2991） 

１１月１１日(土) 鶴岡市 
鶴岡工業高等専門学校  ３階会議室 

（鶴岡市井岡字沢田104  ℡(0235)25-9024） 

１１月１２日(日) 鶴岡市 
鶴岡工業高等専門学校  ３階会議室 

（鶴岡市井岡字沢田104  ℡(0235)25-9024） 

（出典：学校説明会資料）
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資料１－２－②－３

平成１８年度中学校訪問実施一覧 

地  域 期  日 学  校  名 

９月 20 日 ①三川 

10 月 19 日 ①鶴岡三 ②羽黒  ③余目 

10 月 23 日 ①朝日 

10 月 24 日 ①櫛引 

10 月 25 日 ①温海  ②豊浦  ③鶴岡五 ④鶴岡一 ⑤鶴岡四 

鶴岡・田川地区 

（12 校） 

10 月 27 日 ①立川 

10 月 18 日 ①鳥海  ②平田  ③松山 

10 月 23 日 ①酒田六 

10 月 25 日 ①酒田二 ②酒田四 ③遊佐 

11 月 6 日 ①酒田三 ②酒田五 ③八幡 

酒田・飽海地区 

（11 校） 

11 月 20 日 ①酒田一 

10 月４日 ①山寺  ②高楯  ③中   ④作谷沢 

10 月５～６日 ①山辺  ②山形九 ③蔵王一 ④山形十 ⑤蔵王二 

10 月 18～19 日 ①山大付属②山形六 ③金井  ④山形七 

10 月 23～24 日 
①山形一 ②山形四 ③山形五 ④山形二 ⑤山形三 

⑥日大山形 

  〃 ①天童一 ②天童四 ③天童二 ④天童三 ⑤中山 

10 月 30 日 ①上山北 

東南村山地区 
【山形市,上山市,天童

市,山辺町,中山町】

（29 校） 

11 月７日 ①山形八 ②宮川  ③上山南 ④山元 

10 月 16 日 ①陵西  ②河北  ③大江  ④朝日 

10 月 19 日 ①大石田一②玉野  

11 月７日 ①楯岡  ②東根一 ③葉山  

11 月８日 ①東根二 ②東根三 

11 月８～10 日 
①西川  ②陵東  ③常盤  ④鶴子 ⑤大富 

⑥神町  ⑦亀井田 ⑧宮沢  ⑨福原 ⑩尾花沢 

西村山地区 
【寒河江市,河北町,西

川 町 , 朝 日 町 , 大 江

町】, 

北村山地区 
【村山市,東根市,尾花

沢市,大石田町】 

（22 校） 11 月 17 日 ①陵南 

10 月 10～11 日 ①戸沢  ②鮭川  ③真室川 ④及位  ⑤金山 

10 月 17 日 ①明倫  ②新庄  ③萩野 

10 月 19 日 ①舟形  ②日新 

上地区 
【新庄市,金山町, 上

町,舟形町,真室川町,

大蔵村,鮭川村,戸沢

村】（16 校） 10 月 25～26 日 ①角川  ②八向  ③ 上  ④大蔵  ⑤沼台 

⑥肘折 

10 月９日 ①米沢五 ②米沢一 ③米沢七 ④米沢三 

10 月 13 日 ①米沢四 

10 月 23～24 日 ①高畠一 ②高畠二 ③高畠三 ④高畠四 ⑤川西一 

⑥川西二 

10 月 23～24 日 ①吉野  ②中川  ③沖郷  ④漆山  ⑤梨郷 

11 月９～10 日 ①赤湯  ②玉庭  ③米沢二 ④南原  ⑤米沢六 

11 月 15～16 日 ①白鷹東 ②白鷹西 ③長井北 ④長井南 ⑤飯豊 

東南置賜地区 
【米沢市,南陽市,高畠

町,川西町】, 

西置賜地区 
【長井市,小国町,白鷹

町,飯豊町】 

（30 校） 

 
11 月 20 日 ①宮内  ②叶水  ③小国  ④北部 

新潟（５校） 10 月 23 日 ①荒川  ②神納  ③岩船  ④新発田一⑤聖籠 

秋田（８校） 11 月 14～15 日 ①湯沢南 ②湯沢北 ③稲川  ④羽後  ⑤本荘北 

⑥本荘南 ⑦仁賀保 ⑧象潟  

（出典：中学校訪問資料）
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資料１－２－②－４

中学生一日体験入学資料 

 

（出典：中学生一日体験入学リーフレット）
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資料１－２－②－５

 

企業訪問パンフレット 

 

（出典：21 世紀の実践的工業技術者の育成，H19.1）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，校訓，それに基づく教育目的を，ウェブページに掲載して社会に公表している。また，

入試説明会，学校説明会，中学校訪問，中学生一日体験入学，企業訪問等において学校総覧等を配布

し説明することによって，それらの周知を図っている。 

 以上のことから，本校では，教育目的を広く社会に公表している。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  
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 校訓及びこれを踏まえた教育目的を明記した学生便覧，シラバスを教職員及び学生に配布しており，

またウェブページに掲載して周知を図っている。また，校外においては，入試説明会，学校説明会，

中学校訪問，一日体験入学，企業訪問等で学校総覧等を配布することによって，校訓及び教育目的を

広く社会に公表している。 

 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

 本校は創立以来，「自学自習」，「理魂工才」の校訓を掲げ，これに基づいて基本教育目標及び学

習・教育目標を明確に定めている。これらの教育目的は，学校教育法第 70 条の２に定められた目的

からはずれるものではない。 

 本校では，学生便覧，学校総覧，シラバス，ウェブページ等を通じて，教職員及び学生に目的の周

知を図っている。さらに，学生に対しては，入学時や始業時に，目的についての説明が行われ，教職

員に対しては，教員会議や新任教員研修の際に目的が説明されている。本校の目的の周知状況は，教

職員へのアンケートの結果から，良好であると判断される。 

 入試説明会，学校説明会，中学校訪問，中学生一日体験入学，企業訪問等で学校総覧を配布し，ま

た，ウェブページにも掲載して，校訓，目的を広く社会に公表している。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 本校準学士課程の学科は，学校教育法第70条の３に基づき，機械工学科，電気電子工学科，制御情

報工学科，物質工学科の４学科で構成されており，学科の構成及び入学定員は高等専門学校設置基準

に沿ったものとなっている（資料２－１－①－１）。 

 各専門学科及び一般科目を担当する総合科学科では，本校の目的に沿って，豊かな人間性を持ち，

創造力に富んだ実践的技術者を養成するための教育を行っており，それぞれの学科の教育方針は，次

のとおりである。 

 機械工学科は，本校創立時から設置されており，機械やシステムを改良し，信頼性の高い製品を効

率良く作るための考え方や製造法を総合的に学習し，工業界のあらゆる分野で活躍できる教養豊かな

機械技術者の育成を目指している（資料２－１－①―２）。 

 電気電子工学科は，本校創立時から設置されていた電気工学科が平成17年度に改称されたもので，

「エレクトロニクス」，「情報・通信」，「電気エネルギー」の３分野を教育の柱とし，各分野のバ

ランスのとれた学習で急激に発展する産業界で活躍できる創造性豊かな総合電気電子技術者の育成を

目指している（資料２－１－①―３）。 

 制御情報工学科は，本校創立時から設置されていた機械工学科の１学級を改組し平成２年度に設置

されたもので，電子技術，機械技術及びコンピュータ技術が融合したメカトロニクスの発展に対応し，

電子技術，機械技術，コンピュータ利用技術及び制御技術を統合した広い技術分野に携わる実践的技

術者の育成を目指している（資料２－１－①―４）。 

 物質工学科は，昭和42年度に設置された工業化学科が平成５年度に改組したもので，21世紀の化学

技術の基礎は材料化学とバイオテクノロジーであると考え，これらの基礎を学び，新しい技術に対応

できる技術者の育成を目指している（資料２－１－①―５）。 

 総合科学科は，高度な技術の習得と実践的技術者になることを目指す学生に対し，その目標の基礎

となる幅広い知識，豊かな教養を身につけさせるために，基礎専門科目と，一般的に必要な一般教養

科目から成り立ち，各専門学科と連携しながら，情操豊かで健全な社会人の育成を目指している（資

料２－１－①―６）。 

 

観点２－１－① 資料一覧 

資料２－１－①－１ 準学士課程の学科構成 （出典：平成19年度 学生便覧，p.８） 

資料２－１－①－２ 機械工学科の教育  （出典：平成19年度 学校総覧，p.14） 

資料２－１－①－３ 電気電子工学科の教育 （出典：平成19年度 学校総覧，p.17） 

資料２－１－①－４ 制御情報工学科の教育 （出典：平成19年度 学校総覧，p.20） 

資料２－１－①－５ 物質工学科の教育  （出典：平成19年度 学校総覧，p.23） 

資料２－１－①－６ 総合科学科の教育  （出典：平成19年度 学校総覧，p.10） 
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資料２－１－①－１

準学士課程の学科構成 

鶴岡工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.８）

 

資料２－１－①―２

機械工学科の教育 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p.14）
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資料２－１－①－３

電気電子工学科の教育 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p.17）

 

資料２－１－①－４

制御情報工学科の教育 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p.20）
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資料２－１－①―５

物質工学科の教育 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p.23）

 

資料２－１－①―６

総合科学科の教育 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p.10）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 学科の構成は，機械工学科，電気電子工学科，制御情報工学科及び物質工学科の４学科であり，高

等専門学校設置基準に沿った構成となっている。各学科は，本校の目的に沿って特色ある教育を行っ

ている。 

 以上のことから，本校の学科の構成は教育の目的を達成する上で適切である。 
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観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の専攻科は，学校教育法第70条６に基づき，準学士課程の５年間一貫教育を基礎とし，より高

度な専門教育・研究を行うために設置したもので，学則第８章に示すように，機械電気システム工学

専攻，物質工学専攻の２専攻から構成されている（資料２－１－②－１）。本校の目的に沿って，両

専攻の教育方針は，次のとおりである（資料１－１－①－９参照）。 

 機械電気システム工学専攻は，機械工学，電気電子工学及び制御情報工学に関する高度な専門知識

の習得とこれらを応用したシステムの設計や開発技術力を持った実践的な開発型技術者を養成するこ

とを目指している（資料２－１－②－２）。 

 物質工学専攻は，物質工学及び生物工学に関する高度な専門知識の習得とこれらを基礎とし，情報

技術に関する知識を融合して幅広い開発技術能力を持った実践的な開発型技術者を養成することを目

指している（資料２－１－②－３）。 

 また，準学士課程４，５学年と専攻科１，２学年の４年間については，４学科２専攻を一体化した

ＪＡＢＥＥ教育プログラムとして「生産システム工学」プログラムを平成17年に組織した。「生産シ

ステム工学」プログラムは，校訓「理魂工才」，「自学自習」を教育の基本理念とし，基礎工学及び

得意とする専門技術を総合的に発揮して地域社会の要請に応えられ，国際的にも活躍できる実践的か

つ創造的な開発型技術者の養成を目指しており，専攻科の目指す人材像とも一致している（資料２－

１－②－４，資料１－１－①－９参照）。 

観点２－１－② 資料一覧 

資料２－１－②－１ 専攻科の各専攻  （出典：平成19年度 学生便覧，p.14） 

資料２－１－②－２ 機械電気システム工学専攻の教育目標 

        （出典：平成19年度 学校総覧，P.29） 

資料２－１－②－３ 物質工学専攻の教育目標 （出典：平成19年度 学校総覧，P.30） 

資料２－１－②－４ 「生産システム工学」プログラム 

        （出典：平成19年度 シラバス，p.17） 
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資料２－１－②－１

専攻科の各専攻 

鶴岡工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

  

（出典：平成19年度 学生便覧，p.14）

 

資料２－１－②－２

機械電気システム工学専攻の教育目標 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p.29）

 

資料２－１―②―３

物質工学専攻の教育目標 

 

（出典：平成19年度 学校総覧，p. 30）
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資料２－１－②－４

「生産システム工学」プログラム 

４．｢生産システム工学｣の学習・教育目標 

「生産システム工学」プログラムは、校訓「理魂工才」・「自学自習」を教育の基本理念とし、基礎工

学および得意とする専門技術を総合的に発揮して地域社会の要請に応え、かつ国際的にも活躍できる実践

的技術者の育成を目指しています。その目的のために、下記に示すＡ）～Ｇ）の７つの学習・教育目標を

設定しています。 

プログラムを修了するためには、これらの学習・教育目標をすべて達成することが必要です。また、専

攻科を修了するためには、プログラムを修了しなければなりません。プログラムの具体的な修了要件は、

別表１～３に示します。 

 

Ａ）知識を統合し多面的に問題を解決する構想力を身につける。 

 ・理論的な基礎の上に実践力を磨き、創造力や応用力を発揮できる。（校訓「理魂工才」） 

 ・継続的に広く学び、自主的に問題解決を図ることができる。（校訓「自学自習」） 

 

Ｂ）地球的視野と技術者倫理を身につける。 

 ・広い教養と視野をもち、地球環境や国際間の異なる文化や歴史的背景を理解できる。 

 ・技術が人間社会や環境に及ぼす影響や効果を理解し、技術者が社会や企業において果たすべき責任を

自覚できる。 

 

Ｃ）数学、自然科学の基礎学力と実験・実習による実践力を身につける。 

 ・数学や自然科学の知識を基に実践的な問題を解析し、その結果を説明できる。 

 ・実験・実習を通じて現象を経験的に学び、実験結果に対する理論との比較や考察ができる。 

 

Ｄ）工学の基礎学力と情報技術を身につける。 

 ・共通基盤技術である基礎工学および情報技術を応用して生産に関わる幅広い問題に対応できる。 

 ・どの分野にも必要な専門基礎工学を身につけ、さらに深い専門技術や将来の技術の進展に対応でき

る。 

 

Ｅ）一つの得意専門分野をもち、生産技術に関する幅広い対応能力を身につける。 

 ・機械系、電気・電子系、応用化学系の専門科目群から１つの得意分野の達成基準を満足できる。 

 ・得意専門分野と専門共通技術を融合して、地域産業や国際社会の多様な要求に対応できる。 

 

Ｆ）論理的表現力と英語力を身につける。 

 ・論理的に記述、発表、討論する国語力を磨き、大学生レベルのレポートや論文が書ける。 

 ・学内外の研究発表会において、論理的で説得力のある発表や質疑応答ができる。 

 ・基本的なビジネス英語力を修得し、専攻科研究論文の要旨を英語で書くことができる。 

 

Ｇ）計画的、継続的、客観的な問題解決能力を身につける。 

 ・長期的な課題に対して、実施計画を立て実行結果を逐次記録・評価して進捗の自己管理ができる。 

 ・課題に対する複数の情報やデータを分析、考察、評価し、結論を客観的に説明できる。 
 

（出典：平成19年度 シラバス，p.17）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の専攻科は，学校教育法の規定に適合して設置されている。本校の教育目的に照らし合わせて

教育目標が掲げられ，それに基づき教育方針が立てられている。その方針に沿って，機械電気システ

ム工学専攻は機械工学科，電気電子工学科及び制御情報工学科を基礎としており，物質工学専攻は物

質工学科を基礎にしている。 
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の全校的なセンターとして，総合情報センターが設置されている。 

 総合情報センターは，本校の情報処理教育及びマルチメディア教育を計画的に行うことを目的に設

置されており，主に情報リテラシー教育やプログラミング等の授業に利用されている（資料２－１－

③－１～２）。 

 

観点２－１－③ 資料一覧 

資料２－１－③－１ 総合情報センター規程 

       （出典：規程集） 

資料２－１－③－２ 総合情報センター利用時間割 

       （出典：総合情報センター平成18年度時間割） 

 

資料２－１－③－１

鶴岡工業高等専門学校総合情報センター規程（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校（以下「本校」という）に、鶴岡工業高等専門学校教

員組織規程第４条第３項に基づき総合情報センター（以下「センター」という）の組織及び運営

等に関して必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 センターは、教育用電子計算機システム及びキャンパス情報ネットワークシステムを適切

に管理及び運用し、本校における情報処理技術の発展に資するとともに、マルチメディア教育及

びネットワーク利用に関する調査及び研究を推進し、情報処理教育及び情報通信基盤の充実に寄

与することを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは次の業務を行う。 

 一 教育用電子計算機システムの管理に関すること。 

 二 キャンパス情報ネットワークの管理及び運用に関すること。 

 三 マルチメディア教育の調査研究及び支援に関すること。 

 四 ネットワーク利用技術の調査研究及び能力開発に関すること。 

 五 教育用電子計算機システム及びキャンパス情報ネットワークシステムの施設・設備の整備に

関すること。 

 （出典：規程集）
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資料２－１－③－２

 

総合情報センター利用時間割 

＜平成１８年度＞  
前  期 

 月 火 水 木 金 

１ 

数 値 解

析 （ ５ Ｍ 

竹村） 

２ 

コ ン ピ ュ

ー タ 入

門（１I  

渡部誠 

二） 
 

基礎コン

ピュータ

演 習 （ １

E 保 科 ・

武市） 

 

 

プログラ

ミング演

習 （ ３ I

吉住） 

３ 

情 報 処

理 （ ３ M 

竹村） 

 情 報 処

理 （ ２ M

竹村） 

４ 
  

計 算 機

実 習 （ ４

B  鈴

木） 

情 報 処

理 （ １ B

鈴木） 

 

 

５ 

プログラ

ミング演

習 （ ２ E 

保科） 

 

 

６ 

情 報 処

理 （ ５ I 

三村） 

情 報 処

理 （ １ M 

竹村） 

 

 

情 報 処

理 （ ４ M

三村） 

７ 

プログラ

ミング言

語 （ ２ Ｉ 

吉住） 

プログラ

ミング言

語 （ １ Ｉ 

吉住） 

 

アルゴリ

ズ ム 入

門 （ ４ I

三村） 
プログラ

ミング言

語 （ １ I

吉住） 

８ 
    

 

 

 

後  期 

月 火 水 木 金 

１

数 値 解

析 （ ５ Ｍ

竹村） 

情 報 処

理 （ ２ M 

竹村） 

プログラ

ミング言

語 （ １ I

吉住） 

２

創 造 実

習 （ ２ B

粟野） 

 プログラ

ミング言

語 （ ２ I 

吉住） 

アルゴリ

ズ ム （ ４ I 

三村） 

情 報 処

理 （ １ M

竹村） 

３

情 報 処

理 （ ３ M

竹村） 

 

４
 

 

 

応 用 CG

（専２  

三村） 

情 報 処

理 演 習

（５B 鈴

木） 

デ ー タ

解析（専

２  大 和

田） 

５

  プログラ

ミング演

習 （ ２ E 

保科） 

 

６
   

 

情 報 処

理 （ １ B 

鈴木） 

 

７

 プログラ

ミング言

語 （ １ Ｉ

吉住） 

   

８
  

 

   

 

８ 白抜き時間が空き時間です。 
 

（出典：総合情報センター平成 18 年度時間割）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 全学的なセンターである総合情報センターは，学生及び教職員の学習，教育等の支援に活発に活用

されており，教育の目的を達成する上で適切なものとなっている。 

 

観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開

するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するな

どの必要な活動を行っているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教育活動に関する検討・運営組織としては，運営会議，教務委員会，専攻科会議，教育点検

評価委員会，教育改善委員会を設置している。 

 はじめに，校内の教職員に教育課程に関する審議内容が周知され，学科会議等で検討される。その

検討内容を受けて各委員会において審議された事項は教務委員会を経て，運営会議で 終的に決定さ

れ，実行される。 

○検討・運営体制 

 学則第９条に，教育計画の立案その他教務に関することを掌理するために教務主事を置くことが

定められている（資料２－２－①－１）。本校における教育課程全体を企画調整するための検討・
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運営は，教務主事を委員長とする教務委員会が行っており，教務委員会で審議された事項は，運営

会議で協議され，校長の決定を経て，各学科・専攻で実施される（資料２－２－①－２）。 

 

 ・教務委員会 

   教務委員会は，教育課程の編成や教育課程運営に必要な事項の企画・立案を行うなど，準学士

課程の教育に関する様々な事項を審議し，意見の集約を行っている（資料２－２－①－３）。 

 ・専攻科会議 

   専攻科会議は，教育課程の編成や教育課程運営に必要な事項の企画・立案を行うなど，専攻科

課程の教育に関する様々な事項を審議し，意見の集約を行い実行している（資料２－２－①－

４）。 

 ・教育点検評価委員会 

   教育点検評価委員会は，教育目標，方針，手段及び教育環境の点検評価，ＪＡＢＥＥプログラ

ムの点検評価，その他教育の点検評価に関し必要な事項についての点検評価を校内において実施

している（資料２－２－①－５）。 

 ・教育改善委員会 

   教育改善委員会は，教育目標，方針，手段及び教育環境の改善，ＪＡＢＥＥプログラムの改善，

その他教育全般に関する評価検討結果に対応し、改善を図っている（資料２－２－①－６）。 

○検討・運営体制活動状況 

 ・教務委員会 

   教務委員会の活動例は，議事録に記録されている（資料２－２－①－７）。  

 ・専攻科会議 

   専攻科会議の活動例は，議事録に記録されている（資料２－２－①－８）。 

 ・教育点検評価委員会 

   教育点検評価委員会の活動例は，議事録に記録されている（資料２－２－①－９）。 

 ・教育改善委員会 

   教育改善委員会の活動例は，議事録に記録されている（資料２－２－①－10）。 

 

観点２－２－① 資料一覧 

資料２－２－①－１ 学則    （出典：規程集） 

資料２－２－①－２ 運営会議規程  （出典：規程集） 

資料２－２－①－３ 教務委員会規程  （出典：規程集） 

資料２－２－①－４ 専攻科に係る組織及び運営規程 

        （出典：規程集） 

資料２－２－①－５ 教育点検評価委員会規程 （出典：規程集） 

資料２－２－①－６ 教育改善委員会規程 （出典：規程集） 

資料２－２－①－７ 教務委員会議事録  （出典：教務委員会資料） 

資料２－２－①－８ 専攻科会議議事録  （出典：専攻科会議資料） 

資料２－２－①－９ 教育点検評価委員会報告書（出典：教育点検評価委員会資料） 

資料２－２－①－10 教育改善委員会報告書 （出典：教育改善委員会資料） 
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資料２－２－①－１

鶴岡工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

（主事）  

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 教務主事，学生主事及び寮務主事は，それぞれ校長の命を受け，教務主事にあっては教育計画

の立案その他教務に関すること，学生主事にあっては学生の厚生補導に関すること（寮務主事の

所掌に属するものを除く），寮務主事にあっては学寮における学生の厚生補導に関することを掌

理する。 

 

（出典：規程集）

 

資料２－２－①－２

 

鶴岡工業高等専門学校運営会議規程（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１２条第２項の規定に基づき運営会議

（以下「会議」という）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 会議は、校長の諮問に応じて本校運営に関する重要事項を審議する。 

（組織） 

第３条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事、学生主事及び寮務主事 

 三 学科長 

 四 専攻科長 

 五 図書館長、地域共同テクノセンター長、総合情報センター長及び保健管理センター長 

 六 事務部長 

 七 総務課長及び学生課長 

（出典：規程集）

 

資料２－２－①－３

 

鶴岡工業高等専門学校教務委員会規程（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第３項の規定に基づき教務委員会

（以下「委員会」という）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の名号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育課程に関する事項 

 二 教育方法の改善に関する事項 

 三 学校行事に関する事項 

 四 授業時間割の編成に関する事項 

 五 JABEE対応に関する事項 

 六 非常勤講師の授業担当に関する事項 

 七 教務に関し、校長が諮問した事項 

 八 その他教務に関し必要な事項 
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資料２－２－①－３続き

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 教務主事 

 二 学科長 

 三 専攻科長 

 四 教務主事補 

 五 教員のうちから校長が指名した者 

 六 学生課長 

（出典：規程集）

 

資料２－２－①－４

 

鶴岡工業高等専門学校専攻科に係る組織及び運営規程（抜粋） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校学則第４７条の規定に基づき鶴岡工業高等専門学校専

攻科の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（専攻科長） 

第２条 専攻科に、専攻科長を置く。 

２ 専攻科長は、校長の命を受け、専攻科に関する事項を掌理する。 

３ 専攻科長は、専攻科を担当する教授の中から、校長が任命する。 

４ 専攻科長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、専攻科長に欠員が生じた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（専攻主任） 

第３条 専攻科の各専攻に専攻主任を置く。 

２ 専攻主任は、専攻科長の職務を助け、専攻の運営に関することを総括する。 

３ 機械電気システム工学専攻主任にあっては機械工学科長、電気工学科長及び制御情報工学科長

の中から互選された者、物質工学専攻主任にあっては物質工学科長をそれぞれ充てる。 

４ 機械電気システム工学専攻主任の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場

合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（専攻科会議） 

第４条 専攻科に、校長の諮問に応じて、専攻科に関する基本的事項を審議し、その円滑な運営を

図るため鶴岡工業高等専門学校専攻科会議（以下「会議」という）を置く。 

（構成） 

第５条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 専攻科長 

 二 各専攻主任 

 三 総合科学科長 

 四 専攻科の授業を担当する教員で校長の指名する者 

 五 学生課長 

（出典：規程集）
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資料２－２－①－５

 

鶴岡工業高等専門学校教育点検評価委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校に鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第２項の規定に基づ

き、教育点検評価委員会（以下「委員会」という）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育目標、方針、手段及び教育環境の点検評価に関する事項 

 二 ＪＡＢＥＥプログラムの点検評価に関する事項 

 三 その他教育の点検評価に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、教職員のうちから校長が指名した者をもって組織する。 

２ 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の任期の終期は、委員となる日の属する年度の末日とする。ただし、欠員が生じた場合の

後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員会に委員長を置き、第１項の委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。 

５ 委員長は、会議を招集し議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が

指名する委員がその職務を代行する。 
 

（出典：規程集）

 

資料２－２－①－６

 

鶴岡工業高等専門学校教育改善委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校に鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第２項の規定に基づ

き、教育改善委員会（以下「委員会」という）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育目標、方針、手段及び教育環境の改善に関する事項 

 二 ＪＡＢＥＥプログラムの改善に関する事項 

 三 その他教育の改善に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、教職員のうちから校長が指名した者をもって組織する。 

２ 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の任期の終期は、委員となる日の属する年度の末日とする。ただし、欠員が生じた場合の

後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員会に委員長を置き、第１項の委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。 

５ 委員長は、会議を招集し議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が

指名する委員がその職務を代行する。 

 

（出典：規程集）
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資料２－２－①－７

教務委員会議事録 

 

（出典：教務委員会資料）
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資料２－２－①－８

専攻科会議議事録 

 
（出典：専攻科会議資料）
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資料２－２－①－９

教育点検評価委員会報告書（抜粋） 
平成１９年４月１０日

鶴岡工業高等専門学校 校長殿 

 

教育点検評価委員会委員長

平成１８年度教育点検評価委員会報告書 

 

１ 平成１８年度の活動 

 教育点検評価委員会は、本校教育の円滑な運営を目的に平成１８年度に教育改善委員会と共に新

設された。教務委員会・教育改善委員会・教育点検評価委員会が連携し、本校教育の持続的点検改

善を行うPDCAサイクルを形成する。本委員会はその一翼を担うものである。 

 新設委員会のため年度途中からの発足となり、平成１８年7月以降に具体的な活動を始め合計６

回（7/26・8/23・1/10・1/31・2/9・4/10）の委員会を開催した。 

 １８年度本委員会の重点的点検評価項目は以下三点である。 

 

イ）シラバスの体裁と内容の点検評価 

ロ）JABEE「デザイン能力」関連科目に関わる「研究ノート」の点検評価 

ハ）学生による自己到達度評価の把握と関わる「学修の記録」の点検評価 

 

 その他、本校教育全般に関わる点検評価も行った。 

 以下に点検評価結果を報告する。この提言の結果を受け、今後教育改善委員会から具体的な改善

案が示されることとなる。 

 

２ 重点的点検評価結果 

イ）シラバス 

 シラバスは、学生と教員間の教育活動においてもっとも重要で基本的な資料である。シラバスの

体裁と内容は、ここ数年の努力の結果、大きく改善されてきた。一部の低学年向けの科目では、学

生の発達段階に対して若干難解な表現等が散見されるが、本校全体で見た場合は、内容について概

ね良好な状態に達したものと判断される。教員各位の努力と強力に敬意を表したい。 

 体裁については定着してきているので、大幅な変更の必要はないとの結論に達した。 

 

（出典：教育点検評価委員会資料）

 

資料２－２－①－10

教育改善委員会報告書（抜粋） 

平成１９年３月３１日

学校長 殿 

平成１８年度 教育改善委員会活動報告書 

教育改善委員会 飯島政雄（委員長）、上松和弘、

本橋 元、佐藤 淳、吉住圭市 

本年度実施した当委員会の活動等について下記の通り報告いたします。 

 

記 
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資料２－２－①－10続き

 

１．教育改善委員会の目的および活動方針 

 当委員会は教育の改善に関する事項を審議し、改善案を提起することで本校教育の質の向上に寄

与することを目的としている。 

 授業参観、授業アンケート、およびＦＤ講演会を３つの定常的な実施業務とし、教育点検・評価

委員会からの点検結果に基づいた改善案を教務委員会に適宜提起することを活動方針とした。 

 

２．委員会の開催（資料１：議事録#1〜#10） 

 委員会が正式に発足した６月から毎月末の水曜日に委員会を開くことを原則とした。会議では活

動の進捗状況等についての報告と審議を行った。毎月の会議の内容と活動状況を下表に示す。 

 

（出典：教育改善委員会資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制が整備されている。運営会議，教務委員会，専

攻科会議，教育改善委員会，教育点検評価委員会の組織や運営については，教員組織規程等に基づい

て規則が定められており，必要な活動が行われている。教育活動を展開するときに重要な事項を審議

する委員会等として，教務委員会がある。これらの委員会等は各学科・専攻から選出された委員で構

成され，審議だけでなく，教育課程の編成及びシラバスの作成や学生による授業アンケート等を実行

している。教育課程全体を企画調整する役割は教務委員会が果たしており，教務委員会の審議結果は

運営会議に諮られ，承認されたのち施行される。 

 以上のことから，教育課程全体を企画調整する検討・運営体制が整備されており，重要事項の審議

など必要な活動が行われていると判断できる。 

 

 

観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況）  

 本校においては，各学科及び専攻科の横断的なカリキュラムの点検等を行う学科等横断的カリキュ

ラム検討小委員会が設置されている（資料２－２－②―１）。基本的には，教務委員会と専攻科会議

を中心として，必要に応じて一般科目と専門科目の両担当教員間との連携が取られている（資料２－

２－②－２）。また，両担当教員間の連携を図る機会の一環として，教員相互の授業参観があり，学

科を横断して有益な意見交換がなされている（資料２－２－②－３～４）。 

 準学士課程における連携例： 

 １）一般科目｢化学｣と物質工学科専門科目｢分析化学｣の間で教授内容の重複がしないよう，綿密に

すりあわせてシラバスを作成し，また，一般科目「化学」と同学科専門科目｢基礎化学演習｣

との間でも有機的な連携が図られ，その効果が物質工学科１学年の｢化学｣のクラス平均点の

変化となって現れつつある（資料２－２－②－５）。 

 ２）平成16年度から導入された２学年の「数学Ⅰ」習熟度別授業では，数学と応用数学の担当教員

が協力して指導に当たっている。この授業では，１学年の「数学Ⅰ」担当の教員とも緊密に

連携し，学生の理解度を考慮してクラスの編成を行っている。そして，習熟度別担当教員の

みならず，その他の教員とも進度，試験問題作成等においても綿密に連携している（資料２
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－２－②－６）。 

 ３）総合科学科の教員が学生や専門科目の教員からの卒業研究の研究方法について相談に応じたり，

逆に一般科目の教授内容について専門科目教員や技術職員のアドバイスを受けたりと，日常

的に連携している（資料２－２－②－７）。 

 

観点２－２－② 資料一覧 

資料２－２－②―１ 学科等横断的カリキュラム検討小委員会規程 

       （出典：規程集） 

資料２－２－②－２ 学科等横断的カリキュラム検討小委員会報告 

       （出典：報告書） 

資料２－２－②－３ 授業参観研修会資料（出典：議事録） 

資料２－２－②－４ 授業参観研修会資料（出典：議事録） 

資料２－２－②－５ 一般科目と専門科目の連携 

       （出典：平成19年度 シラバス，p.G-7,B-9,B-7） 

資料２－２－②－６ 習熟度別授業の連携（出典：報告書） 

資料２－２－②－７ 学科等横断的連携実践例 

       （出典：報告書） 

 

資料２－２－②－１

 

鶴岡工業高等専門学校学科等横断的カリキュラム検討小委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 この規程は鶴岡工業高等専門学校教務委員会規程第５条第２項の規定に基づき学科等横断

的カリキュラム検討小委員会（以下「小委員会」という）の組織及び運営等について必要な事項

を定める。 

（組織） 

第２条 小委員会は次に掲げる委員をもって組織する。 

 一 教務委員会委員のうちから教務委員会委員長が指名する者２人 

 二 第７条に規定する専門部会主査 

（任務） 

第３条 小委員会は、次に掲げる業務を処理する。 

 一 学科及び専攻科を通した横断的なカリキュラム（以下「学科等横断的カリキュラム」とい

う）の点検に関すること。 

 二 中学校、本科及び専攻科のカリキュラムの相互性の点検に関すること。 

 三 JABEE対応カリキュラムの構成と改善維持のための点検に関すること。 

 四 その他学科等横断的カリキュラムに関すること。 

 

（出典：規程集）
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資料２－２－②－２

学科等横断的カリキュラム検討小委員会報告 

 
（出典：報告書）
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資料２－２－②－３

 

平成18年度 授業参観研修会議事録（抜粋）（総合科学科 文科系） 

 

平成18年11月30日（木），16時00分～17時00分，会場：本校舎会議室 

 

出席者（学科参加者）：児玉清志、鈴木建二、窪田眞治、鈴木有祐、田邊英一郎、畑江美佳、 

           吉木宏之、伊藤堅治、小野寺敦、佐藤修一、上松和弘 

出席者（学科外参加者）：竹村学 

 

（出典：議事録）

 

資料２－２－②－４

 

平成１８年度 授業参観研修会議事録（抜粋）（制御情報工学科） 

 

平成18年11月29日（水）16時35分～18時47分 会場：学科長室 

 

出席者（学科参加者）： 渡邉先生、佐藤先生、吉住先生、渡部先生、丹先生、宮崎先生、 

            柳本先生、三村先生、大久保先生、西山助手 

出席者（学科外参加者）： 山内先生 

司会者： 渡邉先生 

記録者： 西山助手 

 

（出典：議事録）
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資料２－２－②－５
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資料２－２－②－５続き
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資料２－２－②－５続き

 

 

（出典：平成19年度 シラバス，p.G-7,B-9,B-7） 
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資料２－２－②－６

 
準学士課程２年次数学I習熟度別クラスの授業についての、導入経緯と実施しての中間報告 

 
 

（出典：平成15年学科等横断的カリキュラム検討小委員会検討報告書）
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資料２－２－②－７

学科等横断的実践例 
 

１）国語科と機械工学科の連携があった件について 
 

時期 2005年10月頃 
 

担当教職員 国語科非常勤講師 石田みどり 
      技術専門職員   池田孝一 

 
連携内容 石田先生が、国語科2年の教科書単元「鉄を削る」（『新編現代文』大修館書

店）という文章を指導していた際のことである。内容について指導者側に

も、また学生にも疑問点等があった。そこで、教材内容の「鉄を削る」こと

を実際に行っている人物に確かめるのがよいだろうということで、実習工場

へ行き、技術専門職員の池田氏に懇切に説明を受けた。 
 

２）一般科目の数学が専門科目の援助になる例について上松和弘教員（応用数学）からの報告 
 

数学・応用数学科では、卒業研究生が卒業研究などにおいて文献を調べたりするとき

に数式の意味や変形について質問や相談を受け、回答あるいは、助言することがある。 
概して電気工学科の学生に多い。全面的に関わったことはないが、個々の質問にはいろ

いろ応じている。 
＊ 電気電子工学科の卒業研究の文献について、情報エントロピーの定義や、理論に関

する質問を受けた。確率論の知識が必要であった。 
＊ 電気電子工学科の学生だったと思うが、天体の運行を追尾するシステムの研究であ

ったかはっきりしないが、天体の運行・観測に関する書物の数学的理論に関する質

問をかなり受け、一緒に考えた。球座標や三角関数に関するさまざまな知識が必要

だった。 
＊ 物質工学科の卒業研究に必要な英語の文献の中に出できた検定に関する質問を受け

たことがあった。確率論の知識が必要だった。 
＊ 制御工学科の先生に一般逆行列のことを質問された。一緒にその使い方や性質を調

べた。研究に役立ったと思う。 
＊ その他、たくさんの細かな質問（多くは、式変形や式の意味に関する質問）があった。 

（出典：報告書）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教員の連携を主たる目的のひとつとする学科等横断的カリキュラム検討小委員会があり，必要に応

じて教員間の連携が図られている。また，教務委員会及び専攻科会議では，授業や試験の結果をもと

に学生の理解度等を含めて，内容や進度について検討，調整を行っている。授業内容についても学科

横断的に意見交換をする授業参観研修会を定期的に実施している。 

 以上から，教員間の連携が機能的に行われていると判断できる。 

 

 

観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況）  

 準学士課程では，各学級に学級担任が配置されており，担任は学生の成績や生活に関する状況を把

握し，相談に応じ助言している。また，専攻科においては，学級担任に相当する専攻主任が配置され



鶴岡工業高等専門学校 基準２ 

- 45 - 

ている（資料２－２－③－１）。学級担任を支援するシステムとして学科会議がある（資料２－２－

③－２～３）。専攻科においては，専攻科会議があり，支援組織として機能している（資料２－２－

①－４参照）。さらに，教務システムの電算化により，成績管理，出席簿管理等の合理化を図り，教

育活動を円滑に推進している（資料２－２－③－４）。 

 課外活動の顧問教員に対しては，学生委員会が支援組織として機能しており，また，本校後援会か

らは，遠征時における学生引率旅費等の支援がある（資料２－２－③－５～７）。 

 事務部の組織においては，学生課を主体として，教員への教育活動支援が行われている。教務係は，

授業及び定期試験，教育課程，学業成績，進学指導等について，学生係は，課外活動，生活指導，進

路指導等について，保健管理センターは，教職員及び学生の健康管理・相談について支援している。 

 また，実験・実習を支援する技術職員で組織する技術室を設置している。特に，実験等が取り入れ

られている授業科目では，教員の授業の支援を活発に行っている（資料２－２－③－８）。 

 一方企業に本校卒業生の講師派遣を依頼し，各学科の学生に対し，インターンシップ講演会と題し

て企業での体験等を語ってもらうなど，授業運営上の支援を受けている。 

 

観点２－２－③ 資料一覧 

資料２－２－③－１ 学級担任，専攻科主任 （出典：平成19年度 学生便覧，p.180） 

資料２－２－③－２ 学科会議規程  （出典：規程集） 

資料２－２－③－３ 電気電子工学科学科会議議事録 

        （出典：電気電子工学科資料） 

資料２－２－③－４ 教務電算システム  （出典：ウェブページ） 

資料２－２－③－５ 後援会会則   （出典：後援会資料） 

資料２－２－③－６ 後援会費の主な使途 （出典：後援会資料） 

資料２－２－③－７ 各種大会引率教員への旅費支給 

        （出典：後援会資料） 

資料２－２－③－８ 技術室運営委員会資料 （出典：技術室運営委員会資料） 
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資料２－２－③－１

学級担任，専攻主任 

 

（出典：平成19年度学生便覧，P.180）
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資料２－２－③－２

 

鶴岡工業高等専門学校学科会議規程（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１３条第３項の規定に基づき学科会議

（以下「会議」という）の組織及び運営等に関し、必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 会議は、当該学科に所属する教授、准教授、専任の講師及び助教をもって構成する。 

（会議の招集） 

第３条 学科長は、会議を招集し、その議長となる。 

２ 学科長に事故あるときは、あらかじめ学科長が指名する者が議長となる。 

第４条 会議は、原則として月１回開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催

することができる。 

 

（出典：規程集）

 

資料２－２－③－３

 

平成18年度 第8回 電気電子工学科会議議事録（抜粋） 

 

日 時 ： 平成18年10月19日（木） 16：00 ～ 17：20 

場 所 ： 電気電子工学科印刷室 

参加者 ： 佐藤(秀)、土田、江口、藤本、神田、佐藤（淳）、保科、武市、宝賀 

 

議 題 内 容 

2. 学修単位について                 資料なし 

   学修単位の導入に伴い、現段階での教務主事等の意見として、3年間で60単位の導入は現段

階では無理。 終的には全面的なカリキュラムの見直しが必要である。来年はJABEEや認証評

価審査のためカリキュラム見直しは無理でありその後2, 3年中にカリキュラムの再検討を要す

る等報告された。 

 

   その後現在、大学単位で行っている先生の感想が報告され、時間の少なさの負担は感じない

といった意見や学生への負担がある様子であるといった意見があった。 

 

   来年度、学修単位にしてもよい科目として、4E電子計測、電子デバイス、交流理論、5Eマイ

コンⅠ、Ⅱが挙げられた。 

 

3. 授業参観の指名教員について            資料なし 

   参観授業を行う指名教員について、学科から佐藤淳先生、武市先生、佐藤秀昭先生、保科先

生の4名を指名することとなった。 

 

5. その他 

  iii) 学生情報について                資料なし 

   3年、4年の担任より学生についての情報交換が行われた。その他、1年、2年の情報について

も情報交換された。 

 

（出典：電気電子工学科資料）
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資料２－２－③－４

 

（出典：ウェブページ）
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資料２－２－③－５

 

鶴岡工業高等専門学校後援会会則（抜粋） 

 

（名称） 

第１条 本会は、鶴岡工業高等専門学校後援会と称する。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、鶴岡市大字井岡字沢田に置く。 

（目的） 

第３条 本会は、鶴岡工業高等専門学校（以下「学校」という）と家庭の連絡を緊密にし、学校の

教育活動における必要な援助を行い、もって教育の振興と充実に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 一 学校と家庭との連絡に関すること。 

 二 本科生及び専攻科生（以下「学生」という）の課外活動及び福利厚生の援助に関すること。

 三 学生の進路指導の援助に関すること。 

 四 教職員の研修の援助に関すること。 

 五 その他本会の目的達成のために必要な援助に関すること。 

（会員） 

第５条 本会は、次の会員をもって組織する。 

 一 学生の保護者。 

 二 本会の趣旨に賛同する個人及び団体（以下「会友」という。） 

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおく。 

 一 会長１名 

 二 副会長若干名 

 三 理事若干名 

 四 評議員若干名 

 五 監事３名 

（役員の選出） 

第７条 会長、副会長及び理事は、評議員会において、評議員の中から互選により選出する。 

２ 評議員及び監事は、総会において会員の中から選出する。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

 一 会長は会務を総括し、本会を代表する。 

 二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 三 理事は、理事会を組織し会務を執行する。 

 四 評議員は、評議員会を組織し、会務を審議する。 

 五 監事は、会計を監査する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会計年度） 

第１５条本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

（出典：後援会資料）
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資料２－２－③－６

 

（出典：後援会資料）
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資料２－２－③－７

 

平成18年度各種大会引率に伴う教職員旅費 

月 日 摘　　　　要 支払金額 備考
4 25 高校バドミントンフェスティバル　学生引率 1,100

28 第５４回地区春季選手権大会　学生引率 1,100

28 第８０回庄内高校平田杯野球大会　学生引率 6,913 ４人

5 10 第３８回下越・田川高校柔道対抗試合　学生引率 2,580

10 第４７回ＮＨＫ鶴岡市局長杯テニス　学生引率 1,100

10 西川杯高校争奪バレーボール大会　学生引率 4,120 ２人

17 第４４回山形新聞・山形放送杯争奪卓球大会　学生引率 6,380

17 春季バドミントン選手権大会　学生引率 5,980

17 県弓連　春の審査　学生引率 4,120 ２人

17 第５３回春季野球田川地区予選　学生引率 4,398 ３人

31 山岳部春山訓練　学生引率 22,000 ２人

31 第５３回春季野球田川地区予選　学生引率 6,600 ３人

31 第４４回県通信陸上競技大会　学生引率 1,466 ２人

31 地区吹奏楽鼓笛連盟楽器講習会　学生引率 733

6 8 第６０回酒田市体育大会ラグビー大会　学生引率 2,060

23 国体地区予選　学生引率 1,466 ２人

7 7 山岳部新人歓迎登山　学生引率 19,600 ２人

7 第３４回田川地区陸上競技選手権大会　学生引率 2,200 ２人

7 第１８回さくらんぼ弓道大会　学生引率 11,800 ２人

18 山岳部夏山縦走登山のためトレーニング　学生引率 9,440 ２人

18 第５８回山形県陸上競技選手権大会　学生引率 5,980

31 第６１回国民体育大会山形県予選会　学生引率 20,600 ４人

8 17 山岳部夏山縦走登山　学生引率 43,480 ２人

9 8 第25回庄内最北高校バスケ大会　学生引率 11,960 ２人

8 県卓球選手権大会田川地区予選会　学生引率 2,200 ２人

8 第13回庄内ソフトテニス選手権大会　学生引率 1,100

8 第５９回秋季東北地区高校野球県大会田川地区予選　学生引率 5,499 ６人

15 第５９回秋季東北地区高校野球県大会田川地区予選　学生引率 5,499 ６人

10 6 県卓球選手権大会ジュニアの部　学生引率 5,980

6 第26回福祉体育大祭　学生引率 1,466 ２人

17 県高校新人体育大会テニス 学生引率 5,980

31 第２２回秋季野球大会田川地区予選　学生引率 2,199 ３人

11 10 県卓球選手権大会　学生引率 5,980

10 荘内剣道練成大会　学生引率 2,060

10 秋季田川地区高校弓道強化講習会　学生引率 733

10 県弓連秋の審査　学生引率 733

17 県高校新人体育大会　学生引率 136,306 １５人

17 田川地区高校１年生弓道大会　学生引率 1,466 ２人

24 秋季楽器講習会・基礎合奏講習会　学生引率 733

12 8 第２５回庄内選抜総合卓球大会　学生引率 1,100

8 ジャワ杯バド高校一年生大会　学生引率 5,980

8 第２５回東北地区高専バスケ新人大会　学生引率 8,060

15 硬式テニスクリニック２００６　学生引率 1,800

15 第４０回会長杯争奪戦卓球大会　学生引率 1,100

1 17 第７５回鶴南ＯＢ杯争奪バレーボール大会　学生引率 733

2 9 第３６回TSP杯争奪選抜卓球大会　学生引率 2,060

9 第２９回田川男女総合バスケ選手権大会　学生引率 3,500

16 第６回県高校バドミントン研修大会　学生引率 17,980

16 第１２回コーチ杯　学生引率 2,200 ２人

23 田川地区高校バスケ冬季強化リーグ戦　学生引率 10,500 ２人

23 第３３回オール田川卓球選手権大会　学生引率 733

23 ニッタク杯争奪第7回オール田川ダブルス卓球選手権大会　学生引率 733

3 23 第３６回魁星旗争奪全国高校選抜剣道大会　学生引率 58,640

30 第２３回スプリング・ブラス・コンサート　学生引率 733  
 

（出典：後援会資料）
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資料２－２－③－８

平成19年度第１回技術室運営委員会資料 
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資料２－２－③－８続き
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資料２－２－③－８続き
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資料２－２－③－８続き

 
（出典：平成19年度第１回技術室運営委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 学級担任や専攻主任は，担当支援委員会等と連携して教育活動を円滑に実施している。事務組織に

おいては，就職や進学指導等の資料収集や教職員への情報提供等の支援体制が整えられている。技術

職員は，実験・演習・実習科目において，教員の教育活動を効果的に支援している。 

 このように教育活動を円滑に実施するための支援体制が十分に機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 準学士課程及び専攻科課程の教育組織は，学校教育法の規定に適合しており，４専門学科の教員と

総合科学科の教員が良く連携して教育に当たっている。 

 また，全学的なセンターとして，総合情報センターが設置されており，学生及び教職員の学習，教

育，研究等の支援に活発に活用されている。 

 さらに，教育課程全体を企画調整する検討・運営体制が整備されて，重要事項の審議など必要な活

動が行われている。加えて，教育課程全体を支援するための体制が整えられている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

 準学士課程の教育組織は，機械工学科，電気電子工学科，制御情報工学科，物質工学科，並びに一

般科目を担当する総合科学科で構成されており，その構成と内容，目的，目標は設置基準に適合して

いる。 

 専攻科課程は機械電気システム工学専攻と物質工学専攻で構成されており，学校教育法の規定に適

合している。機械電気システム工学専攻は，機械工学科，電気電子工学科及び制御情報工学科を基礎

とし，物質工学専攻は物質工学科を基礎としている。 

 ＪＡＢＥＥ認定のために４学科２専攻を一体化した複合的教育プログラム「生産システム工学」プ

ログラムを組織しており，専門学科の教員と総合科学科の教員が連携して教育に当たっている。 

 全校的なセンターとして総合情報センターが設置され，学生の学習，教育，研究の支援に活用され

ている。 

 本校の運営組織として，運営会議，教務委員会，学生委員会等が常設委員会として設置され，必要

な活動をしている。教務委員会が教育上重要事項を審議する組織として，教育課程全体を企画調整し

ている。教務委員会の審議結果は運営会議で報告，承認の上施行される。 

 教員間の連携は，一般科目を複数の総合科学科教員で担当する場合，及び専門科目を総合科学科教

員が担当する場合などに行われる。前者の場合，教科書選定，授業構成，試験問題作成等について一

般科目担当教員団で定期的に会合を持ち，連携を図っている。後者の場合，専門科目教員と一般科目

担当教員が必要に応じて会合し，講義の構成等を調整している。また，学科を横断して教員同士の授

業参観も行われ，相互に評価しあい，向上を図っている。 

 教育活動を円滑に実施するための支援体制としては，教員間では各学科が学科会議等を通して学級

担任との連携を図っている。事務組織では学生課を主体として学生・教員への学習・教育活動を支援

している。教務係は授業及び試験，教育課程，学業成績，進学指導等について，学生係は課外活動，
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生活指導，進路指導等について，寮務係は寮生への生活支援活動について，教員による学生指導や学

生生活全般を支援している。 

 また，本校では，実験・実習を支援する技術職員で組織する技術室が教員の授業を支援している。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況）  

 本校は，１学年４学級（１学科１学級）の入学定員が160人で，一般科目担当教員として，専任22

人，非常勤講師17人を配置し，高等専門学校設置基準を満たしている（資料３－１－①－１～２）。 

 一般科目は，本校の基本教育目標及び学習・教育目標に沿って，豊かな人間性を持った創造力に富

んだ実践的技術者を養成するために，総合科学科所属の教員を適切に配置している（資料１－１－①

－３～５，７参照）。また，非常勤講師についても，教育課程を遂行するために，適任の教員を配置

している。 

 

観点３－１－① 資料一覧 

資料３－１－①－１ 一般科目教員配置状況     （出典：総務課資料） 

資料３－１－①－２ 一般科目担当教員一覧     （出典：総務課資料） 

 

資料３－１－①－１

一般科目教員配置状況 
平成19年４月１日現在 

区   分 教 授 特任教授 准教授 講 師 助 教 助 手 計 

国    語 １ １   ２

歴    史  １   １

地    理 １   １

人
文
・
社
会 

法学・経済学 １   １

数    学 ２ １ １   ４

物    理 １ １   ２
自
然 

化    学 １   １

保 健 ・ 体 育  ３   ３

英    語  １ ３   ４外
国
語 ド イ ツ 語   １   １

応  用  数  学  １   １

一 
 

 
 

般 
 

 
 

科 
 

 
 

目 

応  用  物  理 １   １

合    計 ８ １ 12 １ ０ ０ 22

 

（出典：総務課資料）
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資料３－１－①－２

一般科目担当教員一覧 

専任教員 
氏名 職名 担当科目 専門分野 

山内 清 教授 倫理（１年），政治･経済（３年），倫理と法（５年共通） 経済理論 

澤  祥 教授 
地理（１年），歴史Ⅰ（２年），日本事情（留学生），地

理学（５年共通） 
自然地理学 

山田 充昭 准教授 
地理（１年），歴史Ⅰ（２年），国際政治（５年共通），日

本事情（留学生） 
日本史学 

佐藤 修一 教授 数学Ⅰ（１年），数学Ⅱ（１年，３年） 数学 

佐藤 浩 教授 数学Ⅰ（１年，２年，３年） 
代数学、離散数学、組合せ

論、確率論 

野々村 和晃 准教授 数学Ⅰ（１年，２年），数学Ⅱ（２年，３年） 代数学 

鈴木 有祐 講師 数学Ⅰ（２年，３年），応用数学（５Ｅ，５Ｉ） 位相幾何学的グラフ理論 

岡崎 幹郎 教授 
物理（３年），応用物理（３Ｍ，４Ｍ，３Ｅ，４Ｅ，３Ｉ，３

Ｂ），数理科学（５年共通） 

宇宙物理学、プラズマ物理

学、物理教育、高専教育 

金綱 秀典 教授 化学（１年，２年） 
有機化学、有機電気化学、

化学教育 

小野寺 敦 准教授 保健・体育（３年，４年） 保健体育、陸上競技 

伊藤 堅治 准教授 保健・体育（１年，２年，３年） 保健体育、柔道 

本間 浩二 准教授 保健・体育（１年，２年） 
保健体育、ラグビーフットボ

ール 

大河内 邦子 教授 国語（１年，２年） 
国文学、国語教育研究、日

本芸能史 

加田 謙一郎 准教授 国語（２年，３年） 
国文学、国語コミュニケーシ

ョンスキル教育 

児玉 清志 特任教授 英語Ⅰ（２年，３年），英語Ⅱ（２年），語学演習（５年） 
シェイクスピアとエリザベス

朝文学 

畑江 美佳 准教授 
英語Ⅱ（１年），語学演習（５年），英語表現法（５年共

通） 
英語教育、融合文化論 

田辺 英一郎 准教授 英語Ⅰ（４年），英語Ⅱ（３年），語学演習（５年） 言語学、英語教育学 

阿部 秀樹 准教授 英語Ⅰ（１年，２年），英語Ⅱ（２年），語学演習（５年） 
英語音声学・音韻論、第二

言語音韻論、応用言語学 

窪田 眞治 准教授 英語Ⅱ（２年），ドイツ語（４年，５年） ドイツ文学 

上松 和弘 准教授 数学Ⅰ（１年，２年），応用数学（５Ｍ，４Ｂ） 
数 学 、 応 用 数 学、 物 理 数

学、金属属性 

鈴木 建二 教授 
物理（３年），応用物理（３Ｉ，４Ｉ，３Ｂ，４Ｂ），機械工学

ゼミ（４Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 
固体物理学、物理教育 

吉木 宏之 准教授 
物理（２年，３年），応用物理（３Ｍ，３Ｅ，４Ｅ，３Ｉ，３

Ｂ），卒業研究（５E） 

プ ラ ズ マ 理 工 学 、 気 体 放

電、原子核理論 

 

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

佐藤 成昭 ■■■■■■■■ 倫理（１年） 倫理学 

井上 孝一 ■■■■■■■■ 応用数学（4 年） 微分方程式 

日詰 征郎 ■■■■■■■■ 歴史Ⅱ（３年），政治・経済（３年） 世界史 



鶴岡工業高等専門学校 基準３ 

- 60 - 

 

資料３－１－①－２続き

氏名 所属 担当科目 専門分野 

齋藤 進 ■■■■■■■■ 数学Ⅱ（１年，２年） 微分幾何学 

渡部 眞二 ■■■■■■■■ 物理（２年） プラズマ物理学 

相馬 紘夫 ■■■■■■■■ 生物（２年） 生物学 

阿部 達也 ■■■■■■■■ 化学（２Ｍ，２Ｅ，２Ｉ） 化学 

武田 弘昭 ■■■■■■■■ 保健・体育（５年） 
体操，保健体育学，運動生

理学 

伴 和香子 ■■■■■■■■ 音楽（１年） 音楽 

江川 満 ■■■■■■■■ 美術（２年） 陶芸 

江川 てる子 ■■■■■■■■ 美術（２年） 絵画 

有地 智枝子 ■■■■■■■■ 国語（２年） 国語教育学 

佐藤 晃 ■■■■■■■■ 
英語Ⅰ（２年），工業英語（５Ｉ），日本語

Ⅰ（留学生） 
英語教育 

本間 義夫 ■■■■■■■■ 
工業英語（５Ｍ，５Ｅ，４Ⅰ），日本語Ⅱ

（留学生） 
英語教育 

原 京子 ■■■■■■■■ 英語Ⅰ（２年），英語Ⅱ（２年，３年） 英語教育 

Mark Stewart ■■■■■■■■ 英語Ⅰ（１年，２年） 英語教育 

Adrian 

D.Paterson 
■■■■■■■■ 英語Ⅰ（２年） 英語教育 

（出典：総務課資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校は，１学年４学級（１学科１学級）の入学定員が160人で，一般科目担当教員として，専任22

人，非常勤講師17人を配置し，高等専門学校設置基準を満たしている。一般科目は，本校の基本教育

目標及び学習・教育目標に沿って，豊かな人間性を持った創造力に富んだ実践的技術者を養成するた

めに，総合科学科所属の教員を適切に配置している。 

 

 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 本校は，１学年４学級（１学科１学級）で構成され，専門科目担当教員として，専任41人，非常勤

講師25人を配置し，高等専門学校設置基準を満たしている（資料３－１－②－１）。 

 専門科目は，本校の基本教育目標及び学習・教育目標に沿って，工業界の様々な分野で活躍できる

教養豊かな実践的技術者を養成するために，４つの専門学科に専門科目の教員を適切に配置している。

また，これらを担当する教員は非常勤講師を含め，各担当分野で高い専門性を有し，かつ各専門分野
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での研究活動を行っている（資料３－１－②－２～５）。 

 

観点３－１－② 資料 

資料３－１－②－１ 専門科目教員配置状況   （出典：総務課資料） 

資料３－１－②－２ 機械工学科担当教員一覧   （出典：総務課資料） 

資料３－１－②－３ 電気電子工学科担当教員一覧  （出典：総務課資料） 

資料３－１－②－４ 制御情報工学科担当教員一覧  （出典：総務課資料） 

資料３－１－②－５ 物質工学科担当教員一覧   （出典：総務課資料） 

 

資料３－１－②－１

専門科目教員配置状況 
平成19年４月１日現在

区    分 教 授 特任教授 准教授 講 師 助 教 助 手 計 

機 械 工 学 科 ５  ３  ２  10 

電気電子工学科 ３  ３  ２  ８ 

制御情報工学科 ４ １ ５  １  11 

専 

門 

科 

目 
物 質 工 学 科 ６  ４  ２  12 

合    計 18 １ 15 ０ ７ ０ 41 

 

（出典：総務課資料）
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資料３－１－②－２

機械工学科担当教員一覧 

専任教員 
氏名 職名 担当科目 専門分野 

丹 省一 教授 

水力学（４Ｉ），制御情報工学実験・実習（３Ｉ，５Ｉ），創

造工学ゼミ（４Ｉ），卒業研究（５Ｉ），環境工学（５年共

通） 

流体工学、流体機械 

加藤 康志郎 教授 

創造実習（２Ｍ），材料学Ⅰ（３Ｍ），機構学（４Ｍ），機

械工学実習（３Ｍ），機械工学実験（４Ｍ），機械運動

学（４Ｉ），機械工学ゼミ（４Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 

トライボロジー、機械要素 

嶋屋 誠 教授 

材料力学（４Ｍ），機械要素設計（４Ｍ），機械工学実

験（４Ｍ），機械設計製図（５Ｍ），マイコン制御（４

Ｍ），機械工学ゼミ（４Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 

材料力学 

白野 啓一 教授 

工業力学（３Ｍ），水力学（４Ｍ），水力学演習（４Ｍ），

エネルギー変換工学（５年共通），機械工学実習（３

Ｍ），機械工学実験（４Ｍ，５Ｍ），機械工学ゼミ（４

Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 

流体工学 

後藤 誠 教授 

機械工作法Ⅰ（３Ｍ，４Ｍ），機械工作法Ⅱ（５Ｍ），機

械設計製図（４Ｍ），機械工学実験（４Ｍ），機械工学

ゼミ（４Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 

機械工作法（鋳造） 

本橋 元 准教授 

機械力学（４Ｍ），機械設計製図（３Ｍ），機械工学実

習（３Ｍ），機械工学実験（５Ｍ），機械工学ゼミ（４

Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 

機械工学 

五十嵐 幸徳 准教授 

材料学Ⅱ（４Ｍ），機械設計製図（１Ｍ，２Ｍ），機械工

学実習（１Ｍ，２Ｍ），ＣＡＤ（２Ｍ），機械工学ゼミ（４

Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 

材料工学、金属材料学 

増山 知也 准教授 

材料力学（３Ｍ），メカトロニクス（５Ｍ），機械工学ゼミ

（４Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 
機械要素、設計工学、材料

工学、破壊力学 

佐々木 裕之 助教 

（内地研究） 

ロボット工学 

矢吹 益久 助教 

熱力学（４Ｍ），熱力学演習（４Ｍ），機械工学実験（５

Ｍ），機械工学ゼミ（４Ｍ），卒業研究（５Ｍ） 希薄気体工学、真空工学 

 

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

斉藤 攻悦 ■■■■■■■■ 
機械工学実験（５Ｍ） 

熱工学 

福士 正幸 ■■■■■■■■ 
電気基礎（２Ｍ，３Ｍ） 

電気機器 

 

（出典：総務課資料）
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資料３－１－②－３

電気電子工学科担当教員一覧 
専任教員 

氏名 職名 担当科目 専門分野 

佐藤 秀昭 教授 

電気電子基礎（１Ｅ），創造実習（１Ｅ），電気回路（２

Ｅ，３Ｅ），電気工学実験・実習（４Ｅ），送配電工学（５

Ｅ），電気応用（５Ｅ），卒業研究（５Ｅ） 

電気応用、光応用科学 

藤本 幸一 教授 

交流理論（４Ｅ），交流理論演習（４Ｅ），自動制御（５

Ｅ），ディジタル制御システム（５年共通），電気工学実

験・実習（４Ｅ），卒業研究（５Ｅ） 

自動制御 

江口 宇三郎 教授 

電気磁気学（２Ｅ），電気電子計測（３Ｅ），電子計測

（４Ｅ），光応用工学（５Ｅ），電気工学実験・実習（５

Ｅ），卒業研究（５Ｅ） 

応用物理 

佐藤 淳 准教授 

創造実習（１Ｅ），電子デバイス（４Ｅ），ディジタル回路

（５Ｅ），マイクロコンピュータⅠ・Ⅱ（５Ｅ），電気工学実

験・実習（５Ｅ），卒業研究（５Ｅ） 

計算機工学 

神田 和也 准教授 

電子回路（４Ｍ，４Ｅ），電子回路演習（４Ｅ），信号処

理（５Ｅ），電気電子工学実験・実習（３Ｅ），電気工学

ゼミ（４Ｅ），卒業研究（５Ｅ） 

センサ工学、電子回路論、

食品工学 

保科 紳一郎 准教授 

プログラム演習（２Ｅ），電気磁気学（３Ｅ），電気通信

（４Ｅ），電気電子工学実験・実習（２Ｅ），卒業研究（５

Ｅ） 

電気磁気学、電気計測 

武市 義弘 助教 

創造実習（１Ｅ，３Ｅ），情報処理，情報通信（４Ｅ），電

気工学実験・実習（４Ｅ，５Ｅ），卒業研究（５Ｅ），ディジ

タル信号処理（５年共通） 

ディジタル信号処理 

宝賀 剛 助教 

基礎コンピュータ演習（１Ｅ），電気機器（４Ｅ），電気設

計（５Ｅ），電気電子工学実験・実習（３Ｅ），電気工学

実験・演習（４Ｅ），卒業研究（５Ｅ） 

電気材料 

 

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

斉藤 攻悦 ■■■■■■■■ 機械工学概論（５Ｅ） 熱工学 

菊地 恒夫 ■■■■■■■■ 電気法規及び電気施設管理（５Ｅ） 電力工学、電気法規 

中村 憲介 ■■■■■■■■ 電子工学（３Ｅ） 電子工学 

土田 重征 ■■■■■■■■ 
放電現象（４Ｅ），電気材料（４Ｅ），高電

圧工学（４Ｅ），発変電工学（５Ｅ） 
電気材料、発変電工学 

福士 正幸 ■■■■■■■■ 電気機器Ⅰ（３Ｅ），電子計算機（４Ｅ） 電気機器 

田邉 光夫 ■■■■■■■■ 電気電子製図（１Ｅ） 機械工作 

 

（出典：総務課資料）
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資料３－１－②－４

制御情報工学科担当教員一覧 
専任教員 

氏名 職名 担当科目 専門分野 

渡邉 隆之 特任教授 

創造実習，マイクロコンピュータ（３Ｉ），数値解析（４

Ｉ），制御情報工学実験・実習（４Ｉ），創造工学ゼミ（４

Ｉ），卒業研究（５Ｉ） 

構造工学 

大久保準一郎 教授 

ハードウェア概論（２Ｉ），ソフトウェア工学（３Ｉ），機械・

電気製図（３Ｉ），情報処理演習（４Ｉ），制御情報工学

実験・実習（２Ｉ，５Ｉ），創造工学ゼミ（４Ｉ），卒業研究

（５Ｉ） 

数値計算力学、ソフトウェア

一般 

宮﨑 孝雄 教授 

創造実習（２Ｉ），論理回路（４Ｉ），電子デバイス工学（４

Ｉ），計測工学（５Ｉ），制御情報工学実験・実習（３Ｉ，４

Ｉ），創造工学ゼミ（４Ｉ），卒業研究（５Ｉ） 

計測工学 

佐藤 義重 教授 

材料力学（３Ｉ），ロボット工学（５Ｉ），計測・制御工学（５

Ｍ），制御情報工学実験・実習（３Ｉ，４Ｉ），創造工学ゼ

ミ（４Ｉ），卒業研究（５Ｉ） 

知能制御システム、システム

制御 

柳本 憲作 教授 

制御工学Ⅰ（４Ｉ），制御工学Ⅱ（５Ｉ），システム制御（５

Ｉ），制御情報工学実験・実習（５Ｉ），創造工学ゼミ（４

Ｉ），卒業研究（５Ｉ），騒音制御工学（５年共通） 

音響工学、制御工学 

吉住 圭市 准教授 

プログラミング言語（１Ｉ，２Ｉ），データ構造（４Ｉ），情報

ネットワーク（５Ｉ），プログラミング演習（３Ｉ），制御情報

工学実験・実習（４Ｉ），創造工学ゼミ（４Ｉ），卒業研究

（５Ｉ），シミュレーション工学 

情報科学、情報処理教育、

Web技術、画像処理 

竹村 学 准教授 

情報処理（１Ｍ，２Ｍ，３Ｍ），数値解析（５Ｍ），機械

工学実験（４Ｍ，５Ｍ），機械工学ゼミ（４Ｍ），卒業研

究（５Ｍ） 

システム情報工学 

安斎 弘樹 准教授 

電気工学（３Ｉ），電気工学演習（４Ｉ），制御情報工学

実験・実習（２Ｉ，５Ｉ），創造工学ゼミ（４Ｉ），卒業研究

（５Ｉ） 

環境電磁工学、計算電磁

気学 

三村 泰成 准教授 

情報処理（４Ｍ，５Ｅ），アルゴリズム入門（４Ｉ），熱力学

（５Ｉ），創造工学ゼミ（４Ｉ），卒業研究（５Ｉ） 計算力学 

渡部 誠二 准教授 

電子回路（４Ｉ），信号処理（５Ｉ），制御情報工学実験・

実習（２Ｉ，３Ｉ），創造工学ゼミ（４Ｉ），卒業研究（５Ｉ） 騒音制御 

西山 勝彦 助教 

コンピュータ入門（１Ｉ），ＣＧ入門（１Ｉ），創造工学ゼミ

（４Ｉ），卒業研究（５Ｉ） ナノ・バイオシミュレーション

 

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

斉藤 攻悦 ■■■■■■■■ 機械･電気製図（１Ｉ） 熱工学 

中村 憲介 ■■■■■■■■ 制御情報工学実験 ・ 実習（３Ｉ） 電気工学 

田邉 光夫 ■■■■■■■■ 機械・電気製図（２Ｉ） 機械工作 

鳴瀬 勝房 ■■■■■■■■ 材料力学（４Ｉ） 材料力学 

 

（出典：総務課資料）
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資料３－１－②－５

物質工学科担当教員一覧 
専任教員 

氏名 職名 担当科目 専門分野 

菅原 晃 教授 

物質工学概論（１Ｂ），物質工学演習（４Ｂ），材料化学

（５Ｍ），物質化学実験（有機）（３Ｂ），精密合成（５

Ｂ），物質工学基礎研究（４Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国

語雑誌会（５Ｂ） 

有機硫黄化学 

小谷 卓 教授 

物質工学概論（１Ｂ），分析化学（２Ｂ），機器分析（４

Ｂ），物質化学実験（２Ｂ），物質工学基礎研究（４Ｂ），

環境とエネルギー（５Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑

誌会（５Ｂ），環境科学（５年共通） 

分析化学、環境化学、機器

分析、廃棄物利用 

粟野 幸雄 教授 

物質工学概論（１Ｂ），無機化学（３Ｂ，４Ｂ），物質工学

ゼミ（４Ｂ），物質化学実験（無機）（３Ｂ），錯体・有機金

属（５Ｂ），無機材料化学（５Ｂ），物質工学基礎研究

（４Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑誌会（５Ｂ） 

無機化学 

飯島 政雄 教授 

物質工学概論（１Ｂ），工業化学特論Ⅱ（２Ｂ），物理化

学（３Ｂ），機器分析（４Ｂ），生物物理化学（５Ｂ），生物

工学実験（４Ｂ），物質工学基礎研究（４Ｂ），卒業研究

（５Ｂ），外国語雑誌会（５Ｂ） 

応用化学 

竹田 真敏 教授 

物質工学概論（１Ｂ），生物化学（４Ｂ），物質工学ゼミ

（４Ｂ），物質化学実験（３Ｂ），物質工学基礎研究（４

Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑誌会（５Ｂ） 
生化学、分子生物学 

佐藤 貴哉 教授 

物質工学概論（１Ｂ），有機化学（４Ｂ），機能性材料

（５Ｂ），物質化学実験（４Ｂ），物質工学基礎研究（４

Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑誌会（５Ｂ） 

機能高分子化学、エネルギ

ー貯蔵デバイス 

清野 恵一 准教授 

物質工学概論（１Ｂ），化学工学（４Ｂ），反応工学（４

Ｂ），計測制御（５Ｂ），物質化学実験（４Ｂ），物質工学

基礎研究（４Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑誌会（５

Ｂ） 

化学工学、反応工学 

瀬川 透 准教授 

物質工学概論（１Ｂ），有機化学（３Ｂ），工業英語（４

Ｂ），有機電子論（５Ｂ），物質化学実験（有機）（３Ｂ），

物質工学基礎研究（４Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑

誌会（５Ｂ） 

有機化学 

戸嶋 茂郎 准教授 

物質工学概論（１Ｂ），基礎化学演習（１Ｂ），工業英語

（４Ｂ，５Ｂ），電気化学（４Ｂ），有機化学演習，工業化

学特論Ⅰ（２Ｂ），物質化学実験（４Ｂ），材料工学実験

（４Ｂ），物質工学基礎研究（４Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外

国語雑誌会（５Ｂ） 

電気化学 

佐藤 司 准教授 

物質工学概論（１Ｂ），物理化学（４Ｂ），材料化学（４

Ｂ），有機材料化学（５Ｂ），物質化学実験（無機）（３

Ｂ），材料工学実験（４Ｂ），物質工学基礎研究（４Ｂ），

卒業研究（５Ｂ），外国語雑誌会（５Ｂ） 

高分子化学 

南 淳 助教 

物質工学概論（１Ｂ），基礎生物学（３Ｂ），生物工学基

礎（４Ｂ），物質化学実験（３Ｂ），生物工学実験（４Ｂ），

物質工学基礎研究（４Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑

誌会（５Ｂ） 

植物生理学、植物細胞工

学、生化学、生物教育 

阿部 達雄 助教 

物質工学概論（１Ｂ），創造実習（２Ｂ），化学工学（３

Ｂ），環境とエネルギー（５Ｂ），物質化学実験（２Ｂ），

物質工学基礎研究（４Ｂ），卒業研究（５Ｂ），外国語雑

誌会（５Ｂ），エコロジー概論（５年共通） 

環境化学、生態影響評価、

水質学、天然物化学 
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資料３－１－②－５続き

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

斉藤 攻悦 ■■■■■■■■ 機械工学概論（５Ｂ） 熱工学 

菊地 恒夫 ■■■■■■■■ 電気工学概論（４Ｂ） 電力工学、電気法規 

鈴木 徹 ■■■■■■■■ 
情報処理（１Ｂ），計算機実習（４Ｂ），情

報処理演習（５Ｂ） 
情報処理 

阿部 利徳 ■■■■■■■■ 分子生物学（４Ｂ） 分子生物学 

貫名 学 ■■■■■■■■ バイオテクノロジー（５Ｂ） 生物有機化学 

伏谷 眞二 ■■■■■■■■ 薬学概論（４Ｂ，５Ｂ） 薬草学 

佐々木 實 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 知的財産 

小松 高行 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 無機材料 

米本 年邦 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 化学工学 

菅 和寛 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 畜産学 

吉田 敬一 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 情報科学 

小松 善伸 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 無機化学 

宮仕 勉 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 有機化学 

岡田 修司 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 高分子材料 

佐藤 瀏 ■■■■■■■■ 物質工学特別講義（５Ｂ） 有機化学 

 

（出典：総務課資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校は，１学年４学級（１学科１学級）で構成され，専門科目担当教員として，専任41人，非常勤

講師25人を配置し，高等専門学校設置基準を満たしている。専門科目は，本校の基本教育目標及び学

習・教育目標に沿って，工業界の様々な分野で活躍できる教養豊かな実践的技術者を養成するために，

各担当分野で高い専門性を有し，かつ専門分野で研究活動を行っている教員を４つの専門学科に適切

に配置している。 

 

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

 専攻科は，機械電気システム工学専攻及び物質工学専攻で構成されており，専攻科の学習・教育目

標と具体的な到達目標を達成するために，両専攻に共通な一般科目・共通専門科目と専門科目の区分
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ごとに必要な高度の専門性を有する教員を適切に配置している（資料３－１－③－１～３）。 

 

観点３－１－③ 資料一覧 

資料３－１－③－１ 一般科目・共通専門科目担当教員一覧  （出典：総務課資料） 

資料３－１－③－２ 機械電気システム工学専攻担当教員一覧 （出典：総務課資料） 

資料３－１－③－３ 物質工学専攻担当教員一覧   （出典：総務課資料） 

 

資料３－１－③－１

一般科目・共通専門担当教員一覧 
専任教員 

氏名 職名 担当科目 専門分野 

山内 清 教授 経済学（１年） 経済理論 

澤  祥 教授 環境地理学特論（１年） 自然地理学 

佐藤 浩 教授 応用数学（１年） 代数学、離散数学、組合せ論、確率論 

加田 謙一郎 准教授 日本学特論（１年） 国文学、国語コミュニケーションスキル教育

田辺 英一郎 准教授 総合実践英語Ⅰ・Ⅱ（１年） 言語学、英語教育学 

上松 和弘 准教授 応用解析（１年），データ解析（２年） 数学、応用数学、物理数学、金属属性 

鈴木 建二 教授 物理学特論（２年） 固体物理学、物理教育 

吉木 宏之 准教授 量子物理（２年） プラズマ理工学、気体放電、原子核理論 

 

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

加藤 紀元 ■■■■■■■■ 特別講義（１年） 天然物化学 

後藤 忠敏 ■■■■■■■■ 特別講義（１年） 電気工学 

牛山 泉 ■■■■■■■■ 特別講義（１年） 流体力学 

横山 孝男 ■■■■■■■■ 特別講義（１年） 精密工学 

鞠谷 雄士 ■■■■■■■■ 特別講義（１年） 高分子化学 

笠原 照明 ■■■■■■■■ 特別講義（１年） 半導体工学 

巌見 武裕 ■■■■■■■■ 特別講義（１年） ロボット工学 

 

（出典：総務課資料）
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資料３－１－③－２

機械電気システム工学専攻担当教員一覧 
専任教員 

氏名 職名 担当科目 専門分野 

嶋屋 誠 教授 専攻科実験（１年） 材料力学 

加藤 康志郎 教授 
総合技術論（１年），トライボロジー（ME２），専攻科

研究（ME１，ME２） 
トライボロジー、機械要素 

白野 啓一 教授 専攻科実験（１年），  流体工学 

後藤 誠 教授 専攻科実験（１年） 機械工作法（鋳造） 

本橋 元 准教授 
専攻科実験（１年），応用機構学（ME１），専攻科研

究（ME１，ME２） 
機械工学 

竹村 学 准教授 システム計画学（１年），専攻科実験（１年） システム情報工学 

五十嵐 幸徳 准教授 材料設計学（ME２） 材料工学、金属材料学 

増山 知也 准教授 
総合技術論（１年），創造工学演習（ME１），専攻科

研究（ME１，ME２） 

機械要素、設計工学、材料

工学、破壊力学 

矢吹 益久 助教 総合技術論（１年），専攻科研究（ME１，ME２） 希薄気体工学、真空工学 

佐藤 秀昭 教授 専攻科実験（１年） 電気応用、光応用科学 

藤本 幸一 教授 専攻科実験（１年） 自動制御 

江口 宇三郎 教授 
経営工学（２年），専攻科実験（１年），レーザー応用

計測（ME１），専攻科研究（ME１） 
応用物理 

佐藤 淳 准教授 
総合技術論（１年），集積回路設計（ME１），計算機

システム（ME１） 
計算機工学 

神田 和也 准教授 
経営工学（２年），光電子デバイス工学（ME２），専攻

科研究（ME１，ME２） 

センサ工学、電子回路論、食

品工学 

保科 紳一郎 准教授 
数値計算（１年），専攻科実験（１年），信号処理特

論（ME２），専攻科研究（ME２） 
電気磁気学、電気計測 

宝賀 剛 助教 専攻科実験（１年） 電気材料 

丹 省一 教授 
総合技術論（１年），流体機械（ME１），エネルギー

システム工学（２年），専攻科研究（ME１，ME２） 
流体工学、流体機械 

宮﨑 孝雄 教授 
総合技術論（１年），センサー工学（２年），専攻科研

究（ME２） 
計測工学 

大久保準一郎 教授 シミュレーション工学（ME２），専攻科実験（１年） 
数値計算力学、ソフトウェア

一般 

佐藤 義重 教授 総合技術論（１年） 
知能制御システム、システム

制御 

柳本 憲作 教授 
音響工学特論（ME２），音響工学（ME２），専攻科研

究（ME２） 
音響工学、制御工学 

渡邉 隆之 特任教授 
総合技術論（１年），技術者倫理（１年），シミュレー

ション工学（ME２），専攻科研究（ME１，ME２） 
構造工学 

吉住 圭市 准教授 専攻科実験（１年） 
情報科学、情報処理教育、

Web技術、画像処理 

安斎 弘樹 准教授 
総合技術論（１年），電磁気応用光学（ME２），伝送

システム工学（ME２），専攻科研究（ME１，ME２） 

環境電磁工学、計算電磁気

学 

渡部 誠二 准教授 
実践電気電子工学（２年），創造工学演習（ME１），

専攻科研究（ME１，ME２） 
騒音制御 

三村 泰成 准教授 
総合技術論（１年），応用コンピュータグラフィックス

（２年），設計工学（１年），専攻科研究（ME１，ME２）
計算力学 
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資料３－１－③－２続き

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

鳴瀬 勝房 ■■■■■■■■ 
材料力学特論（ＭＥ１），塑性加工学

（ＭＥ１） 
材料力学 

 

（出典：総務課資料）

 

資料３－１－③－３

物質工学専攻担当教員一覧 

専任教員 
氏名 職名 担当科目 専門分野 

菅原 晃 教授 

安全工学（１年），専攻科実験（１年），創造実習Ⅱ

（Ｂ１），工業分析化学（Ｂ１），専攻科研究（ＭＥ１，Ｍ

Ｅ２） 

有機硫黄化学 

小谷 卓 教授 
環境化学（１年），専攻科実験（１年），創造実習Ⅱ

（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ１），専攻科研究（ＭＥ１） 

分析化学、環境化学、機器

分析、廃棄物利用 

粟野 幸雄 教授 
総合技術論（１年），材料化学（１年），専攻科実験

（１年），創造実習Ⅱ（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ１） 
無機化学 

飯島 政雄 教授 
専攻科実験（１年），創造実習Ⅱ（Ｂ１），工業分析科

学（Ｂ１），専攻科研究（ＭＥ２） 
応用化学 

竹田 真敏 教授 
生物機能材料（１年），専攻科実験（１年），工業分

析科学（Ｂ１） 
生化学、分子生物学 

佐藤 貴哉 教授 

経営工学（２年），安全工学（１年），高分子合成化

学（Ｂ２），専攻科実験（１年），創造実習Ⅱ（Ｂ１），工

業分析科学（Ｂ１），専攻科研究（ＭＥ１，ＭＥ２） 

機能高分子化学、エネルギ

ー貯蔵デバイス 

清野 恵一 准教授 
総合技術論（１年），専攻科実験（１年），創造実習

Ⅱ（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ１） 
化学工学、反応化学 

瀬川 透 准教授 
有機光化学（Ｂ１，Ｂ２），専攻科実験（１年），創造実

習Ⅱ（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ１） 
有機化学 

戸嶋 茂郎 准教授 

固体構造科学（Ｂ２），応用電気化学（Ｂ２），専攻科

実験（１年），創造実習Ⅱ（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ

１），専攻科研究（ＭＥ１） 

電気化学 

佐藤 司 准教授 

高分子材料化学（Ｂ２），専攻科実験（１年），創造実

習Ⅱ（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ１），専攻科研究（ＭＥ

１，ＭＥ２） 

高分子化学 

南 淳 助教 
総合技術論（１年），専攻科実験（１年），創造実習

Ⅱ（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ１） 

植 物 生 理 学 、 植 物 細 胞 工

学、生化学、生物教育 

阿部 達雄 助教 
総合技術論（１年），専攻科実験（１年），創造実習

Ⅱ（Ｂ１），工業分析科学（Ｂ１），専攻科研究（ＭＥ１）

環境化学、生態影響評価、

水質学、天然物化学 

 

非常勤教員 
氏名 所属 担当科目 専門分野 

城戸 英郎 ■■■■■■■■ 生物資源利用化学（Ｂ１） 天然物有機化学 

 

（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 専攻科は，機械電気システム工学専攻及び物質工学専攻の２専攻で構成されており，専攻科の学習

・教育目標と具体的な到達目標を達成するために，両専攻に共通な一般科目・共通専門科目と専門科
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目の区分ごとに必要な高度の専門性を有する教員を適切に配置している。 

 

 

観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられ

る。）が講じられているか。 

（観点に係る状況）  

 国立高専機構の中期計画では，中期目標の期間中に，専門科目担当教員（理系の一般科目を含

む。）については，博士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度の資格を持つ者が全体として70％

以上とし，理系以外の一般科目担当教員については，修士以上の学位を持つ者や民間企業等における

経験を通して高度な実務能力を持つ者など，優れた教育力を有する者が全体として80％以上となるよ

うに定められている。 

 本校の場合，教員の年齢構成については，各年代のバランスのとれた教員組織となるように配慮し

て，教員を選考，配置しており，教員組織活動は適切に行われている（資料３－１－④－１）。 

 教育経歴への配慮については，専門学科では68％，総合科学科理系では67％が博士の学位を有して

いる。総合科学科文系では77％が修士あるいは博士の学位を有している（資料３－１－④－２）。ま

た，技術士の教員は，現在在職していない。国立高専機構の中期目標には達していないが，本校では

完成年度に向けて目標を達成できるように次のような措置を講じている。学位または技術士の未取得

者に対しては，学生に対してより高度な教育を行うため，各学科内の協力を得ながら，資格を取得し

やすい環境を整えている（資料３－１－④－３）。 

 また，専門学科の教員採用に際しても，原則として，博士の学位の取得を条件にし，また，技術士

の資格についても配慮することとしている（資料３－１－④－４）。実務経験については，国立高専

機構機構の中期計画には達していないが，本校では，完成年度に向けて目標を達成できるよう教員採

用に際しては，均衡の取れた実務経験構成となるよう配慮することとしている（資料３－１－④－

５）。 

 

観点３－１－④ 資料一覧 

資料３－１－④－１ 専任教員の年齢構成一覧   （出典：総務課資料） 

資料３－１－④－２ 専任教員の学位取得状況   （出典：総務課資料） 

資料３－１－④－３ 平成 10 年度以降の学位取得者  （出典：総務課資料） 

資料３－１－④－４ 教員公募案内    （出典：ウェブページ） 

資料３－１－④－５ 専任教員の採用前の経歴一覧  （出典：総務課資料） 

 



鶴岡工業高等専門学校 基準３ 

- 71 - 

 

資料３－１－④－１

平成１９年４月４日現在

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

総合科学科文系 2 5 1 1 1 3

総合科学科理系 2 2 3 2

小　　　計 4 7 1 4 1 5

機械工学科 3 2 2 3

電気電子工学科 3 2 3

制御情報工学科 1 5 3 2

物質工学科 2 4 3 3

小　　　計 9 13 11 8

合　　　　　計 13 20 1 15 1 13

専任教員年齢構成一覧

区　　　分
20～29 30～39 40～49 50～59 60～

 
（出典：総務課資料）

 

資料３－１－④－２

平成１９年４月３日現在

％ ％ ％

15.38 61.54 23.08

66.67 22.22 11.11

68.29 17.07 14.64

57.14 26.99 15.87合　　　　　計 36 17 10

専門４学科 28 7 6

総合科学科理系 6 2 1

総合科学科文系 2 8 3

専任教員の学位取得状況

区　　　分
博　士 修　士 その他

人数 人数 人数

 

（出典：総務課資料）

 

資料３－１－④－３

平成１０年度以降の学位（博士）取得者 

平成１９年４月３日現在 

学位取得年月日 所属及び職名 氏名 学位の内容 

平成 11 年 2 月 25 日 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 博士（工学） 

平成 11 年 3 月 25 日 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 博士（工学） 

平成 12 年 3 月 23 日 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 博士（理学） 

平成 13 年 2 月 22 日 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 博士（経済学） 

平成 13 年 7 月 19 日 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 博士（理学） 

平成 18 年 3 月 23 日 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 博士（工学）  

（出典：総務課資料）
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資料３－１－④－４

教員公募案内 

（工業高専における教育歴のある方募集する例） 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構 鶴岡工業高等専門学校 教員公募案内 

 

１．募集人員 ： 教授１名 

２．所属学科 ： 電気電子工学科 

３．専門分野 ： 制御工学および電力工学に関する分野 

４．担当科目 ： 専門分野の科目ならびに電気回路、電気磁気学等の基礎科目および実験・実習 

        （予定） 

５．応募資格 ： （１）博士の学位を有する方、または同等の研究歴がある方 

        （２）高専の教育・研究・学生指導に熱意を有し、工業高専における教育歴の 

           ある方 

        （３）年齢５５～６０歳程度（着任時）の方 

６．提出書類 ： （１）履歴書（市販のものまたは同一書式に本人の自筆とする。写真貼付） 

        （２）研究業績一覧（研究論文、著書、学会口頭発表など） 

        （３）主要論文の別刷３編程度（コピー可、業績リストに○印を付すこと） 

        （４）これまでの主な研究歴（企業における研究概要を含む） 

           （Ａ４版２枚以内） 

        （５）「高専における研究・教育」に対する抱負について記したもの 

           （Ａ４版１枚 1,000 字程度） 

        （６）応募者について照会可能な方２名の所属、氏名及び連絡先 

 

（技術士の資格を有している方募集する例） 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構 鶴岡工業高等専門学校 教員公募案内 

 

１．募集人員 ： 教授 １名 

２．所属学科 ： 機械工学科 

３．担当分野 ： 工作法、加工学に関する講義及び実験、実習、設計製図 

４．応募資格 ： （１）機械系の学科を専攻し、博士の学位を有する方 

        （２）高専での教育・研究及び学生指導に熱意のある方 

        （３）着任時に年齢５０歳から５５歳程度の方 

        （４）技術士の資格を有することが望ましい 

５．着任時期 ： 平成２０年 ４ 月 １ 日 

６．提出書類 ： （１）履歴書（市販のものあるいは同一書式でワープロ可。写真貼付、 

           自身の連絡先には TEL/FAX 番号及びメールアドレスを記入のこと。） 

        （２）研究業績一覧（研究論文、著書、学会口頭発表、外部資金獲得状況など）

        （３）主要論文の別刷３編程度（コピー可、業績一覧に○印を付すこと。） 

        （４）これまでの主な研究歴、研究内容（企業における研究概要を含む） 

           （Ａ４版２枚以内） 

        （５）着任後の教育・研究に対する抱負（Ａ４版１枚程度、1,000 字程度） 

        （６）応募者について照会可能な方２名の氏名及び連絡先 

           ＊応募書類は、原則として返却いたしません。 

７．応募締切日：平成１９年１０月３１日（水）必着 

８．選考方法 ： （１）書類審査 

        （２）書類審査合格者の面接 

 

（出典：ウェブページ）
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資料３－１－④－５

専任教員の採用前の経歴一覧 

平成１９年４月３日現在

学生・その他 33 52.4%

合　　　　　計 63 100.0%

他の高等専門学校勤務 1 1.6%

高等学校等勤務 9 14.3%

民間企業勤務 14 22.2%

大学または研究機関勤務 6 9.5%

区　　　分 人数 全体に占める割合（％）

 
（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の教員採用に当たっては，年齢構成，教育経歴，実務経験も配慮してきた。その結果，専門学

科では68％が博士，総合科学科理系では67％が博士，総合科学科文系では77％が修士あるいは博士の

学位を有している。 

 国立高専機構の中期目標には達していないが，本校では完成年度に向けて目標を達成できるように

次のような措置を講じている。学位未取得者に対しては，学位を取得しやすい環境を整えて支援を行

っており，専門学科の教員採用に際しても，原則として，博士の学位の取得を条件にしている。 

 技術士の資格を有する教員を拡充するため，教員公募案内に明記し，積極的に採用することとして

いる。実務経験についても，教員採用時に際して，均衡の取れた教員構成となるよう配慮している。 

 

 

観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教員の採用については，「鶴岡工業高等専門学校教員選考規程」（以下「教員選考規程」と

いう。）に基づき，原則として，公募により選考している（資料３－２－①－１，資料３－１－④－

４参照）。 

 教員の採用に際しては，校長，教務主事，当該学科長等を構成員とする教員選考委員会を設置の上，

「鶴岡工業高等専門学校教員選考基準」（以下「教員選考基準」という。）に基づき，書類審査を行

い，その報告を受け，面接を実施した上で 終候補者を決定している（資料３－２－①－２～３）。 

 教員の昇任については，教員選考基準に基づき選考している（資料３－２－①－４）。 

 非常勤講師の採用については，「鶴岡工業高等専門学校非常勤講師採用に関する申し合わせ」（以

下「非常勤講師採用に関する申し合わせ」という。）に基づいて，各学科長からの非常勤講師採用計

画とともに非常勤講師選考調書を学生課に提出し，その選考調書を基に，校長及び教務主事で採用計

画を策定し，教務委員会で資格審査を行った上で採用候補者を決定している（資料３－２－①－５）。

また、非常勤講師の退職に関しては、原則として、非常勤講師採用に関する申し合わせに基づき、満

６７才に達した者は、その達した日の属する年度の末日までとしている（資料３－２－①－６）。 
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観点３－２－① 資料一覧 

資料３－２－①－１ 教員選考規程    （出典：規程集） 

資料３－２－①－２ 教員選考基準    （出典：総務課資料） 

資料３－２－①－３ 教員選考委員会設置の例   （出典：メール） 

資料３－２－①－４ 教員昇任の例    （出典：総務課資料） 

資料３－２－①－５ 非常勤講師採用に関する申し合わせ （出典：運営委員会資料） 

資料３－２－①－６ 非常勤講師退職者一覧   （出典：総務課資料） 

 

資料３－２－①－１

鶴岡工業高等専門学校教員選考規程（抜粋） 

 

（総則） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校の教員人事については、法令その他別段の定めがあるもののほ

かこの規程の定めるところによる。 

（必要要件の決定） 

第２条 校長は、教員に欠員が生じた場合には欠員の属する学科長等と協議して当該欠員の職

名、専門分野等の要件を決定するものとする。 

２ 校長は、教員候補者の選考に当たり広く人材を求めるため原則として公募を行うものとす

る。 

（公募手続） 

第３条 当該学科長等及び総務課人事係長は校長の命により、公募手続を共同して行うものと

する。 

（教員選考委員会） 

第４条 校長は、当該候補者を選考するための教員選考委員会（以下「委員会」という。）を

その都度設置するものとする。 

２ 委員会は書類審査に基づき、面接候補者若干名を選考するものとする。 

３ 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事 

 三 当該学科長 

 四 事務部長 

 五 校長が指名する教授若干名 

４ 委員会に委員長を置き、校長が委員のうちから指名する。 

５ 委員長は、書類審査の結果を原則として別紙様式１により校長に報告するものとする。 

６ 委員会は、 終候補者が決定された時点で解散するものとする。 

（ 終候補者の決定） 

第５条 校長は、委員長の報告を受け面接を実施した上で 終候補者を決定するものとする。 

２ 校長は、面接を実施するに当たり当該学科長等及び委員長並びに委員のうちから若干名を

面接に加えるものとする。 

３ 校長は、 終候補者の決定に際し、総務課長及び総務課人事係長と共同して別紙様式２を

取りまとめるものとする。 

（出典：規程集）
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資料３－２－①－２

鶴岡工業高等専門学校教員選考基準（抜粋） 

 

不開示情報 

 

 

 

  
 



鶴岡工業高等専門学校 基準３ 

- 76 - 

 

資料３－２－①－２続き

鶴岡工業高等専門学校教員選考基準（抜粋） 

 

不開示情報 

 
 
 

（出典：総務課資料）

 

資料３－２－①－３

教員選考委員会設置の例 

Date: Fri, 13 Apr 2007 12:13:26 +0900 

Subject: 教員選考委員会設置のお知らせ 

 

                                                   平成１９年４月１３日 

教職員各位 

 

        ■■■■■学科教員選考委員会の設置について 

 

 下記の構成員によります■■■■■学科教員選考委員会を設置しましたので、 

お知らせ致します。 

 

               記 

 

  ■■■■■学科教員選考委員会構成員 

 

    (1) 校 長 

    (2) 教務主事 

    (3) ■■■■■学科長 

    (4) 事務部長 

    (5) ■■■■教授、■■■■教授 

 

******************************************* 

横山 正明 

997-8511 山形県鶴岡市井岡字沢田１０４ 

国立鶴岡工業高等専門学校 

Tel/Fax:0235-25-9003 

Fax:0235-24-1840 

E-mail:president@tsuruoka-nct.ac.jp 

******************************************* 

（出典：メール）
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資料３－２－①－４

教員昇任の例 

 
（出典：総務課資料）
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資料３－２－①－５

非常勤講師採用に関する申し合わせ 

 

不開示情報 

（出典：運営委員会資料）
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資料３－２－①－６

非常勤講師退職者一覧 

 

（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教員の採用については，教員選考規程に基づき採用候補者の公募を行った上で，面接を実施し，

終候補者を決定している。また，昇任についても教育研究業績等を勘考して，教員選考基準に基づい

た昇任が実施されている。 

 また，非常勤講師の採用については，非常勤講師採用に関する申し合わせに基づき決定している。 

 

 

観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。また，その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 

（観点に係る状況）  

 「国立高等専門学校機構教員顕彰に係る教員の自己評価及び相互評価の実施」に基づき，教員の自

己評価及び相互評価を行っており，校長のコメントと共に結果が通達されている（資料３－２－②－

１～２）。 

 また，学生による授業評価については，教育改善委員会が中心になって，学年末に非常勤講師を含

む全教員に対する「学生による授業アンケート調査」を実施し，その結果を個々の教員自身が把握し

て授業の改善に役立てている（資料３－２－②－３～４）。 
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観点３－２－② 資料一覧 

資料３－２－②－１ 国立高等専門学校機構教員顕彰   （出典：総務課資料） 

資料３－２－②－２ 校長からの評価     （出典：総務課資料） 

資料３－２－②－３ 授業アンケート調査    （出典：学生課資料） 

資料３－２－②－４ 授業アンケート調査結果    （出典：学生課資料） 

 

 

資料３－２－②－１

国立高等専門学校機構教員顕彰 

 

（出典：総務課資料）
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資料３－２－②－２

校長からの評価 

 

 

（出典：総務課資料）
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資料３－２－②－３
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資料３－２－②－３続き

 

（出典：学生課資料）
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資料３－２－②－４

 

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 「国立高等専門学校機構教員顕彰に係る教員の自己評価及び相互評価の実施」に基づき，教員の自

己評価及び相互評価を行っており，校長のコメントと共に結果が通達されている。 

 また，教育改善委員会が中心になって実施している「学生による授業アンケート調査」により，

個々の教員が教育に関する評価を把握して授業の改善に役立てている。 

 

 

観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の事務職員，技術職員等は，事務職員配置状況の通り配置されている（資料３－３－①－１）。 

 教育支援は，主として学生課３係（教務係，学生係，寮務係）と技術室（第１班～３班）で行って

いる。教務係は，授業時間割の編成，授業及び試験に関すること，学生の校外実習等に関すること，

学生係は，学生の課外活動，学生の育英奨学，学生の就職指導や福利厚生に関すること，寮務係は，

学生寮の管理運営，寮生の福利厚生等の支援業務を行っている。また，技術職員は，教育研究支援の

ための技術開発及び技術業務に関すること，学生の実験及び実習の技術指導に関すること，実験・実

習施設における機械器具等の保全管理等の教育支援を行っており，必要な人材と人員が配置されてい

る（資料３－３－①－２～３）。 

 

観点３－３－① 資料一覧 

資料３－３－①－１ 事務職員配置状況     （出典：総務課資料） 

資料３－３－①－２ 事務組織規程     （出典：規程集） 

資料３－３－①－３ 平成 19 年度技術室職員教育支援科目  （出典：学生課資料） 
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資料３－３－①－１

常 2
非 1

常 3
非

常 3
非 5

常 2
非

常 2
非

常 1
非

常 3
非

常 2
非

常
非 3

常 10
非

企画室長
（総務課補佐（総務）兼務）

鶴岡工業高等専門学校事務職員配置状況（平成１９年５月１日現在）

事務部長 総務課長
課長補佐

（総務担当）
総務係長 係員

人事係長 係員

図書情報係長 係員

課長補佐
（財務担当）

財務係長 係員

用度係長 係員

施設係長 係員

学生課長 課長補佐 教務係長 係員

技術室長 係員

企画・連携係長

学生係長 係員

寮務係長
（学生課補佐兼務）

係員

 

（出典：総務課資料）
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資料３－３－①－２

鶴岡工業高等専門学校事務組織規程（抜粋） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条、独立行政法

人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則第９条及び鶴岡工業高等専門学校学

則第１１条の規定に基づき、鶴岡工業高等専門学校（以下「本校」という）の組織及び事務分掌

について必要な事項を定めることを目的とする。 

（学生課） 

第１３条 学生課に、教務係、学生係、寮務係及び技術室を置く。 

２ 学生課に、学生課の所掌する事務を係の分掌を超えて共同で処理するため、係員で組織する学

生課グループを置くことができる。 

３ 学生課グループは、上司の命を受け、共同で処理することが適当とする分野の事務を処理す

る。 

４ 学生課グループの構成及び事務の内容は別に定める。 

５ 教務係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 学生課の事務に関し、総括し、連格調整すること。 

 二 学生厚生補導関係経費等の予算要求に関すること。 

 三 入学者の選抜に関すること。 

 四 入試システムの利用に関すること。 

 五 教育課程の編成に関すること。 

 六 教育方法に関すること。 

 七 授業及び試験に関すること。 

 八 学生の成績及び出欠席に関すること。 

 九 学生指導要録その他学生の諸記録の整理保管に関すること。 

 十 入学、退学、休学、復学、除籍及び卒業（修了）に関すること。 

 十一 進級及び卒業（修了）の認定に関すること。 

 十二 学生の身分、成績及び卒業（修了）等の証明に関すること。 

 十三 指導要録に記録を要する諸届に関すること。 

 十四 教科書及び教材に関すること。 

 十五 学生の校外実習及び見学等に関すること。 

 十六 ＪＡＢＥＥに関すること。 

 十七 外国人留学生に関すること。 

 十八 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十九 その他教務に関すること。 

６ 学生係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 学生の課外教育に関すること。 

 二 学生会その他学生団体に関すること。 

 三  奨学金及び入学料・授業料の減免、徴収猶予に関すること。 

 四 学生の厚生施設及び厚生事業に関すること。 

 五 学生の健康管理及び安全保持に関すること。 

 六 学生の相談に関すること。 

 七 学生の就職指導及び斡旋に関すること。 

 八 学生旅客運賃割引証及び通学証明書の発行に関すること。 

 九 学生のアルバイトに関すること。 

 十 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る共済給付契約及び給付金の支払請求に関する

こと。 

 十一 学生の表彰及び懲戒に関すること。 

 十二 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十三 その他学生の厚生補導に関すること。 

７ 寮務係においては、次の事務をつかさどる。 
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資料３－３－①－２続き

 一 学生寮の管理運営に関すること。 

 二 入寮及び退寮に関すること。 

 三 寮生の保健衛生及び栄養管理に関すること。 

 四 寮生の給食等に関すること。 

 五 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 六 その他寮生の厚生補導に関すること。 

８ 技術室においては、次の事務をつかさどる。 

 一 教育研究支援のための技術開発及び技術業務に関すること。 

 二 学生の実験及び実習の技術指導に関すること。 

 三 技術の継承及び保存に関すること。 

 四 技術研修等の企画及び連絡調整に関すること。 

 五 実験・実習施設における機械器具等の保全管理に関すること。 

 六 実習工場における危害防止に関すること。 

 七 実験研究等の装置を製作すること。 

 八 その他技術室の事務に関すること。 

（出典：規程集）
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資料３－３－①－３

 

平成１９年度 技術室職員教育支援科目 

（第１班） 

学年及び年間支援時限数 
氏   名 学 科 名 等 授 業 科 目 

１ ２ ３ ４ ５ 合計

機械工学実習 45 60   

機械工学実験 90 90 機械工学科 

卒業研究  420 

705

制御情報工学実験・実習 60 90  90 

創造実習 30   制御情報工学科 

卒業研究  360 

630

成田 愼一 

（技術室長） 

（班長） 

専攻科 専攻科実験 90 - - - ９０

機械工学実習 45 60   

機械工学実験 90 90 機械工学科 

卒業研究  420 

705

制御情報工学実験・実習 60 90   

創造実習 30   

横田   礼 

（班員） 

制御情報工学科 

卒業研究  360 

540

機械工学実習 45 45 60   

創造実習 30   

機械工学実験 90  
機械工学科 

卒業研究  420 

690

制御情報工学実験・実習 60 90 90  

創造実習 30   制御情報工学科 

卒業研究  360 

630

佐藤 大輔 

（班員） 

 

専攻科 専攻科実験 45 - - - 45

機械工学実習 45 45 60   

機械工学実験 90 90 機械工学科 

卒業研究  420 

750

制御情報工学実験・実習 60 90   

創造実習 ３０   制御情報工学科 

卒業研究  360 

540

木村 英人 

（班員） 

専攻科 専攻科実験 45 - - - 45

機械工学実習 45 45 60   

機械工学実験 90 90 機械工学科 

卒業研究  420 

750

創造実習 30 30   

制御情報工学実験・実習 90  90 

池田 孝一 

（班員） 

制御情報工学科 

卒業研究  360 

600
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資料３－３－①－３続き

（第２班） 

学年及び年間支援時限数 
氏   名 学 科 名 等 授 業 科 目 

１ ２ ３ ４ ５ 合計

基礎コンピュータ演習 30   

創造実習 30   

電気電子工学実験・実習 90 90   

電気工学実験・実習 135 90 

石田 克敏 

（班長） 
電気電子工学科 

卒業研究  150 

615

創造実習 30   

電気電子工学実験・実習 90 90   

電気工学実験・実習 135 90 

信号処理  30 

鈴木 大介 

（班員） 
電気電子工学科 

卒業研究  150 

615

創造実習 30   

電気電子工学実験・実習 90 90   

電気工学実験・実習 1３5 90 

一条 洋和 

（班員） 
電気電子工学科 

卒業研究  150 

585

 

（第３班） 

学年及び年間支援時限数 
氏   名 学 科 名 等 授 業 科 目 

１ ２ ３ ４ ５ 合計

物質工学概論 30   

物質化学実験 90 90  

物質工学基礎研究 45  

材料工学・生物工学実験 45  

八幡 喜代志 

（班長） 
物質工学科 

卒業研究  165 

465

物質工学概論 30   

物質化学実験 150   

物質工学基礎研究 45  

矢作 友弘 

（班員） 
物質工学科 

卒業研究  135 

３60

物質工学概論 30   

物質化学実験 150 90  

物質工学基礎研究 45  

材料工学・生物工学実験 45  

長   俊広 

（班員） 
物質工学科 

卒業研究  135 

495

 

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 事務職員の教育支援については，主として学生課で行っている。また，技術職員は技術室として組

織化されており，専門分野の異なる各学科での十分な教育支援ができるよう，必要な人材と人員が配

置されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 教員構成は，年齢構成，教育経歴，実務経験が配慮されており，国立高専機構の中期目標には達し

ていないが，本校では完成年度に向けて目標を達成できるように次のような措置を講じている。学位

未取得者に対しては，学位を取得しやすい環境を整えて支援を行っており，専門学科の教員採用に際

しても，原則として，博士の学位の取得を条件にしている。 

 また，技術職員は，技術室として組織化され，全学科への教育支援ができる体制がとられている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

 本校は，１学年４学級（１学科１学級）の入学定員が160人で，一般科目担当教員として，専任22

人，非常勤講師17人を配置している。また，専門科目担当教員としては，専任が41人，非常勤講師25

人を配置し，高等専門学校設置基準を満たしており，本校の学習・教育目標を達成するために，必要

な授業科目を担当する教員を適切に配置している。専攻科では，専攻科の学習・教育目標と具体的な

到達目標を達成するために，必要な授業科目を担当する高度の専門性を有する教員を適切に配置して

いる。 

 教員構成は，年齢構成，教育経歴，実務経験に配慮しており，国立高専機構の中期目標には達して

いないが，本校では完成年度に向けて目標を達成できるように次のような措置を講じている。学位未

取得者に対しては，学位を取得しやすい環境を整えている。また，教員の採用に当たっては，教員選

考規程に基づき採用候補者の公募を行った上で，面接を実施し， 終候補者を決定している。また，

昇任については，教育研究業績等を勘考して，教員選考基準に基づいた昇任が実施されている。 

 教員の教育活動の評価については，「国立高等専門学校機構教員顕彰に係る教員の自己評価及び相

互評価の実施」に基づき，教員の自己評価及び相互評価を行っており，校長のコメントと共に結果が

通達されている。 

 また，教育改善委員会が中心になって実施している「学生による授業アンケート調査」により，

個々の教員が教育に関する評価を把握して授業の改善に役立てている。 

 事務職員の教育支援については，主として学生課で行っている。技術職員は，技術室として組織化

されており，専門分野の異なる各学科での十分な教育支援ができるよう，必要な人材と人員を配置し

ている。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者

選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本

方針などが記載された入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定

められ，学校の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表

されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育の目的に沿って，本科及び専攻科への入学者選抜に対する入学者受入方針（アドミッシ

ョン・ポリシー）が明確に定められており，学校総覧に明記している（資料４－１－①－１～２）。 

また，鶴岡高専探検記（中学生向け）にも明記している（資料４－１－①－３）。 

高等学校からの編入学についても，編入学生募集要項に入学者受入方針を明記している（資料４－

１－①－４）。 

本校の教職員への本科及び専攻科の入学者受入方針の周知は，学校総覧等の配布によって行ってい

る。 

社会に対しては，学校説明会，入試説明会，中学校訪問，企業訪問，中学生一日体験入学等で学校

総覧，鶴岡高専探検記を配布し，公表している（資料４－１－①－５）。 

また，ウェブページによって本科及び専攻科の入学者受入方針を将来の学生を含め広く社会に公表

し，周知している（資料４－１－①－６）。 

 

観点４－１－① 資料一覧 

資料４－１－①－１ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

       （出典：平成19年度 学校総覧，p.２） 

資料４－１－①－２ 専攻科アドミッション・ポリシー概要（入学者受入方針） 

       （出典：平成19年度 学校総覧，p.２） 

資料４－１－①－３ 全学科共通の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

       （出典：鶴岡高専 探検記2007，p.１） 

資料４－１－①－４ 編入学者アドミッション・ポリシー（学生受入方針） 

       （出典：平成19年度 編入学生募集要項，p.５） 

資料４－１－①－５ 鶴岡高専探検記配布先 

       （出典：学生課資料） 

資料４－１－①－６ 鶴岡高専入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

       （出典：ウェブページ） 
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資料４－１－①－１

 
（出典：平成 19 年度 学校総覧，p.２）

 

資料４－１－①－２

 

（出典：平成 19 年度 学校総覧，p.２）

 

資料４－１－①－３

 

（出典：鶴岡高専探検記 2007，p.１）

 

資料４－１－①－４

 

（出典：平成 19 年度 編入学生募集要項，p.５）
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資料４－１－①－５

 

（出典：学生課資料）
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資料４－１－①－６

 

（出典：ウェブページ）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本科及び専攻科への入学者選抜に対する入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定

められており，学校総覧，学生募集要項，鶴岡高専探検記（中学生向け）等の資料及びウェブページ

に明記されている。将来の学生に対しては，学校説明会，入試説明会，中学校訪問，中学生一日体験

入学等で前出の資料を配布し，説明している。また，ウェブページを通じて広く社会に公表し，周知

を図っている。本校の教職員へは，学校総覧等の配布を通して周知している。 

 

 

観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の全ての入学者選抜は，入試委員会が入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づき

作成した「入試業務作業・点検総合マニュアル」に従って，実施している（資料４－２－①－１）。 

 準学士課程の入学者の選抜は，「学生募集要項」に従って，推薦による選抜と学力試験による選抜

の２つの方法で実施している。推薦による選抜は，各学科とも入学定員の40％程度の募集人員で，在

籍中学校長の推薦書，調査書，面接等を総合して行っている（資料４－２－①－２～７）。学力試験

による選抜は，学力試験及び調査書を総合して行っている（資料４－２－①－８～10）。学力試験は，

理科，英語，数学及び国語の４教科について筆記試験を実施しており，本校全学科共通の入学者受入
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方針に沿ったものである（資料４－１－①－１～４参照）。 

 編入学者の選抜は，「編入学生募集要項」に従って，推薦による選抜と学力試験による選抜の２つ

の方法で実施している（資料４－２－①－11）。推薦による選抜は，物理・化学を含めた専門科目に

関する口頭試問を含む面接試験，調査書等を総合して行っており，面接試験は，人物，意志，適性の

３項目について行っている（資料４－２－①－12～14）。学力試験による選抜は，学力試験，面接試

験，調査書等を総合して行っている。学力試験は，英語，数学，専門科目，物理または化学の試験を

実施している。面接試験，調査書の評価においては，本科の入学者受入方針に沿った評価をして，入

学者選抜を適切に実施している（資料４－２－①－15～17）。 

 専攻科課程の入学者の選抜は，「専攻科学生募集要項」に従って，推薦による選抜，学力試験によ

る選抜，社会人特別選抜の３つの方法で実施している（資料４－２－①－18）。推薦による選抜は，

在籍高等専門学校長の推薦，学業成績，人物，面接等を総合して行っている（資料４－２－①－19～

21）。学力試験による選抜は，学力試験，調査書，面接試験等を総合して行っている。学力試験は，

英語，数学，専門科目の試験を実施しており，面接試験は，人物，意志，適性の３項目について行っ

ていて，本校専攻科の入学者受入方針に沿って，入学者を適切に選抜している（資料４－２－①－22

～24）。 

 

観点４－２－① 資料一覧 

資料４－２－①－１ 入試業務作業・点検総合マニュアル 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－２ 準学士課程新入生推薦選抜方法 

      （出典：平成19年度 学生募集要項，pp.１～５） 

資料４－２－①－３ 推薦書の例 （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－４ 調査書の例 （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－５ 準学士課程新入生推薦選抜実施要項 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－６ 準学士課程新入生推薦選抜面接試験要領 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－７ 準学士課程新入生推薦選抜面接評価点集計表 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－８ 準学士課程新入生学力選抜方法 

      （出典：平成19年度 学生募集要項，pp.６～９） 

資料４－２－①－９ 準学士課程新入生学力選抜実施要項 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－10  入学者選抜（学力）試験の合否判定 

      （出典：平成18年度第17回運営会議議事録） 

資料４－２－①－11 準学士課程編入学生募集要項 

      （出典：平成19年度 編入学生募集要項，pp.１～３） 

資料４－２－①－12 準学士課程編入学生推薦選抜実施要項 

      （出典：学生課資料） 
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資料４－２－①－13 準学士課程編入学生 推薦選抜面接試験要領 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－14 準学士課程編入学生推薦選抜面接評価結果表 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－15 準学士課程編入学生 学力選抜実施要項 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－16 準学士課程編入学生 学力選抜面接試験要領 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－17 準学士課程編入学生 学力選抜面接評価結果表 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－18 専攻科生募集要項 

      （出典：平成20年度 専攻科入学者募集要項，pp.１～10）

資料４－２－①－19 専攻科学生推薦選抜実施要項 

      （出典：学生課資料）  

資料４－２－①－20 専攻科学生推薦選抜面接試験要領 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－21  専攻科学生推薦選抜面接評価結果表 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－22 専攻科学生学力選抜実施要項 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－23 専攻科学生学力選抜面接試験要領 

      （出典：学生課資料） 

資料４－２－①－24 専攻科学生学力選抜面接評価結果表 

      （出典：学生課資料） 
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資料４－２－①－１

入試業務作業・点検総合マニュアル 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－２

 

 

（出典：平成19年度 学生募集要項 pp.１～５）
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資料４－２－①－３

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－４

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－５

 

 

（出典：学生課資料））
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資料４－２－①－６

 

 
（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－７

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－８

 

 

（出典：平成19年度 学生募集要項，pp.６～９）
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資料４－２－①－９

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－10

 

 

 

（出典：運営会議議事録）
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資料４－２－①－11
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資料４－２－①－11 続き

 

 

（出典：平成19年度 編入学生募集要項，pp.１～３）
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資料４－２－①－12

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－13

 

編入学生選抜（推薦）面接試験要領 

 

不開示情報 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－14

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－15

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－16

 

編入学生選抜（学力）面接試験実施要領 

 

不開示情報 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－17

 

 
（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－18

 

 

（出典：平成 20 年度 専攻科入学者募集要項，pp.１～10）
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資料４－２－①－19

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－20

 

専攻科入学者選抜（推薦）面接試験要領 

 

不開示情報 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－21

 

 

（出典：学生課資料）
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料４－２－①－22

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－23

 

面接実施要領（学力） 

 

不開示情報 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－①－24

 

 

（出典：学生課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程の入学者，編入学者，専攻科課程の入学者の選抜試験においては，入学者受入方針（ア

ドミッション・ポリシー）に沿った合否判定をしており，入学者選抜が適切に実施されている。 

 

 

観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

るか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程入学生に対し，学習意欲が高く，基礎学力が備わっている学生を受け入れるという方針

に基づいて，数学，国語，英語の３教科について「新入生標準テスト」を入学時に実施し，検証した

結果，入学者受入に特に問題はなかった（資料４－２－②―１～３）。 

準学士課程の推薦選抜については，基礎学力が重要であるとの共通認識から，在籍中学校長より提

出された調査書の評価点について，傾斜配点している（資料４－２－②－４）。  

専攻科課程については，２年間の短い課程であるので，修了時の学習・教育目標達成状況により選
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抜の適正さを判断している。実践的で，より高度な科学技術力を身につけるには，語学力が重要であ

るとの認識から，「ＴＯＥＩＣ400点達成」を修了要件としている（資料４－２－②－５）。また，

入学者推薦選抜において「ＴＯＥＩＣ300点以上」を推薦判定の基準の一つとしている（資料４－２

－②－６）。 

 

観点４－２－② 資料一覧 

資料４－２－②―１ 新入生標準テスト実施要項（出典：学生課資料） 

資料４－２－②－２ 新入生標準テスト評価結果（出典：学生課資料） 

資料４－２－②－３ 標準テストについて （出典：入学試験委員会議事録） 

資料４－２－②－４ 推薦による入学者の選抜基本方針 

        （出典：学生課資料） 

資料４－２－②－５ 専攻科修了要件  （出典：平成19年度 シラバス，p.18） 

資料４－２－②－６ 専攻科「推薦選抜」における学力基準申し合わせ 

        （出典：学生課資料） 

 

資料４－２－②―１

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－②―２

 

新入生標準テスト評価結果 

 

不開示情報 
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資料４－２－②―２続き

 

新入生標準テスト評価結果 

 

不開示情報 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－２－②―３

学力試験による入学者の選抜基本方針 

 
 

（出典：入学試験委員会議事録）

 

資料４－２－②―４

 

推薦による入学者の選抜基本方針（抜粋） 

 

不開示情報 

 

 

（出典：学生課資料）

 

資料４－２－②―５

専攻科修了要件 

 

 

（出典：平成19年度 シラバス，p.18）
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資料４－２－②―６

 

専攻科「推薦選抜」における学力基準申し合わせ 

 

不開示情報 

 

 

 

（出典：学生課資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程入学生に対し，入学者受入方針に沿った入学選抜が実際に行われているかを「新入生標

準テスト」で検証してきた結果，入学者受入に特に問題はなかった。また，推薦選抜については，調

査書の傾斜配点などの改善を図ってきた。 

 専攻科課程については，２年間の短い課程であるので，修了時の学習・教育目標達成状況により選

抜の適正さを判断している。実践的で，より高度な科学技術力を身につけるには，語学力が重要であ

るとの認識から，「ＴＯＥＩＣ400点達成」を修了要件としている。また，入学者推薦選抜において

「ＴＯＥＩＣ300点以上」を合格判定の基準の一つに加えるなど，改善を随時行ってきている。 

 以上のことから，本校では，入学者受入方針に沿った学生の受け入れ状況を検証し，その結果を入

学者選抜の改善に役立てていると判断できる。 

 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程については，本校学則において，その入学定員は各学科40名と定めている（資料４－３

－①－１）。過去５年間に実入学者が学科定員を１～３名上回ったケースはあるが，大幅に超えたこ

とはない。また，実入学者が定員を下回ったこともない（資料４－３－①－２）。 

編入学による準学士課程４年次入学者については，定員を定めて募集してはいないが，毎年５名以

上入学者がいる。工業高等学校からの編入学者が大多数であるが，高等学校の普通科からの編入学者
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も少数いる（資料４－３－①－３）。 

専攻科課程について，本校学則において，機械電気システム工学専攻12名，物質工学専攻４名の入

学定員を定めている（資料４－３－①－４）。専攻科の志願者数，入学者数については，定員割れを

起こしたことはない（資料４－３－①－５）。定員の1.3倍程度受け入れた年度もあるが，各専攻と

も講義，実習，特別研究指導への支障がないことを確認している（資料４－３－①－６）。 

 

観点４－３－① 資料一覧 

資料４－３－①－１ 準学士課程の入学定員 （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.８） 

資料４－３－①－２ 準学士課程入学者数の状況（出典：学生課資料） 

資料４－３－①－３ 準学士課程編入学者数の状況 

        （出典：学生課資料） 

資料４－３－①－４ 専攻科の入学定員  （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.14） 

資料４－３－①－５ 専攻科入学者数等の推移 （出典：学生課資料） 

資料４－３－①－６ 専攻科入学者受入人数の協議 

        （出典：入学試験委員会議事録） 

 

資料４－３－①－１

準学士課程の入学定員 

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.８）
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資料４－３－①－２

準学士課程入学者数の状況 

 

（出典：学生課資料）

 

資料４－３－①－３

準学士課程編入学者数の状況 

 

 

（出典：学生課資料）

 

資料４－３－①－４

専攻科の入学定員 

 

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，p.14）
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資料４－３－①－５

専攻科入学者数等の推移 

 

 

（出典：学生課資料）

 

資料４－３－①－６

専攻科入学者受入人数の協議 

 

（出典：入学試験委員会議事録）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程の入学者については，実入学者が入学定員を大幅に超えたこともなく定員割れを起した

こともない。 

 専攻科課程の入学者についても，実入学者が入学定員を大幅に超えたこともなく定員割れを起した

こともない。 

 以上のことから，準学士及び専攻科の実入学者数は，適切に実施されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 準学士課程及び専攻科課程の入学者選抜に対する入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が

明確に定められており，将来の学生のみならず，教職員や広く社会に公表され，周知されている。ま

た，実入学者が定員を大幅に超えたり，定員割れを起したことはなく，入学者選抜が入学者受入方針

（アドミッション・ポリシー）に沿って適切に実施されている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

 本校の教育目的，教育目標に沿って，準学士課程及び専攻科課程の入学者選抜に対する入学者受入

方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められており，学校の各種資料及びウェブページに明

記されて，本校教職員，将来の学生のみならず，広く社会に公表され，周知されている。 

 準学士課程，編入学，専攻科課程の入学者選抜においては，本校の入学者受入方針（アドミッショ

ン・ポリシー）によって適切に行われている。また，学力試験，調査書，面接試験等の結果が，本校

の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って総合的に判定され，合否判定している。こ

のように，本校の入学者選抜は入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切に実施さ

れている。 

 また，実入学者数が入学定員を大幅に超えたり，入学定員割れを起したことはなく，適切に実施さ

れている。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科目

及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）され，

教育課程が体系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課

程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている

か。 

（観点に係る状況）  

 準学士課程の教育課程は，基本教育目標，学習教育目標に基づき，各学科に共通する一般科目と学

科毎の専門科目で構成されている（資料５－１－①－１）。本校では，高等専門学校設置基準に基づ

いて，卒業に必要な修得単位を167以上（そのうち一般科目75単位以上，専門科目82単位以上）と定

めているが，実際は余裕をもって172単位を開講している（資料５－１－①－２）。開講されている

科目は，ほとんど必修科目として履修と修得を義務づけているが，一部は，共通選択科目や選択科目

となっている。それを５学年にわたって無理なく学習できるように配慮して，学年別履修単位数は32

～37単位としている（資料５－１－①－３）。授業科目は，低学年では主として一般科目が，高学年

になるにつれて専門科目が多くなるように教科科目の順次性，体系性，バランスにも考慮してくさび

形になっており，教育の目的に照らして学年ごとに適切に配置されている（資料５－１－①－４）。 

 以上の教育課程編成の基本方針を具体的にするために，一般科目を担当する教員組織の総合科学科，

専門学科の機械工学科・電気電子工学科・制御情報工学科・物質工学科のカリキュラムが定められて

いる。このことが学生にもわかるように，シラバス総論部分でも「教育目標」，「カリキュラムの編

成方針」及び「学習上の留意事項」を明示している（資料５－１－①－５）。本科の教育課程は，平

成５年度から実施している。毎年部分的な見直しを行い，時代の要請にも応えられるものになってい

る（資料５－１－①－６）。 

 なお，教授内容及びその水準については，各科目の担当教員が高校，高専及び大学で用いられてい

る教科書を使用したり，資格試験の参考書等を参考にして作成した資料に基づいているため，学習・

教育目標を達成するのに十分なものとなっている（資料５－１－①－７）。 

 

観点５－１－① 資料一覧 

資料５－１－①－１ 教育課程の体系性と科目系統図 

       （出典：平成19年度シラバスより編集） 

資料５－１－①－２ 教育課程表  （出典：平成19年度 学生便覧，pp.18～31） 

資料５－１－①－３ 履修単位数合計 （出典：平成19年度 学生便覧，p.32） 

資料５－１－①－４ 授業科目の開設状況 （出典：学生課資料） 

資料５－１－①－５ 総合科学科及び各専門学科の教育目標等 

       （出典：平成19年度 シラバス，pp.９～13） 

資料５－１－①－６ シラバス等の改善について 

       （出典：教育改善委員会資料） 

資料５－１－①－７ 教科書   （出典：新編 高専の数学１） 
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資料５－１－①－１

機械工学科の学習教育目標毎の一般・専門科目別、必修・選択科目別、講義、演習、実験・実習科目系統図 
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資料５－１－①－１続き
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資料５－１－①－１続き

 



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 136 - 

資料５－１－①－１続き

電気電子工学科の学習教育目標毎の一般・専門科目別、必修・選択科目別、講義、演習、実験・実習科目系統図 
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資料５－１－①－１続き
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資料５－１－①－１続き
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資料５－１－①－１続き

 

制御情報工学科の学習教育目標毎の一般・専門科目別、必修・選択科目別、講義、演習、実験・実習科目系統図 
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資料５－１－①－１続き
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資料５－１－①－１続き
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資料５－１－①－１続き

 

物質工学科の学習教育目標毎の一般・専門科目別、必修・選択科目別、講義、演習、実験・実習科目系統図 
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資料５－１－①－１続き
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資料５－１－①－１続き
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資料５－１－①－１続き

 

 

（出典：平成 19 年度シラバスより編集）
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資料５－１－①－２

教育課程表 
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資料５－１－①－２続き

教育課程表 
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資料５－１－①－２続き

教育課程表 
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資料５－１－①－２続き

教育課程表 
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資料５－１－①－２続き

教育課程表 
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資料５－１－①－２続き

教育課程表 
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資料５－１－①－２続き

教育課程表 

（出典：平成19年度 学生便覧，pp.18～31）
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資料５－１－①－３

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.32）
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資料５－１－①－４

授業科目の開設状況（機械工学科） 
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資料５－１－①－４続き

授業科目の開設状況（電気電子工学科） 
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資料５－１－①－４続き

授業科目の開設状況（制御情報工学科） 
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資料５－１－①－４続き

授業科目の開設状況（物質工学科） 
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資料５－１－①－４続き

 

 

 

（出典：学生課資料）

 



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 159 - 

 

資料５－１－①－５

総合科学科の教育 

教育目標 

総合科学科は、国語、数学、英語などの一般科目を担当する教員の組織です。高専の卒業生が実践的技術者とし

て産業界で活躍するためには、専門的な知識や技術の習得だけでなく、幅広い知識と豊かな教養を身につけ人間性

を高めることが大切です。そのための教科が一般科目です。何事もしっかりした土台なしには、専門的なものを身につ

けることはできません。一般科目は専門科目を学ぶ上での大事な基礎でもあります。 

一般科目は、一般教養科目と基礎専門科目から成り立っており、本校の全学科の学生の必修科目になっていま

す。一般教養科目は国際化に対処できる能力と情操豊かで健全な社会人の育成を目指す科目です。学ぶ内容は幅

広く、高校の普通科目に近い内容から、大学の教養科目に近いものに及びます。基礎専門科目（応用数学，応用物

理）はどの専門学科にも共通する問題に対して対処できる基本的な能力を養うことを目指しています。いずれも、順次

基礎的なものから応用的なものへ、5年生の「共通選択・一般科目」を含め、高学年まで授業が行われています。また、

総合科学科では、1・2年の学級担任を担当して、本校の人間性教育の重要な部分を担っています。同時に、専攻科

の「共通一般科目」の講義も担当しています。 

 

カリキュラムの編成方針  

カリキュラムの内容は文科系と理科系に大別されます。 

文科系カリキュラムは、国語、外国語（英語、ドイツ語）、社会、保健・体育、および芸術からなり、低学年では、基礎

的学力の育成と教養的知識の習得、高学年では、社会人になるための幅広い教養と豊かな人間性の涵養を基本方

針として編成されています。最近では、「コミュニケーション・スキル国語教育」を導入したり、英語のTOEIC 受験を義

務づけて、それを目標とする授業科目を作るなどして、大きな変革を実施しています。  

理科系カリキュラムは、数学・応用数学、物理・応用物理、および化学・生物のグループからなり、各教科とも、低学

年では、基礎的学力の育成と科学的なものの見方や考え方の習得を、高学年では、より複雑で高度な問題への対処

能力の育成を基本的な方針として編成されています。平成16年度からは、2年生の「数学Ⅰ」４単位を習熟度別クラス

編成にするなど、教育効果を上げるために様々なことが実施されています。  

文科系および理科系カリキュラムとも、単位数は低学年で多く、高学年になるに従って、順次専門科目と入れ代わっ

て少なくなるという「くさび形カリキュラム」をとっています。 

 

学習上の留意事項  

日々の授業を通じて基礎的学力を身につけることに努めてほしいと思います。そのためには、自宅（学寮）での自発

的な学習習慣をつけることが何よりも大事です。日常の予習・復習をおろそかしないことが肝要です。具体的な履修上

の注意や内容については、各教科のシラバスを参考にして下さい。  

学生諸君が本校で過ごす5年間は、一生の中でも最も大切な時期です。この時期は何事に対しても感受性が鋭く、

心身ともに成長著しい時期です。学力だけでなく、他人と意思の伝達を自由にできるコミュニケーション能力や社会適

応能力を是非、身につけてほしいと思います。クラスの友人たちとの交流や学校行事、あるいは部活動等に積極的に

参加することで、知らず知らずのうちに、このような能力を身につけることができるはずです。幸い、本校には学寮があ

り、多数の寮生が共同生活を営んでいます。寮生活はコミュニケーション能力や社会適応能力を身につける絶好の機

会でもあります。学寮では規則をよく守り、行事等にも積極的に参加してほしいと思います。また、新聞やニュース等に

目を向け、社会の動きにも関心を持つことが大事です。 

高専は5年間一貫教育なので、受験勉強に煩わされることなしに、自分のペースで好きな分野の勉強をしたり、読書

や芸術鑑賞あるいは部活動やボランティア活動に打ち込んだりすることができます。しかしながら、怠けてしまうと落第

「原級留置」ということにもなります。本校の特色を良く理解し、日々努力すれば、得るものは非常に大きいはずです。 
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資料５－１－①－５続き

機械工学科の教育 

教育目標  

エネルギーを有効な仕事に変換するモノ，それを機械と呼びます。機械工学科では，機械を設計・製造す

るのに必要な知識と実践的技術を教授します。５年間の一貫教育で，諸君を「モノが造れる機械技術者」，

「世界に挑戦する機械技術者」に育てあげることを目的としています。 

 

カリキュラムの編成方針  

機械工学科の 初のページを見て下さい。これから学ぶ科目名と単位数，学ぶ学年が記してあります。１

年生は，英語，数学，国語などの一般科目にまじって，週５時間（５単位分）だけ機械工学(専門)の学習を

します。１年生と２年生が専門への導入部です。３年生から急に専門の科目数と単位数が多くなり，４，５

年生になると，授業のほとんどが専門科目になります。 

表の科目を，さらに専門の立場から分類しましょう。機械工学科のカリキュラムは，大きく五つのブロッ

クから構成されています。 

第一ブロックは、機械工学の基幹科目で、機械工学の中心をなす科目（材料力学から機構学まで）の講義

です。各授業中に学力を定着させるための演習も含みます。ここで，機械工学に関する興味と基礎学力を身

につけます。 

第二ブロックは、実験，実習，製図で代表される実践的・体験的科目です。実験と実習に計10単位， 製

図，ＣＡＤに計11.5単位と，多くの時間をさいています。これが本学科の大きな特徴です。与えられた課題

を正確にこなす実践的技術を身につけます。 

第三ブロックは、メカトロおよび情報関連科目です。機械工学は，メカトロ技術と情報技術に密接に関連

します。その基礎として，メカトロニクス，計測・制御工学， マイコン制御，情報処理，数値解析を学び

ます。 

第四ブロックは、理学と工学の接点としての応用数学，応用物理です。機械の運動を数学的に処理する知

識と，現実の問題を，簡単なモデルに置き換え，現象の理解を深める力を身につけます。 

第五ブロックは、卒業研究および論文作成に関する科目です。卒業研究，機械工学ゼミがそれにあたりま

す。卒業研究を高専教育のゴールと位置づけ， これに多くの時間(1４単位)をあてています。卒業研究で

は，未知の世界に踏みこむ積極性と自主性が問われます。また， 得られた結果を，相手に正確に伝える能

力を身につけます。 

第一ブロックから第四ブロックまでで，実践的技術者としての知識と技術を，第五ブロックで問題対応能

力を身につけます。 

表に示した科目は全て必修科目です。その外， 選択科目(ページK-5～K-18)もあります。好みの科目を積

極的に受講してください。 

 

学習上の留意事項  

勉強は積み重ねが大事ですので，低学年から予習・復習を心掛けてください。機械工学科では力学系の科

目が多く，専門の本を読むときは数学は言葉と同じような役目をしますので，数学にはとりわけ心を砕いて

ください。また何事にも積極的に取り組む姿勢が大切です。実験，実習は自ら手を動かして進んで体験して

ください。共同作業も多いですから相手のことを考えた行動が必要です。思いやりを持って取り組んでくだ

さい。分からないところはオフィスアワーを利用して先生に質問してください。資格試験にも挑戦してくだ

さい。 
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資料５－１－①－５続き

電気電子工学科の教育 

教育目標 

 電気電子工学科では、現代社会に欠くことのできない『エレクトロニクス』、『情報・通信』、『電気エ

ネルギー』の３分野を教育内容の柱とし、各分野のバランスのとれた学習を通じて急激に発展する産業界で

活躍できる創造性豊かな総合電気電子技術者の養成を目指しています。具体的には、家庭の各種電化製品の

便利な機能と深く関わるエレクトロニクスやマイクロコンピュータの活用、コンピュータによる情報処理と

ＩＴやインターネットなどと密接に関係する情報通信、それにこれらの電気電子機器やコンピュータから新

幹線まであらゆるところで不可欠な電気エネルギーの発生等、電気電子の基礎から応用までをアナログ、デ

ィジタル両面から学習することができます。 

 また高学年で、必要な科目を選択して修得しさらに定められた実務経験によって第２種電気主任技術者の

資格認定を受けることができます。 

 教室での授業以外に、インターンシップ(工場実習)や工場見学で実社会の見聞を広め、卒業研究では教員

の個人的で密接な教育指導を受けながら、研究テーマの選定、研究の進め方、論文のまとめ方、プレゼンテ

ーションの仕方等を学び、自分で計画・立案・実行できる技術者を育てる環境が整っております。 

 

カリキュラムの編成方針 

 電気電子工学科では『エレクトロニクス』、『情報・通信』、『電気エネルギー』を３本柱にしてカリキ

ュラムを編成していますので、科目数が多く全ての科目を学生全員が学ぶことは不可能です。そのため４，

５年生では並列選択制を取り入れています。自分の希望する就職や進学、取得したい資格などを考えて、エ

レクトロニクス・情報通信系および電気エネルギー系のいずれかの科目を選択することになります。 

 専門科目の基礎となる電気磁気学、電気回路などは低学年から取り入れ時間をかけて学習できるようにし

てあり、さらに１年生では電気電子基礎、創造実習等を学びます。 

 本学科では「実験しながら考える」ことをモットーにしておりますので実験・実習を重視しており、各分

野における実験を通して、講義で学んだ内容をより確実に身に付けられるようにしております。実験実施後

は必ず報告書を提出することなっています。 

 またコンピュータに関係しては、１年生から５年生まで満遍なくプログラミングや情報処理について演習

中心に学び、高学年ではｅ－ラーニング教材によるＩＴ教育も取り入れ、ハードウェアからネットワークシ

ステムに関するソフトウェアまでを学習してマルチメディアに対応できる基礎を身に付けることができるよ

うにしています。 

 

学習上の留意事項 

 電気電子工学の分野では自然現象に基づいて成り立っている物理的な部分と、計算で導かれる数学的な部

分がありますので、両者を両輪として学習する必要があります。 

 公式等暗記すべきこともありますがむしろその公式の意味をしっかりと覚えることが重要です。また計算

して答えを出すことが多いので数学との関係が特に深く、なかでも三角関数、微分・積分、複素数・ベクト

ル、方程式の解き方等は確実に身に付けておかねばなりません。 
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資料５－１－①－５続き

制御情報工学科の教育 

教育目標 

コンピュータ技術、電子技術、機械技術を融合した統合型システム技術は、現代の高度工業技術を象徴す

る複合技術であり、家電製品、自動車、福祉、医療など生活に密着したものから、航空機や工場の生産設備

に至るまで広範囲に応用されています。  

制御情報工学科は、統合型システム技術の進展に対応し、コンピュータ技術を基本に電子技術、制御・機

械技術を統合した広い技術分野に携わる実践技術者の育成を目標としています。具体的には、統合型システ

ム（ メカトロニクス）技術の例としてロボットを挙げることができます。 

本学科では、このような統合型システム機器の設計、開発に必要な知識や技術を体系的に教育することを

大の目標としています。加えて、実験実習を重視し、体験を通じて学んだ実践的な知識の涵養に力を入れ

ています。近年の情報処理技術の進展に対応し、ソフトウェアや情報ネットワーク分野の教育にも十分に配

慮しています。ソフトウェアを志向する学生には、在学中に情報処理技術者資格の取得に挑戦させていま

す。４，５年の教育に関しては、ＪＡＢＥＥ対応教育プログラムに対応させています。また、英語力の高度

化のためにも力を入れています。 

 

カリキュラムの編成方針 

現在、本学科の教育は３つの柱から成っている。第１の柱はコンピュータ、第２はエレクトロニクス、そ

して第３は制御・機械技術であります。第１ の柱であるコンピュータ教育は、 も重要な基本技術とし

て、１学年から５学年までに、プログラミング言語、ハードウェア、ソフトウェア、マイクロコンピュー

タ、ネットワーク技術など合計２０単位を有機的かつ効果的に配置し充実を図っています。４学年終了時ま

でには、基本情報技術者資格に十分な課程を教授しその資格取得を奨励しています。第２の柱、エレクトロ

ニクス分野では、３学年から５学年にわたって、電子回路、電気工学、論理回路、電子デバイス、計測工

学、信号処理など１３単位の科目を配置しています。第３ の柱である、制御・機械分野では、１学年から

５ 学年までに機械電気製図、材料力学、制御工学、システム制御、ロボット工学など１８単位の講義を組

んでいます。 

これらの専門講義科目に加えて、実験実習を２学年から５学年にわたり１０単位用意しています。また、

創造力を育成するため２学年に、創造実習を１単位用意しています。教育分野は、電気・電子分野、制御・

機械分野、情報分野にわたっておりその履修は必修になっています。 

後に、４年生後期の創造工学ゼミおよび５年生の卒業研究では指導教官による個別指導のもと、学生が

自主的、計画的、継続的に問題解決取組み、創造力と応用力の育成を図っています。さらに、成果を、公開

の場で口頭発表し、また論文にまとめることを必修とし、プレゼンテーション力や論理的表現力の育成にも

力を入れています。 

 

学習上の留意事項 

１）英語、数学、国語、物理の基礎科目は専門科目を学ぶための基礎学力となるものであり、１年から３

年までの低学年において特に意欲的に勉強して欲しい科目です。また、数学、物理と電気・電子系、

制御・機械系の専門科目とは密接な関係があります。 

２）実験・実習は も重要な科目です。積極的に手を動かして体験してください。体験して、その面白

さ、驚き、難しさなどを実感してください。 

３）講義でわからないところは、オフィスアワーを利用して、遠慮なく先生に質問してください。 
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資料５－１－①－５続き

物質工学科の教育 

教育目標 

物質工学科では、物質を構成する元素、分子の基本的な分野の学習から、これらの化学技術を応用した化

学工業の分野まで幅広く学習します。 

これまで化学工業は、エネルギー（石油・石炭等）を多量に消費する事により、我々の生活欠くことので

きないプラスチック、繊維、ゴム、医薬品、農薬等の化学製品を作ってきました。しかしこれらの製品もこ

れからは、体積の数百倍もの水を吸収する吸水性樹脂（紙オムツ等に使用）等のような高機能性を持つ物質

にしていくことが求められています。さらに地球の温暖化や環境汚染を防ぐために、生物の行っている反応

を化学工業に取り入れることにより、地球にやさしい化学工業とすることができると考えられます。そこで

本学科では、２１世紀の化学技術の方向は材料化学とバイオテクノロジーであると考え、これらの基礎を学

び、環境問題に配慮した新しい科学技術に対応できる技術者を育成することを目的としています。 

 

カリキュラムの編成方針 

１年から３年までは共通のカリキュラムで学び、４年次に物質コース（新素材の開発や製造技術等を学

ぶ）と生物コース（バイオテクノロジーに関する基礎や応用技術等を学ぶ）の２コースに分かれて専門を深

く学習するコース制をとっているのが物質工学科の特徴です。（コースの選択は希望と適性により決定いた

します）以下に、物質工学科の特徴的なカリキュラムを紹介します。 

(１)まず物質工学科の全体像を良く知ってもらうために、１ 年生の「物質工学概論」で物質工学科の教員

全員がそれぞれの分野の特徴的な実験を通して解説します。 

(２)物質工学の基本となる化学の基礎を学ぶために１年「基礎化学演習」では、一般化学で学んだ内容を演

習(計算)形式により深く学習します。２年「工業化学特論Ⅰ」では、専門科目への導入として無機化学

及び有機化学の基礎を学習します。さらに、「工業化学特論Ⅱ」では、「乙種第４類危険物取扱者」の

資格取得のために演習問題を中心に学習し、資格の取得をめざします。 

(３)ものづくり、独創性を養う科目として２ 年生に「創造実習」があります。豊かな独創性と自由な発想

で化学のものづくりに挑戦してください。 

(４)実験重視の教育をめざす本学科は、実験能力と技術の向上、およびレポート作成能力を身につけさせる

ために２年生から４年生まで「物質化学実験」１０単位、コース実験２単位を実施しています。「物質

化学実験」の内容は分析化学実験(２年次)、無機化学・生物・有機化学実験(３年次)、化学工学・物理

化学実験(４年次)となっています。４年のコース実験は材料工学実験・生物工学実験をコース毎に分か

れて行います。 

(５)５年の「外国語雑誌会」は英語文献の翻訳と発表を行い、４年・５年の「工業英語」の学習と併せて化

学英語能力の向上をめざします。 

(６)５年間の学習の集大成として「卒業研究」(１２単位)を行います。卒業研究は指導教官の個別指導によ

り研究のノウハウのみならず化学技術者として必要な知識・センスを学び、創造性豊かな技術者の育成

をめざします。その準備段階として４年後期で「物質工学基礎研究」を行います。 

 

学習上の留意事項 

１～２年生では化学の基礎計算や資格試験のために計算能力やレポート作成能力が必要です。数学・国語

等の基礎学力をしっかり身につけること、また座学と実験は関連づけられているので総合的に学習するこ

と、さらに４～５ 年では化学の英語力が問われます。日常的な学習に留意してください。 

（出典：平成19年度 シラバス，pp.９～13
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資料５－１－①－６

教務主事殿 

教育改善委員会からの改善報告と依頼＃２ 
− シラバス様式、カリキュラム検討、教務事務サイト−  

平成 18 年 12 月 8 日

 教育改善委員会委員長 飯島政雄

 

 シラバスの作成時期となりました。来年度シラバスの記入様式およびカリキュラムの検討につい

て改善事項を当委員会で審議しましたので、ここに報告いたします。この結果を教務委員会にお諮

りいただき、ご検討をお願いします。 

 

（１）平成１９年度シラバスの様式 

○ 特に問題はなく、授業内容を項目ごとに週単位で記入する今年度の様式と同様でよい。 

○ 記入方法についての説明が不十分である。次のことを明示すべきである。つまり、「関連科

目」とは、その基礎となる科目と次の発展となる科目の両方を示していること：さらにJABEE

プログラムにおける科目の流れ図（自己点検書 表６）に対応していること：「学習教育目標

A〜G」も科目別学習保証時間（自己点検書 表４）対応していること：である。 

○ シラバス様式のエクセルファイルに付属した「進捗度チェック表」に関しては、一部簡素化

することを望む。例えば、実施した日付を記入するのではなく、実際にかかった週数を記録

すればよい。それは、シラバスの授業予定が週単位で示してあるからである。 

○ シラバスの内容について誤字脱字等を含めた不合理な表記などをチェックする体制の構築を

望む。（11月のＰＤＣＡ連絡会議で「点検評価委員会」が取りまとめる旨、了解済） 

  

（２）カリキュラムの検討 

 カリキュラムは学科毎に現在検討されているが、学科間での教科の重複や類似教科の整理・統合

などについて欠員中の「学科横断的カリキュラム検討小委員会」で組織的に点検・検討していただ

きたい。ただし、点検評価委員会での点検もあり得るので役割分担を明確にする必要がある。 

 

（３）教務事務専用サイトの開設 

 上記（１）に関連し、昨年まではシラバスの様式やオフィスアワーの記録用紙などを学内JABEE

対応小委員会のページに載せ、そこに教員がアクセスして利用するようになっていた。しかしなが

ら、すでにJABEE対応小委員会はなく、中ぶらりんの状態です。そこで、「シラバス様式」だけで

なく「申合せ事項」や単発でメール配信している教務事務の通知などについて、その窓口として教

員がいつでもアクセスできるサイトを開設していただきたい。当然ながらJABEEの学内サイトをど

うするのかも重要な課題です。 

以上

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料５－１－①－７
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資料５－１－①－７続き

 
 

（出典：新編 高専の数学１）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程は，教育の目標に基づいて各学科の専門科目と一般科目を配置している。低学年では一

般科目を，高学年では専門科目を多く配置し，各科目が効率よく修得できるよう体系的に編成されて

いる。 

 授業で使用されている教科書は，高校，高専及び大学のそれぞれを対象にして書かれた教科書等を

使用しており，教育の目的を達するのに必要な内容，レベルが確保されている。 
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観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考えら

れる。）に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 

 本校では，山形県内の大学と単位互換に関する包括協定を締結している（資料５－１－②－１）。 

 本校内で実施している教育課程以外に，「鶴岡工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等

に関する実施要項」等を定め，実用英検や工業英検の各級合格者及び工場実習の実施者には，その学

修を卒業認定に必要な累積修得単位数に認めている（資料５－１－②－３赤枠部分）。補充教育につ

いては，外国人留学生に対して国語等の授業を免除し，日本語及び日本の文化や歴史の授業を行って

いる（資料５－１－②－４赤枠部分，資料５－１－②－５）。 

 また，社会からの要請に応じて，学則に科目等履修生の制度や民間等共同研究員及び外国人受託研

修員の制度がある（資料５－１－②－６）。 

  

観点５－１－② 資料一覧 

資料５－１－②－１ 単位互換に関する包括協定書 

       （出典：単位互換に関する包括協定書） 

資料５－１－②－２ 鶴岡工業高等専門学校単位互換実施に関する内規 

       （出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.91～92） 

資料５－１－②－３ 鶴岡工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する実施 

要項   （出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.76～77） 

資料５－１－②－４ 外国人留学生の時間割 

       （出典：学生課資料） 

資料５－１－②－５ 外国人留学生に対する補充科目 

       （出典：平成 19 年度 シラバス，pp.G-39～41） 

資料５－１－②－６ 科目等履修生，民間等共同研究員及び外国人受託研修員の各制度 

       （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.17） 
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資料５－１－②－１

 

（出典：単位互換に関する包括協定書）
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資料５－１－②－２

 

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.91～92）
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資料５－１－②－３

 

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.76～77）
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資料５－１－②－４

外国人留学生の時間割（赤枠部分） 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－１－②－５
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資料５－１－②－５続き
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資料５－１－②－５続き

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，pp.G-39～41）
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資料５－１－②－６

科目等履修生，民間等共同研究員及び外国人受託研修員の各制度 

（科目等履修生） 

第53条 校長は、本校において特定の科目について履修を希望する者があるときは、教育に支障の

ない場合に限り、選考の上科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 校長は、前項に規定する科目等履修生に対し、本校の定めるところにより、単位の修得を認定

することができる。 

３ 前２項に関し、必要な事項は別に定める。 

  第13章 民間等共同研究員及び外国人受託研修員 

（民間等共同研究員） 

第54条 校長は、本校の教育、研究に支障がない場合に限り、民間機関等に現に在職する研究者を

民間等共同研究員として受入れを許可することがある。 

２ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 

（外国人受託研修員） 

第55条 校長は、本校の教育、研究に支障がない場合に限り、外国人受託研修員の受入れを許可す

ることがある。 

２ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，p.17）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 学生の多様なニーズに対応して，他の高等教育機関で修得した単位を認定する規定を設けている。

また，実用英検や工業英検で合格した学生や工場実習の実施者に対しても所定の単位を認定している。

さらに，留学生のニーズに対応するため，日本語等の補充教育を行っている。 

 以上から，本校の準学士課程は，学生のニーズ，学術の発展動向，社会からの要請に対応した教育

課程の編成に十分配慮している。 

 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。） 

（観点に係る状況） 

 本校では，学則の第一条において「本校は，教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づ

き，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする」と規定している。こ

の目的に照らして，一般科目・専門科目の配置，必修と選択科目の配置が考慮され，講義，演習，実

験・実習の授業形態をバランスよく配置している（資料５－１－①－１参照，資料５－１－①－４参

照）。 

 授業では，２年生での数学Ⅰにおいて，二つのグループに分けた習熟度別授業を実施している。理

解の不十分な学生には，数学Ⅰの基礎的知識の定着，理解が進んだ学生には，より進んだ知識の定着

に主眼を置いた授業を行っている（資料５－１－①－５赤アンダーライン部参照）。また，円滑な意

思疎通の方法を身につけさせるため，国語の授業でコミュニケーションスキル教育を実施している

（資料５－２－①－１）。さらに，５年生の語学演習では，ＴＯＥＩＣ得点別授業を４学科の共通科
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目として同時に実施している（資料５－２－①－２）。実験・実習では，ほとんどの実験グループに

指導教員のほか，技術職員も配置され，実験・実習の進捗状況に応じたきめ細かい指導が強化されて

いる（資料５－２－①－３）。 

 また，前期末の段階で単位修得が困難であると予想される学生には，定期試験の他に，「特別指

導」制度を導入し，特別な指導を受けることができるように配慮している（資料５－２－①－４）。

さらに，オフィスアワーを設け，学習相談や学習困難者への個別の指導も行っている（資料５－２－

①－５）。 

 

観点５－２－① 資料一覧 

資料５－２－①－１ コミュニケーションスキル教育  

        （出典：平成19年度 シラバス，p.G-11） 

資料５－２－①－２ ＴＯＥＩＣの結果とクラス分け 

        （出典：学生課資料） 

資料５－２－①－３ 平成19年度技術室職員教育支援科目 

        （出典：学生課資料） 

資料５－２－①－４  平成１８年度前期特別指導 

        （出典：学生課資料） 

資料５－２－①－５ オフィスアワー  （出典：教育点検評価委員会資料） 
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資料５－２－①－１

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.G-11）
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資料５－２－①－２

平成 18 年度 TOEIC の結果 
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資料５－２－①－２続き

 

平成 18 年度 TOEIC のクラス分け 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－２－①－３

平成19年度技術室職員教育支援科目 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－２－①－４

平成１８年度前期特別指導 
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資料５－２－①－４続き
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資料５－２－①－４続き

 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－２－①－５
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資料５－２－①－５続き
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（出典：教育点検評価委員会資料）

（分析結果とその根拠理由）  

 教育の目的に対応して，講義，演習，実験・実習等の授業形態のバランスは適切であり，それぞれ

の授業科目において，教育内容に応じた様々な学習指導上の工夫がなされている。 

 

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されている

か。 

（観点に係る状況）  

 シラバスの作成は，本校の「基本教育目標」に沿って，「教育目標」，「カリキュラムの編成方

針」，「学習上の留意事項」をわかりやすく説明することに留意して行っている（資料５－１－①－

５参照）。さらに，個々の教科のシラバスでは，「授業の概要」を述べ，その授業が本校の学習・教

育目標のどの分野に関連するのかがわかるようになっている。各シラバスには，関連科目や四半学期

毎の授業内容，教科書，参考書，評価方法と基準なども明示している（資料５－２－②－１）。シラ

バスが教育課程編成の趣旨から逸脱しないか，あるいは内容が学生にわかりやすいかを教育点検評価

委員会がチェックし，教育改善委員会が書式，項目等の改善を教務委員会に建議している（資料５－

２－②－２，資料５－１－①－６参照）。 

 作成されたシラバスは，冊子にして全教員に配布している。教員は，毎年授業開始時にシラバスに

よって授業内容を学生に説明し，シラバスに沿った授業を定着させている（資料５－２－②－３）。

成績評価もシラバスに記載された内容を遵守して行っている（資料５－２－②－４）。また，各専門

学科の学生には，関連する部分を小冊子にして配布しているほか，全冊子を図書館等に常備していつ

でもみられるようにしている（資料５－２－②－５）。アンケートの結果から学生がシラバスによっ

て試験範囲の確認をしたり，成績の自己評価で有効に活用していると言える（資料５－２－②－３参

照）。 

 

観点５－２－② 資料一覧 

資料５－２－②－１ 授業の内容   （出典：平成 19 年度 シラバス，p.G-3） 

資料５－２－②－２ 教育方法等についての点検・評価 

        （出典：教育改善委員会資料） 

          シラバス点検依頼に対する回答 

                      （教育点検評価委員会資料） 

資料５－２－②－３ シラバスの活用  （出典：教育改善委員会資料） 

資料５－２－②－４ 成績評価   （出典：学生課資料） 

資料５－２－②－５ シラバス・学生便覧の展示（出典：図書館資料） 
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資料５－２－②－１

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.G-3）
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資料５－２－②－２

平成 18 年 11 月 8 日

教育点検評価委員会委員長  

澤 祥 先生 

教育改善委員会 飯島政雄

実施済みの教育方法等についての点検・評価のお願い 

 

 昨年度実施した下記の事項について、来年度に向けた改善案作成の資料としたいのでよろ

しく点検、評価をお願いします。若干のコメントを付記しましたので参考にして下さい。 

 下記のうち、（１）のシラバス様式については早急に点検していただき、１１月２７日ま

でに点検結果をお知らせ願いします。あとはできるところからで構いません。 

記 

（１）Ｈ１８シラバス 

◎ シラバスの様式（記載項目等）は適切か？（問題点や不具合について評価し

て下さい） 

◎ 進捗度チェック表の様式（記載項目等）は適切か？（同上） 

◎ その他、シラバスに関すること（序文の内容、配布の仕方、利用の仕方な

ど）はどうか？ 

（２）学科横断的カリキュラム 

◎ 検討・実施がなされているか？ そしてその評価は？（昨年度末に環境系科

目の整理・統合を専攻科− 本科の当該科目担当者で検討したはず） 

◎ 「学科横断的カリキュラム等検討委員会」は活動しているか？（現在は休眠

中です。これをどう判断されるか） 

（３）習熟度別授業 

◎ ２年数学の習熟度別授業の成果と問題点は？ 今後も継続か？（数学科から

の報告書にもとづいて点検評価できるはず） 

（４）その他（これらの点検は困難で時間がかかり、すぐには無理でしょう。） 

○ カリキュラム構成（今のままでよいのか；上記（１）にも関連） 

○ 学習支援措置（「追認試験」や「特別指導」の適切さ、編入学生への支援措置） 

○ 学修単位の是非（功罪は何か） 

○ 教育・学習環境（教室の空調、教室・実験室等の利用度） 

○ 入試方法（試験方法はよいのか；アドミッションポリシーはよいのか） 

○ Ｈ１９シラバスの科目毎の記載内容、評価方法の点検（実際に誰が行なうべき） 

以上

  

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料５－２－②－２続き

平成１８年１１月２７日

教育改善委員会委員長 飯島政雄先生 

教育点検評価委員会委員長 澤 祥

 

シラバス点検依頼に対する回答 

 

１１月８日付けでご依頼のあった「シラバス様式」の点検結果についてご回答申し上げま

す。なお、今回は委員の日程調整の関係で、教育点検評価委員会を開催できなかったので、

持ち回り会議の形式で委員長が各委員の点検結果と意見をまとめ、ご報告いたします。なお

各委員の意見は、所属学科の他の教員の意見も反映されたものとして示してもらうよう依頼

しました。 

 

◎ シラバスの様式（記載項目等）は適切か？（問題点や不具合について評価して下さい） 

・様式については、ここ数年大きな変更はなく定着してきており、記載項目等に大きな問題

は認められない。 

 

◎ 進捗度チェック表の様式（記載項目等）は適切か？（同上） 

・進捗度の記載がやや煩雑で面倒との意見があった。しかし、逆に現行の形式によって進捗

度をつかみやすいとの意見もあり、来年度も現形式を踏襲しその後に再検討すべきとの意見

があった。 

 

◎ その他、シラバスに関すること（序文の内容、配布の仕方、利用の仕方など）はどうか？ 

・序文の内容と表現は、学生向けにはやや「固い」との意見があった。学生の理解と興味を

より向上させるような記述が望まれる。 

・配布方法の改善点を指摘する意見はなかった。 

・シラバスの利用は年々向上し改善されてきているが、前期後期の始めと試験前後に集中し

ているとの意見があった。日常的に利用されるよう努力するべきとの指摘がある。そのため

には、低学年からの習慣化が必要で、学校としての対応が必要との意見が出された。 

以上

（出典：教育点検評価委員会資料）
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資料５－２－②－３

（出典：教育改善委員会資料）
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資料５－２－②－４

 

平成18年度 成績評価シート（講義用） 

 

不開示情報 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－２－②－５

シラバス・学生便覧の展示 

 

（出典：図書館資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 シラバスには，学習・教育目標や概要，授業内容，達成目標，評価方法，教科書等などが明確に記

載されており，各科目の理解すべき内容，成績の自己点検や授業の進捗状況の確認等ができるように

配慮されている。 

 シラバスは，全教員並びに学生に配布され，図書館にも常備しており閲覧できる環境を整えている。

教員は，実際に毎年の授業開始時にシラバスによる説明を実施し，学生は成績評価等の自己点検で活

用している。 

 以上のことから，適切なシラバスが作成され，活用されている。 

 

 

観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況） 
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 各学科では，「創造実習」という科目をおき，「自ら調べ，自ら作り，自ら評価する」ＰＢＬ型授

業を導入している。機械工学科では，ブリッジコンテスト，制御情報工学科では，タワーコンテスト

を実施するなど各学科の特徴を生かして取り組んでいる（資料５－２－③－１～２）。 

 また，実践的な技術者育成という目的に沿って，開校以来，企業でのインターンシップを重視して

おり，４つの学科とも４年次で「工場実習」ができるようにしている（資料５－２－③－３）。実習

後には報告書を提出させ，派遣先から証明書をもらい，それを本校以外の「教育施設等における学

修」として認め，１単位を卒業累積単位数として扱っている（資料５－１－②－３赤枠部分参照，資

料５－２－③－４）。引き受け企業の数は，好況・不況によって変動の差はあるが，毎年，60％前後

の学生が履修している（資料５－２－③－５）。 

 

観点５－２－③ 資料の一覧 

資料５－２－③－１ 創造実習 （出典：平成 19 年度 シラバス，p.M-14,E-8,I-11,B-13）

資料５－２－③－２ 創造実習実施要領 

      （出典：制御情報工学科資料） 

資料５－２－③－３ 工場実習 （出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.78～80） 

資料５－２－③－４ 工場実習実施証明書 

      （出典：学生課資料） 

資料５－２－③－５ 工場実習参加者数 

      （出典：学生課資料） 
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資料５－２－③－１
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資料５－２－③－１続き
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資料５－２－③－１続き
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資料５－２－③－１続き

 

（出典：平成19年度 シラバス，p.M-14，E-8，I-11，B-13）
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資料５－２－③－２

２００６年１０月３日（火）

平成 18 年度 制御情報工学科２年 「創造実習 ― タワーの製作」 

モノづくり課程実施要領 
 

        指 導 教 員  渡邉 隆之 

        技術指導員  未定 

 

１．始めに 

 本実習は、今までの勉強で得た知識や感覚を活用し「モノづくり」を体感し、モノを作る喜びお

よび創意工夫により改善する喜びを感じてもらうことを目的としている。 

このような目的を達成するために、教員側は 小限の資材を提供するのに対し、学生側は 大限の

成果物を得るように努力してもらうことになる。得られた成果物は、成果発表会を通して評価され

ることになる。 

 

２．創造実習において期待すること 

 本実習においては、次の幾つかの点について期待している。今回は創造実習教育を取り入れた

初の試みであるため、簡単な製作課題を課している。今回の進行状況を見ながら、課題や実施方法

について改善してゆく予定である。それでは、次に期待する項目を挙げる。 

 １）何かモノを作ることに興味を持って欲しい 

  ○今年理工科系を嫌う学生が増えてきている。幸いにして高専生には、そのような学生は少な

いと思う。モノを作る、あるいは創造する喜びを経験する機会が少なくなっているのではな

いか。創造する機会を与えたい。 

  ○自由な発想の下で、原始的な材料を用いて自らの意思で創造する喜びを経験して欲しい。 

  ○自らの創作物の優劣を競い合う経験をして欲しい。 

 ２）専門教育への導入部 

  ○専門教育を受ける前に、モノを作ることにより専門的な匂いを感じてもらいたい。 

   少し力学的なことも考えてもらいたい。 

  ○モノを製作するときどのような工学的学問が必要になるだろうか、ということを推察して欲

しい。現在市販されている製品ではどのような学問が使われているか中々推察しにくいの

で、無意識に作れる簡単なモノ作りでさえ工学的知識が必要であることを知って欲しい。 

 ３）教えられるのではなく自ら学ぶ授業（自主的な取り組みがポイントになる） 

  ○普通の授業では、教師は学生に知識を与え学生は教師から教えられるものという固定観念が

ある。このような固定観念に支配されると、自主的な知識の習得や独自のアイデア等が生ま

れにくくなる。モノ作りを通して、自主的に考える習慣と姿勢を学んで欲しい。 

  ○自主的に知識を吸収する喜びを知ってもらいたい 

 ４）学生各個人の創造性の発揮 

  ○本授業はテーマを与えるのに対し、学生が独自のアイデアでモノを創造することになる。し

たがって学生の創造性を育むことに期待する。 

 ５）モノ作りの主役は学生である 

 ６）教師側は環境面と材料を提供する 

 

２．学校側で用意する材料 

 学生は、学校側より提供される材料以外の材料を使うことが許されない。ただし、鉛筆、消しゴ

ム、コンパス、ノート、参考書などは、制限から除外される。 

 提供材料： はさみ、Ａ３ケント紙（１人当り２枚）、糊、定規 

 



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 199 - 

 

資料５－２－③－２続き

４．課題製作の実施要領 

 １）課題創作の検討 

 ２）概念設計（人真似はしない、独自性をだすよう努力する） 

 ３）詳細設計（A4 で１ページにまとめる） 

 ４）設計案（A4 で１枚）の提出と申告：申告後変更は不可 

 ５）加工・組み立て 

 ６）成果のプレゼンテーションと製品評価の実施（プレゼンテーションのやり方も勉強する）、

完成品は申告案と比較する 

 ７）要求項目：高さ１ｍ以上、安定性があること 

 

５．評価のポイント 

 評価においては、次の点を考慮する。 

 １）実習態度 

 ２）申告通りの完成品になっているかどうか（設計図を事前に提出） 

 ３）製品の完成度はどうか 

 ４）高さとタワーの安定性はどうか（安定していて高さがあるほど高評価） 

 

６．実施スケジュール（後期中間） 

 １０月０３日：創造実習のガイダンス 

 １０月１０日：製作課題の検討と概念設計 

 １０月１７日：詳細設計 

 １０月３１日：申告案の提出と加工と組み立て 

 １１月０７日：加工と組み立て 

 １１月１４日：成果のプレゼンテーションと製品評価 

 １１月２１日：成果のプレゼンテーションと製品評価 

 １１月２８日：後期中間試験開始  

 後期中間期間はここまで 

以上 

（出典：制御情報工学科資料）
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資料５－２－③－３

 

 



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 201 - 

 

資料５－２－③－３続き

 

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，pp.78～80）
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資料５－２－③－４

 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－２－③－５

 

工場実習参加者数 

 

（出典：学生課資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 創造実習によるＰＢＬ型授業を通して，アイディアの創出から形にするまでの一連の作業によって

創造性を育む教育が実践されている。 

 各学科では，工場実習を取り入れ，多くの学生が参加し，企業から実習証明書を得るなど，実践的

技術者の育成にインターンシップが活用されている。 

 

 

観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 
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 学生の進級・卒業認定，成績評価・単位認定に関しては，「学則」及び「第１学年から第３学年に

おける学業成績評価並びに進級の認定に関する規程」さらに「第４学年及び第５学年における学業成

績の評価並びに卒業の認定に関する規程」として，組織として策定されている（資料５－３－①－１

～２）。また，これらの規程は，毎年の学生便覧の配布や図書館，各教室への配布によって，常に閲

覧できる環境を整え全学生に周知している（資料５－２－②－５参照）。 

 各科目の成績評価・単位認定は，シラバスに記載された評価方法と基準にしたがって行われ，評価

シートにまとめて評価点が客観的にわかるよう配慮されている（資料５－２－②－４参照）。また，

試験問題や評価で使用される試験の答案，レポート等に対して一定期間保管している（資料５－３－

①－３）。各科目の成績評価に関係した資料は，教育点検評価委員会で点検し，教育改善委員会と教

務委員会で認定している。進級及び卒業認定は，全教員参加の「進級判定会議」及び「卒業判定会

議」で 終判定し，この結果を踏まえて校長が認定している（資料５－３－①－４～５）。 

 

観点５－３－① 資料一覧 

資料５－３－①－１ 進級・卒業認定，成績評価・単位認定に関する規程 

      （出典：：平成19年度 学生便覧，p.10，p.13） 

資料５－３－①－２ 第１学年から第３学年における学業成績評価並びに進級の認定に関する

規程及び第４学年及び第５学年における学業成績の評価並びに卒業の認

定に関する規程 

   （出典：平成19年度 学生便覧，pp.58～62，64～68） 

資料５－３－①－３ 試験問題等の保管 

      （出典：学生課資料） 

資料５－３－①－４ 卒業判定会議議事録 

      （出典：第１２回教員会議議事概要抜粋） 

資料５－３－①－５ 進級判定会議議事録 

      （出典：第１３回教員会議議事概要抜粋） 
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資料５－３－①－１

進級・卒業認定，成績評価・単位認定に関する規程 

（課程修了の認定等） 

第14条 全課程の修了の認定に必要な単位数は、167単位以上（そのうち、一般科目については75

単位以上、専門科目については82単位以上とする。）とする。 

２ 各学年の課程の修了又は卒業を認めるにあたっては、学生の平素の成績を評価して行うものと

する。 

 

（卒業） 

第26条 校長は、全学年の課程を修了した者には所定の卒業証書を授与する。 

（準学士） 

第26条の２ 本校を卒業した者は、準学士（工学）と称することができる。 

（出典：：平成 19 年度 学生便覧，p.10，p.13）
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資料５－３－①－２
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資料５－３－①－２続き
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資料５－３－①－２続き
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資料５－３－①－２続き
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資料５－３－①－２続き
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資料５－３－①－２続き

（出典：：平成19年度 学生便覧，pp.58～62，64～68）
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資料５－３－①－３

 

試験問題等の保管 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－３－①－４

 

平成１８年度第１２回教員会議議事概要 

 

日 時 平成１９年３月１日（木）１５：３０～１６：００ 

場 所 会議室 

出席者  

    

 

議 題 

１．平成１８年度本科卒業判定について 

  教務主事から、卒業認定に当たっては一般科目７５単位以上、専門科目８２単位以上、累積１

６７単位以上の修得及び必修科目の合格が条件であるとの説明の後、資料１のとおりＭ科３９

名、Ｅ科３８名、Ｉ科３７名、Ｂ科３７名計１５１名全員が卒業要件に該当するとの説明があ

り、了承された。 

２．平成１８年度専攻科修了判定について 

  教務主事から、修了認定に当たって、専攻科会議で修了の原案が提出され、教務委員会で審議

し、資料２のとおり、機械電気システム工学専攻は１１名中修了要件未達成の１名及び休学の１

名を除く９名、物質工学専攻は７名中休学を除く６名が修了要件に該当する旨報告があり、了承

された。 

  なお、ＪＡＢＥＥプログラムの修了認定については、学位審査が不合格であった吉田祐一郎を

除く１４名について、教務委員会で承認した旨報告があった。 

 

（出典：第１２回教員会議議事概要）

 

資料５－３－①－５

 

平成１８年度第１３回教員会議議事概要 

 

日 時 平成１９年３月１３日（火）１５：３０～１６：１０ 

場 所 会議室 

出席者  

     

 

議 題 

１．平成１８年度進級判定について 

 教務主事から、資料１により、進級判定について説明があり、１４名が進級認定基準に該当

しない旨了承された。 

 なお、担任は進路変更等について３月２２日までに教務係へ連絡する旨の依頼があった。 

２．平成１９年度前期学寮宿日直割振について 

 寮務主事から、資料２により説明があった。 

３．その他 

（出典：第１３回教員会議議事概要）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 成績評価・単位認定，進級・卒業認定は，学則や規定で明確に示している。これらは，学生便覧や

シラバスに明記され，学生に周知している。成績評価は，シラバスに記載された「評価方法と基準」

に基づき厳正に行われている。 
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 単位認定，進級認定ならびに卒業判定は，学則や規定と照らし合わせ，学年末の「進級判定会議」

及び「卒業判定会議」において全教員の参加のもと適切に実施されている。 

 

 

観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよ

う配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，基本教育目標の第一に「豊かな人間性と広い視野を持ち，社会人としての倫理を身につ

ける」をあげ，教育課程ではそれに配慮し，人間の素養に直接関係する一般教育を重視している。教

育課程に特別活動として，１年生から３年生まで各年間30時間，計90時間組み込み，年間計画に基づ

いて毎週実施している（資料５－４－①－１）。その内容も担任の講話のほか，地元の名所・旧跡廻

りの校外研修，１年生の「性」に関する講演会，演劇鑑賞，サイエンス講話や１年担任会の決定によ

る特別講義，担任指導での学級討議や身近な集団での代表や役員の選出などクラス自治の訓練も行っ

ている。また，担任の裁量に任された特別活動の時間（表中の（担））を利用して，クラス友好・協

調性の育成や集団レクレーション活動のため，スポーツ用具，音楽ＣＤ，ビデオの貸し出しも行って，

多方面にわたる人間の素養の涵養を行っている。 

 人間の素養の涵養には，学校行事もまた重要である。本校では，校内体育大会，高専祭，特別清掃，

工場見学等を実施し，基本教育目標の実現の一助としている（資料５－４－①－２）。 

 

観点５－４－① 資料一覧 

資料５－４－①－１ 特別活動     （出典：教務委員会資料） 

資料５－４－①－２ 学校行事     （出典：教務委員会資料） 
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資料５－４－①－１

 

 

（出典：教務委員会資料）
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資料５－４－①－２

 

（出典：教務委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 特別活動及びさまざまな学校行事を通して，人間としての素養を涵養する取り組みを行い，基本教

育目標の実現の一助となるように配慮している。 

 以上のことから，特別活動及び学校行事の実施によって人間としての素養が涵養されるよう配慮さ

れている。 

 

 

観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養

が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校は，「豊かな人間性と広い視野を持ち，社会人としての倫理を身につける」を基本教育目標の

第一においている。その目標実現のために，授業のほかに，生活指導面で，教員向けに「学生生活指

導の手引き」を発行し学生指導の方針を明確にしている。教職員は，学生会，学生生活，交通安全，

進路指導等で指導方針を周知させ，担任活動や課外活動を通じて実践している（資料５－４－②－

１）。そのほかにも，教務委員会が日々の教室の掃除や年一回の特別清掃など身の回りからの整理整

頓を繰り返し指導している（資料５－４－②－２）。学生委員会は，学生会活動や高専祭，クラブ活

動などの課外活動を通じて，学生が自主的に計画を立て，活動の意義と任務をはっきりさせ，構成員

の志気を高め，集団行動できるような活動を大いに奨励している（資料５－４－②－３）。その活動

を通して広い視野と豊かな人間性の涵養を目指している（資料５－４－②－４）。 

 課外活動には数多くの学生が参加し（資料５－４－②－５），各種の大会で好成績をあげている

（資料５－４－②－６）。学校は課外活動を推奨し表彰規定を設け，特に優れた活動に対して表彰し

ている（資料５－４－②－７～８）。 

 

観点５－４－② 資料一覧 

資料５－４－②－１ 学生生活指導 （出典：平成19年度 学生生活指導の手引き，p.１） 

資料５－４－②－２ 特別清掃実施要項（出典：教務委員会資料） 

資料５－４－②－３ クラブ活動の奨励 

      （出典：鶴岡高専だより142号） 

資料５－４－②－４ 学生会の活動内容一覧 

      （出典：学生課資料） 

資料５－４－②－５ 課外活動参加状況 

      （出典：学生課資料） 

資料５－４－②－６ 東北地区高専体育競技結果 

      （出典：学生課資料） 

資料５－４－②－７ 学生の表彰に関する内規 

      （出典：学生課資料） 

資料５－４－②－８ 表彰状  （出典：学生課資料） 
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資料５－４－②－１

 

 

（出典：平成 19 年度 学生生活指導の手引き，p.１）

学
生

生
活

指
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の
手

引
き
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資料５－４－②－２
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資料５－４－②－２続き

 

 

（出典：教務委員会資料）
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資料５－４－②－３

 

 

（出典：鶴岡高専便り 142 号）
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資料５－４－②－４

 

 

（出典：学生課資料）



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 223 - 

 

資料５－４－②－５

 

課外活動参加状況 

 
（出典：学生課資料）
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資料５－４－②－６

 

第 43 回東北地区高専体育大会競技結果 

（出典：学生課資料）
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資料５－４－②－７

 

（出典：学生課資料）
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資料５－４－②－８

 

 

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，担任，学生委員会や教務委員会が連携をとって，学生の生活指導にあたり人間としての

素養の涵養が図られるよう配慮されている。また，学生が主体的に参加する行事も設けるなど，教育

の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養が図られるよう配慮されて

いる。 

 

 

＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，専攻科カリキュラムの構成方針の第１に「本科教育課程と直結させ，２年間で系統的で

効率のよいカリキュラム編成を行う」としている（資料５－５－①－１）。 

 専攻科の教育課程は，準学士課程の４年次から５年次の教育課程と連携を考慮した編成になってい

る。すなわち，機械電気システム工学専攻にあっては，機械工学科，電気電子工学科，制御情報工学

科の，物質工学専攻にあっては物質工学科の，それぞれの準学士課程４，５年の教育課程と連携を考

慮した編成になっている。内容的にも，専攻科は準学士課程で学んだ専門知識を専攻科で深化，発展，

研究させるように位置づけている（資料５－５－①－２）。 

 

観点５－５－① 資料一覧 

資料５－５－①－１ ＪＡＢＥＥ教育プログラムの履修について 

        （出典：平成19年度 シラバス，p.16） 

資料５－５－①－２ 教育課程の体系性と科目別系統図 

        （出典：平成19年度シラバスより編集） 
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資料５－５－①－１

 

（出典：平成 19 年度シラバス，p.16）
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資料５－５－①－２
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資料５－５－①－２続き
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資料５－５－①－２続き
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資料５－５－①－２続き
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資料５－５－①－２続き

 

（出典：平成19年度シラバスより編集）
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（分析結果とその根拠理由） 

 教育課程の体系性と科目別系統図に示すように，専攻科の授業科目は，準学士課程からのカリキュ

ラムの連携を考慮するように配置されている。以上のことから，準学士課程の教育との連携を考慮し

た教育課程となっている。 

 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科目

等の配当等が考えられる。）され，教育課程が体系的に編成されているか。また，

授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成す

るために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況）  

 専攻科課程では，準学士課程の専門基礎科目を土台に専門共通科目および専門科目を配置し，学習

・教育目標に即して系統的，体系的，連携的に編成している（資料５－５－①－２参照，資料５－５

－②－１～２）。科目の単位は，必要とされる単位の半分以上を選択で取得できるようになっており，

ＪＡＢＥＥにおける工学（複合・融合）を目指すのに適切となっている。学習・教育目標Ａ）の達成

手段としては，専門をまたがる技術に接する機会として，インターンシップによって知識の統合によ

る多面的な構想力を養えるようにしている（資料５－５－②－３）。Ｂ）においては，環境科学，安

全工学などを配置し，省エネルギーや環境を意識した教育を行っている。また，専攻科研究では，研

究を通して学生の自発的学習能力や問題解決能力，創造性の発揮，計画的な仕事の進め方を育成し，

終的に成果をまとめて発表する能力，論文としてまとめる能力を育成している。Ｃ）においては，

実践力を身につけるために，専攻や専門にとらわれずに機械系，電気電子系，応用化学系の基礎を学

べるように配慮している。Ｄ）においては，各専攻にあわせた専門科目を配置し，より高度な知識を

学べるようにしている。Ｅ）では，センサ工学のように他の分野の知識を必要とする境界領域の学問

を配置させ，幅広い対応力を身につけられるようにしている。Ｆ）では，コミュニケーション能力を

育成するために，専門英語，研究発表及び各工学ゼミを通して国際的な適応並びにプレゼンテーショ

ン能力の育成に配慮している。Ｇ）では，計画性，継続性，客観的な問題解決力を育成するために，

研究ノートの習慣化，ゼミ単位での発表・討議を通してこれらが身につけられるように配慮されてい

る。 

 

観点５－５－② 資料一覧 

資料５－５－②－１ 専攻科の授業形態 （出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.33～34，37） 

資料５－５－②－２ 科目群  （出典：平成 19 年度 シラバス，pp.20～21） 

資料５－５－②－３ 学習・教育目標 （出典：平成 19 年度 シラバス，p.４） 
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資料５－５－②―１

専攻科の授業形態 
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資料５－５－②―１続き

 
 

（出典：平成19年度  学生便覧，p.33～34，37）
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資料５－５－②－２

科目群 
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（出典：平成19年度 シラバス，pp.20～21）

 

資料５－５－②－３

学 習 ・ 教 育 目 標 

 
（出典：平成19年度 シラバス，p.4）

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育課程の体系性と科目別系統図において，専攻科では準学士課程の授業科目を基礎にして，教育

の目的に照らして系統性，体系性，連携性が確保されている。また，教育の目的を達成するために授

業科目が適切に配置されている。 

 

観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮してい
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るか。 

（観点に係る状況）  

 大学及び他の教育施設において開設する授業科目の履修を希望する学生には，20単位を超えない範

囲で専攻科における授業科目の履修と見なし，単位の認定ができるようになっている（資料５－５－

③－１）。他の高等教育機関との単位互換に関しては，山形県の大学・高専間で組織した「大学コン

ソーシアムやまがた」に加盟し，単位互換制度を作っている（資料５－１－②－１参照）。インター

ンシップに関しては，カリキュラムに当初から問題解決のために横断的な知識を必要とする実務現場

を体験させるため，総時間90時間以上の「インターンシップ」を設定している（資料５－５－③－

２）。また，共通専門科目に「経営工学」をおき，企業の経営戦略や社会的信用， 新の技術動向等

を学び，学術の発展動向や高専や高専生への社会的要請を配慮した授業を行っている（資料５－５－

③－３）。 

 社会からの要請が高い英語によるコミュニケーションについては，「総合実践英語」を必修として

配置し，ＴＯＥＩＣのスコアとして400点以上を目標においている（資料５－５－③－４）。 

 

観点５－５－③ 資料一覧 

資料５－５－③－１ 専攻科の授業科目の履修等に関する規程 

       （出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.89～90） 

資料５－５－③－２ インターンシップ （出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-36） 

資料５－５－③－３ 経営工学  （出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-29） 

資料５－５－③－４ 総合実践英語 （出典：平成 19 年度 シラバス，pp.S-７～８） 
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資料５－５－③－１

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，pp.89～90）
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資料５－５－③－２

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-36）
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資料５－５－③－３

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-29）
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資料５－５－③－４
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資料５－５－③－４続き

 

（出典：平成19年度 シラバス，p.S-7～S-8）
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（分析結果とその根拠理由） 

 本校では，他教育機関との単位互換制度の協定を結び，学生がより多くの専門科目の選択肢を得ら

れように配慮している。また，インターンシップを単位化し，各企業での業務体験を通じて実践的な

技術を学べるようにしている。また，共通専門科目として経営工学を設けていること，ＴＯＥＩＣの

受験を義務化していることなどから，学術の発展動向や社会からの要請等に対応した教育を受けられ

るようになっている。 

 

 

観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

（観点に係る状況）  

 専攻科の学習・教育目標に基づいて教育課程を編成している（資料５－５－②－１参照）。授業形

態は，一般科目と専門科目がバランスよく配置されている（資料５－６－①－１）。一般科目は講義

が中心，２つの専攻に共通で学際的な領域を含む「共通専門科目」も講義中心の科目を設定している

ほか，「専攻科研究」や「専攻科実験」を必修としている。専攻科生は少人数で，各人の問題意識や

研究テーマもちがうことから，おのずと少人数授業，対話・討論型授業になっている（資料５－６－

①－２）。問題解決的なフィールド型授業の「安全工学」では，講義の他に実際に工場へ出向き，現

場の社員との話し合いを通じて安全についての知見を深めるなど，フィールド型授業の特徴を生かし

たものとなっている（資料５－６－①－３）。また，「応用コンピュータグラフィックス」の授業な

どは，総合情報センターで行うなど情報機器の活用も活発である（資料５－６－①－４）。 

 

観点５－６－① 資料一覧 

資料５－６－①―１ 授業科目の開設状況   （出典：鶴岡高専探検記２００７） 

                      （出典：学生課資料） 

資料５－６－①－２ 受講者一覧   （出典：学生課資料） 

資料５－６－①―３ 安全工学   （出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-31） 

        （出典：学生課資料） 

資料５－６－①―４ 応用コンピュータグラフィックス 

        （出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-22） 
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資料５－６－①－１

授業科目の開設状況 

 

 

（出典：鶴岡高専探検記２００７）

 



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 247 - 

 

資料５－６－①－１続き

 

（出典：学生課資料）
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資料５－６－①－２

 

 
（出典：学生課資料）
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資料５－６－①―３

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-31）
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資料５－６－①―３続き

 

（出典：学生課資料）
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資料５－６－①―４

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-22）
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（分析結果とその根拠理由）  

 学習・教育目標に基づいた教育課程を編成しており，一般科目と専門科目がバランスよく配置され

ている。また，講義，実習，実験等が教育の目的に照らして適切に配置されている。専攻科の特質を

活かした少人数制のもとで，対話・討論型授業，フィールド型授業が行われ，情報機器の活用によっ

て効果的に教育が行われている。教育の目的に照らして，教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫

がなされている。 

 

 

観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 創造性を育む教育として，必修の「専攻科研究」をおき，デザイン能力など創造性を育む研究を重

視し，アイディアなどを実験ノートに記録している（資料５－６－②－１）。シラバスにおいても，

アイディアの創出・調査，実現，データ採取，評価・分析，考察，改善の研究サイクルを指示して訓

練を積ませている。そして，研究論文を作成し，研究成果を公開の場及び学会等で発表することを義

務としている（資料５－６－②－２）。 

 また，機械電気システム工学専攻は「創造工学演習」，物質工学専攻は「創造実習Ⅱ」において，

「与えられた課題に対し，構想から完成まで一貫した製作実験実習を体験して，創造力，デザイン能

力を身につける」ことを重視し，シラバスにも明示している（資料５－６－②－３～４）。また，イ

ンターンシップは必修科目であり，ＪＡＢＥＥ認定の修了条件に掲げ，全員に義務づけている。「企

業及び研究機関等にて２週間以上実習を行い，実践的技術力・研究開発力を養う」とシラバスにも明

示し，実習先評価表，実習報告書とそのプレゼンテーション資料で評価をしている（資料５－５－③

－２赤アンダーライン部参照，資料５－６－②－５～６）。 

 

観点５－６－② 資料一覧 

資料５－６－②－１ 実験ノート  （出典：平成18年度 学生実験ノート） 

資料５－６－②－２ 専攻科研究  （出典：平成19年度 シラバス，p．S-33） 

資料５－６－②－３ 創造工学演習，創造実習Ⅱ 

       （出典：平成19年度 シラバス，p．S-35，S-55） 

資料５－６－②－４ 創造工学演習紹介記事 

       （出典：平成18年12月15日 山形新聞記事） 

資料５－６－②－５ インターンシップ報告会プログラム 

       （出典：学生課資料） 

資料５－６－②－６ 専攻科インターンシップ評価 

       （出典：学生課資料） 
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資料５－６－②－１

実験ノート 

 

（出典：平成 18 年度 学生実験ノート）
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資料５－６－②－２

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p．S-33）



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 255 - 

 

資料５－６－②－３
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資料５－６－②－３続き

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p．S-35，S-55）
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資料５－６－②－４

 

（出典：平成 18 年 12 月 15 日 山形新聞記事）
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資料５－６－②－５

 

（出典：学生課資料）
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資料５－６－②－６

 

 

（出典：学生課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 創造工学演習および創造実習Ⅱでは，アイディアの創出から製作・改良，プレゼンテーションまで

の一貫したものづくり教育を実施している。インターンシップは，必修科目とし企業等で２週間以上

の実務訓練を体験し，実践的な技術者育成のための有効な手段となっている。また，研究ノートによ

ってアイディアや検討事項などを書き留める習慣を身につけさせるなど，創造性を育む教育方法の工
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夫がなされている。 

 

 

観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 教育課程の編成の趣旨に関しては，シラバスの巻頭部分に「専攻科の概要方針」，「学習上の留意

事項」を明示している（資料５－６－③－１）。 

 また，「学習・教育目標」，「評価方法」，「達成要件」をわかりやすく掲げており，個々の教科

毎に「授業の概要」を述べ，その授業が本校の学習・教育目標のどの分野に関連するかがわかるよう

になっている。関連科目や四半学期の授業内容，教科書等も明示し，学生にもわかりやすく記載して

おり，それに基づいて厳正に評価を行っている（資料５－６－③－２）。 

 シラバスは，すべての教科について作成し，教員ならびに学生に配布し，学生が有効に活用できる

ようにしている（資料５－２－②－３参照）。教員は，シラバスに基づいて授業を実施している。 

 

観点５－６－③ 資料一覧 

資料５－６－③－１ 「生産システム工学」の学習・教育目標 

         （出典：平成19年度 シラバス，p.17） 

資料５－６－③－２ 評価方法と基準  （出典：平成19年度 シラバス，p.S-10） 

        （出典：学生課資料） 
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資料５－６－③－１

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.17）
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資料５－６－③－２

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.S-10）
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資料５－６－③－２続き

 

平成17年度 成績評価シート（講義用） 

 

不開示情報 

 

 

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 シラバスの内容は，具体的な達成目標，授業の内容，関連科目，評価方法と基準が明確に記載され，

評価得点の計算や予習を行うときなど，有効に活用できるよう配慮されている。また，授業アンケー

トの集計結果からもシラバスが有効に活用されていることがわかる。教員は，授業の進度や試験範囲

の確認などに活用している。 

 

 

観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機能

の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。）

が行われているか。 

（観点に係る状況）  

 「専攻科研究」という教科をおき，指導教員の専門と関連した研究テーマが事前に提示され，その

中から教員と学生が討議しながら，学生の問題意識と能力に応じて一つのテーマが決められる（資料

５－６－②－２参照）。 

 学生は知識，技術，能力を統合して，創造力や応用力を発揮しながら自主的に問題解決に取り組め

るような指導体制で行っている。これらは，研究ノートをつけることで行われている（資料５－６－

②－１参照）。１年次の中間発表（資料５－７－①－１），２年次の 終発表（資料５－７－①－

２）が行われており，その際には専門を多少異にする複数の教員による質疑応答を含む審査が行われ，

そこでの指摘が研究に反映できるようになっている（資料５－７－①－３）。実際の研究では，指導

教員や技術職員との共同作業も多く，技術職員の教育機能も活用されている（資料５－７－①－４）。 

 なお，達成目標は準学士課程の卒業研究と同じであるが，その達成レベルは高度であり，以下の３

点が新たに要求される。１）研究について２回の公開発表会と 低１回の学会発表を行う（資料５－

６－②－２参照，資料５－７－①－５）。２）研究成果レポートを学位授与機構に提出して学位を取

得する（資料５－６－②－２参照）。３）論文に150語以内の英文要旨と５つのキーワードを記載す

る（資料５－６－②－２参照，資料５－７－①－６）。 

 

観点５－７－① 資料一覧 

資料５－７－①－１ 専攻科研究中間発表（出典：専攻科中間発表プログラム） 

資料５－７－①－２ 平成18年度専攻科研究 終発表会 

       （出典：学生課資料） 

資料５－７－①－３ 成績評価シート （出典：学生課資料） 

資料５－７－①－４ 製作依頼書  （出典：学生課資料） 

資料５－７－①－５ 学会発表リスト （出典：学生課資料） 

資料５－７－①－６ 研究論文  （出典：平成18年度 専攻科研究論文，p.１） 
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資料５－７－①－１

 

（出典：専攻科中間発表プログラム）
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資料５－７－①－２

 

 
 

（出典：学生課資料）
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資料５－７－①－３

 

平成18年度 成績評価シート 

 

不開示情報 

 

 

 

（出典：学生課資料）

 



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 268 - 

 

資料５－７－①－４

 

（出典：学生課資料）
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資料５－７－①－５

学会発表リスト 

（出典：学生課資料）
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資料５－７－①－６

研究論文 

 

（出典：平成 18 年度 専攻科研究論文，p.１）
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（分析結果とその根拠理由）  

 シラバスには，研究を遂行する上での一連の流れが簡潔・明確に記載されており，これに基づいて

研究作業が行えるようにしている。研究内容の適切さは，各種学会等での発表によって裏付けられて

いる。また，研究における試験装置等の製作では，技術職員の協力のもと教育的機能が活用されてい

る。以上から，専攻科の学生を指導するのに適切な指導体制が十分に配慮されている。 

 

 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

 成績評価・単位認定規定や修了規定に関しては，「学則」，「専攻科の授業科目の履修等に関する

規程」及び専攻科研究や専攻科実験，学位授与やＪＡＢＥＥとの関係を定めた「専攻科の授業科目の

履修等に関する申し合わせ」として，組織として策定されており，これらの規程は，毎年の学生便覧

の配布により，全専攻科生に周知されている（資料５－８－①－１～２，資料５－５－③－１参照，

資料５－６－③－１参照）。これらはいずれも学生便覧に明示しており，学生には専攻科入学式後の

オリエンテーションや始業開始時に専攻科長が説明しており，２年生の７月に学位授与関係でガイダ

ンスを行っている（資料５－８－①－３）。 

 各授業科目の成績評価・単位認定は，シラバスに記載された評価方法と基準にしたがって行われて

おり，専攻科会議が確認報告書を作成し，教務委員会の承認を経て， 終的に校長が認定している

（資料５－８－①－４～５）。 

 

観点５－８－① 資料一覧 

資料５－８－①－１ 専攻科の修了及び成績評価・単位認定を別に定める規程 

       （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.15～16） 

資料５－８－①－２ 専攻科の授業科目の履修等に関する申し合わせ 

       （出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.93～97） 

資料５－８－①－３ 学位授与等のガイダンス 

       （出典：ガイダンス資料） 

資料５－８－①－４ 専攻科修了判定資料（出典：平成 18 年度第 12 回教員会議議事録） 

資料５－８－①－５ プログラム修了判定表 

       （出典：教務委員会資料） 

 



鶴岡工業高等専門学校 基準５ 

- 272 - 

 

資料５－８－①－１

専攻科の修了及び成績評価・単位認定を別に定める規程 

（修了） 

第４５条 専攻科に２年以上在学し、所定の授業科目を履修し、６２単位以上を修得した者につい

ては、修了認定の審査を行う。 

２ 校長は、修了を認定した者に対し、所定の修了証書を授与する。 

３ 第１項に規定する単位の修得方法については、別に定める。 

（その他） 

第４７条 本章に定めるもののほか、専攻科に必要な事項は、別に定める。 

 

（出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.15～16）

 

資料５－８－①－２
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資料５－８－①－２続き
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資料５－８－①－２続き

 

（出典：平成19年度 学生便覧，pp.93～97）
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資料５－８－①－３

学位授与等のガイダンス 

 
（出典：ガイダンス資料）
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資料５－８－①－４

平成 18 年度第 12 回教員会議議事概要（抜粋） 

 

日 時 平成１９年３月１日（木)１５：３０～１６：００ 

場 所 会議室 

出席者  

  

 

議 題 

２．平成１８年度専攻科修了判定について 

 教務主事から、修了認定に当たって、専攻科会議で修了の原案が提出され、教務委員会で審

議し、資料２のとおり、機械電気システム工学専攻は１１名中修了要件未達成の１名及び休学

の１名を除く９名、物質工学専攻は７名中休学を除く６名が修了要件に該当するとの報告があ

り、了承された。 

 なお、ＪＡＢＥＥプログラムの修了認定については、学位審査が不合格であった■■■■■

を除く１４名について、教務委員会で承認した旨報告があった。 
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資料５－８－①－４続き

 

（出典：平成18年度第12回教員会議資料）
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資料５－８－①－５

 

（出典：教務委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 成績評価は，シラバスの評価方法と基準にしたがって実施している。単位認定専攻科修了は，規則

にしたがって実施されている。これらの評価・認定に関しては，入学時のオリエンテーションで学生

に周知しているとともに，必要に応じて各教員が随時説明をしている。さらに，教育プログラム修了

では，専攻科修了判定会議と併せて行っている。以上のことから，準学士課程および専攻科課程とも

に，成績評価，単位認定，修了認定は適切に実施されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・教育課程が体系的に編成・整備されている点。また，専攻科においては，さらに準学士課程から

の継続性が確保されており，教育の目的を達成するために適切なものになっていること。 

・インターンシップを奨励し，多くの学生が参加していること。 

・準学士課程では「創造実習」を４学科，専攻科課程においては「創造工学演習」および「創造実

習Ⅱ」を授業として盛り込んでおり，ものづくりを通したＰＢＬ型授業が積極的に行われ，創造

性を育む教育方法が図られていること。 

・シラバスは，授業内容，教科書，評価方法と基準等が適切に明示され，全教員・学生に周知され

ていること。さらに，教育課程編成の趣旨から逸脱していないか，あるいは内容が学生にわかり

やすいかを教育点検評価委員会がチェックし，教育改善委員会が書式等の改善を図っていること。 

・少人数制による実験・実習を行っており，指導教員の他に技術職員も各実験グループに所属し，

学生指導の充実を図っていること。 

 

（改善を要する点）  

  特になし 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

（準学士課程）  

 準学士課程は，教育の目標に基づいて各学科の専門科目と一般科目を効率よく修得できるよう体

系的に編成されている。低学年では一般科目を主とし，高学年になるにつれて専門科目が多くなる

ように科目の順次性，体系性に考慮してくさび形に配置している。授業では，教育の目的を達成す

るのに十分な教科書を使用している。 

 学生のニーズ，学術の発展動向，社会からの要請には，それぞれに対応した教育課程の編成とな

っている。学生の多様なニーズに対応して，他の高等教育機関で修得した単位を認定する規程を設

け，英検の合格者，工場実習の学修者に対して所定の単位を認定している。留学生に対しては，日

本語等の補充教育を行っている。 

 教育においては，その目的に対応して講義，演習，実験・実習は，バランスのとれた適切な授業

形態となっている。学習指導では，習熟度別授業やコミュニケーションスキル教育などを実施した

り，特別指導の制度を導入して教育の内容に応じた種々の工夫がなされている。 

 シラバスは，学習・教育目標や概要，授業内容，達成目標，評価方法，教科書等などが明確であ

り，教員や学生は有効に活用している。シラバスは，全教員並びに学生に配布して周知している。
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教員は，毎年の授業開始時や必要に応じてシラバスによる説明を実施している。また，学生は学習

内容の確認や成績評価等の自己点検で活用している。 

 ＰＢＬ型授業である創造実習は，アイディアの創出から形にするまでの一連の作業を通して創造

性を育む教育を実践している。各学科では，工場実習を取り入れ，多くの学生が参加し，実践的技

術者の育成にインターンシップが活用されている。 

 成績評価・単位認定，進級・卒業認定は，学則や規程で明確にしている。これらは，学生便覧や

シラバスに明記され学生に周知している。成績評価は，シラバスに記載された「評価方法と基準」

に基づき厳正に行われている。単位認定，進級認定並びに卒業判定は，学年末の「進級判定会議」

並びに「卒業判定会議」において，全教員が参加して適切に行われている。 

 人間としての素養の涵養を図るために，特別活動，学校行事並びに学生が主体的に参加する行事

を設け，社会との関わりを身につけられるように配慮している。担任，学生委員会や教務委員会は，

お互いに連携をとって学生生活を支援し，人間としての素養の涵養が図られるよう配慮している。 

 

（専攻科課程）  

 専攻科は，準学士課程からのカリキュラムの連続性を確保するように科目が配置されており，準

学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっている。また，それぞれの科目は，専攻科の学

習・教育目標に沿っており，系統性，体系性が確保されている。専攻科の教育課程は，各専門分野

において学士の学位が取得できることから，教育の目的を達成するために適切なものとなっている。 

 学生の多様なニーズに対しては，他教育機関との単位互換制度の協定を結び，学生がより多くの

専門科目の選択肢を得られるように配慮している。インターンシップは，必修科目とし企業等で２

週間以上の実務訓練を体験し，実践的な技術を学べるようにしている。また，共通専門科目として

経営工学を設け，ＴＯＥＩＣの受験を義務化するなど，学術の発展動向や社会からの要請等に対応

した教育となっている。 

 授業は，教育の目的に照らして教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている。授業

形態において，専攻科では少人数制による教育が行われている。授業は，講義形式の他，ゼミ形式

やプレゼンテーション形式などもあり，授業のバランスが適切に保たれている。情報機器を効果的

に活用した授業も実施している。 

 創造工学演習及び創造実習Ⅱでは，アイディアの創出から製作・改良，プレゼンテーションまで

の一貫したものづくり教育を実施している。専攻科研究では，アイディアや検討事項などの思考過

程や実験結果を研究ノートに記録する習慣を身につけさせることによって，創造性を育む教育方法

の工夫がなされている。 

 シラバスは，適切に整備されており，達成目標，授業の内容，関連科目，評価方法と基準が明確

に記載されている。また，研究を遂行する上での一連の流れを簡潔・明確に記載しており，これに

基づいて研究作業が行えるよう配慮されている。学生は，評価得点の計算や授業の予習などで有効

にシラバスを活用している。教員は，授業の進度，試験範囲や評価方法と基準の確認などで活用し

ている。 

 専攻科の学生の指導において，研究内容の適切さは，各種学会等での発表によって裏付けられて

いる。研究における試験装置等の製作では，技術職員の協力のもと教育的機能が活用されている。

これらから学生の指導は，適切な指導体制のもと十分に行われている。 

 成績評価は，シラバスの評価方法と基準にしたがって適切に実施されている。単位認定や専攻科
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修了は，規則にしたがって適切に実施されている。これらの評価・認定に関しては，入学時のオリ

エンテーションで学生に周知していると共に，必要に応じて各教員が随時説明をしている。さらに，

教育プログラム修了では，専攻科修了判定会議と併せて適切に行っている。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修

了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状

況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の学習・教育目標において設定している「学生が卒業（修了）時に身につける学力や資質・能

力，養成する人材像」を達成するために，準学士課程及び専攻科課程のカリキュラムを構築し，教育

活動を展開している（資料１－１－①－７参照）。各学科・専攻のカリキュラムにおけるそれぞれの

科目の役割・位置づけにより，科目毎に学習・教育目標との対応を明確にしており，シラバスに明記

して学生にも周知している（資料６－１－①－１）。 

 準学士課程及び専攻科課程の講義科目及び演習科目については，科目毎に授業の概要，授業内容，

達成目標，評価方法と基準をシラバスに明記し，担当教員はそれぞれの評価方法と基準に基づいて定

期試験や提出物等によってその科目の達成度を評価している。また，卒業研究，専攻科研究，工場実

習（準学士課程）・インターンシップ（専攻科課程），実験・実習及び一部ゼミ科目については，学

科・専攻に共通の基本となる評価方法を定めており，基本評価項目以外の項目（プレゼンテーション

等）も加味する科目ではその旨も合わせてシラバスに明記し，評価方法と基準に基づいて科目毎の達

成度を把握・評価している。 

 また，準学士課程第１学年～３学年において，各学年30時間以上の「特別活動」を実施し，主に担

任教員が中心となって，学習教育目標達成のために「学習」及び「生活」の両面についてきめ細かな

指導を行っている。「特別活動」には「サイエンス講話」や「進路指導ガイダンス」等も含まれ，こ

れらを通じて早い段階から技術者に必要な心構えや多様な価値観を育むよう努めている（資料６－１

－①－２）。 

 卒業（修了）時に身につける学力や資質・能力の達成状況については，教務委員会を経て，全教員

が参加する教員会議（進級，卒業及び修了判定会議）において，「第１学年から第３学年における学

業成績評価並びに進級の認定に関する規程」，「第４学年及び第５学年における学業成績の評価並び

に進級及び卒業の認定に関する規程」，「専攻科の授業科目の履修等に関する規程」に基づいて適正

に評価している（資料６－１－①－３～５，資料５－３－①－４～５参照）。 

準学士課程における共通選択科目（５年次４科目，計４単位）では発展的な教養科目あるいは学

際的な基礎専門科目を配置し，幅広い知識の修得が可能となっているが，選択した科目に拠らず卒業

時に必要な一般科目及び専門科目の単位が修得できる（資料６－１－①－１参照，資料５－１－①―

２～３参照）。 

 一方，専攻科課程における専門選択科目では発展的共通専門科目及び学際的専門科目を配置し

ているが，準学士課程４年生から専攻科課程２年生までの教育プログラムはＪＡＢＥＥに対応した

「生産システム工学」の教育プログラムとして設計しており，ＪＡＢＥＥの学習・教育目標と専攻科

の学習・教育目標が共通であるために，ＪＡＢＥＥプログラム修了者は修得した選択科目に拠らず専

攻科課程の各学習・教育目標が達成できるシステムとなっている（資料１－１－①－９参照，資料２

－１－②－４参照）。従って，ＪＡＢＥＥプログラム修了認定はそのまま専攻科の学習・教育目標を

達成したことに他ならない（資料６－１－①－６）。なお，ＪＡＢＥＥプログラム修了認定は専攻科

会議及び教務委員会を経て，教員会議で行っている（資料５－３－①－４参照）。 
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 準学士課程及び専攻科課程いずれにおいても，評価割合70％以上に相当する評価対象（定期試

験答案・小テスト・レポート等）を全科目について保存しており，評価が適正に行われているかにつ

いて，教育点検・評価委員会がチェックを行い，さらにその点検・評価を受けて教育改善委員会が教

務委員会に改善案を提起できるようになっている（資料６－１－①－７～11）。 

 

観点６－１－① 資料一覧 

資料６－１－①－１ 科目と学習・教育目標との対応 

        （出典：学生課資料） 

資料６－１－①－２ 特別活動実施内容  （出典：学生課資料） 

資料６－１－①－３ 第１学年から第３学年における学業成績評価並びに進級の認定に関する 

規程    （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.58） 

資料６－１－①－４ 第４学年及び第５学年における学業成績の評価並びに進級及び卒業の認 

定に関する規程  （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.64） 

資料６－１－①－５ 専攻科の授業科目の履修等に関する規程 

        （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.89） 

資料６－１－①－６ ＪＡＢＥＥプログラム修了判定表 

         （出典：教務委員会資料） 

資料６－１－①－７ 成績評価シート   （出典：学生課資料） 

資料６－１－①－８ 教育点検評価委員会の規程 （出典：規程集） 

資料６－１－①－９ 教育改善委員会の規程  （出典：規程集） 

資料６－１－①－10 平成 18 年度教育点検評価委員会活動報告書 

        （出典：教育点検評価委員会資料） 

資料６－１－①－11 平成 18 年度教育改善委員会活動報告書 

        （出典：教育改善委員会資料） 
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資料６－１－①－１

科目と学習・教育目標との対応（抜粋） 
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資料６－１－①－１続き

 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－①－２

特別活動実施内容 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－①－３

第１学年から第３学年における学業成績評価並びに進級の認定に関する規程（抜粋） 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校学則に基づき、第１学年から第３学年における、

試験、学業成績の評価、授業科目（以下「科目」という。）及びその単位の修得の認定並び

に進級の認定等について定めることを目的とする。 

   第２章 試験 

 （定期試験） 

第２条 定期試験は、前期末及び後期末に、期間を定めて行う。 

２ 前項の試験を行わないで評価し得る科目については、これを実施しないことがある。 

 （中間試験） 

第３条 中間試験は、学習指導上必要と認める科目について、各期の中間に行う。 

 （追試験） 

第４条 定期試験又は中間試験を、病気、忌引その他やむを得ない理由で、受験できなかった

学生に対しては、追試験を行うことができる。 

 （追認試験） 

第５条 修得できなかった科目（以下「未修得科目」という。)があって進級した学生は、第３

学年までを限度として、当該科目の修得のため、追認試験を受けなければならない。 

２ 前項に該当する学生は、追認試験受験願（様式１号）を学級担任及び科目担当教員を経

て、校長に提出しなければならない。 

   第３章 学業成績の評価、科目の履修、修得及び単位の修得の認定 

 （学業成績の評価） 

第６条 学業成績の評価は、各期末に行う。 

２ 各期の評価は、試験の成績、学習状況及び出席状況等を考慮し、各科目毎に１００点法で

行う。 

３ 学年の評価は、各期の評価を総合したものとする。 

４ 出席時数が、出席すべき時数の４分の３に満たない学生については、その科目の学年の評

価は行わない。 

５ 出席日数が、出席すべき日数の４分の３に満たない学生については、全科目の学年の評価

は行わない。 

６ 追認試験の評価は、当該年度の１１月末日までに行い、５０点を上限とする。 

 （科目の履修の認定） 

第７条 出席時教が、出席すべき時数の４分の３以上の科目については、履修したものとして

認定する。 

 （科目とその単位の修得の認定） 

第８条 履修した科目の学年の評価が、５０点以上の科目については、科目とその単位を修得

したものとして認定する。 

 （試験を受けなかった場合） 

第９条 正当な理由がなく、定期、中間及び追試験を受けなかった学生については、当該科目

の試験の成績は零点とする。 

 （不正行為を行った場合） 

第１０条 試験中に不正行為を行った学生については、当該試験期間中に行われた全科目の試

験の成績は零点とする。 

   第４章 進級の認定 

 （進級の認定） 

第１１条 進級の認定は、教員会議を経て、校長が行う。 

２ 進級の認定にあたっては、原則として次の名号の基準に該当していなければならない。 

 一 学則別表第１及び第２に掲げる、各学年の科目を履修していること。 

 二 当該学年までの累積未修得科目が２科目以下であること。 
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 三 別表１に掲げる科目とその単位を修得していること。 

 四 各学年において、特別活動の出席時数が出席すべき時数の４分の３以上であること。 

 五 第３学年にあっては、当該学年までに履修した全科目の合計単位数のうち別表２に掲げ

る単位数を修得していること。 

３ 別に定める鶴岡工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規程により認

定された単位数は、前項第５号による累積修得単位数に加算することができない。 

 （原級留置） 

第１２条 進級を認定されない学生は原級留置とし、その学年の科目を再履修しなければなら

ない。 

２ 原級留置になった学生が、原級留置になった年度において修得した科目とその単位は無効

とする。 

３ 休学による場合のほか、連続して２回原級にとどまることはできない。 

   第５章 雑 則 

 （学業成績の評語） 

第１３条 学業成績を評語で表す場合は、優、良、可及び不可とし、その区分は次のとおりと

する。 

評   語 優 良 可 不 可 

評 価 点 100～80 79～60 59～50 49以下 

（記録） 

第１４条 各科目の学年における学業成績の評語及び進級の認定の結果は、指導要録に記録し

なければならない。 

 （成績通知票） 

第１５条 前期及び学年の評価は、成績通知票により保護者に通知する。 

２ 成績通知票には、１００点法で記載する。 

 （学業成績証明書） 

第１６条 学業成績証明書には、修得した科目について第１３条に定める評語をもって記載す

る。 

２ 原級留置になった学生の場合は、再履修した学業成績の評価を記載する。 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p．58）

 

資料６－１－①－４

第４学年及び第５学年における学業成績の評価並びに進級及び卒業の認定に関する規程（抜粋） 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校学則に基づき、第４学年及び第５学年における、

試験、学業成績の評価、授業料目（以下「科目」という。）及びその単位の修得の認定並び

に進級及び卒業の認定等について定めることを目的とする。 

   第２章 試験 

 （定期試験） 

第２条 定期試験は、前期末及び後期末に行う。 

２ 前項の試験を行わないで評価し得る科目については、これを実施しないことがある。 

 （追試験） 

第３条 定期試験を、病気、忌引、その他やむを得ない理由で受験できなかった学生に対して

は、追試験を行うことができる。 
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 （単位追認試験） 

第４条 前年度において履修した科目のうち、修得できなかった科目（以下「末修得科目」と

いう。）があって進級した学生については、当該年度を限度として、当該科目の単位の修得

のため、単位追認試験を行うことができる。 

２ 前項の試験を受けようとする学生は、単位追認試験受験願（様式１号）を学級担任又は指

導教員及び科目担当教員を経て、校長に提出しなければならない。 

   第３章 学業成績の評価、科目の履修、修得及び単位の修得の認定 

 （学業成績の評価） 

第５条 学業成績の評価は、各期末に行う。ただし、卒業研究及びゼミ科目の評価は、学年末

に行う。 

２ 各期の評価は、試験の成績、学習状況及び出席状況等を考慮し、各科目毎に１００点法で

行う。 

３ 学年の評価は、各期の評価を総合したものとする。 

４ 出席時数が、出席すべき時数の４分の３に満たない学生については、その科目の学年の評

価は行わない。 

５ 出席日数が、出席すべき日数の４分の３に満たない学生については、全科目の学年の評価

は行わない。 

６ 単位追認試験の評価は、当該年度の１１月末日までに行い、６０点を上限とする。ただ

し、第３学年時における未修得科目については５０点を上限とする。 

 （科目の履修の認定） 

第６条 出席時数が、出席すべき時数の４分の３以上の科目については、履修したものとして

認定する。 

 （科目とその単位の修得の認定） 

第７条 履修した科目の学年の評価が、６０点以上の科目については、科目とその単位を修得

したものとして認定する。 

 （試験を受けなかった場合） 

第８条 正当な理由がなく、定期及び追試験を受けなかった学生については、当該科目の試験

の成績は零点とする。 

 （不正行為を行った場合） 

第９条 試験中に不正行為を行った学生については、当該試験期間中に行われた全科目の試験

の成績は零点とする。 

   第４章 進級及び卒業の認定 

 （進級及び卒業の認定） 

第１０条 進級及び卒業の認定は、教官会議を経て校長が行う。 

２ 進級の認定にあたっては、原則として次の各号の基準に該当していなければならない。 

 一 第１学年からその学年までに、修得した科目の累積修得単位数（追認された科目の単位

数も含む。）が別表１に掲げる単位数に達していること。 

 二 別表２に掲げる科目とその単位を修得していること。 

３ 別に定める鶴岡工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規程により認

定された科目及び単位数の範囲内で、前項第１号による累積修得単位数に加算することがで

きる。 

４ 卒業の認定にあたっては、原則として次の各号の基準に該当していなければならない。 

 一 第５学年において、第２項に掲げる要件を満たしていること。 

 二 卒業研究の評価が可以上であること。 

 （原級留置） 

第１１条 進級又は卒業を認定されない学生は原級留置とし、その学年の科目を再履修しなけ

れはならない。 

  ただし、その評価が優及び良（ただし、別表２に掲げる科目を除く）であった科目並びに

可以上の評価となった工場実習の科目については、履修を免除することができる｡ 

２ 原級留置になった学生が、原級留置になった年度において修得した科目とその単位は無効

とする。 
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ただし、前年度において評価が優及び良（ただし、別表２に掲げる科目を除く）であった科目

並びに可以上の評価となった工場実習の科目について、第３項による履修免除顧を提出し承

認された場合は、その学年の科目及び単位を既に修得したものとして認定し、その評価をそ

の学年の評価とする。 

３ 前項ただし書前段に該当すると認められる科目については、履修免除願（様式２号）を学

級担任又は指導教員及び科目担当教員を経て、校長に提出し履修免除の承認を受けることが

できる。 

４ 休学による場合のほか、連続して２回原級に留まることはできない。 

   第５章 雑 則  

（学業成績の評語） 

第１２条 学業成績を評語で表す場合は、優、良、可及び不可とし、その区分は次のとおりと

する。 

標   語 優 良 可 不 可 

評 価 点 100～80 79～70 69～60 59以下 

 （記録） 

第１３条 各科目の学年における学業成績の評語並びに進級及び卒業の認定の結果は、指導要

録に記録しなけれればならない。 

 （成績通知票） 

第１４条 前期及び学年の評価は、成績通知票により保護者に通知する。 

２ 成績通知票には、１００点法で記載する。 

 （学業成績証明書） 

第１５条 学業成績証明書には、修得した科目について第１２条に定める評語をもって記載す

る。 

２ 原級留置になった学生の場合は、再履修した学業成績評価を記載する。その場合、履修免

除願を提出し承認を受けた科目については、再履修したものとする。 

（出典：平成19年度 学生便覧，p．64）

 

資料６－１－①－５

専攻科の授業科目の履修等に関する規程（抜粋） 

 

（目的） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校学則（昭和３８年４月１日制定。以下「学則」という。）

第４５条第３項及び第４７条の規定に基づき、専攻科の授業科目の履修方法及び成績の

評価並びに修了の認定等について定めることを目的とする。 

（授業） 

第２条 授業の１単位時間は標準５０分とする。 

２ 授業は，講義、演習、実験及び実習のいずれか、又はこれらの併用により行うものと

する。 

３ 授業科目の単位の計算方法は、１単位の履修時間を授業時間及び授業時間外に必要な

学修をあわせて４５時間とし、次の基準により単位数を計算するものとする。 

一 講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

二 演習については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

三 実験及び実習については、４５時間の授業をもって１単位とする。 

（履修方法） 
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第３条 授業科目の履修に当たっては、年度当初に、別に定める「履修届」を提出しなけ

ればならない。 

（試験） 

第４条 試験は、定期試験、追試験及びその他の試験とする。 

２ 定期試験は、各学期末に一定の期間を定めて実施する。 

３ 追試験は、病気その他やむを得ない理由により、定期試験を受けられなかった者に対し

て実施する。 

４ その他の試験は、授業科目の担当教員が必要と認めたとき実施することがある。 

（成績の評価） 

第５条 成績は、授業科目ごとに第４条に規定する試験の成績及び平素の学習状況等を総

合して100点法で評価し、次の区分によって評定する。 

評   定 優 良 可 不可 

評   点 100～80  79～70 69～60 59～0  

（単位の認定） 

第６条 前条の規定に基づき、優、良または可に評価された授業科目については、当該授

業科目の単位を修得したものとして認定する。 

（再履修） 

第７条 単位を認定されなかった授業科目は、別に定める「再履修願」を提出し、次年度

において再履修することができる。 

（他の教育施設において履修した単位の認定） 

第８条 大学及び他の教育施設において開設する授業科目の履修を希望する者は、事前に

別に定める「受講届」を提出しなければならない。 

２ 前項の規定により授業科目を履修し修得した単位については、２０単位を超えない範

囲で専攻科における授業科目の履修とみなし、単位の修得を認定することができる。 

（修了に必要な要件） 

第９条 専攻科の修了にあたっては、学則第４５条第１項に定めるものの他、次の区分に

より単位を修得しなければならない。 

一般科目 専攻専門科目 共通専門科目 
専攻名 

必修 選択 必修 選択 選択 必修 
計 

機械電気シス

テム工学専攻 ４ ２以上 22 30以上 ４ 62以上

物質工学専攻 ４ ２以上 22 30以上 ４ 62以上

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p．89）
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（出典：教務委員会資料）
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成績評価シート（抜粋） 

 

不開示情報 

 

 

（出典：学生課資料）
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鶴岡工業高等専門学校教育点検評価委員会規程（抜粋） 

 

 （趣旨）  

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第14条第3項の規定に基づき、教育点検

評価委員会（以下「委員会」という）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 教育目標、方針、手段および教育環境の点検評価に関する事項 

二 ＪＡＢＥＥプログラムの点検評価に関する事項 

三 その他教育の点検評価に関し必要な事項 

 （組織）  

第３条 委員会は、教員のうちから校長が指名した者をもって組織する。 

２ 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の任期の終期は、委員となる日の属する年度の末日とする。ただし、欠員が生じた場合

の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員会に委員長を置き、第３条第１号の委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。 

５ 委員長は、会議を招集し議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長

が指名する委員がその職務を代行する。  

 （委員以外の出席） 

第４条 議長は、必要と認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めること

ができる。  

（出典：規程集）

 

資料６－１－①―９

鶴岡工業高等専門学校教育改善委員会規程（抜粋） 

 

 （趣旨）  

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第14条第3項の規定に基づき、教育改善

委員会（以下「委員会」という）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 教育目標、方針、手段および教育環境の改善に関する事項 

二 ＪＡＢＥＥプログラムの改善に関する事項 

三 その他教育の改善に関し必要な事項 

 （組織）  

第３条 委員会は、教員のうちから校長が指名した者をもって組織する。 

２ 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の任期の終期は、委員となる日の属する年度の末日とする。ただし、欠員が生じた場合

の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員会に委員長を置き、第３条第１号の委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。 

５ 委員長は、会議を招集し議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長

が指名する委員がその職務を代行する。  

 （委員以外の出席） 

第４条 議長は、必要と認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めること

ができる。   

（出典：規程集）
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資料６－１－①－10

平成18年度教育点検評価委員会活動報告書（抜粋） 

 

（出典：教育点検評価委員会資料）
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資料６－１－①－11

平成18年度教育改善委員会活動報告書（抜粋） 

 

（出典：教育改善委員会）
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（分析結果とその根拠理由） 

 各学科・専攻のカリキュラムにおけるそれぞれの科目の位置づけにより，科目毎に学習・教育目標

との対応を定めており，担当教員による科目毎の成績評価から卒業及び修了判定まで，いずれも明記

された評価方法と基準及び規定に基づいて厳密に実施されている。さらに学生の学力・能力等の向上

及び教育体制の一層の充実のため，計画 → 実行 → 点検 → 改善 の組織的な対応がなされている。 

以上により，高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修了）

時に身に付ける学力や資質・能力や養成する人材像について，その達成状況を適切に把握・評価する

ための取組がなされていると判断できる。 

 

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて，単位修得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等か

ら，あるいは卒業研究，卒業制作などの内容・水準から判断して，教育の成果や

効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

 平成14年度から５年間の準学士課程各学年の単位修得率は平均で92.5％～98.8％の高い値となって

おり，進級率は平均で87.0％～99.1％である。また卒業率（編入学生を除いた卒業生数／当該卒業生

の入学時学生数）は80％前後で推移しており，総卒業率（卒業生数／当該卒業生の入学時学生数）は

99％前後となっている。進学率は40％前後で推移している（資料６－１－②－１）。 

本校では資格取得を奨励し，実用英検や工業英検については進級及び卒業に必要な累積単位とし

て認めている（資料６－１－②－２）。本校において在学中の取得を奨励している各種資格の取得者

数は毎年60～100名程度（延べ人数）である（資料６－１－②－３）。 

 卒業研究及び専攻科研究については，項目毎に評価方法を明確に定めており，厳密に評価を行うこ

とによって，適正な水準を達成した学生のみを合格としている（資料６－１－②－４）。これまで卒

業研究及び専攻科研究が不合格になった学生はいない。 

本校の卒業研究や専攻科研究を通じて得られた研究成果のうち，過去３年間で学生自身が学会・研

究会等で発表した研究報告は，準学士課程・専攻科課程合わせて30件／年以上あり，平成18年度には

専攻科学生が第一著者である論文も２報発表されている（資料６－１－②－５）。また学会賞等を受

賞した研究発表もある（資料６－１－②－６）。 

 

観点６－１－② 資料一覧 

資料６－１－②－１ 準学士課程における過去５年間の単位修得率，進級率，卒業率・総卒業 

率及び進学率   （出典：学生課資料） 

資料６－１－②－２ 鶴岡工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する実施要 

項    （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.76） 

資料６－１－②－３ 各種資格取得者数  （出典：学生課資料） 

資料６－１－②－４ 卒業研究および専攻科研究評価方法 

        （出典：平成 19 年度 シラバス，ｐ.22） 

資料６－１－②－５ 学生の研究実績  （出典：地域共同テクノセンターリポート）
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資料６－１－②－６ 学会賞等を受賞した学生の研究発表 

       （出典：地域共同テクノセンターリポート） 

 

資料６－１－②－１

準学士課程における過去５年間の単位修得率，進級率，卒業率・総卒業率及び進学率 

 

単位修得率 

年 度 
学年 

14 15 16 17 18 平均 

1 99.6% 96.3% 99.1% 99.4% 99.6% 98.8% 

2 97.6% 98.7% 97.0% 98.8% 98.6% 98.1% 

3 93.5% 95.8% 94.2% 95.7% 99.0% 95.6% 

4 96.5% 86.8% 87.6% 94.5% 97.0% 92.5% 

5 99.4% 98.1% 98.1% 97.2% 99.1% 98.4% 

 

進級率 

年 度 
学年 

14 15 16 17 18 平均  

1 100.0% 99.4% 99.4% 97.5% 99.4% 99.1% 

2 97.5% 99.4% 96.2% 97.6% 98.1% 97.8% 

3 96.4% 92.1% 89.2% 89.0% 98.2% 93.0% 

4 86.7% 88.6% 82.2% 85.3% 92.3% 87.0% 

 

卒業・総卒業率 

年 度 14 15 16 17 18 

卒業率 81.0% 77.8% 82.4% 78.8% 78.1% 

総卒業率 99.3% 99.3% 99.3% 98.6% 99.3% 

 

進学率 

年 度 14 15 16 17 18 

進学率 37.1% 41.5% 35.4% 41.9% 27.8% 

 

 

（出典：学生課資料） 
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資料６－１－②－２

鶴岡工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する実施要項（抜粋） 

 

１ 鶴岡工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規程（以下「規程」という）

第６条により、規程第１条の工場実習における学修及び規程第２条第１号から第４号に掲げる学

修の取り扱いを定めることを目的とする。 

 

２ 単位を認定できる学修等について、次のとおり定める。 

単位を認定できる学修 名    称 科 目 名 備   考 

実用英語技能検定試験（以

下「実用英検」という。） 
実 用 英 検 〇 級

校外学修（一般科目）と

して取り扱う 

 

文部科学省認定能力検定

試験における学修 工業英語技能検定試験（以

下「工業英検」という。） 
工 業 英 検 〇 級

工場実習における学修 工 場 実 習 工 場 実 習

校外学修（専門科目）と

して取り扱う 

 

３ ２で定める実用英検及び工業英検並びに工場実習の、規程第５条第３項に定める累積修得単位

数は、次のとおり定める。 

科  目  名 
(１)規程第４条第２項第２号

で認定可能な修得単位数 

準 ２ 級 １ 単 位 

２ 級 ２ 単 位 

準 １ 級 ４ 単 位 
実用英検 

１ 級 ６ 単 位 

３ 級 １ 単 位 

２ 級 ４ 単 位 工業英検 

１ 級 ６ 単 位 

工 場 実 習 １ 単 位 

（３）実用英検、工業英検の複数の級に同時に合格し、（１）に定める単位の認定を同時に申請し

た場合は、上位の級に対応する単位を認定する。 

（４）実用英検、工業英検に合格し、（１）に定める単位の認定の申請があった場合で、すでに認

定された単位がある場合は、既に認定された単位数を差し引いた単位のみを認定する。 

 

４ ３の（１）に定める単位は、申請が出され認定された年度の単位数とする。 

 

５ ３の（２）に定める科目で、累積修得単位として申請し認められた授業科目は、受講辞退願を

提出しその科目の受講を辞退することができる。ただし、工場実習については、この取り扱いか

ら除くものとする。 
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資料６－１－②－２続き

６ ３の（２）に定める累積単位の認定の申請は、第１学年から当該学年までの分を第４学年時及

び第５学年時に行うものとする。 

 

７ 規程第４条第２項第１号から第３号により認定された単位は、次のとおり評価する。 

（１）規程第４条第２項第１号及び第２号に定める学修は、１００点法で評価する。 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p．76）

 

資料６－１－②－３

各種資格取得者数    

年度 
資 格 名 

16 17 18 

実用英語技能検定（準2級〜1級） 35 27 56 

工業英語能力検定（4級〜1級） 1 22 4 

基本情報処理技術者試験 10 3 7 

情報処理技術者 初級システムアドミニストレーター 23 3 9 

危険物取扱者 甲種 5 7 6 

危険物取扱者 乙種 11 3 15 

ソフトウェア開発技術者試験 7 1 3 

 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－②－４

卒業研究および専攻科研究評価方法 

 

（出典：平成19年度 シラバス，ｐ．22）
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資料６－１－②－５

学生の研究実績 

 

学会発表（口頭発表・ポスター発表） 
 

 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

準学士課程 19件 10件 12件 

専攻科課程 15件 24件 20件 

 

論文・研究レポート等（第一著者のみ） 
 

第一著者名 論文題目 雑誌名・巻・頁・発行年 

小泉 寛也 

（機械電気ｼｽﾃﾑ工学専攻２年） 

ルーバ状開口部を持ったエンクロージャ

の音響放射とその能動消音に関する研究 

鶴岡工業高等専門学校研究

紀要，41，39-46(2006) 

荒木 孝将 

（物質工学専攻１年） 

新規重合性イオン液体の合成と 

その特性解析 

鶴岡工業高等専門学校研究

紀要，41，47-52(2006) 

 

（出典：地域共同テクノセンターリポート）
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資料６－１－②－６

 

学会賞等を受賞した学生の研究発表 

 

学生名 発表タイトル 受賞名 

加藤 翔平 

（機械電気ｼｽﾃﾑ工学専攻2

年） 

転がり軸受の保持器を利用する 

トラクション減速機の特性 

日本機械学会東北支部独創研究

学生賞 

井上 美知代 

（物質工学科5年） 
山形県鶴岡市及び村山市の酸性雨の現状 

第９回化学工学会学生発表会

（東京大会）優秀賞  
 

 

 

（出典：地域共同テクノセンターリポート）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 単位修得率，進級率，卒業（修了）時の状況，卒業研究及び専攻科研究等の内容・水準から判断し

て，本校の学習・教育目標に対応した成果や効果が上がっていると判断できる。 

 

 

観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

 専攻科課程第１期生が修了した平成16年度から18年度までの準学士課程卒業生及び専攻科課程修了
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生のほとんどが，当初の希望通り就職あるいは進学している（資料６－１－③－１）。 

準学士課程においては毎年60％前後の学生が就職を希望している。18年度までの過去５年間の求人

倍率の平均は13.7倍と高く，就職率は100％であることから，本校卒業生が社会から強く求められて

いることが分かる。また専攻科課程修了生については年度によって大きく異なるが70～90％の学生が

就職を希望し，同様に就職率は100％である。卒業生・修了生の就職先は建設業，食料品，化学工業，

一般機械器具，電気機械器具，輸送用機械器具，鉄鋼業，精密機械器具，金属製品，電気・ガス・水

道業等の各業種となっている。過去３年間で製造業に分類される企業へ就職した卒業生・修了生の割

合は51.7％～63.0%であり，基本教育目標の「創造力に富んだ技術者」を世に送り出す任務は果たし

ている（資料６－１－③－２）。また，山形県内企業へも多数の卒業生・修了生が就職しており，そ

の数は過去３年間卒業生・修了生合わせて平均30名／年である（資料６－１－③－３）。特に，全就

職者に占める県内企業就職者の割合は年々増加傾向にあり，本校の使命である地域に密着した工学系

高等教育機関として山形県の科学技術産業の発展に寄与し貢献することを達成している（資料６－１

－③－３参照）。なお，毎年30名前後の卒業生・修了生がサービス業に分類される企業へ就職してい

るが，その多くがソフトウェアや各種システムの開発および保守管理等を行っている企業である． 

一方，準学士課程から専攻科・大学への進学者率については全体として増加傾向にあり，特に本校

専攻科への進学者が増えている。進学先はほとんどが工学・理学系となっており，準学士課程での５

年間の教育を基礎として，科学技術に関するより専門性の高い知識を修得しようとする意欲ある学生

を輩出している（資料６－１－③－４）。 

 

観点６－１－③ 資料一覧 

資料６－１－③－１ 進路状況一覧表     （出典：学生課資料） 

資料６－１－③－２ 卒業生・修了生の就職先業種別一覧  （出典：学生課資料） 

資料６－１－③－３ 県内企業就職者数     （出典：学生課資料） 

資料６－１－③－４ 進学先一覧      （出典：学生課資料） 
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資料６－１－③－１

進路状況一覧表 

準学士課程 

 卒業生総数 就職者数 進学者数 その他・自営 

平成16年度 147 95 52 0 

平成17年度 137 76 61 0 

平成18年度 151 108 42 1 

 

専攻科課程 

 修了者数 就職者数 進学者数 その他・自営 

平成16年度 13 12 1 0 

平成17年度 18 13 4 1 

平成18年度 15 13 2 0 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－③―２
 

卒業生・修了生の就職先業種別一覧 

業 種 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

食料品 5 0 4 

繊維工業 1 2 3 

出版・印刷 0 1 0 

化学工業 15 13 20 

鉄鋼業 1 0 2 

金属製品 2 3 0 

一般機械器具 4 6 5 

電気機械器具 12 7 17 

輸送用機械器具 5 5 5 

精密機械器具 7 2 9 

製 

造 

業 

その他 6 7 10 

建設業 7 3 8 

卸売・小売業 2 1 4 

金融・保険・不動産 0 0 2 

運輸・通信業 2 5 2 

電気・ガス・水道業 3 2 1 

サービス業 32 30 25 

官公庁 2 1 1 

教育・学習支援業（学校教育） 1 1 0 

 

（出典：学生課資料）

 

資料６－１－③－３
 

県内企業就職者数 

準学士課程卒業生 専攻科課程修了生 計 
 

人数 就職者に占める割合 人数 就職者に占める割合 人数 就職者に占める割合

平成１６年度 23 24.2% 6 50.0% 29 27.1% 

平成１７年度 19 25.0% 6 46.2% 25 28.1% 

平成１８年度 34 31.8% 2 16.7% 36 30.3% 

 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－③－４

 

進 学 先 一 覧 

    第38回卒業生 第39回卒業生 第40回卒業生

  
大 学 名 

  
学部名 

（平成16年度) （平成17年度) （平成18年度)

  長 岡 技 術 科 学 大 学   （工学系） 18 10 10

  豊 橋 技 術 科 学 大 学   （工学系） 8 4 1

  北 海 道 大 学   工学部 1 

  岩 手 大 学   工学部 3 1

  秋 田 大 学   工学資源学部 2 

  山 形 大 学   工学部 2 3 

  茨 城 大 学   工学部 1  

  〃   教育学部 1 

  筑 波 大 学   第三学群（工学系学類）  1

  宇 都 宮 大 学   工学部 1 

  千 葉 大 学   工学部 1 

  東 京 農 工 大 学   工学部 2 1 

  東 京 工 業 大 学   生命理工学部 1  

  電 気 通 信 大 学   電気通信学部 2 2

  新 潟 大 学   工学部 6 4 9

  〃   理学部  1

  富 山 大 学   工学部 1 

  三 重 大 学   工学部 1  

 鶴 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 専 攻 科  （工学系） 11 21 16

 米 子 工 業 高 等 専 門 学 校 専 攻 科  （工学系） 1  

  東 海 大 学   工学部     1

合   計 51 55 42

 

（出典：学生課資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 就職者，進学者の分布や求人倍率等から見て，本校の掲げる教育目標において意図している人材を

養成し，教育の成果や効果が上がっている。 

 

 

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育
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の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

 従来から教育達成度評価として学生自身による「授業アンケート」を実施している（資料６－１－

④－１）。「授業アンケート」の結果は速やかに集計し，担当教員に提示している（資料６－１－④

－２）。担当教員は集計結果から学生の学習到達度等が把握でき，必要に応じて授業改善を行ってい

る。平成18年度授業アンケートの「内容全体に対する理解度」について，「60～80％理解できた」

「80％以上理解できた」と回答した学生の割合は，合わせて準学士課程で51.9％，専攻科課程で

57.1％であった（資料６－１－④－３）。 

平成17年度からはＪＡＢＥＥプログラム対応学年である準学士課程４・５年生及び専攻科課程１・

２年生にそれぞれ「学修の記録」を記入させ，学生の自覚を促している（資料６－１－④－４～５）。

「学修の記録」では，本校の「学習・教育目標」に配置した科目ごとに成績を自分で記載し，総括的

に学校の意図した教育の成果や効果が上がっているか，５段階での「自己評価」を行うようにしてい

る。さらに準学士課程４・５年生（ＪＡＢＥＥプログラム前期）及び専攻科課程（ＪＡＢＥＥプログ

ラム後期）のそれぞれについて学習・教育目標の達成度を３段階にて評価させている。 

また平成18年度からは準学士課程卒業時に準学士課程５年間での学習・教育目標の達成度評価を実

施している（資料６－１－④－６）。その結果，各目標の平均で87％以上の学生が準学士課程の学習

・教育目標を達成できたと実感している（資料６－１－④－７）。なお学習・教育目標(F)「論理的

表現力と英語力を身につける。」のみが70％弱と低い数字を示したが，93％以上の学生が当該教育目

標に係る全科目を修得していることから，身につけた論理的表現力や英語力を実践する機会が少ない

ことが理由であると思われる（卒業判定資料）。 

一方，専攻科課程修了時に「学修の記録」中に記載させた専攻科課程の学習・教育目標の達成状況

を見ると，各学習・教育目標について達成度を記入した修了生の84％以上が達成できたと実感してお

り，うち三つの項目については100％達成できたと評価している（資料６－１－④－８）。 

 

観点６－１－④ 資料一覧 

資料６－１－④－１ 授業アンケート    （出典：教育改善委員会資料）

資料６－１－④－２～３ 授業アンケート集計結果  （出典：学生課資料） 

資料６－１－④－４ 準学士課程４・５年生用「学修の記録」 （出典：教務委員会資料） 

資料６－１－④－５ 専攻科課程学生用「学修の記録」  （出典：教務委員会資料） 

資料６－１－④－６ 準学士課程学習・教育目標達成度評価アンケート 

          （出典：教務委員会資料） 

資料６－１－④－７ 準学士課程学習・教育目標達成度評価アンケート集計結果 

          （出典：学生課資料） 

資料６－１－④－８ 専攻科課程学習・教育目標達成度評価集計結果 

          （出典：学生課資料） 
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資料６－１－④―１

授業アンケート 
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資料６－１－④―１続き

 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料６－１－④－２

授業アンケート集計結果（抜粋） 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－④－３

アンケート集計結果（授業全体に対する理解度） 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－④－４

準学士課程４・５年生用の学修の記録 

 

不開示情報 
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資料６－１－④－４続き

 

準学士課程４・５年生用の学修の記録 

 

不開示情報 

 

 

（出典：教務委員会資料）
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資料６－１－④－５

 

専攻科課程学生用の学修の記録 

 

不開示情報 
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資料６－１－④－５続き

 

専攻科課程学生用の学修の記録 

 

不開示情報 

 

 

（出典：教務委員会資料）
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資料６－１―④－６

平成18年度 学習・教育目標達成度評価アンケート（平成19年3月19日実施） 

 

学科を選択して下さい．（番号を○で囲んで下さい） 
 

1．機械工学科   2．電気工学科   3．制御情報工学科       4．物質工学科 
 

以下の(A)～(G)は本校準学士課程（本科1年～5年）の「学習・教育目標」です．各目標の下に記載されている具体的な

達成目標（A－1，E－2等）も参考にして，本校卒業時における「学習・教育目標」の達成度をそれぞれ評価し，該当する番

号を○で囲んで下さい． 
 

(A）知識を統合し多面的に問題を解決する構想力を身につける。 
A－1 工学の基礎となる理論を理解し，実践を通して工学のセンスを身につける。（校訓「理魂工才」）  
A－2 自ら学び自ら思考しながら，幅広い分野の知識を身につける。（校訓「自学自習」） 
 

1．達成できた．       2．達成できなかった． 
 

(B) 地球的視野と技術者倫理を身につける。 
B－1 日本と世界との関わりあいについて関心をもち，広い視野でものごとを考えることができる。  
B－2 技術と人間社会や地球環境の関係について理解し，技術者が持つべき倫理観の必要性を認識する。 
 

1．達成できた．       2．達成できなかった． 
 

(C) 数学，自然科学の基礎学力と実験・実習による実践力を身につける。 
C－1 工学の基礎となる，数学や自然科学の基礎知識を身につける。 
C－2 基礎的な実験や実習を通してその技術を実際的に身につける。 
 

1．達成できた．       2．達成できなかった． 
 

(D) 工学の基礎学力と情報技術を身につける。 
D－1 どの分野にも必要な共通の基盤技術である基礎工学を身につける。  
D－2 コンピュータをはじめとするさまざまな情報機器を利用する技術を身につける。  
 

1．達成できた．       2．達成できなかった． 
 

(E) 一つの得意専門分野をもち，生産技術に関する幅広い対応能力を身につける。 
E－1 得意とする専門分野の知識，技術を身につける。  
E－2 得意とする専門分野と人間社会との関連について理解できる。  
 

1．達成できた．       2．達成できなかった． 
 

(F) 論理的表現力と英語力を身につける。 
F－1 日本語の文章の内容を正確に理解し，自分の考えを的確に伝えることができる。  
F－2 日常的に使用される英語文の内容を理解し，自分の考えを英語で伝えることができる。  
 

1．達成できた．       2．達成できなかった． 
  

(G) 計画的，継続的，客観的な問題解決能力を身につける。 
G－1 解決すべき問題を，客観的にとらえて，計画的，継続的に学習することができる。 
 

1．達成できた．       2．達成できなかった． 

（出典：教務委員会資料）
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資料６－１－④－７ 

平成18年度 学習・教育目標達成度評価アンケート集計結果（準学士課程５年生，平成19年3月19日実施） 

 

機械工学科 電気工学科 制御情報工学科 物質工学科 合  計 

卒業生 回答数 卒業生 回答数 卒業生 回答数 卒業生 回答数 卒業生 回答数   

39 37 38 36 37 37 37 36 151 146 

学習・教育目標 達成できた 達成できなかった 達成できた 達成できなかった 達成できた 達成できなかった 達成できた 達成できなかった 達成できた 達成できなかった 

(A）知識を統合し多面的に

問題を解決する構想力を

身につける。 

30人 81.1% 7人 18.9% 30人 83.3% 6人 16.7% 32人 86.5% 5人 13.5% 33人 91.7% 3人 8.3% 125人 85.6% 21人 14.4% 

(B) 地球的視野と技術者

倫理を身につける。 
34人 91.9% 3人 8.1% 33人 91.7% 3人 8.3% 36人 97.3% 1人 2.7% 36人 100% 0人 0.0% 139人 95.2% 7人 4.8% 

(C) 数学，自然科学の基

礎学力と実験・実習による

実践力を身につける。 

35人 94.6% 2人 5.4% 31人 86.1% 5人 13.9% 34人 91.9% 3人 8.1% 33人 91.7% 3人 8.3% 133人 91.1% 13人 8.9% 

(D) 工学の基礎学力と情

報技術を身につける。 
32人 86.5% 5人 13.5% 32人 88.9% 4人 11.1% 35人 94.6% 2人 5.4% 33人 91.7% 3人 8.3% 132人 90.4% 14人 9.6% 

(E) 一つの得意専門分野

をもち，生産技術に関する

幅広い対応能力を身につ

ける。 

33人 89.2% 4人 10.8% 29人 80.6% 7人 19.4% 34人 91.9% 3人 8.1% 36人 100% 0人 0.0% 132人 90.4% 14人 9.6% 

(F) 論理的表現力と英語

力を身につける。 
28人 75.7% 9人 24.3% 22人 61.1% 14人 38.9% 24人 64.9% 13人 35.1% 27人 75.0% 9人 25.0% 101人 69.2% 45人 30.8% 

(G) 計画的，継続的，客観

的な問題解決能力を身に

つける。 

34人 91.9% 3人 8.1% 30人 83.3% 6人 16.7% 31人 83.8% 6人 16.2% 34人 94.4% 2人 5.6% 129人 88.4% 17人 11.6% 

 

（出典：学生課資料） 
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資料６－１－④－８ 

 

平成18年度 学習・教育目標達成度評価集計結果（専攻科課程２年生） 

 

  機械電気システム工学専攻 物質工学専攻 合  計 

学習・教育目標 十分達成・達成 不十分 十分達成・達成 不十分 十分達成・達成 不十分 

(A）知識を統合し多面的に問題を

解決する構想力を身につける。 
87.5％ 12.5％ 100％ 0％ 91.7％ 8.3％ 

(B) 地球的視野と技術者倫理を

身につける。 
88.9％ 11.1％ 100％ 0％ 92.3％ 7.7％ 

(C) 数学，自然科学の基礎学力と

実験・実習による実践力を身につ

ける。 

100％ 0％ 100％ 0％ 100％ 0％ 

(D) 工学の基礎学力と情報技術

を身につける。 
準学士課程で達成済 

(E) 一つの得意専門分野をもち，

生産技術に関する幅広い対応能

力を身につける。 

100％ 0％ 100％ 0％ 100％ 0％ 

(F) 論理的表現力と英語力を身に

つける。 
77.8％ 22.2％ 100％ 0％ 84.6％ 15.4％ 

(G) 計画的，継続的，客観的な問

題解決能力を身につける。 
100％ 0％ 100％ 0％ 100％ 0％ 

 

（出典：学生課資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 全学生による科目毎の「授業アンケート」，準学士課程４・５年生及び専攻科課程学生が自ら記載

する「学修の記録」及び「達成度評価アンケート」を通じて達成状況を確認した結果，本校の意図す

る教育の成果や効果は上がっている。 

 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付

けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。

また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

 本校は高専機構本部による「卒業生による学校評価アンケート」に参加し，平成19年１月に準学士

課程卒業後５年目の卒業生137名（平成13年度卒）を対象として，学校評価アンケートを実施してい

る。 

「出身校の教育内容，学校運営等に関しての満足度」に関する調査では，「総合満足度」で「大変

満足」と「やや満足」の合計が約70％であった。個々の項目については「専門科目の講義」（同

80.8%），「専門科目の実験」（同76.9%），「専門科目の実習」（同73.1%），「卒業研究」（同

61.5%）等，所属学科で受けた専門教育および研究活動に対する満足度が高いことが分かる（資料６

－１－⑤－１）。また本校の教育に関して，「特に身に付いたと考えているもの」や「卒業後の経歴

において役に立っていると考えているもの」として卒業生の約70％が「専門科目の基礎力」を挙げて

いる。同じく「専門科目の基礎技術」を挙げた卒業生も46.2%と高い割合であった。また，「特に身

に付いたと考えているもの」として「問題認識力」，「問題解決力」を挙げた卒業生が，それぞれ

38.5％，34.6%であった（資料６－１－⑤－２）。以上の結果から，本校の教育の成果は上がってお

り，特に本校の基本教育目的に掲げている「専門分野の基礎を良く理解し，実際の問題に応用できる

能力を培う」が十分に達成されていると判断できる。 

一方，進路先などの関係者からの意見聴取については，これまで卒業生が就職した企業を中心に県

内企業186社及び県外企業209社を対象に平成16年12月に実施したＪＡＢＥＥプログラムに関するアン

ケートの中で，本校卒業生に対する評価について調査を行っている。166社から回答を得ている。調

査項目「鶴岡高専の卒業生の評価」のうち，「勤務成績に対する評価」に関しては「非常に満足」と

「満足」が83％を占めている。また「卒業生の優れている点」として「技術的基礎知識」と「誠実

さ」が挙げられ，「卒業生の不足している点」として「英語力」と「プレゼンテーション力」が挙げ

られている（資料６－１－⑤－３）。 

 

観点６－１－⑤ 資料一覧 

資料６－１－⑤－１ 出身校の教育内容，学校運営等に関しての満足度調査 

        （出典：学生課資料） 

資料６－１－⑤－２ 出身校の教育に関しての調査 

       （出典：学生課資料） 

資料６－１－⑤－３ 企業アンケート結果 （出典：ＪＡＢＥＥ自己点検書，裏付け資料） 
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資料６－１－⑤－１ 

出身校の教育内容、学校運営等に関しての満足度（平成１９年１月アンケート実施） 

    １．大変満足している ２．やや満足している ３．どちらともいえない ４．あまり満足していない ５．全く満足していない 備 考 

ア 専門科目の講義 １９．２％ （５人） ６１．５％ （16人） ７．７％ （２人） １１．５％ （３人） ０％ （０人）   

イ 専門科目の実験 １９．２％ （５人） ５７．７％ （15人） １１．５％ （３人） １１．５％ （３人） ０％ （０人）   

ウ 専門科目の実習 １５．４％ （４人） ５７．７％ （15人） １９．２％ （５人） ７．７％ （２人） ０％ （０人）   

エ 工場実習・インターンシップ １１．５％ （３人） ４２．３％ （11人） ３４．６％ （９人） １１．５％ （３人） ０％ （０人）   

オ 卒業研究 １９．２％ （５人） ４２．３％ （11人） ２３．１％ （６人） １１．５％ （３人） ３．８％ （１人）   

カ 人文社会一般科目 １２．０％ （３人） ２８．０％ （７人） ４０．０％ （10人） １６．０％ （４人） ４．０％ （１人） 未回答１名 

キ 自然科学系一般科目 ４．０％ （１人） ４０．０％ （10人） ４０．０％ （10人） ８．０％ （２人） ８．０％ （２人） 未回答１名 

ク 英語 ０％ （０人） ７．７％ （２人） ４２．３％ （11人） ３８．５％ （10人） １１．５％ （３人）   

ケ 教育施設・設備 ３．８％ （１人） ５３．８％ （14人） ２３．１％ （６人） １５．４％ （４人） ３．８％ （１人）   

コ 厚生施設・設備 ０％ （０人） ３２．０％ （８人） ３６．０％ （９人） ２８．５％ （７人） ４．０％ （１人） 未回答１名 

サ 課外活動 １１．５％ （３人） ３４．６％ （９人） ４２．３％ （11人） ７．７％ （２人） ３．８％ （１人）   

シ 学寮生活 ２４．０％ （６人） ３６．０％ （９人） ２４．０％ （６人） １２．０％ （３人） ４．０％ （１人） 未回答１名 

ス 生活相談、生活指導 ８．０％ （２人） ２０．０％ （５人） ６８．０％ （17人） ４．０％ （１人） ０％ （０人） 未回答１名 

セ 進路相談、進路指導 １１．５％ （３人） ２３．１％ （６人） ５７．７％ （15人） ３．８％ （１人） ３．８％ （１人）   

ソ 資格取得 ０％ （０人） ３．８％ （１人） ３８．５％ （10人） ３４．６％ （９人） ２３．１％ （６人）   

タ 総合満足度 ７．７％ （２人） ６１．５％ （16人） ２３．１％ （６人） ３．８％ （１人） ３．８％ （１人）   

        

 ※回答者は２６名である。項目によっては未回答の者もいる。  

 ※小数点以下２位を四捨五入しているので、合計が必ずしも１００％にならない場合もある。  

 ※調査対象者は、本科卒業後５年目の者である。 

（出典：学生課資料） 
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資料６－１－⑤－２

 

出身校の教育に関しての調査（平成１９年１月アンケート実施） 

 

出身校の教育に関

して、自分自身に特

に身に付いたと考え

ているもの 

左のうち、本校卒業

後の経歴において、

役に立っていると考

えているもの 

出身校の教育に関

して、今後、教育の

充実をはかるべき

と考えているもの 
 

（５つまで回答可） （５つまで回答可） （３つまで回答可）

１９人 １８人 ４人 
1 専門科目の基礎力 

７３．１％ ６９．２％ １５．４％ 

３人 ０人 ２人 
2 専門科目の応用力 

１１．５％ ０％ ７．７％ 

１２人 １２人 ３人 
3 専門科目の基本技術 

４６．２％ ４６．２％ １１．５％ 

１人 ０人 ２人 
4 人文社会系の一般教養 

３．８％ ０％ ７．７％ 

２人 １人 ２人 
5 自然科学系の一般教養 

７．７％ ３．８％ ７．７％ 

２人 ０人 １４人 
6 英語力 

７．７％ ０％ ５３．８％ 

７人 ５人 ０人 
7 論理的思考力 

２６．９％ １９．２％ ０％ 

１０人 ７人 ２人 
8 問題認識力 

３８．５％ ２６．９％ ７．７％ 

９人 ５人 ２人 
9 問題解決力 

３４．６％ １９．２％ ７．７％ 

４人 ２人 ６人 
10 対人交渉力 

１５．４％ ７．７％ ２３．１％ 

１０人 
11 プレゼンテーション力 

５人 

１９．２％ 

５人 

１９．２％ ３８．５％ 

７人 ６人 ６人 
12 コミュニケーション力 

２６．９％ ２３．１％ ２３．１％ 

５人 ５人 ３人 
13 創造力 

１９．２％ １９．２％ １１．５％ 

６人 ４人 ３人 
14 実践力 

２３．１％ １５．４％ １１．５％ 

１人 ０人 ２人 
15 技術者倫理 

３．８％ ０％ ７．７％ 

０人 ０人 １人 
16 その他 

０％ ０％ ３．８％ 

※回答者は２６名であるが、複数の項目を回答してよいことにした。 

※調査対象者は、本科卒業後５年目の者である。 

 

（出典：学生課資料）
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資料６－１－⑤－３

企業アンケート結果 
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資料６－１－⑤－３続き

 

 

（出典：ＪＡＢＥＥ自己点検書，裏付け資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校卒業生，修了生及び進路先関係者から意見を聴取した結果からは，本校での教育は総じて好評

であると評価でき，英語力やプレゼンテーション能力など今後改善すべき問題点も的確に指摘されて

いるので，教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

準学士課程で，学習・教育目標や到達度目標に科目が対応づけられており，学生が卒業（修了）

時に身につける学力や資質・能力についての達成状況を把握し，全体を点検評価し，改善し，実施

するシステムが整備されている点 

専攻科課程でも，学習・教育目標や到達度目標が明確であり，その達成をＪＡＢＥＥプログラム

修了認定の判定で保証するシステムが整備されている点 

 

（改善を要する点）  

 論理的表現力と英語力の向上のための，学生への十分な動機づけと具体的施策 

 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

準学士課程及び専攻科課程とも，学習・教育目標や到達度目標が明確であり，単位修得状況や卒業

（修了）状況から判断して，高等専門学校としてその目的に沿った形で組織的な取り組みがなされ，

運用の実績も上がっている。 

また，卒業研究や専攻科研究の内容や水準から判断し，研究水準も確保されている。 

就職者や進学者の内容や求人倍率等から見て，本校の人材養成目的に見合った成果や効果が上がっ

ている。 

在学生対象の授業アンケートやＪＡＢＥＥ対象学年での「学修の記録」への記載などのシステムも

定着しており，教育の点検や改善の実も上がっている。 

学生が本校の教育に基本的に満足していることは，卒業（修了）生及び企業等の進路先による総合

評価や満足度評価にもあらわれており，また英語力や論理的プレゼンテーション能力が弱い等の問題

点も的確に把握されており，今後の教育改善に生かすことができる。 

以上により，教育の目的において意図している，学生が身につける学力，資質・能力や養成しよう

としている人材像等に照らし，教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

 本科，専攻科ともに， 初の授業の中で授業担当者がシラバスに従って授業概要，評価法等を説明

している。本科１～３年生に対し，さらに，クラス担任が 初の特別活動の中で学習ガイダンスを行

っている（資料７－１－①－１）。４～５年生に対しては，ＪＡＢＥＥ教育プログラムの説明会を開

催している（資料７－１－①－２）。専攻科生に対しては，ＪＡＢＥＥ教育プログラムの説明を含む

履修ガイダンスを開催している（資料７－１－①－３）。 

 各教員はオフィスアワーを設定しており，学生の学習相談や助言，指導等を行っている（資料７－

１－①－４～５）。 

 

観点７－１－① 資料一覧 

資料７－１－①－１ 担任，教科担任による学習ガイダンス 

        （出典：平成 19 年度第１回教員会議資料） 

資料７－１－①－２ ＪＡＢＥＥ説明会の案内 

        （出典：学生課資料） 

資料７－１－①－３ 専攻科生へ履修ガイダンスの案内 

        （出典：学生課資料） 

資料７－１－①－４ オフィスアワー一覧表 

        （出典：学生課資料） 

資料７－１－①－５ オフィスアワーにおける指導の例 

        （出典：教育改善委員会資料） 
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資料７－１－①－１

担任，教科担任による学習ガイダンス 

（出典：平成19年度第１回教員会議資料）
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資料７－１－①－２

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－①－３

（出典：学生課資料）
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資料７－１－①－４

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－①－５

 
（出典：教育改善委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

 本科，専攻科を問わず全ての学生を対象に，適切な形で学習ガイダンスを実施している。各教員は

オフィスアワーを設けており，学習上の相談，助言を行う体制が整備されている。オフィスアワーの

中で実際に個別指導を行っており，この体制は機能している。 

 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況）  

 図書館は，蔵書の数，種類ともに豊富で，平日20時までの夜間と土曜日も開館しており，18年度の

利用者数は延べ40,478人，一日平均では158人であった（資料７－１－②－１～２）。総合情報セン

ターは，授業時間帯外にも利用することができ，コンピューター関係の様々な設備が整っている（資

料７－１－②－３～５）。製図室は，放課後の遅い時間帯まで自主的学習の場として開放している

（資料７－１－②－６～７）。また学寮には，全部で９つの自習室があり，多くの寮生が利用してい

る（資料７－１－②－８）。 

 厚生会館内に学生食堂があり，多くの教職員及び通学生が利用している（資料７－１－②－９）。

図書館下のロビーには，学生が歓談できるコミュニケーションスペースが整備されている（資料７－

１－②－10）。 

 

観点７－１－② 資料一覧 

資料７－１－②－１ 図書館の開館日，開館時間 

        （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.123） 

資料７－１－②－２ 図書館利用データ  （出典：学校総覧 2007，p.31） 

資料７－１－②－３ 総合情報センター利用心得 

        （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.126） 

資料７－１－②－４ 総合情報センターの設備 （出典：学校総覧 2007，p.32） 

資料７－１－②－５ 総合情報センターの利用状況 

        （出典：総合情報センター資料） 

資料７－１－②－６ 製図室の利用心得（掲示用） 

        （出典：機械工学科資料） 

資料７－１－②―７ 製図のための自由時間外外出者（寮生） 

        （出典：学生課資料） 

資料７－１－②－８ 学寮の設備状況  （出典：学生課資料） 

資料７－１－②－９ 学校食堂の利用状況  （出典：学生課資料） 

資料７－１－②－10 図書館下コミュニケーションスペース 

        （出典：学生課資料） 
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資料７－１－②－１

図書館利用細則（抜粋） 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.123）

 

資料７－１－②－２
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（出典：学校総覧2007，p.31）

 

資料７－１－②－３

総合情報センター及びネットワークの利用心得（抜粋） 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.126）
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資料７－１－②－４

 

（出典：学校総覧2007，p.32）
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資料７－１－②－５

 

（出典：総合情報センター資料）
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資料７－１－②－６

 

（出典：機械工学科資料）
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資料７－１－②－７

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－②－８

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－②－９

学校食堂の利用状況 

 

 

（出典：学生課資料）

 

資料７－１－②－10

 

図書館下コミュニケーションスペース 

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 図書館は蔵書の数，種類ともに豊富であり，開館時間が長い上に平日以外も開館しており，毎日多

くの学生が効果的に利用している。製図室，学寮自習室及び総合情報センターも授業以外でも利用可

能であり，整備が行き届いている。学校食堂は営業日数が多く，一年を通じて多くの教職員，学生が

利用している。図書館下ロビーは，整備されている上に十分な広さを確保しているので，コミュニケ

ーションスペースとしての役割を果たしている。 

 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

（観点に係る状況）  

 毎年行われる授業アンケートに自由記述欄を設けている（資料７－１－③－１）。この自由記述欄

に，学生は，授業担当者あるいは学校に対する学習上のニーズを書くことができる（資料７－１－③

－２）。 

 

観点７－１－③ 資料一覧 

資料７－１－③－１ 授業アンケート回答用紙  （出典：教育改善委員会資料） 

資料７－１－③－２ 学習上のニーズの記述例  （出典：教育改善委員会資料） 
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資料７－１－③－１

授業アンケート回答用紙（抜粋） 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料７－１－③－２

 

 

（出典：教育改善委員会資料）

 

 （分析結果とその根拠理由） 

 授業アンケートの自由記述欄に書かれていることを授業担当者は見ることができ，学生からの学習

支援上のニーズを適切に把握することができる。 

 

 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

 ３～４年生及び専攻科１年生の英語の授業は，ＴＯＥＩＣ対策が中心である。５年生に対しても，

選択授業ではあるが，ＴＯＥＩＣ対策中心の授業を開講している（資料７－１－④－１）。平成16年

度より４年生全員にＴＯＥＩＣ受験を義務づけており，本校を会場にした実施回数も平成17年度より

年に３回もしくは４回となった（資料７－１－④－２～３）。さらに，平成17年度よりＴＯＥＩＣの

賛助会員になったため，受験料が約4,000円から約3,000円になった。一方専門科目でも，各種資格試

験対策に役立つ授業を開講しており，多くの学生がこれらを受験している（資料７－１－④－４，資

料６－１－②－３参照）。 

 中国の中原工学院と学術交流に関する協定を結んでおり，教員だけでなく学生の交流も可能である

（資料７－１－④－５）。一定の上限はあるが，留学先での履修単位を本校での修得単位として認め

ることができる（資料７－１－④－６）。 
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観点７－１－④ 資料一覧 

資料７－１－④－１ ＴＯＥＩＣ対策の英語の授業のシラバス 

   （出典：平成19年度 シラバス，p.G-37,p.G-44,p.G-50,p.G-51,p.S-7） 

資料７－１－④－２ ＴＯＥＩＣテスト実施案内の例 

   （出典：学生課資料） 

資料７－１－④－３ 年度別ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト受験者数 

   （出典：学生課資料） 

資料７－１－④－４ 資格試験に関連した専門科目のシラバス 

   （出典：平成19年度 シラバス，p.B-11,p.B-33,p.E-26,p.E-38,p.E-42） 

資料７－１－④－５ 中原工学院との学術交流に関する協定書 

   （出典：中原工学院と鶴岡工業高等専門学校との学術交流に関する協定書） 

資料７－１－④－６ 留学先での履修単位の扱い方 

   （出典：平成19年度 学生便覧，p.10） 

 

資料７－１－④－１
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資料７－１－④－１続き

 

 

（出典：平成19年度 シラバス，p.G-37,p.G-44,p.G-50,p.G-51,p.S-7）
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資料７－１－④－２

 

（出典：学生課資料）

 

資料７－１－④―３

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－④－４
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資料７－１－④－４続き

 

（出典：平成19年度シラバス，p.B-11,p.B-33,p.E-26,p.E-38,E-42）
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資料７－１－④－５

 

（出典：中原工学院と鶴岡工業高等専門学校との学術交流に関する協定書）

 



鶴岡工業高等専門学校 基準７ 

- 350 - 

資料７－１－④－６

留学先での履修単位の扱い方 

学則（抜粋） 

 
 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.10）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 ３年生以上に対し，授業の中でＴＯＥＩＣ対策への支援を十分に行っている。その他の資格試験に

ついても，同じく授業の中で対策への支援を行っている。交流協定を結んだ海外の学校と学生が交流

することが可能であり，留学先で履修した単位を30単位まで本校での修得単位として認めることがで

きるので，外国留学の体制も整備されている。 

 

 

観点７－１－⑤： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，編入学生，社

会人学生，障害のある学生等が考えられる。）への学習支援体制が整備されてい

るか。また，必要に応じて学習支援が行われているか。 

 （観点に係る状況） 

 留学生への生活指導，勉学指導などを話し合う場として，外国人留学生委員会がある（資料７－１

－⑤－１）。この委員会が中心になり，留学生への学習支援を実施している（資料７－１－⑤－２）。

留学生は，３年次編入当初は日本語や日本事情にまだ不慣れなので，それを解消するための授業を開

講している（資料７－１－⑤－３）。また，３～５年生のすべての留学生を対象に，日本語・日本事

情の特別補講を行っている（資料７－１－⑤－４）。さらに，３年生～４年生の留学生各人にチュー

ターを置き，生活面，勉学面での支援を行っている（資料７－１－⑤－５）。 

 ４年次編入学生には，編入学試験合格から入学までに勉強しておくべきことを，書面にて指導して

いる（資料７－１－⑤－６）。入学後は，必要に応じて当該の教員が個人指導を行っている（資料７

－１－⑤－７）。 

 研究生や科目等履修生として入学を認めることができ，社会人学生を受け入れる体制がある（資料

７－１－⑤－８）。 
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観点７－１－⑤ 資料一覧 

資料７－１－⑤－１ 外国人留学生委員会規程 

       （出典：規程集） 

資料７－１－⑤－２ 外国人留学生支援業務の役割分担 

       （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑤－３ 日本語，日本事情のシラバス 

       （出典：平成19年度 シラバス，p.G-39,p.G-40,p.G-41） 

資料７－１－⑤－４ 日本語・日本事情特別補講の内容 

       （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑤－５ チューターの配置  （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑤－６ 編入学前の指導例  （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑤－７ 編入学後の指導例  （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑤－８ 研究生，科目等履修生について 

       （出典：平成19年度 学生便覧，pp.16～17） 

 

資料７－１－⑤－１

外国人留学生委員会規程（抜粋） 

 

 

（出典：規程集）
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資料７－１－⑤－２

 
（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑤－３

 

 

 

 

 

（出典：平成19年度シラバス，p.G-39, p.G-40, p.G-41）
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資料７－１－⑤－４

日本語・日本事情特別補講の内容 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑤－５

チューターの配置 

 

不開示情報 

 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑤－６

編入学前の指導例

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑤－７

編入学後の指導例 

 

指導例１ 

 

 

指導例２ 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑤－８

研究生，科目等履修生について 

学則（抜粋） 

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，pp.16～17） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 外国人留学生委員会が留学生への学習支援を企画，実施している。また，留学生のための日本語，

日本事情の授業を開講し，チューターをそれぞれの留学生に置いている。編入学生に対しては，入学

前，必要に応じて入学後に学習支援を行っている。研究生，科目等履修生として社会人学生を受け入

れる体制がある。 

 

 

観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

 クラブ活動は，学生主事を中心に共通の目標，取り決めのもとで行っている（資料７－１－⑥－１

～２）。また必要に応じて，学生主事主導の顧問会議を開くこともある（資料７－１－⑥－３）。ほ

とんどの教員がクラブ顧問を担当し，特に技術支援が必要なクラブは学外コーチを配置している（資

料７－１－⑥－４～５）。約３年に一度の東北地区高専体育大会の主管校のときは，全校を挙げて大

会を支援している（資料７－１－⑥－６）。東北地区高専体育大会や全国高専体育大会などの公式戦

への参加にかかる費用は，主として後援会費から支出している（資料７－１－⑥－７～８）。 

 課外活動を行うのに十分な広さと設備があり，この設備を利用して様々な課外活動を実際に行って

いる（資料７－１－⑥－９～10）。 

 学生会本部用に課外活動室（学生控え室）を利用することを認め，学生会活動へ設備面での支援を

行っている（資料７－１－⑥－11）。学生会担当の学生主事補は，定期的に学生会役員との打合会を
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開催し，学生会への指導，助言を行っている（資料７－１－⑥－12）。 

 

観点７－１－⑥ 資料一覧 

資料７－１－⑥－１ クラブ組織図 （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑥－２ クラブ活動を行う上での注意 

       （出典：平成 19 年度 学生便覧，pp.118～119） 

資料７－１－⑥－３ 顧問会議議事録 （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑥－４ 学生会顧問一覧 （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑥－５ 学外コーチ一覧 （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑥－６ 東北地区高専体育大会役割分担（組織図） 

       （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑥－７ 平成 18 年度一般会計決算書 

       （出典：後援会資料） 

資料７－１－⑥－８ 平成 18 年度特別会計決算書，平成 18 年度後援会特別積立金決算書 

       （出典：後援会資料） 

資料７－１－⑥－９ 課外活動に利用される設備等が示された学校配置図 

       （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.188）  

資料７－１－⑥－10 課外活動時における主要施設の使用状況 

       （出典：学生課資料）  

資料７－１－⑥－11 課外活動室（学生控え室）平面図 

       （出典：学生課資料） 

資料７－１－⑥－12 学生会担当の学生主事補と学生会役員との打ち合わせの議事録 

       （出典：学生課資料） 
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資料７－１－⑥－１

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－２

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，pp.118～119）
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資料７－１－⑥－３

 

 

（出典：学生課資料）

 



鶴岡工業高等専門学校 基準７ 

- 363 - 

 

資料７－１－⑥－４

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－５

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－６

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－７

（出典：後援会資料）
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資料７－１－⑥－８

 

 

（出典：後援会資料）
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資料７－１－⑥－９

課外活動に利用される設備等が示された学校配置図 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.188）
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資料７－１－⑥－10

 

 

（出典：学生課資料）

 

資料７－１－⑥－11

課外活動室(学生控え室)平面図 

＜本校舎側＞ 

 

＜第一体育館側＞ 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－12

学生会担当の学生主事補と学生会役員との打合せの議事録 

 

（出典：学生課資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 共通の方針や話し合いのもとでクラブ活動を行っている。顧問教員を適切に配置し，必要に応じて

外部コーチによる支援を行っている。本校主管の大会を運営するときは，学校全体で支援している。

資金面においても，後援会から十分な支援を行っている。多種多様なクラブ活動を行うのに必要な設

備がそろっている。学生会は設備面での支援があり，学生会担当教員の助言，指導の下で活動を行っ

ている。 

 

 

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

 （観点に係る状況） 

 共通の生活指導の具体方針の下に，主としてクラス担任が個々の学生への生活指導，相談，助言を

行っている（資料７－２－①－１～３）。学生全体への交通指導，巡回指導等の生活指導は，学生主

事を中心とした学生委員会が話し合い，実行している（資料７－２－①－４～５）。 

 学生相談室では，定期的に来校する専門のカウンセラーがカウンセリングを行っている。保健室の

看護師も疾病やけがに対処するだけでなく，相談を行っている（資料７－２－①－６～８）。 

 経済的支援としては，授業料の減免及び各種奨学金についての周知，助言を行っており，一定の基



鶴岡工業高等専門学校 基準７ 

- 371 - 

準を満たした学生はこうした支援を受けている（資料７－２－①－９～11）。 

 

観点７－２－① 資料一覧 

資料７－２－①－１ 共通の生活指導の具体方針 

       （出典：学生生活指導の手引き，pp.２～３） 

資料７－２－①－２ クラス担任の役割等 

       （出典：規程集） 

資料７－２－①－３ クラス担任の業務の例 

       （出典：学生課資料） 

資料７－２－①－４ 学生委員会の役割等 

       （出典：規程集） 

資料７－２－①－５ 学生委員会による生活指導 

       （出典：第１回学生委員会配付資料） 

資料７－２－①－６ 相談室の業務等 （出典：平成 19 年度 学生便覧，p.129） 

資料７－２－①－７ 学生相談室の案内（教室掲示用） 

       （出典：学生課資料） 

資料７－２－①－８ 平成 18 年度の保健室，相談室への来室者数等 

       （出典：学生課資料） 

資料７－２－①－９ 授業料免除の説明 （出典：入学式保護者用資料） 

       （出典：学生課資料） 

資料７－２－①－10 各種奨学金の説明 （出典：入学式保護者用資料） 

       （出典：学生課資料） 

資料７－２－①－11 平成 18 年度の授業料免除者数，奨学生数 

       （出典：学生課資料） 
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資料７－２－①－１

共通の生活指導の具体方針 

 

 

（出典：学生生活指導の手引き，pp.２～３）
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資料７－２－①－２

クラス担任の役割等 

教員組織規程（抜粋） 

 
 

（出典：規程集）
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資料７－２－①－３

クラス担任業務の例 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－①－４

学生委員会の役割 

学生委員会規程（抜粋） 

 

（出典：規程集）
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資料７－２－①－５

学生委員会による生活指導 

 

（出典：第１回学生委員会配布資料）
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資料７－２－①－６

相談室の業務等 

保健管理センター相談室及び保健室規程（抜粋） 

 

（出典；平成19年度 学生便覧，p.129）
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資料７－２－①－７

学生相談室の案内（教室掲示用）

 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－①－８

 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－①―９

 

 

（出典：入学式保護者用資料）

（出典：学生課資料）
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資料７－２－①－10
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資料７－２－①－10続き

 
 

（出典：入学式保護者用資料）

（出典：学生課資料）
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資料７－２－①－11

 

 

（出典：学生課資料）

 

 （分析結果とその根拠理由） 

 共通の生活指導方針があり，クラス担任が個々の学生に対してきめ細かな指導を行っている。学生

全体への生活指導は，学生委員会が話し合い，実行している。保健室，相談室は，生活相談を中心と

した相談を行っている。一定の基準を満たした学生には，奨学金の貸与や授業料の減免を行い，経済

的に支援している。 

 

 

観点７－２－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学
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生等が考えられる。）への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあるか。

また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況） 

 外国人留学生への生活支援等を話し合う，外国人留学生委員会を設置している（資料７－１－⑤－

１参照）。この委員会を中心に留学生への生活支援を実施している（資料７－１－⑤－２参照）。ま

た，不慣れな日本での生活を支援するため，３～４年生の留学生一人一人にチューターを置いている

（資料７－１－⑤－５参照）。留学生は全員学寮に入っているが，宗教上の理由で学寮の食事を取る

ことができない者もいる。そのため，学寮には談話室を兼ねた留学生自炊室を設け，生活の便宜を図

っている（資料７－２－②－１）。 

 障害のある学生や怪我をした学生に対応できるよう，校舎に車いす用のスロープを数カ所設置して

いる（資料７－２－②－２）。 

 

観点７－２－② 資料一覧 

資料７－２－②－１ 留学生用自炊室    （出典：学生課資料） 

資料７－２－②－２ 障害者用スロープ    （出典：総務課資料） 

 

資料７－２－②－１

留学生用自炊室 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－②－２

障害者用スロープ 

 

（出典：総務課資料）

 

 （分析結果とその根拠理由） 

 留学生への生活支援の委員会があり。留学生用自炊室を設置し，チューターを置いている。これに

より，留学生への生活支援が適切に行われている。怪我人や障害者に対しては，スロープを設けて移

動の便宜を図っているので，生活支援を行うことができる状況にある。 

 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能し

ているか。 

 （観点に係る状況） 

 教育寮としての学寮があり，約440名の学生がここで生活している（資料７－２－③－１～２）。

学寮の運営や寮生の指導法について話し合う，寮務委員会を設置している（資料７－２－③－３）。

学寮の日常活動は学校の指導によるほか．第１学年及び第２学年の寮生の生活を指導するために，第

３学年以上の寮生の中から，校長の任命による指導寮生を置き，日常生活のみならず勉学指導にも当

たっている（資料７－２－③－４）。また，学寮の生活規律を保持し，寮生相互の連絡を密にするた

め，寮生組織として寮生会があり，寮生同士の親睦と自治の精神の高揚のために様々な活動を行って

いる（資料７－２－③－５～７）。 
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寮生は日課表に従って寮生活を送っているが，学寮は勉学の場でもあるので，20:00から23:00まで

は学習時間帯に指定されている（資料７－２－③－８）。学寮には，さらに勉学の便宜を図るため，

学寮自習室を設置している（資料７－２－③－９）。 

 昨年度，20年ぶりに１・７寮の内装が改修され，寮生活がより快適になった（資料７－２－③－

10）。学寮は勉学の場だけでなく生活の場でもあるが，種類，数ともに生活に必要な基本的な施設が

整っている（資料７－1－②－８参照）。 

 

観点７－２－③ 資料一覧 

資料７－２－③－１ 学寮規程  （出典：平成19年度 学生便覧，p.143） 

資料７－２－③－２ 入寮者数  （出典：学生課資料） 

資料７－２－③－３ 寮務委員会規程 （出典：規程集） 

資料７－２－③－４ 指導寮生一覧 （出典：平成19年度 寮生活のしおり，p.16） 

資料７－２－③－５ 寮生会会則  （出典：平成19年度 学生便覧，p.164） 

資料７－２－③－６ 寮生会役員  （出典：学生課資料） 

資料７－２－③－７ 学寮行事  （出典：平成19年度 寮生活のしおり，p.18） 

資料７－２－③－８ 寮生の日課  （出典：平成19年度 学生便覧, p.160） 

資料７－２－③－９ 学寮自習室  （出典：学生課資料） 

資料７－２－③－10 学寮の内装の改修 （出典：鶴岡高専だより第143号，p.20） 

 

資料７－２－③－１

学寮規程（抜粋） 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.143）
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資料７－２－③－２

 

（出典：学生課資料）

 

資料７－２－③－３

 

寮務委員会規程（抜粋） 

 
 

（出典：規程集）
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資料７－２－③－４

 

（出典：平成19年度寮生活のしおり，p.16）
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資料７－２－③－５

 

寮生会会則（抜粋） 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.164）
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資料７－２－③－６ 

 

 
 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－③－７

 

（出典：平成19年度 寮生活のしおり，p.18）
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資料７－２－③－８

 

 

 

（出典：平成19年度 学生便覧，p.160）
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資料７－２－③－９

 

学寮自習室 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－③－10

 
（出典：鶴岡高専だより第143号，p.20）
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 （分析結果とその根拠理由） 

 適切な学寮運営のための組織及び寮生の自治，親睦のための組織がある。学寮行事には，親睦だけ

でなく教育に資するものも含まれている。寮生は日課表に従って生活し，毎日一定の時間を学習に費

やしている。学寮は，寮生が生活するのに必要な設備が整っており，改修により一層快適な生活およ

び勉学の場として機能している。 

 

 

観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

 （観点に係る状況） 

 就職，進学対策について話し合う，就職対策委員会を設置している（資料７－２－④－１）。本科

２～３年生の進路指導は，特別活動の時間に進路指導ガイダンスという形で行っている（資料７－２

－④－２）。４年生を対象に，特別に時間を設けて進路指導を行っている（資料７－２－④－３）。

さらに４年生は，専攻科１年生と共に学外の講師による就職ガイダンスも受けている（資料７－２－

④－４）。４年生の保護者に対し，10月下旬に実施する保護者懇談会の中で進路に関する説明を行っ

ている（資料７－２－④－５）。 

 就職進学資料室では，資料を誰でも閲覧できるだけでなく，検索システムを使って 新の求人情報

を手に入れることもできる（資料７－２－④－６）。また，専門科目教員は，企業からより正確かつ

詳細な求人情報を得るために，企業訪問を行っている（資料７－２－④－７）。 

 

観点７－２－④ 資料一覧 

資料７－２－④－１ 就職対策委員会規程    （出典：規程集) 

資料７－２－④－２ 平成 19 年度特別活動予定表   （出典：学生課資料) 

資料７－２－④－３ ４年生への進路指導（掲示用)   （出典：学生課資料) 

資料７－２－④－４ ４年生および専攻科１年生への就職ガイダンス（掲示用) 

           （出典：学生課資料) 

資料７－２－④－５ ４年生の保護者懇談会案内   （出典：学生課資料） 

資料７－２－④－６ 就職進学資料室     （出典：学生課資料） 

資料７－２－④－７ 企業訪問担当表     （出典：学生課資料) 
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資料７－２－④－１

就職対策委員会規程（抜粋） 

 

 

（出典：規程集）
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資料７－２－④－２

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－④－３

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－④－４

 

 

（出典：学生課資料）

 

資料７－２－④－５

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－④－６

 

就職進学資料室 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－④－７

企業訪問担当表 

 

 

 

 

 

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

 就職対策について話し合う組織があり，就職進学資料室を設置しているので，進路指導を行う体制

が整備されている。本科２～４年生及び専攻科１年生に対して進路指導を実施し，教員が企業訪問を

行っているので，進路指導体制は機能している。 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点  

（優れた点） 

・製図室を遅い時間帯まで開放している点 

・ＴＯＥＩＣ対策への支援を大規模に行っている点 

・クラブ活動への支援が十分に行き届いている点 

・クラス担任が個々の学生に対してきめ細かい指導，助言を行っている点 

・学寮が教育寮にふさわしい形で整備され，運営されている点 

（改善を要する点） 

 特になし 

 

（３） 基準７の自己評価の概要  

 本科，専攻科共に，学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切な形で実施されている。各教

員がオフィスアワーの中で，個別的に学習上の相談，助言を行っている。図書館，総合情報センター，

製図室及び学寮自習室といった自主的学習のための設備が整備され，効果的に利用されている。コミ

ュニケーションスペースが整備されており，学生が昼休みや放課後等に歓談するのに役立っている。 

 授業アンケートの自由記述欄を見ることで，教員は学習支援上のニーズを把握することができる。

ＴＯＥＩＣをはじめとした各種資格試験の対策を授業の中で行っており，さらに，本校を会場として

ＴＯＥＩＣを年に３～４回実施している。交流協定を結んだ海外の学校と学生が交流するための体制

がある。留学生各人にチューターを置き，日本語，日本事情の授業を開講し，留学生への学習支援を

行っている。研究生，科目等履修生として社会人を受け入れる体制がある。 

 顧問及び外部コーチを配置し，共通の基本方針の下でクラブ活動を支援している。また，多種多様

なクラブ活動を行うための設備も十分そろっている。さらに，後援会費を利用して，資金面でクラブ

活動を支援している。学生会活動への支援は，主として学生会担当教員が行っている。 

 共通の生活指導方針があり，主としてクラス担任が個々の学生への指導，助言を行っている。一方，

学生全体への生活指導は，学生委員会が実施している。相談室，保健室は生活相談の場として機能し

ている。奨学金貸与や授業料減免により，経済的な支援も行っている。 

 チューターを置いたり学寮に留学生自炊室を設置するなどして，留学生への生活支援を行っている。

怪我人や障害者が利用できるように，校舎に障害者用スロープを数カ所設置している。学寮は教育寮

にふさわしい形で運営されており，多くの寮生が生活するのに必要な設備も十分に整っている。就職

進学対策のための体制があり，進路指導や企業訪問などを実施することでこの体制は機能している。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校

地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のた

めの施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育

のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されている

か。また，施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況）  

 本校で編成されている教育課程の実現のために，高等専門学校設置基準を満たした校舎（教室・研

究室・実験室・演習室），機械実習工場，熱機関実習室，図書館，総合情報センター，運動場，体育

館等の各種施設が整備され，それぞれの施設には，教育・研究に必要な設備が整備されている。本校

の校地面積は110,243㎡であり，各施設の延べ面積は30,959㎡であり，運営費交付金による教育充実

設備費により各学科の中心となる設備の整備をしている（資料８－１－①－１～４）。 

 教室，演習室及び実験室等の週当たりの利用率（週当たりの利用時間／40時間）は，一般教室につ

いては約50％である。特別教室，演習室，実験室等については，約35％の利用率であり，有効に活用

されている。また，正規の授業以外にも放課後等に利用されていることから，有効に活用されている

と判断できる（資料８－１－①－５）。 

 バリアフリー化については，建物の数箇所の入り口にスロープを設けるなどの配慮をしている（資

料７－２－②－２参照）。 

 

観点８－１－①の資料の一覧 

資料８－１－①－１ 土地･建物一覧     （出典：総務課資料） 

資料８－１－①－２ 施設の整備状況     （出典：総務課資料） 

資料８－１－①－３ 設備の整備状況     （出典：総務課資料） 

資料８－１－①－４ 情報処理機器等の整備状況   （出典：総務課資料） 

資料８－１－①－５ 一般教室の利用率等    （出典：学生課資料） 
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資料８－１－①－１

土地・建物一覧 

区 分 建 物 名 称  延面積（㎡） 

土   地  65,622

運動場敷地  44,621

校   舎 １号館 6,920

校   舎 ２号館 2,296

校   舎 ３号館 1,121

校   舎 ４号館 758

校   舎 ５号館 786

校   舎 ６号館 503

校   舎 ７号館 959

建   物 図書館 1,680

建   物 厚生会館 731

建   物 総合情報センター 324

建   物 地域共同テクノセンター 424

建   物 機械実習工場 741

建   物 熱機関実験室 165

建   物 課外活動室 163

建   物 第一体育館 1,069

建   物 第二体育館 935

建   物 武道館 364

建   物 弓道場 87

建   物 陶芸室 135

そ  の  他 渡り廊下等 1,665

建   物 寄宿舎１寮 1,342

建   物 寄宿舎２寮 872

建   物 寄宿舎３寮 1,721

建   物 寄宿舎４寮 1,096

建   物 寄宿舎５寮 787

建   物 寄宿舎６寮 314

建   物 寄宿舎７寮 1,595

建   物 寄宿舎管理棟 1,189

そ の 他 寄宿舎渡り廊下 217

建   物 職員宿舎 666

（出典：総務課資料）
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資料８－１－①－２

施設の整備状況 

年度区分等 整  備  状  況  等 

平成16年度 専攻科棟の新設，駐車場の整備 

平成17年度 第一体育館床全面張替，実習工場一部改修工事，校舎一部内部改修工事 

平成18年度 図書館の耐震改修・身障者対策工事，寄宿舎の内部改修工事 

（出典：総務課資料）

 

資料８－１－①－３

設備の整備状況 

年度区分等 整  備  状  況  等 

平成16年度 
製図室ドラフターと製図版の更新，ナノ材料の電気化学特性評価と蓄電デバ

イス試作システムの構築 

平成17年度 生物系実験設備の導入 

平成18年度 
立フライス盤の更新，液体クロマトグラフィの導入，ブックディテクション

装置の更新 

（出典：総務課資料）

 

資料８－１－①－４

情報処理機器等の整備状況 

年度区分等 整  備  状  況  等 

平成16年度 多次元情報センシングﾞのためのネットワークの構築 

平成17年度 学生パソコン一括管理システムの導入，マイコン制御用パソコンの導入 

平成18年度 ＣＡＤ機器の更新，校内ＬＡＮスイッチの更新 

（出典：総務課資料）
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資料８－１－①－５

（週あたり）

   施設名（棟名）       部  屋  名    ク  ラ  ス
      利用時間計
 （正規の授業時間）

  利 用 率

１号館 103番教室 １年機械 20 50.0%

１号館 104番教室 １年電気電子 22 55.0%

４号館 105番教室 １年制御情報 20 50.0%

４号館 106番教室 １年物質 24 60.0%

４号館 206番教室 ２年機械 17 42.5%

４号館 205番教室 ２年電気電子 22 55.0%

１号館 204番教室 ２年制御情報 16 40.0%

１号館 203番教室 ２年物質 24 60.0%

１号館 310番教室 ３年機械 25 62.5%

１号館 311番教室 ３年電気電子 28 70.0%

１号館 312番教室 ３年制御情報 20 50.0%

２号館 321番教室 ３年物質 30 75.0%

７号館 721番教室 ４年機械 20 50.0%

７号館 722番教室 ４年電気 23 57.5%

７号館 731番教室 ４年制御情報 19 47.5%

７号館 732番教室 ４年物質 26 65.0%

１号館 202番教室 ５年機械 8 20.0%

１号館 201番教室 ５年電気 10 25.0%

７号館 711番教室 ５年制御情報 11 27.5%

２号館 121番教室 ５年物質 10 25.0%

395 49.4%

（週あたり）

   施設名（棟名）       部  屋  名
      利用時間計
 （正規の授業時間）

  利 用 率

１号館 101番教室 10 25.0%

１号館 102番教室 10 25.0%

１号館 200番教室 22 55.0%

１号館 210番教室 13 32.5%

１号館 物理実験室 22 55.0%

１号館 機械科製図室 18 45.0%

１号館 LL教室 9 22.5%

１号館 メカトロ実験室 9 22.5%

２号館 120番教室 2 5.0%

２号館 221番教室 10 25.0%

２号館 化学生物実験室 18 45.0%

４号館 305番教室 27 67.5%

５号館 CAD室 17 42.5%

図書館 視聴覚室 12 30.0%

図書館 第4ゼミ室 4 10.0%

図書館 第2ゼミ室 6 15.0%

実習工場 実習工場 18 45.0%

総合情報センター 総合情報センター 25 62.5%

陶芸室 陶芸室 4 10.0%

体育館 第一体育館 22 55.0%

体育館 第二体育館 14 35.0%

292 34.8%

一般教室利用率

計

特別教室・演習室・実験室等利用率

計  

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

高等専門学校設置基準を満たし，教育課程の実現に相応しい施設・設備が整備されている。一般教

室の利用率は約50％，特別教室，演習室，実験室等の利用率は約35％と高いと判断される。バリアフ

リー化については，建物の数箇所の入り口にスロープを設けるなどの配慮をしている。本校の課外活

動については，放課後等に体育館や運動場等を使用し，活動が行われており，有効に活用されている

と判断される。 

 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリテ

ィ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，約400台のパソコンがネットワークに接続されている。総合情報センターでは，499台分

のアンチウイルスソフトのライセンスを購入し，すべてのパソコンユーザーにアンチウイルスソフト

を提供している。学内には，情報セキュリティ委員会，情報セキュリティポリシー等策定専門委員会，

情報セキュリティ評価専門委員会を設けてセキュリティ管理を行っている（資料８－１－②－１～

３）。 

 情報ネットワーク管理・運営のために総合情報センター規程が設けられている（資料８－１－②－

４）。総合情報センターには，総合情報センター員と情報技術専門部員が配置されている。総合情報

センター員は，週に１度のミーティングを行い，情報ネットワークシステムの問題点や課題について

話し合うと共に，学生・教職員から寄せられた要望に応えるべく検討を重ねている。また，「総合情

報センター利用の手引き」を作成配布するなどして，学生へのネットワーク利用におけるモラルやエ

チケットの啓蒙活動を行っている（資料８－１－②－５）。情報技術専門部員は，学生・教職員に情

報技術を提供すると共に，ネットワークに関する相談に応じている。 

 学内には，総合情報センター演習室・情報処理演習室・メカトロ演習室・電気電子工学科PCルーム

の４つの演習室がある。４つの演習室には，合わせて約160台のパソコンがあり，授業で週52時間利

用されている。また，昼休みや放課後には学生に開放され，レポート作成，情報検索等に有効に活用

されている。学内専用ホームページから本校図書館の書籍を検索したり，貸出状況を調べることが出

来るようになっている。 

 

観点８－１－② 資料一覧 

資料８－１－②－１ 情報セキュリティ委員会規程 （出典：規程集） 

資料８－１－②－２ 情報セキュリティポリシー等策定専門委員会規程 

         （出典：規程集） 

資料８－１－②－３ 情報セキュリティ評価専門委員会規程 

         （出典：規程集） 

資料８－１－②－４ 総合情報センター規程  （出典：規程集） 

資料８－１－②－５ 総合情報センター利用の手引き （出典：総合情報センター資料） 
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資料８－１－②－１

鶴岡工業高等専門学校情報セキュリティ委員会規程（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校情報セキュリティ規程第６条第２項の規定に基づき、

鶴岡工業高等専門学校情報セキュリティ委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定める。 

（審議事項等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

 一 情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」という。）の策定及び見直しに関する事項 

 二 情報セキュリティ対策の評価に関する事項 

 三 情報セキュリティ対策に関する重要な事項 

 四 その他情報セキュリティに関する重要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事、学生主事及び寮務主事 

 三 各学科長 

 四 専攻科長 

 五 図書館長 

 六 地域共同テクノセンター長 

 七 総合情報センター長 

 八 保健管理センター長 

 九 事務部長 

 十 総務課長及び学生課長 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。 

２ 委員長は、会議を招集し議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ

指名する委員がその職務を代行する。 

（議事） 

第５条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（ポリシー等策定専門委員会） 

第７条 委員会に、ポリシーの策定及び見直しを行うため、情報セキュリティポリシー等策定専門

委員会（以下「策定専門委員会」という。）を置く。 

２ 策定専門委員会に関する事項は、別に定める。 

（セキュリティ評価専門委員会） 

第８条 委員会に、セキュリティ対策の評価を行うため、情報セキュリティポリシー評価専門委員

会（以下「評価専門委員会」という。）を置く。 

２ 評価専門委員会に関する事項は、別に定める。 

 

（出典：規程集）
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資料８－１－②－２

鶴岡工業高等専門学校情報セキュリティポリシー等策定専門委員会規程（抜粋） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校情報セキュリティ委員会規程第７条第２項の規定に基

づき、情報セキュリティポリシー等策定専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営

に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

 一 情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」という。）の策定に関する事項 

 二 ポリシーの見直しに関する事項 

 三 その他ポリシーに関する事項 

（組織） 

第３条委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 総合情報センター長 

 二 各学科及び専攻科担当教員のうちから選出された教員 各１名 

 三 教務主事補のうちから教務主事が指名した教員 １名 

 四 総合情報センター員 

 五 総務課図書情報係長 

 六 総合情報センター長が指名する者 若干名 

（任期） 

第４条 前条第２号、第３号及び第６号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、総合情報センター長をもって充てる。 

（出典：規程集）

 

資料８－１－②－３

鶴岡工業高等専門学校情報セキュリティ評価専門委員会規程（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校情報セキュリティ委員会規程第８条第２項の規定に基

づき、情報セキュリティ評価専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

 一 情報セキュリティ対策の評価に関する事項 

 二 その他情報セキュリティの点検・評価に関する事項 

（組織） 

第３条 委員会は、校長が指名する者をもって組織する。 

（任期） 

第４条 前条の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、校長が指名する。 

 

（出典：規程集）
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資料８－１－②－４

鶴岡工業高等専門学校総合情報センター規程（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、鶴岡工業高等専門学校

教員組織規程第４条第３項に基づき総合情報センター（以下「センター」という。）の組織及び

運営等に関して必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 センターは、教育用電子計算機システム及びキャンパス情報ネットワークシステムを適切

に管理及び運用し、本校における情報処理技術の発展に資するとともに、マルチメディア教育及

びネットワーク利用に関する調査及び研究を推進し、情報処理教育及び情報通信基盤の充実に寄

与することを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは次の業務を行う。 

 一 教育用電子計算機システムの管理に関すること。 

 二 キャンパス情報ネットワークの管理及び運用に関すること。 

 三 マルチメディア教育の調査研究及び支援に関すること。 

 四 ネットワーク利用技術の調査研究及び能力開発に関すること。 

 五 教育用電子計算機システム及びキャンパス情報ネットワークシステムの施設・設備の整備に

関すること。 

（管理運営） 

第４条 センターにセンター長及びセンター員を置く。 

２ センターの管理運営は、校長の命を受けセンター長が行う。 

３ センター員は、情報処理関係の知識、技術及び経験を有する教職員のうちから校長が指名す

る。 

４ センター員は、センターの業務を処理する。 

５ センター員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

（センター運営委員会） 

第５条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センター運営委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

２ 委員会は次に掲げる委員で組織する。 

 一 センター長 

 二 教務主事 

 三 図書館長 

 四 各学科から選出された教員各１名 

 五 校長が指名する者若干名 

 六 事務部長が指名する者若干名 

 七 総務課長 

３ 前項第４号、第５号及び第６号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 前項の任期の終期は、委員となる日の属する翌年度の末日とする。ただし、欠員が生じた場合

の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

６ 委員長は、会議を招集し議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、教務主事がその職務

を代理する。 

（委員以外の出席） 

第６条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

（情報技術専門部） 

第７条 センターに、キャンパス情報ネットワーク及び情報処理教育に関する専門的事項を処理す

るため、情報技術専門部（以下「部」という。）を置く。 

２ 部に主査を置き、センター長をもって充てる。 

３ 部は、センター員の他、センター長の推薦により校長及び事務部長が指名した者で構成する。

（出典：規程集）
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資料８－１－②－５

 

（出典：総合情報センター資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 総合情報センター員により学生・教職員のニーズが把握され，情報ネットワークシステムの運営に

反映されている。情報セキュリティ委員会等が設置され，セキュリティ管理が適切に行われている。
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４つの演習室をもち，授業等で利用できるパソコンの必要台数を満たしている。また，３つの演習室

では放課後等に学生に開放されており，学生のニーズに応え有効に活用されている。ネットワーク機

器は，更新や保守契約を結ぶことにより，必要な整備がなされている。 

以上のことから，情報ネットワークは適切に整備され，有効に活用されている。 

 

 

観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

 平成19年３月末現在の蔵書冊数は74,616冊であり，学生，教職員，学外者に有効に活用されている

（資料８－２－①－１～２）。館内の図書については日本十進分類法（NDC）に従い，雑誌について

は外国雑誌，国内雑誌，寄贈雑誌に分け，国内雑誌及び外国雑誌の一部は製本し，分野別に系統的に

配架している。また，資格・就職関係図書新刊書コーナー，ＴＯＥＩＣ関係図書コーナーを設置して，

学生が利用しやすいように配慮し，更に校内ではオンラインで蔵書検索が行えるようにしている（資

料８－２－①－３）。さらに，本校以外の図書館の蔵書検索，KANON（外国雑誌目次データベース）

・JDreamⅡ（科学技術振興機構の文献情報検索システム）等の電子ジャーナルやデータベースのオン

ライン検索サービスも充実させ，必要とする論文等の目次データやフルテキストにアクセスできる環

境を整えている。 

 学生用図書費は，学科別に予算配分し，図書館運営委員，教職員，学生の図書委員等が中心となっ

て学科学生の学習・研究に必要な図書や雑誌を計画的に選定し，購入している（資料８－２－①－

４）。購入図書は，工学分野，自然科学分野が中心となっている（資料８－２－①－２参照）。 

 

観点８－２－① 資料 

資料８－２－①－１ 図書館利用状況     （出典：図書館資料） 

資料８－２－①－２ 図書館蔵書数     （出典：図書館資料） 

資料８－２－①－３ 図書館閲覧室配置     （出典：図書館資料） 

資料８－２－①－４ ブックハンティング，学科推薦図書および購入図書の冊数とその購入 

費       （出典：図書館資料） 

 

資料８－２－①－１

図書館利用状況              (各年度３月31日現在)

（出典：図書館資料）

貸出者数/貸出冊数 平成 

年度 

開館 

日数 

入館者

(名) 学  生 教職員 学 外 合      計 

16 274 58,917 6,122 /10,732 650 / 981 34 /  54 6,806 /11,767 

17 275 51,002 4,792 / 8,902 368 / 813 76 / 148 5,236 / 9,863 

18 257 38,550 3,633 / 6,792 363 / 794 57 / 111 4,053 / 7,697 
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資料８－２－①－２

図書館蔵書数            (平成 19 年３月 31 日現在)

（出典：図書館資料）

 総記 哲学 歴史 社会 自然 技術 産業 芸術 語学 文学 合計 

和書 3,814 2,934 4,903 5,839 12,755 17,306 633 2,683 3,038 11,763 65,668

洋書 189 149 196 199 3,922 2,495 2 32 641 1,123 8,948

合計 4,003 3,083 5,099 6,038 16,677 19,801 635 2,715 3,679 12,886 74,616

割合 5.4% 4.1% 6.8% 8.1% 22.4% 26.5% 0.9% 3.6% 4.9% 17.3% 100%

 

資料８－２－①－３

(平成19年３月31日現在)

 

（出典：図書館資料）
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資料８－２－①－４

ブックハンティング，学科推薦図書および購入図書の冊数とその購入費 

(各年度３月３１日現在)

（出典：図書館資料）

平成 ブックハンティング/購入費 学科推薦図書/購入費 図書購入冊数合計/購入費合計

16 136冊／20万円 167冊／60万円 1000冊／300万円 

17 130冊／20万円 170冊／60万円 1070冊／250万円 

18 180冊／20万円 251冊／65万円 1309冊／280万円 

 

（分析結果とその理由） 

 74,616冊の蔵書と学術雑誌・教養雑誌等を所蔵しており，学生，教職員，学外者に有効に活用され

ている。館内の図書は，分野別に系統的に配架し，校内のパソコンで容易に検索することができる。

学外の図書についても，教育研究上必要な論文や資料等が必要に応じて検索することができるような

環境が整備されている。購入図書は，図書館運営委員，教職員，学生の図書委員等が中心となって，

学科学生の学習・研究に必要な図書や雑誌を計画的に選定している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 （優れた点） 

館内の図書については，利便性を考えて，分野別に系統的に配架しており，校内のパソコンで容

易に検索することができるなど，学生が利用しやすいように配慮している。一方，学外の図書につ

いては，容易に検索ができるような環境が整備されている。また，図書館の利用状況は良好であり，

有効に活用されている。 

  

（改善を要する点） 

特になし 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

高等専門学校設置基準を満たし，教育課程の実現に相応しい施設・設備が整備され，有効に利用

されている。 

図書館には，約74,600冊の蔵書と学術雑誌・教養雑誌等を所蔵しており，学生，教職員，学外者

に有効に活用されている。そのほか，電子ジャーナルやデータベースのオンライン検索サービスも

充実しており，教育研究上必要な資料を提供している。また，購入図書は，図書館運営委員，教職

員，学生図書委員等が中心となって学科学生の学習・研究に必要な図書や雑誌を計画的に選定して

いる。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教育改善活動においてその中心的な役割を果たす組織として，以下の三つの組織が作られて

いる(資料９－１－①－１)。 

１）教育点検評価委員会(資料９－１－①－２) 

２）教育改善委員会(資料９－１－①－３) 

３）教務委員会(資料９－１－①－４) 

 これら三つの組織は互いに連携して教育の質の向上と改善を行っている。教育点検評価委員会は，

教育の質の向上と改善への取り組みについて中心となって評価を行う組織であり，各種資料，データ

の収集を行っている。 

 教育活動の実態を示す資料として，毎年，各授業科目の毎年のシラバス・使用教科書一覧，試験問

題・模範解答・ 高点答案・ボーダライン答案・レポート・製図等を学生課で保管している（資料９

－１－①－５）。そして，シラバスにもとづいて成績を評価した成績評価シートも学生課に保存して

いる。これらの収集したデータや答案資料は，教育点検評価委員会がチェックし，教育改善委員会が

改善案を立案し，教務委員会に報告している（資料９－１－①－６～７）。個々の学生の成績に関す

る資料は，教員が電算システムを通して閲覧することができるようになっている（資料９－１－①－

８）。 

なお，個人データが校外に流出しないよう，管理は学生課教務係で一元的に行っている。また，本

校で発行している学校総覧，教員総覧などの定期刊行物，本校主管の教育方法改善共同プロジェクト

の中間報告書や 終報告書，などの教育活動の実態を示す各種の資料は総務課で一括管理している

（資料９－１－①－９）。 

 

観点９－１－① 資料一覧 

資料９－１－①－１ 教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ) 

         （出典：教務委員会資料） 

資料９－１－①－２ 教育点検評価委員会規程  （出典：規程集） 

資料９－１－①－３ 教育改善委員会規程  （出典：規程集） 

資料９－１－①－４ 教務委員会規程   （出典：規程集） 

資料９－１－①－５ 平成19年度学業成績に係わる資料の保存について 

         （出典：教務委員会資料） 

資料９－１－①－６ 平成18年度教育点検評価委員会報告書（抜粋） 

         （出典：教育点検評価委員会資料） 

資料９－１－①－７ 平成18年度 教育改善委員会活動報告書（抜粋） 

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－①－８ 平成18年度成績一覧(抜粋) （出典：学生課資料） 

資料９－１－①－９ 管理している資料の例  （出典：総務課資料） 
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資料９－１－①－１

教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ)  

 

（出典：教務委員会資料）
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資料９－１－①－２

鶴岡工業高等専門学校教育点検評価委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校に鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第２項の規定に基

づき、教育点検評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育目標、方針、手段及び教育環境の点検評価に関する事項 

 二 ＪＡＢＥＥプログラムの点検評価に関する事項 

 三 その他教育の点検評価に関し必要な事項 

（出典：規程集）

 

資料９－１－①－３

鶴岡工業高等専門学校教育改善委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校に鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第２項の規定に基

づき、教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育目標、方針、手段及び教育環境の改善に関する事項 

 二 ＪＡＢＥＥプログラムの改善に関する事項 

 三 その他教育の改善に関し必要な事項 

（出典：規程集）
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資料９－１－①－４

鶴岡工業高等専門学校教務委員会規程（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第３項の規定に基づき、教務委

員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の名号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育課程に関する事項 

 二 教育点検評価に関する事項 

 三 教育改善に関する事項 

 四 卒業、修了及び進級等に関する事項 

 五 学校行事に関する事項 

 六 授業時間割の編成に関する事項 

 七 ＪＡＢＥＥ対応に関する事項 

 八 非常勤講師の授業担当に関する事項 

 九 教務に関し、校長が諮問した事項 

 十 その他教務に関し必要な事項 

（小委員会） 

第５条 委員会に、特に専門的事項を調査審議し、又は実施するために次の小委員会を置く。 

 一 学科等横断的カリキュラム検討小委員会 

 二 視聴覚教育小委員会 

２ 小委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（出典：規程集） 
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資料９－１－①－５
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資料９－１－①－５続き

 

（出典：教務委員会資料）
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資料９－１－①－６

平成18年度教育点検評価委員会報告（抜粋） 

 

平成１９年４月１０日

 

鶴岡工業高等専門学校 校長殿 

教育点検評価委員会委員長

平成１８年度教育点検評価委員会報告書 

 

３ その他の本校教育の課題と提言 

イ） オフィスアワー 

 平成１６年度以降、本校はオフィスアワー制度を導入し、学生と教員に確実に浸透してきてい

る。これは大きな成果である。しかし、オフィスアワーの利用頻度についてはまだ増加させる余地

が十分にある。エビデンスとしてのオフィスアワー記録の提出は全教員の半数程度に留まってお

り、提出教員数の増加が望まれる。 

ロ）教育および研究活動の時間確保 

 平成１９年度の認証評価審査および JABEE 中間審査に向け、学内で様々な教育改善と整備が進め

られている。これ自体は大いに評価すべきことではある。一方これらの教育改善活動に伴い、その

準備、特にエビデンスの整備と報告書作成のために多くの教員が動員されている。こういった状況

下で、これらの作業に費やされる時間のために、平常の教育活動・研究活動に支障が生じていると

の意見が、多くの教員から寄せられている。効率的な作業と適正な作業分担が是非とも望まれる。

ハ）情報共有 

 教育改善が本校で軌道に乗り活発になると同時に、情報共有の不十分さが見られるとの指摘がさ

れた。メール等を利用した情報提供は、非常に盛んに行われている。しかし情報数の多さの中で、

重要の情報が埋没してしまう傾向が出てきた。 

 教育改善活動に関わる情報提供をより懇切丁寧に行う必要がある。前述の多くの問題点の原因

は、情報共有の不十分さから生じている場合が多い。平成１９年度以降は、メール伝達だけに頼る

ことなく、教員会議を利用した対面・一斉方式による効率的かつ効果的な情報共有を行う必要があ

る。教員会議の活用は重要である。 

ニ）ＰＤＣＡサイクル運用の高度化 

 平成１８年度より本校では、教務委員会・教育点検評価委員会・教育改善委員会によるＰＤＣＡ

サイクルが確立され、本校教育の持続的な点検・評価・行動が行われるようになり、一定の成果を

挙げてきた。これは前述した各点検評価項目で述べた通りである。 

 しかし、改善すべき点も多い。その 大のものは、前記三委員会の役割分担の明確化と、それに

伴う確実な情報提供と指示の徹底である。教務委員会が本校教育のグランドデザインを担うものと

位置づけられており、本校教育活動の中枢を担うものである。教務委員会からの教員への指示徹底

が望まれる。 

 

４ 次年度への課題 

 平成１９年度は、１８年度の課題を継承して、以下４点を重点評価項目とする。 

イ）シラバスの内容充実と編集・作成の効率化 

ロ）卒業研究・専攻科研究の「研究ノート」の内容充実 

ハ）「学修の記録」の記入内容の充実と、その活用 

ニ）教育活動に関連する情報共有 

 

（出典：教育点検評価委員会資料）
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資料９－１－①－７

平成１８年度 教育改善委員会活動報告書（抜粋） 

平成１９年３月３１日

学校長 殿 

平成１８年度 教育改善委員会活動報告書 

教育改善委員会 飯島政雄（委員長）、上松和弘、

本橋 元、佐藤 淳、吉住圭市 

 

３．活動の内容 

（４）改善報告 

（資料６：教育改善委員会からの報告とお願い、資料７：教育改善委員会からの改善報告と依頼＃

２） 

◎授業参観および授業アンケートへの協力依頼と「学修の記録」の改善案を教務主事に提出した。

◎シラバス様式、カリキュラム検討、教務事務サイトについて改善案を教務主事に提出した。 

 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料９－１－①－８

平成 18 年度成績一覧（抜粋） 

 

不開示情報 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料９－１－①－９

管理している資料の例 

刊行物 内    容 表 紙 請求先 

学校総覧  

本校の組織、学科・専攻科、施設、

学生、就職・進学、学園生活などを

広く案内するガイドブックです。 

本校の全体像が中学生にも一目で分

かるよう、また情報・データが学校

の先生や企業・行政の方々には役立

つよう作られています。 

 

総務課  

総務係 

教員総覧  

教育研究者たちのプロフィー

ル 

本校で教育研究に活躍する全教員の

教育研究分野や略歴などを簡潔に紹

介する人別帳です。 

校外の方々と本校教員の出会いと人

間的絆の源泉になります。 

 

企画室  

企画・連携係

中学生の皆さんへ 

鶴岡高専 探検記 

2006 

   

 

学生課  

教務係 

鶴岡高専だより   

 

総務課  

総務係 

研 究 紀 要   

 

総務課  

図書情報係
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資料９－１－①－９続き

 

専攻科入学案内 

本校専攻科（機械電気システム工学

専攻、物質工学専攻）に入学を希望

する学生に対して、専攻科の教育課

程や入学に必要な経費等を案内しま

す。 

 

学生課  

教務係 

２１世紀の実践的工業技術者

の育成 

就職活動を効果的に行うため、全国

の企業等に対して、本校の教育目標

や各学科の紹介をします。 

 

学生課  

学生係 

地域共同テクノセンターリポ

ート 
  

 

企画室  

企画・連携係

地域共同テクノセンター 

 

－センターリーフレット－ 

  

 

企画室  

企画・連携係

地域共同テクノセンターニュ

ース 
  

 

企画室  

企画・連携係

新たなるステップをめざして 

 

自己点検・評価報告書 

平成 13 年度において実施した第三回

自己点検・評価を、報告書として公

表したものです。 

 

企画室  

企画・連携係
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資料９－１－①－９続き

 

外部評価報告書    

 

企画室  

企画・連携係

創立四十周年記念誌    

 

総務課  

 

高専における国語コミュニケ

ーションスキル教育の評価と

改善 

 

最終報告書 

高専における国語教育のあり方を、

コミュニケーションスキル教育を機

軸として、抜本的に見直すのに必要

な調査研究を、広範な視点に立って

実施することを主目的にし、あわせ

て外国語教育についても同様の視点

から考究したものです。 

 

総務課  

 

 
（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育活動の実態を示すデータとして，シラバス・使用教科書一覧，試験答案，成績評価シート

等の資料を適切に収集・蓄積する体制が整備され，適切に保管されている。また，これらのデー

タを用いて評価，改善する機関として，教育点検評価委員会，教育改善委員会，教務委員会が整

備されている。このことから，本校では，教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや

資料が適切に収集・蓄積され，評価を実施できる体制が整備されている。 

 

 

観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行われており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映

されているか。 

（観点に係る状況）  

 学生による授業評価として「授業アンケート」を平成15年から実施している。「授業アンケート」

は教育改善委員会の下に毎年改善を重ね，平成18年は専攻科生を含む全学生を対象に学年末の時期に

実施した（資料９－１－②―１）。平成18年に実施した授業アンケートは，無記名方式で行い，科目

毎にマークシート方式と自由記述欄からなる(資料９－１－②－２)。 
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教育改善委員会はアンケートの回収，整理を行い，各教員は担当する科目に関するアンケート結果

をウェブページ上で閲覧することができる（資料９－１－②－３）。実施された授業アンケートの結

果は教育改善委員会が報告書にまとめ，学生向けにもアンケートの集計結果が掲示されている（資料

９－１－②－４～５）。教員は結果にもとづいて改善を図る。具体的な改善内容は基準９－１－⑤で

述べる。 

 授業以外の学生生活全般に関わる満足度について平成17年度に「学生生活実情調査」を実施し，平

成18年度に報告書にまとめ，分析を行った(資料９－１－②－６～７)。分析結果を受け，実現可能な

範囲で対応を図り，平成18年度は老朽化の激しい学寮の一部内装を改修した。 

 

観点９－１－② 資料一覧 

資料９－１－②－１ 授業アンケート実施要項  （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－２ 平成 18 年版授業アンケート用紙 （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－３ 授業アンケートの結果表示ウェブページ  

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－４ 平成 18 年度授業アンケートの総括 

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－５ 平成 18 年度授業アンケートの結果について（学生向け） 

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－６ 学生生活実情調査のアンケート用紙 

         （出典：学生委員会） 

資料９－１－②－７ 学生生活実情調査集計結果報告書(抜粋) 

         （出典：学生委員会） 
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資料９－１－②－１

授業アンケート実施要項 

 

教員 各位 

 

                           教務主事 

                           教育改善委員会 

 

授業アンケート実施要項 

 

（１）対象科目：本科，専攻科の後期および通年の全科目 

       （実技科目や実験，卒研，専研なども含みます。） 

 

（２）実施日時：学年末における当該科目の 終の授業日時を原則 

       （授業時間の 後10～15分程度を利用してください。） 

 

（３）実施担当：当該授業の担当教員 

       （授業クラスの単位で各教員が行ないます。） 

 

（４）用紙配付：各学科の改善委員が実施担当教員に配布 

       （実施予定日近くになっても配布されないときは委員に 

        請求してください。： 

        Ｇ；上松，Ｍ；本橋，Ｅ；佐藤淳，Ｉ；吉住，Ｂ；飯島） 

 

（５）実施要領：用紙を配付し，注意事項（同封済）を説明する。  

        特に科目コードにミスがないよう強調する。      

   

        全員が書き終えたら回収する。 

 

（６）用紙回収：実施担当教員が上記委員に返却 

       （あらかじめ用紙は科目毎に封筒詰めになっています。） 

 

（７）その他：鉛筆が必要な場合は，教務係にあります。 

       卒研，専研については実施日時を学科にお任せます。   

 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料９－１－②－２

平成18年版授業アンケート用紙 
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資料９－１－②－２続き

 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料９－１－②－３

授業アンケートの結果表示ウェブページ 

 

  

  

  

（出典：教育改善委員会資料）
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資料９－１－②－４

 

 

 

（出典：教育改善委員会資料）



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 433 - 

 

資料９－１－②－５

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料９－１－②－６

学生生活実情調査のアンケート用紙 
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資料９－１－②－６続き
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資料９－１－②－６続き
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資料９－１－②－６続き

 

 

（出典：学生委員会） 
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資料９－１－②―７

 

学生生活実情調査集計結果報告書(抜粋) 
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資料９－１－②―７続き
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資料９－１－②―７続き
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資料９－１－②―７続き

 

 

（出典：学生委員会）
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では学習について「授業アンケート」，学生生活全般について「学生生活実情調査」を実施

し，学生の意見の聴取を行っている。聴取された結果については評価・分析を行い，全教員及び学

生に示されている。教員はこの結果にもとづいて教育の改善を図っている。このことから，本校で

は，学生の意見の聴取が行われ，教育の状況に関する自己点検・評価が適切な形で反映されている。 

 

 

観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況）  

 学外関係者の意見を聴取する組織として，運営協議会，外部評価会議及び鶴岡高専技術振興会があ

る。 

 運営協議会を平成 14 年に設置した（資料９－１－③－１）。外部評価会議を平成 15 年と平成 18

年に実施した（資料９－１－③―２～３）。外部評価会議では，地域に関する産学官の校外の代表的

有識者に評価委員になっていただき，自己点検評価の妥当性を審議してもらうものである。平成 15

年には，「地域密着型高専としての中期計画の可否」に限る５項目，１．基本戦略，２．入学者の質

（適性）と数の確保，３．地域が求める質と数の人材養成，４．就職対策，５．地域共同研究の促進

について審議をお願いした。審議の中で，学科の枠を取り払った「一括入試」や混合学級の可能性，

本校の英語教育の基本は何か，などの問題提起がなされた（資料９－１－③－４）。それらは観点５

－２－①で示した数学の習熟度別授業や英語のＴＯＥＩＣ受験義務化の形で生かされている。平成

18 年度にも同様に実施した（資料９－１－③－５～６）。 

 鶴岡高専技術振興会は，本校の教育研究を支援する地元自治体や企業を会員とした組織である。総

会や催事を通じて会員と意見交換を行っている（資料９－１－③－７～８）。 

 卒業生に対しては５年に１回の頻度で卒業生アンケートを実施することになっており平成 18 年度

に実施した（資料６－１－⑤－２参照）。山形県に事業所を構える企業を対象にしたアンケートも５

年間に１回の頻度で実施することとし，平成 16 年度に実施した（資料６－１－⑤－３参照）。この

中で英語力の強化が求められ，ＴＯＥＩＣ受験の義務化で対応している。各専門学科では，毎年夏季

休業中に学生の工場実習を受け入れてくれた企業を表敬訪問するとともに，企業側の意見を伺ってい

る（資料９－１－③－９）。また，学生が就職した企業に教員がお礼と卒業生への激励をかねて訪問

している（資料９－１－③－10）。その際に企業や卒業生から有益な話を伺うことが多く，教育や指

導に反映させている。 
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観点９－１－③ 資料一覧 

資料９－１－③－１ 運営協議会規程 （出典：規程集） 

資料９－１－③－２ 平成 15 年度外部評価報告書 

       （出典：平成 15 年度 外部評価報告書） 

資料９－１－③－３ 平成 18 年度外部評価報告書 

       （出典：平成 18 年度 外部評価報告書） 

資料９－１－③－４ 平成 15 年度学外関係者の意見(抜粋) 

       （出典：平成 15 年度 外部評価報告書，p.58） 

資料９－１－③―５ 平成 18 年度外部評価の対象 

       （出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.５） 

資料９－１－③－６ 平成 18 年度学外関係者の意見(抜粋) 

       （出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.51） 

資料９－１－③－７ 鶴岡高専技術振興会規約 

       （出典：鶴岡高専技術振興会規約） 

資料９－１－③－８ 技術振興会総会議事（出典：総務課資料） 

資料９－１－③－９ 夏季工場実習巡回指導報告 

       （出典：学生課資料） 

資料９－１－③－10 企業訪問報告書 （出典：学生課資料） 

 

資料９－１－③－１

鶴岡工業高等専門学校運営協議会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校（以下「本校」という。）に鶴岡工業高等専門学校運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 協議会は、次の事項について点検・評価をし、助言、指導を与える。 

 一 管理運営に関すること 

 二 教育研究活動に関すること 

 三 学生生活に関すること 

 四 地域との連携に関すること 

 五 その他、正副委員長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから、校長が委嘱した委員及び校長をもって組織する。 

 一 本校の所在する地域の関係者 

 二 大学その他の教育研究機関の職員 

 三 その他高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者 

（出典：規程集）
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資料９－１－③－２

平成 15 年度外部評価報告書 

 

（出典：平成 15 年度 外部評価報告書）
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資料９－１－③－３

平成 18 年度外部評価報告書 

 
 

（出典：平成 18 年度 外部評価報告書）
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資料９－１－③－４

平成15年度学外関係者の意見(抜粋) 

 

（出典：平成15年度 外部評価報告書，p.58）
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資料９－１－③－５

平成 18 年度外部評価の対象

 

（出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.５）
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資料９－１－③－６

平成18年度学外関係者の意見(抜粋) 

 

 

平成１５年１０月，学外有識者の方々から，本校の「地域密着型高専としての中期５カ年計画」

を評価していただきました．本校としては初めての外部評価でしたが，地域密着型の方向性は高い

評価を得ました． 

  

今回は，機構の中期計画に沿って，さらに地域密着型高専としての平成１６年度と１７年度の活

動を評価して頂きました．評価項目は先に示した通りです．２時間余にわたる審議のなかでの，主

な指摘・提案事項は次の様なものでした． 

１．内申点の傾斜配点，教科の傾斜配点を，中学校側へ説明しているのか？ 

２．電子電気工学科の志願者減の原因は？ 

３．ボランティア活動の推進は？ 

４．地域高等教育機関の学生間交流は？ 

５．安全教育は？ 

６．中学卒業から高専入学までの期間を早期学習に利用するのは？ 

７．入学者の学力レベルに合わせたカリキュラムの検討は？ 

８．学生指導に中学との連携を 

９．地域企業への就職は？ 

10．科研費の申請率を高めたら？ 

  

 学内で，気にもとめなかったこと，気にかかっていたこと，検討していたこと，が指摘されまし

た．加えて，高専機構の中期計画に対し，本校が未だ達成していない事項も残っています．指摘・

提案事項を真摯に受け止め可能な範囲でお応えし，未達成の事項を成し遂げることが本校の務めと

考えます． 

一方，優れた点として，地域密着の努力，特に現代ＧＰの採択を挙げて頂きました． 

（出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.51）
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資料９－１－③―７

 

鶴岡高専技術振興会規約（抜粋） 
 
 （設置） 

第１条 本会は、鶴岡工業高等専門学校（以下「高専」という。）及び地域企業等との連携を促進

し、地域の産業発展及び高専の研究教育機能の充実に寄与することを目的とし、鶴岡高専技術振

興会を設置する。 

 （事業） 

第２条 本会は、次の事業を行う。 

 (1) 高専及び地域企業との連携・協力の強化に関すること。 

 (2) 高専及び地域企業の研究開発能力の向上並びに研究開発の推進に関すること。 

 (3) 高専及び地域企業の連携に繋がる情報提供及び調整に関すること。 

 (4) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。 

 （会員） 

第３条 本会は、設立の目的に賛同する法人及び個人の会員によって組織する。 

 （役員） 

第４条 本会に次の役員を置く。 

 会 長 １名 

 副会長 ２名 

 理 事 １５名以内 

 監 事 ２名 

 （役員の選任） 

第５条 本会の会長は、総会において会員の中から選出する。副会長、理事及び監事は、会長が総

会に諮り選出する。 

 （役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。なお、補欠選出された役員は、前任者の残任期

間とする。 

 （役員の任務） 

第７条 役員の任務は、次のとおりとする。 

 (1) 会長は、本会を代表し、本会を総理する。 

 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 (3) 理事は、本会の企画運営をする。 

 (4) 監事は、本会会計を監査する。 

 （顧問） 

第８条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長に諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 

 （会議） 

第９条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

２ 本会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

３ 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。 

 （総会） 

第１０条 総会は、毎年１回開催し、次の事項を審議決定する、ただし、必要のある時は、臨時に

召集することができる。 

 (1) 予算及び決算に関すること。 

 (2) 事業計画及び事業実績に関すること。 

(3) その他重要事項に関すること。 

 （役員会） 

第１１条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、総会に付する事項その他の必

要事項を審議する。ただし、役員会は、役員の半数以上が出席しなければこれを開くことができな

い。 
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資料９－１－③―７続き

 （会計） 

第１２条 本会の会計は、負担金、助成金、寄付金等の収入をもって充当する。 

２ 負担金の額及び徴収方法は、役員会において決定する。 

 （事業年度） 

第１３条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

 （事務局） 

第１４条 本会の事務局は、(財)庄内地域産業振興センター内に置く。 

 （その他） 

第１５条 本規約に定めるものの他、必要な事項は会長がこれを定める。 

附 則 

 この規約は、平成１４年５月２８日から施行する。 

（出典：鶴岡高専技術振興会規約）
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資料９－１－③－８

技術振興会総会議事 

 
 

（出典：総務課資料）
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資料９－１－③－９

夏季工場実習巡回指導報告 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料９－１－③－10

企業訪問報告書
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資料９－１－③－10 続き

 

（出典：学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 学外関係者から教育の現状について意見を聴取する組織として外部評価会議，鶴岡高専技術振興会

が整備されている。さらに定期的に卒業生，地元企業へのアンケート調査を行い意見の聴取を行って

いる。学外関係者の意見が教育の状況に関するに自己点検・評価に適切な形で反映されている。 

 

 

観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付け

られるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な

方策が講じられているか。 

（観点に係る状況）  

 平成 18 年度から教育の質の向上や改善に関する活動を，ＰＤＣＡサイクルに合わせてＰ（計画），

Ｃ（点検），Ａ（改善）の組織で行うことにした（資料９－１－④－１）。ＰＤＣＡサイクルを構成

するＰは教務委員会，Ｃは教育点検評価委員会，Ａは教育改善委員会が担当する。 

 Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａを経た教育改善方策は 終的にまたＰの教務委員会で具体案を審議できるようにし，

教員団のＤ（実践）に機敏に指示を出せるようなっている。 

ＰＤＣＡサイクルに関わる諸組織が行った教育活動の改善例として，基準５－２－②で述べられたよ

うにシラバスの改善活動があげられる。 

平成 18 年度に，シラバスが教育課程編成の趣旨から逸脱していないか，あるいは内容が学生にわか

りやすいかを教育点検評価委員会がチェックし，教育改善委員会が書式，項目等を教務委員会に建議

している(資料５－２－②－２参照，資料５－１－①－６参照)。 

 以上から，各種の評価の結果を教育の質の向上，教育課程の見直しなどの具体的かつ継続的な方策

に結びつけるシステムが整備されていると言える。 

 

観点９－１－④ 資料一覧 

資料９－１－④－１ 教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ)  （出典：教務委員会資料）
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資料９－１－④－１

教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ) 

 

（出典：教務委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育活動の点検・評価を行う組織として教育点検評価委員会，教育活動の改善対策を行う組織とし

て教育改善委員会，教育の計画を策定する組織として教務委員会が整備されている。これらの組織が

役割を分担し合って各種評価の結果を教育の質の向上，改善に結びつけているシステムが整備されて

いる。 

以上により，各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結びつけるシステムが整備されている。

教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が講じられている。 

 

 

観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況）  

 教育改善委員会が集計・分析した学生授業アンケートは，年度末に各科目毎に集計され教員に通知

される（資料９－１－⑤―１）。各教員はアンケートの集計結果を，学内閲覧用のウェブページを通

じて閲覧できる(資料９－１－②－３参照)。このウェブページを介して得られたアンケート結果に対

して，各教員は科目毎にコメントすることになっている(資料９－１－⑤―２)。これらのコメントか

ら校長，教務主事は個々の教員の改善活動状況を把握している。 

 教育内容の改善のために，平成 16 年度から教員相互の授業参観及び参観報告書をもとにした授業

参観研修会が学科毎に実施され，報告書が教務主事に提出される(資料９－１－⑤―３)。 

 

観点９－１－⑤ 資料一覧 

資料９－１－⑤－１ 学生授業アンケート結果の開示／コメント依頼 

          （出典：教育改善委員会資料）

資料９－１－⑤－２ 授業アンケートへのコメント一覧(抜粋) 

          （出典：教育改善委員会資料）

資料９－１－⑤－３ 授業参観研修会議事録   （出典：教育改善委員会資料）

 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 458 - 

 

資料９－１－⑤－１

学生授業アンケート結果の開示／コメント依頼 

 

   教員各位 

                      教育改善委員会 

 

本日の教員会議で報告しましたように，下記の URL アドレスから 

担当科目のアンケート結果を閲覧することができます。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

つきましては，結果表示画面に付属のコメント欄に感想や授業改善 

に向けての方策等を記入し，３月中に返信してください。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

閲覧に際しての補足説明を以下に示します。 

 

（１）アンケート結果は，基本的に当該授業の担当者あるいは成績入力 

担当者が学内だけのウェブ上で科目毎に閲覧できるようになっている。 

下記 URL を開き，教務事務システムと同様の「名前」と「パス ワード」 

を入力すればよい。 

 

（２）卒研などの複数担当授業は学科長や担任に，非常勤担当科目は 

成績入力者が閲覧できるようになっている。 

 

（３）結果の表示の仕方は昨年にならい，設問項目毎に 5 段階の回答 

結果を棒グラフにしている。さらにその結果をクラス，学年，全体平均 

と比較している。「自由記述欄」については，スキャナで取り込まれた 

紙面がそのまま一覧になっている。 

 

（４）非常勤担当科目について，当該非常勤への結果の返却は今のところ 

行いません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アンケート結果閲覧の URL は次の通り 

 

http://160.18.8.57/q/ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

以上，よろしくお願いいたします。 

 

（出典：教育改善委員会資料）

 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 459 - 

 

資料９－１－⑤－２

授業アンケートへのコメント一覧(抜粋)  

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料９－１－⑤－３

 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 学生による評価や教員相互の評価等を行って，教育活動の改善のための方策を重ねてきており，教

員の意識も深まってきている。また，学校としても教員の改善活動を把握している。 

 

 

観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では基本教育目標に「創造力に富んだ技術者」を養成し，「実際の問題に応用できる能力」を

培うことをあげている。その立場から，各教員の専門分野における研究の成果は，卒業研究，専攻科

研究，関連分野の講義に有効に活用されている（資料９－１－⑥－１）。教育活動の改善に研究成果

を適用した一例としては，機械工学科において，マイコン制御実験の拡充を目的に行った「メカトロ

ニクス教育のための学生実験装置の開発」の成果を５年生の学生実験に応用している（資料９－１－

⑥－２～３）。卒業研究においてソーラーカーの開発に取り組み，積極的に外部のレースに参加する

などの実践的教育も行われている(資料９－１－⑥－４)。 

教育方法の改善を主とする研究は，本校が主管校になって行った平成 14～15 年度国専協教育方法

改善共同プロジェクト「高専における国語コミュニケーションスキル教育の評価と改善」等に結実し

ており，実際の授業やシラバスに生かされ，学生の俳句大会での相次ぐ入賞という結果にもつながっ

ている（資料９－１－⑥－５～７）。 

 卒業研究や専攻科における専攻科研究では，各教員の研究分野を生かした指導を行っている。これ

らの研究を通じて，専門知識を深め，研究の進め方，まとめ方，報告書の執筆・発表の仕方等を身に

付けている。また，その結果，教員の指導のもとで多くの学生による学会発表が行われている（資料

９－１－⑥―８）。 

 

観点９－１－⑥ 資料一覧 

資料９－１－⑥－１ 研究と授業への適用の例 

     （出典：研究紀要委員会） 

資料９－１－⑥－２ 研究の活用例 

     （出典：2006 年鶴岡高専研究紀要，p.83） 

資料９－１－⑥－３ 機械工学実験シラバス(機械工学科 5 年生) 

     （出典：平成 19 年度 シラバス，p.M-50） 

資料９－１－⑥－４ ソーラーカーの開発 

     （出典：平成 18 年度 機械科卒研発表会資料） 

資料９－１－⑥－５ 国語教育法の改善 

     （出典：高専における国語コミュニケーションスキル教育の評価

       と改善 終報告書） 

資料９－１－⑥－６ コミュニケーションスキルを考慮した 3 年生国語(全学科対象) 

     （出典：平成 19 年度シラバス，p.G-35） 

資料９－１－⑥－７ 鶴岡高専生俳句大会で入賞相次ぐ 

     （出典：山形新聞） 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 462 - 

資料９－１－⑥－８ 学生の学会発表 

     （出典：地域共同テクノセンターリポート 2007, pp.52～53） 

 

資料９－１－⑥－１

研究と授業への適用例 

 

氏名 課題 雑誌、号、年度、ページ 対応科目

渡邉隆之
VCCM法による2次元き裂エネルギー解法率
計算におけるFEMモデルの影響に関する研
究

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、９－１２

制御情報工学科
数値解析

大河内邦子
新聞教材を用いたコミュニケーションスキル
教育の試みⅡ

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、５３－５６

総合科学科
国語

佐々木裕之 入門者用マイコン教材の開発
鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、５７－６０

機械工学科
マイコン制御

武市義弘、佐藤淳
e-Learning教材の活用方法と導入効果につ
いて

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、６１－６３

電子電気工学科
情報通信

大久保準一郎
PID制御の教育用シミュレーションプログラミ
ングについて

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、６５－６８

制御情報工学科
制御工学実験（5年）

畑江美佳
鶴岡高専における英語コミュニケーション授
業の試み

鶴岡高専研究紀要、４１、２００
６、９－１４

総合科学科
英語

大河内邦子、石田みどり
高専1年生における校外研修レポートの指導
例

鶴岡高専研究紀要、４１、２００
６、７７－８１

総合科学科
国語

佐々木裕之
メカトロニクス教育のための学生実験装置の
開発

鶴岡高専研究紀要、４１、２００
６、８３－８６

機械工学科
機械工学実験（5年）

（出典：研究紀要委員会）
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資料９－１－⑥－２

研究の活用例 

 

（出典：2006 年鶴岡高専研究紀要，p.83）
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資料９－１－⑥－３

機械工学実験シラバス(機械工学科5年生) 

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.M-50）
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資料９－１－⑥－４

ソーラーカーの開発 

 

（出典：平成 18 年度 機械科卒研発表会資料）
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資料９－１－⑥－５

国語教育法の改善 
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資料９－１－⑥－５続き

 

（出典：高専における国語コミュニケーションスキル教育の評価と改善 終報告書）
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資料９－１－⑥－６

コミュニケーションスキルを考慮した3年生国語(全学科対象) 

 
（出典：平成 19 年度シラバス，p.G-35）



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 469 - 

 

資料９－１－⑥－７

 

（出典：山形新聞）
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資料９－１－⑥－８

 

 
 

（出典：地域共同テクノセンターリポート 2007，pp.52～53）
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（分析結果とその根拠理由）  

 専門科目一般科目を問わず，本校教員の研究成果は教育活動に還元されている。教員と協力して研

究活動を行う５年生の卒業研究，専攻科生の専攻科研究で，学生の研究・発表能力が向上し，多くの

成果があがっている。以上のことから，教員の研究活動が教育の質の改善に寄与していると判断され

る。 

 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施され

ているか。 

（観点に係る状況）  

 教育上の任務と工夫，授業の改善と工夫等に関するファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ活

動）の中心は，教育改善委員会と教育点検評価委員会である(資料９－１－①―２～３参照)。例えば，

教育改善委員会は，授業参観研修会の開催，授業参観研修会の取りまとめにあたっている(資料６－

１－①－11参照)。ＦＤ活動は，これらの組織が協力して行っている。 

 新任教員に対して，着任後，校務の中心となる教務，学生，寮務の３主事による新任教員研修会を

行っている。また，国立高等専門学校機構主催による新任教員研修会にも派遣している（資料９－２

－①―１～２）。 

 具体的なＦＤ活動例として，以下のものがあげられる。 

 （１）教員による授業参観の実施 

平成15年度より，全教員の参加による授業参観を実施している(資料９－２－①―３)。各教員

は参観した授業について参観報告書を提出し，後に，学科ごとに授業参観研修会を開いている。 

 （２）授業参観研修会の実施 

上記（１）に対応して，平成15年度より授業参観報告書で報告された内容について授業実施者

と参観者とが互いの教育観や授業観を討論する授業参観研修会を開いている (資料９－１－⑤―

３参照)。 

 （３）外部講師を招聘しての講演 

教育改善委員会は教員の教育能力向上のために，外部から講師を招いて講演・討論会を実施し

ている（資料９－２－①―４）。 

 

観点９－２－① 資料一覧 

資料９－２－①－１ 学内新任教員研修の案内   （出典：教務主事通知） 

資料９－２－①－２ 機構新任教員研修の案内   （出典：総務課資料） 

資料９－２－①－３ 授業参観・研修会実施の案内  （出典：教育改善委員会） 

資料９－２－①－４ 講演会資料     （出典：教育改善委員会資料）
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資料９－２－①－１

学内新任教員研修の案内 

 

学生主事殿 

寮務主事殿 

                             教務主事 

 いつも新任教員へは３主事が研修・オリエンテーションを行っています。 

今年は昨１１月赴任の■■■■■■が対象です。教務では４月にはじめて授 

業担当が開始されることもあり、次の内容で４月９日に学内の新任研修・ 

オリエンテーションを３０分ほど実施します。 

（１）学生便覧の説明 

（２）シラバスや基本教育目標等の説明 

（３）成績評価等「申し合わせ」の説明 

（４）試験・遅刻早退等授業の実際での説明と質疑応答 

（５）その他 

 

両主事におかれましても、■■■■と時間を調整して独自に新任研修を 

行ってくださるようお願いします。（すでに実施済みの場合は結構です。） 

以上 

 

---- 

 

 

（出典：教務主事通知）

 

資料９－２－①－２

機構新任教員研修の案内 

 

Date: Tue, 17 Apr 2007 17:26:32 +0900 

Subject: 平成１９年度高等専門学校新任教員研修会について 

 

制御情報工学科 ■■ 様 

 

いつもお世話になっております。 

標記のことについて、下記日程のとおり開催予定となっております 

ので、予めご連絡いたします。 

研修会の詳細については、後日ご連絡予定です。 

 

 

開催日程：平成１９年８月２２日（水）～８月２４日（金） 

会  場：独立行政法人  

     国立オリンピック記念青少年総合センター 

     東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

 

 

 

（出典：総務課資料）
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資料９－２－①－３

授業参観・研修会実施の案内 

教員各位                      H19.6.12 

                          教務主事 

                          教育改善委員会 

 

日頃より、教育改善についての理解と協力、そして実施に感謝いたしま  

す。 

そのひとつとして、今年度も授業参観および研修会を企画しました。 

つきましては、添付しました要項に従って実施いたしますのでよろしく 

ご協力をお願いいたします。 

主な内容は次の通りです。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

 

【授業参観の目的】 

 他の教員の授業を参観し、意見交換をすることで、教授方法を改善し、 

分かりやすい授業を行い、学生の学力向上に資することを目的とする。 

次の３点にまとめられる。 

１．他の教員の授業を見ることにより、優れているところ、問題なところ 

 を意識し、自分の授業の改善に役立てる。 

２．他の教員に見られることにより、自分の授業の分かりにくいところ、 

 問題なところを指摘してもらい、自分の授業の改善に役立てる。 

３．授業参観研修会を行うことで、報告書だけでは、伝わらない部分に 

 ついても議論することができ、また、他の教員の教授方法に関する 

 ノウハウを吸収することができる。 

【期間】 

 年１回で、期間は６月２５日（月）～７月１３日（金）の３週間 

【対象授業】 

 「全科目、全教員対象で２回以上の参観」という従前のやり方に加え、 

指名教員（後日連絡）の授業を１回は参観 

【事後】 

 参観後の「参観報告書」の提出や「研修会」の開催は昨年通りだが、 

提出書類の様式等に若干変更あり 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

 

以上 

（出典：教育改善委員会）
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資料９－２－①－４

講演会資料 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 教員のＦＤ活動のための組織として，教育改善委員会，教育点検評価委員会が設置されている。こ

れらの組織が中心となって，学生授業アンケート，授業参観研修会，外部講師による講演会等が実施

されており，教員の教育内容や教育方法の改善が行われている。以上より，ファカルティ・ディベロ

ップメントが組織的にかつ適切に実施されていると判断される。 

 

 

観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び

付いているか。 

（観点に係る状況） 

 平成18年度の授業参観研修会について教育改善委員会が総括を行った。その結果，今後授業を実施

・改善する上で有意義であったとの意見が報告された(資料９－２－②―１，資料９－１－⑤－３参

照)。新任教員対象のオリエンテーションは，新任教員の教育活動への不安を解消するのに役立って

いる。これらのFD活動の成果については，授業アンケートの「授業の理解度」の集計結果より読み取

れるように，年々成果が上がっていることを確認できる(資料９－２－②―２)。 

 

観点９－２－② 資料一覧 

資料９－２－②－１ 授業参観・研修会の総括（抜粋） （出典：教育改善委員会資料）

資料９－２－②－２ 授業の理解度の推移    （出典：教育改善委員会資料）

 

資料９－２－②－１

授業参観・研修会の総括（抜粋） 

 

 

平成１８年度授業参観・研修会の総括 
                                  教育改善委員会

４．参観の概要  

 

（１）参観授業について 

 

授業内容については、それぞれの先生が個性的な授業をおこなっている。学生によく質

問し答えさせる授業、板書がとても見やすい授業、ユーモアにあふれた授業、いろいろな

道具を用いて多面的に理解させる授業、学生にてきぱきと指示して必要なことを楽しく、

良い雰囲気で行わせる授業、日本語を使わないで英語ですべて進める授業など、とてもす

ばらしい授業がなされており、参観した教員もとても参考になったと報告している。 

 

５．まとめ 

多くの教員が非常に丁寧な授業を行っており、よりよい授業を目指して努力している。

そういう中で、授業参観と研修会は、教員相互の間に、良い刺激を与えており、授業改善

に役立っていると考えられる。これからも、授業参観および研修会をより実りあるものに

していきたい。 

 

（出典：教育改善委員会資料）
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資料９－２－②－２

 

授業の理解度の推移 
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）
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（出典：教育改善委員会資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教務委員会，教育改善委員会，教育点検評価委員会の三つの組織が協力し合い，授業参観等の FD

活動を効果的に実施している。そのことは，授業アンケートの結果に現われている。以上，本校にお

けるファカルティ・ディベロップメントが教育の質の向上や授業の改善に結び付いていると言える。 

 

 (２) 優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・ 教育活動の実態を示す基礎的なデータや資料等が適切に収集されており，収集された基礎的

なデータや資料は教育改善に役立てられている。 

・ 学生による授業アンケートを定期的に実施している。各科目毎にまとめられたアンケート結

果は，各教員に示されており，授業改善に役立っている。このことからＰＤＣＡサイクルが機能

していると言える。 

・ 教員相互で授業参観を行い，参観した授業についてお互いに意見交換をして，授業改善に役

立てている。このことからＰＤＣＡサイクルが機能していると言える。 

・ 以上のように，ＦＤ活動を積極的に展開し，教育の質の向上と改善が図られている。 
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（改善を要する点） 

特になし 

 

 (３) 基準９の自己評価の概要  

教育活動の実態を示すデータとして，シラバス・使用教科書一覧，試験答案，成績評価シート等の

資料を適切に収集・蓄積する体制が整備され，適切に保管されている。また，これらのデータを用い

て評価，改善する機関として，教育点検評価委員会，教育改善委員会，教務委員会が整備されている。 

学生の意見を聴取するために，学習について「授業アンケート」，学生生活全般について「学生生

活実情調査」を実施し，学生の意見の聴取を行っている。聴取された結果については評価・分析を行

い，全教員及び学生に示されている。教員はこの結果にもとづいて教育の改善を図っている。 

学外関係者から意見を聴取する組織として外部評価会議，鶴岡高専技術振興会が整備されている。

さらに定期的に卒業生，地元企業へのアンケート調査を行い意見の聴取を行っている。学外関係者の

意見が教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されている。 

教育活動の点検・評価を行う組織として教育点検評価委員会，教育活動の改善対策を行う組織とし

て教育改善委員会，教育の計画を策定する組織として教務委員会が整備されている。これらの組織が

役割を分担し合って各種評価の結果を教育の質の向上，改善に結びつけているシステムが整備され，

教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が講じられている。 

学生による評価や教員相互の評価等を行って，教育活動の改善のための方策を重ねてきており，教

員の意識も深まってきている。また，学校としても教員の改善活動を把握している。 

専門科目一般科目を問わず，本校教員の研究成果は教育活動に還元されている。また，教員と協力

して研究活動を行う５年生の卒業研究，専攻科生の専攻科研究で，学生の研究・発表能力が向上し，

多くの成果があがっている。 

教員のファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ活動）のための組織として，教育改善委員会，教

育点検評価委員会が設置されている。これらの組織が中心となって，学生授業アンケート，授業参観

研修会，外部講師による講演会等が実施されており，教員の教育内容や教育方法の改善が行われてい

る。 

ＦＤ活動が教育の質の向上や授業の改善に結び付いていることは，授業アンケートの結果から読み

取れる。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況）  

 本校の資産は，平成16年４月１日の独立行政法人化に伴い，政府から独立行政法人国立高等専門学

校機構に出資されたものであり，本校が使用している。また，起債は高専機構が一括して行うため，

本校独自の債務はない（資料10－１－①－１～５）。 

 

観点10－１－① 資料の一覧 

資料10－１－①－１ 固定資産一覧      （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－２ 平成18年度損益計算書     （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－３ 平成18年度貸借対照表     （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－４ 平成18年度決算報告書     （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－５ 経常的収入一覧      （出典：総務課資料） 
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資料10－１－①－１

（面積単位：㎡）

番号 名称 建面積 床面積 備考 番号 名称 建面積 床面積 備考
1 1号館 2,238 6,920 2 守衛室 84 84
28 2号館 557 2,296 3 ﾎﾞｲﾗｰ室 139 139
22 3号館 365 1,121 7 ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ 20 20
60 4号館 166 758 14 バス車庫 52 52
65 5号館 262 786 19 ジープ車庫 54 54
68 6号館 255 503 23 屋外便所 8 8
71 ７号館 959 26 ﾌﾟｰﾙ付属室 29 29

計 13,343 27 ﾌﾟｰﾙ付属室 8 8
31 ﾌﾟｰﾙ機械室 14 14

41 図書館 642 1,680 32 物品庫 34 34
57 福利施設 731 38 薬品庫 21 21
44 総合情報ｾﾝﾀｰ 324 324 39 薬品庫 22 22
70 テクノセンター 156 424 40 体育器具庫 113 113
8 機械実習工場 741 741 42 油庫 30 30
15 熱機関実験室 165 165 43 渡り廊下 49 114
21 課外活動室 163 163 45 渡り廊下 176 301

48 シャワー室 17 17
16 第一体育館 995 1,069 49 生活廃水処理施設 184 184
51 第二体育館 935 935 50 実験廃水処理施設 87 87
25 武道館 364 364 56 体育器具庫 67 67
47 弓道場(2棟) 87 87 59 渡り廊下 75 149

計 2,455 61 変電室 51 51
66 渡り廊下 16 16

53 陶芸室 135 135 67 渡り廊下 3 3
69 渡り廊下 9 9

5 寄宿舎管理棟 1,099 1,189 72 渡り廊下 13 13
4 寄宿舎第1寮 456 1,342 73 変電室増築 24 24
29 寄宿舎第2寮 211 872 74 共同溝上屋 2 2
33 寄宿舎第3寮 438 1,721 計 1,665
9 寄宿舎第4寮 361 1,096
20 寄宿舎第5寮 307 787 宿舎B-10（202号） 44
34 寄宿舎第6寮 162 314 宿舎B-11（203号） 60
63 寄宿舎第7寮 408 1,595 宿舎B-12（204号） 44
6 渡り廊下 12 12 宿舎B-13（205号） 44
17 渡り廊下 36 36 宿舎B-15（206号） 60
30 渡り廊下 8 8 宿舎B-16（207号） 60
35 渡り廊下 48 97 宿舎B-17（208号） 63
36 渡り廊下 25 25 宿舎B-18（209号） 56
37 渡り廊下 12 12 宿舎B-20（210号） 84
52 渡り廊下 7 14 宿舎B-3（103号） 57
64 渡り廊下 13 13 宿舎B-7（202号） 50

計 9,133 宿舎B-8（201号） 44
計 666

建物（校舎） 39,600
建物（寄宿舎） 14,046
運動用敷地 44,621
その他の用地 11,976

計 110,243

固 定 資 産 一 覧

 

（出典：総務課資料）
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資料 10－１－①－２

 

 



鶴岡工業高等専門学校 基準10 

- 481 - 

 

資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き

 

（出典：総務課資料）
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資料 10－１－①－３
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資料 10－１－①－３続き
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資料 10－１－①－３続き
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資料 10－１－①－３続き
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資料 10－１－①－３続き
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資料 10－１－①－３続き
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資料 10－１－①－３続き
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資料 10－１－①－３続き

 

（出典：総務課資料）
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資料 10－１－①－４
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資料 10－１－①－４続き
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資料 10－１－①－４続き

 

（出典：総務課資料）
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 資料 10－１－①－５

経常的収入一覧 

 

科目名 平成14年度 平成15年度 

授業料 161,442,450円 177,939,300円 

入学料及び検定料     18,865,800円     23,347,200円 

財産貸付料等      5,571,185円      5,023,021円 

国立学校特別会計 1,365,768,677円 1,375,883,045円

科学研究費補助金 3件 1,600千円 2件 2,300千円 

受託研究費 9件 5,559千円 4件 3,500千円 

共同研究費 2件 1,200千円 1件 500千円 

奨学寄附金 16件 7,322千円 16件 11,919千円 

 

科目名 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

授業料 160,204,800円 185,412,200円 186,604,750円 

入学検定料      4,240,500円     3,679,500円 4,009,500円 

入学料   15,397,200円    15,989,400円 15,566,400円 

財産貸付料等    10,255,557円      6,337,084円 5,926,626円 

運営費交付金  1,130,616,538円  1,165,584,292円 1,212,042,181円 

科学研究費補助金 3件 4,700千円 4件 5,500千円 5件 10,200千円 

受託研究費 17件 5,785千円 22件 25,386千円 22件 15,877千円 

共同研究費 3件 1,500千円 10件 4,100千円 9件 5,860千円 

奨学寄附金 10件 10,330千円 14件 10,125千円 14件 15,290千円 

  ※外部資金（科研費・受託研究費・共同研究費・奨学寄附金）について 

   件数・金額は採択年度・契約年度に計上 

（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するために必要な校地・校舎・設備等の資産を有

している。また，本校には債務はない。 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況）  

平成18年度における本校の経常的収入は，授業料・入学検定料・入学料のほか，財産貸付料等の 

雑収入であり，事業遂行に必要な経費から収入額を差し引いたものが高専機構から「運営費交付

金」として措置され，配分された。運営費交付金については，国から高専機構を通じて，今後も継
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続的に交付されるものであり，経常的収入は安定的に確保されている。また，科学研究費補助金

（科研費），企業等からの受託研究費，共同研究費，奨学寄附金等の外部資金の受入にも努力して

おり，ここ２～３年はその金額・件数とも増加している（資料10－１－①－２～５参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の経常的収入は，学生からの諸納付金（授業料，入学検定料，入学料等）であるが，入学定

員は確保しており，諸納付金は確保されている。 

また，運営費交付金については，国から高専機構を通じて，継続的に交付されており，安定的に

確保されている。さらに，外部資金については，その金額・件数とも増加しており，収入が確保さ

れている。 

 

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況）  

 財務に関する項目を含めた本校の中期計画が，平成15年12月開催の中期計画統括委員会で策定され，

教員会議等で広く教職員に周知するとともに，その内容は学内ウェブページで関係者に明示されてい

る（資料10－２－①－１）。 

 また，各年度の予算に係る計画については，校長室会議において予算配分方針を定め，その方針に

より適正に配分しており，運営会議での審議を経て校長が決定し教職員に周知している（資料10－２

－①－２～３）。 

 

観点10－２－① 資料一覧 

資料10－２－①－１ 鶴岡工業高等専門学校中期目標・計画   （出典：総務課資料） 

資料10－２－①－２ 平成19年度予算配分方針（案）  

         （出典：平成19年度第４回運営会議資料資料） 

資料10－２－①－３ 平成19年度第４回運営会議資料    （出典：総務課資料） 

 

資料10－２－①－１

鶴岡工業高等専門学校中期目標・計画（財務に関する部分の抜粋） 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 

 １．外部から教育研究資金その他自己収入の増加のための措置 

・科学研究費補助金，財団等の助成金など公募型の外部研究資金については，地域共同テクノセ

ンターあるいは新たに校内に設置する外部研究資金獲得を支援する組織により公募内容等の情

報を積極的に収集し，当該研究分野に関連する教員はもとより他の教員にも外部研究資金の情

報を提供するとともに助言するシステムを構築する。 

（出典：総務課資料）
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資料10－２－①－２

平成19年度予算配分方針
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資料 10－２－①－２続き

 

（出典：平成19年度第４回運営会議資料）
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資料10－２－①－３

平成１９年度第４回運営会議議事概要（抜粋） 

 
日 時  平成１９年６月６日（水）１５：５３～１６：３８ 

場 所  会議室 

出席者  横山校長、山内教務主事、岡崎学生主事、粟野寮務主事、小谷図書館長、 

    大久保総合情報センター長、加藤テクノセンター長、佐藤（義）保健管理センター長、 

    鈴木(建)Ｇ科長、白野Ｍ科長、江口Ｅ科長、柳本Ｉ科長、清野Ｂ科長、宮崎専攻科長、 

    島田事務部長、小林総務課長、土門学生課長 

欠席者  なし 

 

議 題 

１．協議事項 

（３）平成１９年度学内予算配分について 

 会計課長補佐（財務）から、本件について、今年度当初配分予算に係る配分方針及び配分

額に関して、資料３に基づき説明があった。 

 次いで、校長から、本件について提案があり、審議の結果、原案通り承認された。 

 なお、校長から、今回の予算配分に当たっては、昨年１０月の本会議で報告した機構本部

で示した専攻科の教育研究を充実させる方針を踏まえ、予算が縮減される状況において、当

該方針に沿った予算編成を行った旨説明があった。 

（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 財務に関する項目を含めた本校の中期計画については，中期計画統括委員会で策定され，教員会議

等で広く教職員に周知しており，その内容は学内ウェブページでも明示している。 

 また，各年度の予算に係る計画については，予算配分方針に基づき適正に配分しており，教職員に

周知している。 

 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況）  

 平成18年度損益計算書における，収入部分の経常収益合計額と支出部分である経常費用合計額との

差額（59,669円）は過年度給与の返納額であり，本校の収支については支出超過にはなっていない

（資料10－１－①－２参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 高専機構から，事業年度ごとに収支予算額が示され，２ヶ月ごとに必要な資金が送金されており，

その額を超えて支出できない構造になっている。 

 

 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 
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（観点に係る状況）  

 予算の配分方針は，中期目標・中期計画を達成することを念頭において，校長室会議で検討し，運

営会議で了承を得ることとしている。 

 また，予算を柔軟に執行するために，校長裁量経費を設け，教育研究上特に必要とされる経費につ

いては，教育研究活動の活性化のため各学科，教員等からの申請により予算を重点的に配分する研究

推進援助費・教育研究設備維持管理費を設け，重点的に配分している（資料10－２－③－１～６）。 

 

観点 10－２－③ 資料一覧 

資料 10－２－③－１ 平成 16 年度研究推進援助費一覧   （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－２ 平成 17 年度研究推進援助費一覧   （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－３ 平成 18 年度研究推進援助費一覧   （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－４ 平成 16 年度教育研究設備維持管理費一覧 （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－５ 平成 17 年度教育研究設備維持管理費一覧 （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－６ 平成 18 年度教育研究設備維持管理費一覧 （出典：総務課資料） 
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資料10－２－③－１

 

 

（出典：総務課資料）
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資料10－２－③－２

 

 

（出典：総務課資料）
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資料10－２－③－３

 

 

（出典：総務課資料）
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資料 10－２－③－４

 

 

（出典：総務課資料）
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資料 10－２－③－５

 

 

（出典：総務課資料）
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資料 10－２－③－６

 

（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 予算配分は，方針の明示が行われ，議論がなされた上で決定されている。研究推進援助費・教育研

究設備維持管理費は重点的に配分するなど，十分検討した上で決定し，適切な資源配分が行われてい

る。 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 高専機構として，ひとつの財務会計システムを構築しており，全国55高専はこのシステムにアクセ

スし，統一された勘定科目・仕訳等により財務会計処理を行っている。 
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 年度末決算後，このシステムにより財務諸表等が作成され，機構本部のウェブページで公開されて

いる。 

 高専機構会計規則第44条により，当該年度における資産・負債の残高並びに当該期間における損益

に関し真正な数値を把握するため各帳簿の締切りを行い，資産の評価，債権・債務の整理，その他決

算整理を的確に行って，所定の手続きに従って決算数値を確定している。 

また，高専機構理事長は，上記の整理を行った後，翌事業年度５月末日までに財務諸表を作成し，

公表することとなっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 高専機構本部は，翌事業年度５月末日までに財務諸表を作成し，公表している。 

 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況）  

 独立行政法人通則法第39条により，会計監査人による監査が明確に規定されているとともに，高専

機構会計規則第45条により，会計機関の義務及び責任並びに内部監査を明確に規定している。外部監

査として，会計検査院による会計実地検査及び監査法人による各監査（期首・期中・決算）が予定さ

れている。本校では，平成17年度に高専機構本部による内部監査を受け，また，平成18年度に監査法

人による監査を受けている（資料10－３－②－１）。 

 

観点 10－３－②の資料の一覧 

資料 10－３－②－１ 平成 18 年度監査法人監査講評  （出典：みすず監査法人） 

 

資料 10－３－②－１

平成 18 年度監査法人監査講評 

 

不開示情報 
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資料10－３－②－１続き

平成 18 年度監査法人監査講評 

 

不開示情報 
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資料10－３－②－１続き

平成 18 年度監査法人監査講評 

 

不開示情報 

 

 

 （出典：みすず監査法人）
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（分析結果とその根拠理由）  

本校における財務に関する会計監査は，平成17年度に機構本部による内部監査を受け，また，平

成18年度には監査法人による監査を受け，会計監査等は適正に行われていると判断される。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

  校長裁量経費（研究推進援助費・教育研究設備維持管理費）を設け，教育研究活動の活性化のた

め各学科，教員等からの申請により予算を重点的に配分している。 

（改善を要する点）  

  特になし 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

 本校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって遂行するために必要な校地・校舎・設備等の資

産を有するとともに，入学料・授業料等収入及び運営費交付金により経常的な収入が確保されている。

また，外部資金として地域産業との共同研究・受託研究の受入金額は増える傾向にある。 

 予算配分等は，校長室会議・運営会議の議を経て決定している。校長裁量経費（研究推進援助費・

教育研究設備維持管理費）については，校長が申請内容を十分に審査して配分を行っている。 

 財務諸表については，監事監査が行われている。また，監査法人の監査も行われ機構本部で取りま

とめ公表されている。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教育目的及び教育目標を達成するために，教務，学生及び寮務の各主事が置かれ，校長の命

のもと，それぞれの責務を遂行すべく，その役割が「鶴岡工業高等専門学校学則」に規定されている

（資料11－１－①－１）。各主事の所掌をはじめ，校内の各分野に関わる課題に応じた事項を審議・

検討し，校務の円滑な運営を図るために，「鶴岡工業高等専門学校教員組織規程」が制定され，これ

をもとに各種委員会等の内部組織が設置されている（資料11－１－①－２～３）。それぞれの委員会

等の役割はそれぞれの規程の中に規定されている（資料11－１－①－４）。 

 また，各種委員会等の内部組織からの提案事項等は，事前に校長室会議で検討され，運営会議提出

議案の整理・調整が行われる。整理・調整された学校運営に関するすべての議案は，運営会議におけ

る審議を経て，校長が 終決断を行い，教員会議で周知徹底する体制になっている（資料11－１－①

－５～６）。また，校長から特に諮問された事項については，校長室会議において検討し，学校とし

ての対応の方向性を決定している。 

 運営会議は毎月定例的に開催されているが，緊急を要する課題等に対しては臨時に開催されること

もある。校長室会議及び運営会議の構成メンバーは以下のとおりである。 

・校長室会議：校長，３主事，事務部長，２課長 

・運営会議：校長，３主事，５学科長，専攻科長，図書館長，３センター長，事務部長，２課長 

 

観点 11－１－① 資料一覧 

資料 11－１－①－１ 教務，学生，寮務主事の責務および役割 （出典：規程集） 

資料 11－１－①－２ 教員組織規程     （出典：規程集） 

資料 11－１－①－３ 各種委員会等組織図    （出典：総務課資料） 

資料 11－１－①－４ 教務委員会規程     （出典：規程集） 

資料 11－１－①－５ 校長室会議規程     （出典：規程集） 

資料 11－１－①－６ 運営会議規程     （出典：規程集） 

 

資料11－１－①－１

教務、学生、寮務主事の責務および役割 

 

鶴岡工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 教務主事，学生主事及び寮務主事は，それぞれ校長の命を受け，教務主事にあっては教育計画

の立案その他教務に関すること，学生主事にあっては学生の厚生補導に関すること（寮務主事の

所掌に属するものを除く），寮務主事にあっては学寮における学生の厚生補導に関することを掌

理する。 

（出典：規程集）

 



鶴岡高等専門学校 基準11 

- 516 - 

資料11－１－①－２

鶴岡工業高等専門学校教員組織規程（抜粋） 

 

   第１節 総 則 

 （総則） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校学則第１１条に基づいて、学則に定める以外の教員組

織について必要な事項を定める。 

   第２節 主事 

 （主事） 

第２条 教務主事は、教授のうちから校長が任命する。 

２ 学生主事及び寮務主事は、教授又は准教授のうちから校長が任命する。 

３ 教務主事、学生主事及び寮務主事（以下「主事」という。）の任期は２年とする。ただし、欠

員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （主事の職務） 

第３条 教務主事は、校長の命を受け教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

２ 学生主事は、校長の命を受け、学生の生活指導等に関することを掌理する。 

３ 寮務主事は、校長の命を受け、学寮における学生の生活指導等に関することを掌理する。 

   第３節 学内組織 

 （学内組織） 

第４条 本校に、一般科目を担当する教員で組織する総合科学科を置く。 

２ 本校に、図書館、地域共同テクノセンター、総合情報センター及び保健管理センターを置く。 

 ３ 前２項に掲げる組織の目的等に関する事項は別に定める。 

 （図書館長等の任命等） 

第５条 図書館に図書館長を置き、教授又は准教授のうちから校長が任命する。 

２ 地域共同テクノセンター及び保健管理センターにセンター長及び副センター長を置き、教授の

うちから校長が任命する。 

３ 総合情報センターにセンター長を置き、教授又は准教授のうちから校長が任命する。 

４ 図書館長、地域共同テクノセンター長、地域共同テクノセンター副センター長、総合情報セン

ター長、保健管理センター長及び保健管理センター副センター長（以下「図書館長等」とい

う。）の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任

者の残任期間とする。 

５ 図書館長等の職務に関することは別に定める。 

   第４節 学科長 

 （学科長の任命等） 

第６条 本校の総合科学科、機械工学科、電気電子工学科、制御情報工学科及び物質工学科に学科

長を置く。 

２ 学科長は、教授又は准教授のうちから校長が任命する。 

３ 学科長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 （学科長の職務） 

第７条 学科長は、校長の命を受け当該学科に関して次の事項を行う。 

 一 教育計画の立案に関すること。 

 二 学生の教育に関すること。 

 三 学生の就職に関すること。 

 四 入試に関すること。 

 五 教員の研究に関して総括し連絡調整すること。 

 六 教員の服務監督に関すること。 

 七 その他学科の運営に関すること。 

   第５節 主事補 

 （主事補） 

第８条 本校に、主事のもとに教務主事補、学生主事補及び寮務主事補（以下「主事補」とい

う。）を置く。 
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資料11－１－①－２続き

 

２ 主事補は、教授、准教授及び専任講師のうちから校長が任命する。 

３ 主事補の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前

任者の残任期間とする。 

４ 主事補は、当該主事の職務を補佐する。 

   第６節 学年主任及び学級担任 

 （学年主任及び学級担任の任命等） 

第９条 本校の各学年に、学年主任を置く。 

２ 本校の各学級に、学級担任を置く。 

３ 学年主任及び学級担任は、教授、准教授、専任講師又は助教のうちから校長が任命する。ただ

し、学年主任は学級担任を兼ねることができる。 

４ 学年主任及び学級担任の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任

者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （学年主任及び学級担任の職務） 

第１０条 学年主任は、校長の命を受け主事及び学科長と連絡を密にし担当する学年の運営に関す

ることを掌理する。 

２ 学級担任は、校長の命を受け主事、学科長及び学年主任と連絡を密にして次の事項を行う。 

 一 学級の教務に関すること。 

 二 学級の生活指導等に関すること。 

 三 学級の特別教育活動に関すること。 

 四 その他学級運営に関すること 

   第７節 寮監 

 （寮監） 

第１１条 寮務主事のもとに寮監を置く。  

２ 寮監は、教授、准教授及び専任講師のうちから校長が任命する。 

３ 寮監は、寮生の生活指導にあたる。 

   第８節 運営会議 

 （設置） 

第１２条 本校に運営会議を置く。 

２ 運営会議に関する事項は、別に定める。 

   第９節 教員会議及び学科会議 

 （設置） 

第１３条 本校に、校務運営に関する重要な事項を報告して広く意見を聞くために、教員会議を置

く。 

２ 学科に、学科の校務運営に関する事項に関して協議及び連絡調整するために、学科会議を置

く。 

３ 教員会議及び学科会議に関する事項は、別に定める。 

   第１０節 委員会 

 （設置） 

第１４条 本校に、別に定めるものの他、運営会議の議案の原案、校長の執行事項に関し審議また

は実行させるため、次の委員会を置く。 

 一 将来計画委員会 

 二 点検評価等実施委員会 

 三 国際交流委員会 

 四 広報委員会 

 五 施設委員会 

 六 教務委員会 

 七 ＦＤ推進委員会 

 八 入学試験委員会 

 九 学生委員会 

 十 就職対策委員会 
 十一 寮務委員会 
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資料11－１－①－２続き

 

 十二 外国人留学生委員会 

２ 前項に定める委員会のほか、必要に応じ、委員会等を置くことができる。 

（出典：規程集）

 

資料11－１－①－３

各種委員会等組織図 

 

（出典：総務課資料）
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資料 11－１－①－４

 

鶴岡工業高等専門学校教務委員会規程（抜粋） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第３項の規定に基づき、教務

委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の名号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育課程に関する事項 

 二 教育点検評価に関する事項 

 三 教育改善に関する事項 

 四 卒業、修了及び進級等に関する事項 

 五 学校行事に関する事項 

 六 授業時間割の編成に関する事項 

 七 ＪＡＢＥＥ対応に関する事項 

 八 非常勤講師の授業担当に関する事項 

 九 教務に関し、校長が諮問した事項 

 十 その他教務に関し必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 教務主事 

 二 学科長 

 三 専攻科長 

 四 教務主事補 

 五 教員のうちから校長が指名した者 

 六 学生課長 

 

（出典：規程集）

 

資料11－１－①－５

鶴岡工業高等専門学校校長室会議規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校における校長補佐体制を整備し、校務の円滑な推進及び運営会議

の効率的な運営に寄与するために校長室会議（以下「会議」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 会議は、校長の諮問に応えて、次の各号に掲げる事項について審議及び協議する。 

 一 会議及び運営会議の構成員ならびに各種委員会等の長から検討を要請された案件に関する

こと 

 二 運営会議の議案整理及びその取扱いに関すること 

 三 その他、校長及び構成員が校務上必要と認めた事項に関すること 

（組織） 

第３条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事、学生主事及び寮務主事 

 三 事務部長 

 四 総務課長及び学生課長 

２ 校長は、会議を招集し、その議長となる。 

３ 校長に事故があるときは、教務主事が議長となる。 
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（委員以外の出席） 

第４条 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見等を求

めることができる。 

（事務部職員の陪席） 

第５条 議長は、必要に応じて、会議に関係職員を陪席させることができる。 

（出典：規程集）

 

資料11－１－①－６

運営会議規程（抜粋） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１２条第２項の規定に基づき運営会

議（以下「会議」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 （審議事項） 

第２条 会議は、校長の諮問に応じて本校運営に関する重要事項を審議する。 

 （組織） 

第３条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事、学生主事及び寮務主事 

 三 学科長 

 四 専攻科長 

 五 図書館長、地域共同テクノセンター長、総合情報センター長及び保健管理センター長 

 六 事務部長 

 七 総務課長及び学生課長 

２ 校長は、会議を招集し、その議長となる。 

３ 校長に事故あるときは、教務主事が議長となる。 

 （委員以外の出席） 

第５条 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求め

ることができる。 

 (事務部職員の取扱） 

第６条 議長は、会議に関係職員を陪席させることができる。 

（出典：規程集）

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の教育目的及び教育目標を達成するために，各分野に関わる課題に応じた事項を審議・検討し，

校務の円滑な運営を図るために，各主事の所掌をはじめ，各種委員会等の内部組織が設置され，それ

ぞれの役割が明確に規定されている。また，学校運営に関するすべての議案は，事前に校長室会議で

検討され，運営会議における審議を経て，校長が 終決断を行い，教員会議で周知徹底する体制にな

っており，意思決定が効果的に行われている。 

 

 

観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活

動しているか。 
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（観点に係る状況）  

管理運営に関しては，教務主事（副校長兼務），学生主事，寮務主事を配置し，それぞれ教務委員

会，学生委員会，寮務委員会を所掌している。各委員会の主な所掌内容は規程により明確に規定して

いる（資料11－１－②－１）。また，各委員会の構成メンバーは，平成19年度校務分掌表のとおりで

ある（資料11－１－②－２）。各委員会とも，必ず事務職員が委員または幹事として参画している。 

事務部では，事務部長を筆頭として，総務課及び学生課の２課を設置し，それぞれに役割分担し

て管理運営体制を整えている（資料11－１－②－３）。 

また，技術職員については，技術室を設置して，技術職員による教育支援業務等を行っている

（資料11－１－②－４）。 

いずれの委員会も定期的にあるいは必要に応じて開催されている（資料11－１－②－５）。 

 

観点11－１－② 資料一覧 

資料11－１－②－１ 委員会の所掌内容     （出典：規程集） 

資料11－１－②－２ 校務分掌表      （出典：総務課資料） 

資料11－１－②－３ 事務組織規程     （出典：規程集） 

資料11－１－②－４ 技術室運用要項     （出典：規程集） 

資料11－１－②－５ 会議開催記録     （出典：総務課資料） 
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資料11－１－②－１

委員会の所掌内容（抜粋） 

 

鶴岡工業高等専門学校教務委員会規程 

第２条 委員会は、次の名号に掲げる事項を審議する。 

一 教育課程に関する事項 

二 教育点検評価に関する事項 

三 教育改善に関する事項 

四 卒業、修了および進級等に関する事項 

五 学校行事に関する事項 

六 授業時間割の編成に関する事項 

七 ＪＡＢＥＥ対応に関する事項 

八 非常勤講師の授業担当に関する事項 

九 教務に関し、校長が諮問した事項 

十 その他教務に関し必要な事項 

 

鶴岡工業高等専門学校学生委員会規程 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 学生指導に関する事項 

二 学生の身分に関する事項 

三 課外教育に関する事項 

四 奨学金に関する事項 

五 保健指導に関する事項 

六 厚生福祉に関する事項 

七 学生の表彰・懲戒に関する事項 

八 その他学生の生活指導に関し必要な事項 

 

鶴岡工業高等専門学校寮務委員会規程 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 寮生の教育及び生活指導に関する事項 

二 寮生会等、寮生の組織に関する事項 

三 寮生の入寮及び退寮に関する事項 

四 寮生の栄養及び健康管理に関する事項 

五 寮生の福利厚生に関する事項 

六 寮生の負担となる経費に関する事項 

七 その他、学寮の運営に関する事項 

 

（出典：規程集）
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資料11－１－②－２

平成 19 年度校務分掌 

 

不開示情報 

 

（出典：総務課資料）
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資料11－１－②－３

鶴岡工業高等専門学校事務組織規程（抜粋） 

   第１章 総 則 

 （目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条、独立行

政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則第９条及び鶴岡工業高等専

門学校学則第１１条の規定に基づき、鶴岡工業高等専門学校（以下「本校」という。）の組

織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。 

   第２章 事務組織 

 （事務部） 

第２条 本校に、本校の管理その他の事務を行わせるため、事務部を置く。 

２ 事務部にその所掌事務を分掌させるため、総務課、学生課及び企画室を置く。 

３ 課及び室に係を置くとともに、学生課に技術室を置く。 

 （事務部長） 

第３条 事務部に事務部長を置く。 

２ 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を処理する。 

 （課長） 

第４条 課に課長を置く。 

２ 課長は、上司の命を受け、その課の事務を処理する。 

 （企画室長） 

第５条 企画室に企画室長を置き、次条に定める総務担当の課長補佐をもって充てる。 

２ 企画室長は、上司の命を受け、企画室の事務を処理する。 

 （課長補佐） 

第６条 課に課長補佐を置くことができる。 

２ 課長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。 

３ 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに、高度の専門

的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。 

４ 特定の分野の事務の内容は別に定める。 

 （係長） 

第７条 係に係長を置く。 

２ 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。 

３ 係長は、上司の命を受けて、分掌の事務を処理する。 

 （主任） 

第８条 係に必要に応じて主任を置く。 

２ 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。 

３ 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事す

る。 

 （技術専門員） 

第９条 学生課に技術専門員を置くことができる。 

２ 技術専門員は、上司の命を受けて、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに

学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡

調整を行う。 

 （技術専門職員） 

第１０条 学生課に技術専門職員を置くことができる。 

２ 技術専門職員は、上司の命を受けて、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並び

に学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を

行う。 

 （係員） 
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第１１条 係員は、事務職員又は技術職員とする。 

２ 学生課に、係に属さない技術職員を置くことができる。 

３ 係員は、上司の命を受けて、担当の事務を処理する。 

４ 第２項に規定する技術職員は、各学科のいずれかにおいて教育及び研究に協力し、又はそ

れに関連する事務を処理する。 

   第３章 事務分掌 

 （総務課） 

第１２条 総務課に、総務係、人事係、図書情報係、財務係、用度係及び施設係を置く。 

２ 総務係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 学校の事務に関し、総括し及び連絡調整すること。 

 二 儀式その他諸行事等に関すること。 

 三 学則その他諸規程の制定改廃に関すること。 

 四 公文書を収受し、発送すること。 

 五 公印を管守すること。 

 六 旅行命令に関すること。 

 七 調査統計（学校基本調査を含む）等に関すること。 

 八 学校総覧及び広報に関すること。 

 九 情報公開及び個人情報保護に関すること 

 十 公開講座に関すること。 

 十一 構内の警備に関すること。 

 十二 自動車の運用管理に関すること。 

 十三 秘書業務に関すること。 

 十四 その他、他係の所掌に属しない事務に関すること。 

３ 人事係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 教職員の職階、任免、賞罰及び服務に関すること。 

 二 教職員の給与（計算及び支出決議書等の作成を含み、支払いを除く）に関すること。 

 三 退職手当（計算及び支出決議書等の作成を含み、支払いを除く）に関すること。 

 四 所得税等の徴収に関すること。 

 五 教職員の定員に関すること。 

 六 教職員の研修及び勤務評定に関すること。 

 七 教職員の健康管理、安全管理及び災害補償に関すること。 

 八 共済組合に関すること。 

 九 教職員の労働保険に関すること。 

 十 栄典及び表彰に関すること。 

 十一 教職員の人事記録に関すること。 

 十二 外国人教員（講師）の雇用に関すること。 

 十三 労働組合、教職員団体に関すること。 

 十四 教職員の労働時間管理にすること。 

 十五 教職員の宿日直に関すること。 

 十六 財産形成貯蓄に関すること。 

 十七 教職員のレクリエーションに関すること。 

 十八 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十九 その他人事・労務に関すること。 

４ 図書情報係においては、次の事務をつかさどる。 

  （図書館関係） 

 一 図書館の管理運営に関すること。 

 二 図書館資料の受入並びに整備及び保存等に関すること。 

 三 図書館資料の閲覧、帯出等利用に関すること。 
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 四 図書館における参考奉仕（検索指導、読書相談等）に関すること。 

 五 文献の撮影及び複写に関すること。 

 六 研究紀要に係る図書事務処理に関すること。 

 七 物品及び役務の契約及び支出決議書の作成（支払いを除く）に関すること。（図書情報

係の所掌に関するものに限る。） 

 八 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 九 その他図書等に関すること。 

  （総合情報センター関係） 

 十 情報処理教育等の支援業務に関すること。 

 十一 キャンパス情報ネットワーク管理・運用に関すること。 

 十二 その他総合情報センターに係る事務に関すること。 

  （事務情報化関係） 

 十三 事務情報化の推進に係る連絡調整に関すること。 

 十四 事務情報化に係る企画及び立案に関すること。 

 十五 事務情報化システムの開発に関すること。 

 十六 事務情報化システムの運用及び維持管理に関すること。 

 十七 事務情報化システムの利用に係る知識及び技術の普及に関すること。 

 十八 事務用電子計算機に係るデータ及びプログラムの保護に関すること。 

 十九 事務用電子計算機による事務処理のための調査、分析及び資料収集に関すること。 

 二十 その他事務用電子計算機の利用に関すること。 

５ 財務係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 概算及びその他の予算要求（他の係の所掌に属するものを除く）に関すること。 

 二 予算及び決算に関すること。 

 三 会計の監査に関すること。 

 四 金庫（他の係に属するものを除く）の管守に関すること。 

 五 会計機関に属する公印の管守に関すること。 

 六 債権の管理に関すること。 

 七 収入及び支出に関すること。 

 八 旅費、謝金及び預かり金等の計算並びに支出決議書等の作成に関すること。 

 九 現金、預金、貯金及び有価証券に関すること。 

 十 科学研究費補助金の経理に関すること。 

 十一 学校納付金の収納に関すること。 

 十二 帳簿その他証拠書類の保存に関すること。 

 十三 共同研究及び受託研究における契約に関すること。 

 十四 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十五 その他会計事務で他の係に属しない事務に関すること。 

６ 用度係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 物品の管理に関すること。 

 二 物品及び役務等の契約並びに支出決議書の作成（支払いを除く）に関すること。（施設

係及び図書に関するものを除く。） 

 三 寄附物品の受入に関すること。（図書に関するものを除く。） 

 四 不用物品の売り払いに関すること。 

 五 清掃に関すること。 

 六 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

７ 施設係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 概算及び営繕関係の予算要求（他の係の所掌に属するものを除く）に関すること。 

 二 営繕工事の企画、設計及び施工に関すること。 

 三 施設の整備及び維持保全に関すること。 
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 四 工事及び役務等の契約並びに支出決議書の作成（支払いを除く）に関すること。（用度

係及び図書に関するものを除く。） 

 五 不動産の管理に関すること。 

 六 宿舎に関すること。 

 七 防火管理に関すること。 

 八 施設台帳に関すること。 

 九 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十 その他施設に関すること。 

 （学生課） 

第１３条 学生課に、教務係、学生係、寮務係及び技術室を置く。 

２ 学生課に、学生課の所掌する事務を係の分掌を超えて共同で処理するため、係員で組織す

る学生課グループを置くことができる。 

３ 学生課グループは、上司の命を受け、共同で処理することが適当とする分野の事務を処理

する。 

４ 学生課グループの構成及び事務の内容は別に定める。 

５ 教務係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 学生課の事務に関し、総括し、連格調整すること。 

 二 学生厚生補導関係経費等の予算要求に関すること。 

 三 入学者の選抜に関すること。 

 四 入試システムの利用に関すること。 

 五 教育課程の編成に関すること。 

 六 教育方法に関すること。 

 七 授業及び試験に関すること。 

 八 学生の成績及び出欠席に関すること。 

 九 学生指導要録その他学生の諸記録の整理保管に関すること。 

 十 入学、退学、休学、復学、除籍及び卒業（修了）に関すること。 

 十一 進級及び卒業（修了）の認定に関すること。 

 十二 学生の身分、成績及び卒業（修了）等の証明に関すること。 

 十三 指導要録に記録を要する諸届に関すること。 

 十四 教科書及び教材に関すること。 

 十五 学生の校外実習及び見学等に関すること。 

 十六 ＪＡＢＥＥに関すること。 

 十七 外国人留学生に関すること。 

 十八 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十九 その他教務に関すること。 

６ 学生係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 学生の課外教育に関すること。 

 二 学生会その他学生団体に関すること。 

 三 奨学金及び入学料・授業料の減免、徴収猶予に関すること。 

 四 学生の厚生施設及び厚生事業に関すること。 

 五 学生の健康管理及び安全保持に関すること。 

 六 学生の相談に関すること。 

 七 学生の就職指導及び斡旋に関すること。 

 八 学生旅客運賃割引証及び通学証明書の発行に関すること。 

 九 学生のアルバイトに関すること。 

 十 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る共済給付契約及び給付金の支払請求に関

すること。 

 十一 学生の表彰及び懲戒に関すること。 
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 十二 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十三 その他学生の厚生補導に関すること。 

７ 寮務係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 学生寮の管理運営に関すること。 

 二 入寮及び退寮に関すること。 

 三 寮生の保健衛生及び栄養管理に関すること。 

 四 寮生の給食等に関すること。 

 五 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 六 その他寮生の厚生補導に関すること。 

８ 技術室においては、次の事務をつかさどる。 

 一 教育研究支援のための技術開発及び技術業務に関すること。 

 二 学生の実験及び実習の技術指導に関すること。 

 三 技術の継承及び保存に関すること。 

 四 技術研修等の企画及び連絡調整に関すること。 

 五 実験・実習施設における機械器具等の保全管理に関すること。 

 六 実習工場における危害防止に関すること。 

 七 実験研究等の装置を製作すること。 

 八 その他技術室の事務に関すること。 

 （企画室） 

第１４条 企画室に企画・連携係を置く。 

２ 企画・連携係においては、次の事務をつかさどる。 

 一 民間機関等との共同研究、受託研究及び寄附金の受入に関すること。 

 二 科学研究費補助金の申請手続きに関すること。 

 三 内地及び在外研究員に関すること。 

 四 学術団体等との連絡及び渉外に関すること。 

 五 国際学術交流に関すること。 

 六 知的財産に関すること。 

 七 地域共同テクノセンターの事務に関すること。 

 八 地域連携に関すること。 

 九 自己点検・評価に関すること。 

 十 外部評価に関すること。 

 十一 認証評価にすること。 

 十二 中期計画及び将来計画に関すること。 

 十三 教員総覧に関すること。 

 十四 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

 十五 その他研究協力、地域連携及び点検評価に関すること。  

（出典：規程集）

 

資料11－１－②－４

 

鶴岡工業高等専門学校学生課技術室運用要項 

 

 （目的） 

第１条 この要項は、鶴岡工業高等専門学校学生課技術室（以下「技術室」という。）につい

て必要な事項を定め、機能的かつ円滑な運用を図ることを目的とする。 

 （組織） 
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資料11－１－②－４続き 

 

第２条 技術室は、技術室長、技術班長及び室員（以下「技術室職員」という。）をもって組

織する。 

２ 技術室に技術室長を置き、技術専門員又は技術専門職員をもって充てる。 

３ 技術室に次の班を置き、各班に技術班長を置く。 

 一 技術第一班 

 二 技術第二班 

 三 技術第三班 

４ 前項の技術班長は、技術専門職員をもって充てる。 

５ 室員は、技術専門職員及び技術職員をもって充てる。 

 （服務） 

第３条 技術室長は、上司の命を受け、次の事務を処理する。 

 一 技術室の総括及び各班の連絡調整に関すること 

 二 技術職員の研修に関すること 

 三 その他、上司が必要と認めた事項に関すること 

２ 技術班長は、上司の命を受け、班の事務を処理する。 

３ 室員は、上司の命を受け、分掌の事務を処理する。 

 （班の業務） 

第４条 技術第一班は、次の業務を行う。 

 一 機械・制御系分野における技術支援業務に関すること 

 二 その他、技術室長が必要と認めた事項に関すること 

２ 技術第二班は、次の業務を行う。 

 一 電気・電子系分野における技術支援業務に関すること 

 二 その他、技術室長が必要と認めた事項に関すること 

３ 技術第三班は、次の業務を行う。  

 一 化学・生物系分野における技術支援業務に関すること 

 二 その他、技術室長が必要と認めた事項に関すること 

 （研修） 

第５条 技術室職員に対して、その職務の遂行に必要な専門的な知識を修得させ、技術室職員

の資質の向上を図るため、研修を実施する。 

２ 技術研修の内容は、主として次に掲げる事項とする。 

 一 専門技術及び技術能力等に関すること 

 二 科学技術一般に関すること 

 三 職場の安全管理に関すること 

３ 技術室長は、技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。 

 （技術室運営委員会） 

第６条 技術室の円滑な運営を図るため、技術室運営委員会を置く。 

２ 技術室運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （事務） 

第７条 技術室の事務は、技術室が行う。 

（出典：規程集）
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資料11－１－②－５

平成18年度 会議開催記録（抜粋） 

      

 回   校 長 室 会 議    運  営  会  議    教  員  会  議 

  １    ４月 ４日（火）    ４月 ５日（水）    ４月 ５日（水） 

  ２    ４月１１日（火）    ４月１２日（水）    ４月１９日（水） 

  ３    ５月 ９日（火）    ５月１０日（水）    ５月１７日（水） 

  ４    ６月 ７日（水）    ６月 ８日（木）    ６月１４日（水） 

  ５    ７月 ４日（火）    ７月 ５日（水）    ７月１２日（水） 

  ６    ９月 ５日（火）    ７月１０日（月）    ９月１３日（水） 

  ７  １０月１０日（火）    ８月２５日（金）  １０月１８日（水） 

  ８  １１月 ７日（火）    ９月 ６日（水）  １１月１５日（水） 

  ９  １２月 ５日（火）  １０月１１日（水）  １２月１３日（水） 

 １０    １月 ９日（火）  １１月 ２日（木）    １月１７日（水） 

 １１    １月３１日（水）  １１月 ８日（水）    ２月 ７日（水） 

 １２    ２月２８日（水）  １２月 ７日（木）    ３月 １日（木） 

 １３  １２月２１日（木）    ３月１３日（火） 

 １４    １月１０日（水）

 １５    １月２２日（月）

 １６    ２月 １日（木）

 １７    ２月２０日（火）

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 １８ 

 

   ３月 １日（木）

 

      

（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

管理運営に関する各種委員会及び事務組織の役割が適切に分担されており，校長室会議，運営会議

はじめ各種委員会，さらに事務部も含めて良く連携・協力して，本校の教育目的及び教育目標を達成

するために効果的に活動している。 

 

 

観点11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の管理運営の諸規定は，「鶴岡工業高等専門学校教員組織規程」を基本に，各種委員会等規

則を制定し，継続的に改善を加えて整備している（資料11－１－①－２参照）。 

なお，新規制定又は改正が必要になった規則は，運営会議で審議し，校長決裁を経て，施行に付

される。 

（分析結果とその根拠理由）  
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管理運営の諸規定は，状況の変化に対応して継続的に改善が図られ，よく整備されている。 

 

 

観点11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，教育研究活動の質的向上及び校務の管理運営の改善及び改革に活用するために，平成14

年度に外部有識者による「鶴岡高専運営協議会」を設置し，恒常的に外部評価を受け，意見・提言を

踏まえ，それを積極的に学校の管理運営に活用することを決定している（資料11－２－①－１）。 

平成16年４月には，「鶴岡工業高等専門学校点検評価等実施委員会規程」が全面改訂され，外部有

識者等による評価の実施とその検証及び改善についても明確に規定している（資料11－２－①－２）。 

これまで平成15年度と平成18年度の２回，外部有識者に外部評価委員を依頼し外部評価を実施した

（資料11－２－①－３）。これらの外部評価結果は，「平成15年度外部評価報告書」，「平成18年度

外部評価報告書」にまとめられており，平成15年度外部評価の際に頂いた意見・提言は，積極的に学

校の管理運営に活用している（資料11－２－①－４，資料９－１－③－２～３参照）。 

 

観点 11－２－① 資料一覧 

資料 11－２－①－１ 運営協議会規程 （出典：規程集） 

資料 11－２－①－２ 点検評価等実施委員会規程 

       （出典：規程集） 

資料 11－２－①－３ 外部評価委員名簿 （出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.３） 

資料 11－２－①－４ 学校管理運営への活用例 

       （出典：総務課資料） 
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資料11－２－①－１

鶴岡工業高等専門学校運営協議会規程（抜粋） 

 

 （設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校（以下「本校」という。）に鶴岡工業高等専門学校運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 協議会は、次の事項について点検・評価をし、助言、指導を与える。 

 一 管理運営に関すること 

 二 教育研究活動に関すること 

 三 学生生活に関すること 

 四 地域との連携に関すること 

 五 その他、正副委員長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから、校長が委嘱した委員及び校長をもって組織する。 

 一 本校の所在する地域の関係者 

 二 大学その他の教育研究機関の職員 

 三 その他高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者 

 （正副委員長） 

第４条 協議会に正副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は校長をもって

充てる。 

２ 正副委員長は、共同して協議会を掌理し会議等を招集し、議長となる。 

 （任期） 

第５条 第３条各号に掲げる委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 （オブザーバ） 

第６条 本校副校長（教務主事）及び事務部長は、オブザーバとして会議等に出席することができ

る。 

 （幹事） 

第７条 協議会に幹事を置き、企画室長をもって充てる。 

 

（出典：規程集）

 

資料11－２－①－２

 

鶴岡工業高等専門学校点検評価等実施委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第３項の規定に基づき、点検評

価等実施委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。 

（点検・評価の意義） 

第２条 点検・評価は、本校における教育研究活動等の実態を明らかにし、本校の社会的責任を果

たすとともに、将来を見据えた特色ある学校づくりを目指すためのものである。 

（任務） 

第３条 委員会は、点検・評価に関し次の各号に掲げる事項を審議し実施する。 

 一 点検及び評価の基本方針及び実施計画の策定に関すること。 

 二 点検及び評価項目の設定に関すること。 

 三 点検及び評価の実施及び取りまとめに関すること。 

 四 点検及び評価の結果の活用及び公表に関すること。 

 五 その他委員会が必要と認めること。 

（組織） 
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資料 11－２－①－２続き

 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事、学生主事及び寮務主事 

 三 学科長 

 四 専攻科長 

 五 図書館長、地域共同テクノセンター長、総合情報センター長及び保健管理センター長 

 六 事務部長 

２ 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。 

３ 委員長は、会議を招集し議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、教務主事がその職務

を代理する。 

（委員以外の出席） 

第５条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を求

めることができる。 

（結果の公表） 

第６条 委員会は、点検及び評価の結果について学内外に公表するものとする。 

（点検及び評価の検証） 

第７条 校長は、点検及び評価の結果について、本校教職員以外の者による検証を行うよう努める

ものとする。 

２ 前項に関し必要な事項は、別に定める。 

（出典：規程集）
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資料11－２－①－３

外部評価委員名簿 

 

 

（出典：平成18年度 外部評価報告書，p.３）
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資料11－２－①－４

学校管理運営への活用例 

 

（出典：総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，平成15年度と平成18年度に外部有識者による外部評価を実施し，頂いた意見・提言を積

極的に学校の管理運営に反映している。 

 

 

観点11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対し

て行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育研究活動等に対する点検・評価は，「鶴岡工業高等専門学校点検評価等実施委員会規

程」に規定されており，点検・評価のための委員会を設置して対応している（資料11－２－①－２参

照）。点検・評価は，1)自己点検・評価，2)外部評価，3)外部機関による第三者評価に大別される。 

1)自己点検・評価については，教育研究活動全体に対する点検・評価が平成６年以降３回実施され

ており，いずれも報告書にまとめられ，広く公表されている（資料11－３－①－１）。 

2)外部評価については，平成15年度と平成18年度に２回の外部評価を実施し，多くの意見・提言を

いただいた。それらは「平成15年度外部評価報告書」，「平成18年度外部評価報告書」にまとめられ，

広く公表されている（資料９－１－③－２～３参照）。 

3)外部機関による第三者評価については，平成17年度にＪＡＢＥＥ審査を受けて認定されており，

認定プログラムとして公開されている（資料11－３－①－２）。 

 

観点11－３－① 資料一覧 

資料11－３－①－１ 自己点検・評価報告書  （出典：自己点検・評価報告書） 

資料11－３－①－２ ＪＡＢＥＥ認定証   （出典：ＪＡＢＥＥ認定証） 
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資料11－３－①－１

自己点検・評価報告書（例） 

 

 

（出典：自己点検・評価報告書）
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資料11－３－①－２

 

ＪＡＢＥＥ認定証 

 

 

（出典：ＪＡＢＥＥ認定証）
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（分析結果とその根拠理由）  

自己点検・評価や有識者による外部評価，さらには第三者機関による点検・評価が，教育・研究，

組織・運営等本校の総合的な状況に対して定期的にかつ適切に実施されている。それらの評価結果は

「自己点検・評価報告書」及び「外部評価報告書」として公表されている。さらに教育プログラムが

ＪＡＢＥＥ認定プログラムとして広く公表されている。 

以上のことから，自己点検・評価や第三者評価が本校の活動の総合的な状況に対して行われ，か

つ，それらの評価結果が公表されていると判断できる。 

 

 

観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の点検・評価に関し，実施計画の策定から結果の活用及び公表まで，「鶴岡工業高等専門学校

点検評価等実施委員会規程」に明確に規定されている（資料11－２－①－２参照）。評価結果をフィ

ードバックして，本校の目的達成のための改善に結び付けるために，校長のリーダーシップの下，点

検評価等実施委員会を中心に，各種委員会，各学科・専攻科および事務部各課からなる「管理運営の

ためのＰＤＣＡサイクル」を整備し運営している（資料11－３－②－１）。例えば，平成17年度にＪ

ＡＢＥＥ審査を受けた際，教育システム見直しのための体制が整っていないとの指摘を受けたが，速

やかに「管理運営のためのＰＤＣＡサイクル」において現状分析及び改善策の検討を行い，平成18年

度に新たに教育点検評価委員会及び教育改善委員会を設置するとともに，教務ＰＤＣＡサイクルを構

築して，教育システムの点検，評価及び改善に関する活動を行っている（資料６－１－①－８～11参

照，資料９－１－①－１参照）。 

 

観点 11－３－② 資料一覧 

資料 11－３－②－１ 管理運営のためのＰＤＣＡサイクル  （出典：総務課資料） 
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資料11－３－②－１

管理運営のためのＰＤＣＡサイクル 

 

 

（出典：総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の点検・評価に関する実施計画の策定から結果の活用及び公表まで，規程で明確に規定すると

ともに，管理運営のためのＰＤＣＡサイクルが整備され機能している。 

以上のことから，評価結果がフィードバックされ，本校の目的達成のための改善に結び付けられる
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ようなシステムが整備され，有効に運営されていると判断できる。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点）  

・校長室会議，運営会議，教員会議及び各種委員会，さらに事務部も含めて良く連携し，教育目的及

び教育目標を達成するために効果的に活動して，意思決定が効率的に行われている点 

・各委員会等の規程も良く整備されている点 

・教員自身による自己点検・評価，外部有識者による外部評価さらには第三者機関による点検・評価

が，教育・研究，組織・運営等本校の総合的な状況に対して定期的にかつ適切に実施され，意見・提

言を積極的に学校の管理運営に活用している点 

 

（改善を要する点）  

特になし 

 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

教育目的及び教育目標を達成するために，検討課題に応じた事項を審議・検討し，校務の円滑な

運営を図るために，各主事の所掌をはじめ，各種委員会等の内部組織が設置され，それぞれの役割が

明確に規定されている。また，学校運営に関するすべての議案は，校長室会議で事前に検討され，運

営会議における審議を経て，校長が 終決断を行い，教員会議で周知徹底する体制になっており，意

思決定が効果的に行われる体制になっている。 

また，管理運営に関する各種委員会及び事務組織の役割が適切に分担されており，校長室会議，

運営会議，各種委員会，さらに事務部も含めて良く連携・協力して，本校の教育目的及び教育目標を

達成するために効果的に活動している。 

さらに，自己点検・評価のみならず，外部有識者による外部評価，第三者機関による点検・評価が

あり，教育・研究，組織・運営等本校の総合的な状況に対して定期的にかつ適切に実施されている。

それらの評価結果は報告書として公表されている。 

本校の点検・評価に関する実施計画の策定から結果の活用及び公表まで，規程で明確に規定すると

ともに，管理運営のためのＰＤＣＡサイクルが整備されており，評価結果をフィードバックして本校

の目的達成のための改善に結び付けるために有効に運営されている。 

 


